
三
三

議
員
派
遣
一
覧
表

㈠

国
内
の
議
員
派
遣

国

会

回

次

目

的

災
害
等
発
生
日
又

は
会
議
開
催
日

派
遣
決
定
日

派

遣

議
員
数

派
遣
地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
一
回

︵
特

別
︶
関
東
地
方
の
水
害

の
被
害
状
況
調
査

昭
和二

二
、
九
、一
五

昭
和二

二
、
九
、一
八

︵
議
決
︶

人五

埼
玉
県

日三

平

沼

彌
太
郎
君

︵
二二、
九、二九

本
会
議
︶

二
二
、九
、一
八
の
会
議

散
会
後
派
遣
議
員
の
指

名

五

栃
木
県

植

竹

春

彦
君

︵
二二、
九、三〇

本
会
議
︶

五

茨
城
県

板

野

勝

次
君

︵
二二、
九、二九

本
会
議
︶

五

群
馬
県

安

部

定
君

︵
二二、
九、三〇

本
会
議
︶

第
二
回

北
陸
地
方
の
震
災

の
被
害
状
況
調
査

二
三
、
六
、二
八

二
三
、
六
、二
九

︵
議
決
︶

五

北

陸

地

方

五

藤

森

眞

治
君

︵
二三、
七、
五

本
会
議
︶
二
三
、六
、三
〇
の
会
議

に
お
い
て
派
遣
議
員
を

指
名

五

鹿
児
島
県

宮
崎
県

大
分
県

島

津

忠

彦
君

︵
二六、一一、
九

本
会
議
︶

第
十
二
回

︵
臨

時
︶
ル
ー
ス
台
風
の
被

害
状
況
調
査

二
六
、一
〇
、一
四

一
〇
、一
五

二
六
、一
〇
、二
二

︵
議
決
︶

五

熊
本
県

福
岡
県

山
口
県

島
根
県

一
〇

矢

嶋

三

義
君

︵
二六、一一、
九

本
会
議
︶
各
委
員
会
の
派
遣
要
求

を
調
整
し
議
員
派
遣
と

し
た
。

三

広
島
県

愛
媛
県

香
川
県

徳
島
県

高
知
県

中

川

幸

平
君

︵
二六、一一、
九

本
会
議
︶

第
十
三
回

北
海
道
地
方
の
震

災
被
害
状
況
調
査

二
七
、
三
、
四

二
七
、
三
、
六

︵
議
決
︶

一
〇

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

一
四

廣

瀬

與
兵
衞
君

︵
二七、
三、二七

本
会
議
︶

二
七
、三
、七
議
長
に
お

い
て
派
遣
議
員
を
指
名

二
七
、三
、一
四
の
会
議

に
お
い
て
派
遣
期
間

︵
十
日
︶の
四
日
間
延
長

を
議
決

鳥
取
市
の
火
災
に

よ
る
被
害
状
況
調

査

二
七
、
四
、一
七

四
、一
八

二
七
、
四
、二
三

︵
議
決
︶

五

鳥
取
市

五

石

川

榮

一
君

︵
二七、
五、
六

本
会
議
︶
二
七
、四
、二
三
の
会
議

散
会
後
派
遣
議
員
を
指

名

第
十
六
回

︵
特

別
︶

九
州
地
方
の
水
害

の
被
害
状
況
調
査

二
八
、
六
、二
五

以
降

二
八
、
六
、二
九

︵
議
決
︶

一
二

九

州

地

方

五

松

岡

平

市
君

︵
二八、
七、
四

本
会
議
︶

和
歌
山
県
を
中
心

と
し
た
豪
雨
に
よ

る
被
害
状
況
調
査

二
八
、
七
、一
七

七
、一
八

二
八
、
七
、二
〇

︵
議
決
︶

四

和
歌
山

地

方

四

瀧

井

治
三
郎
君

︵
二八、
七、二四

本
会
議
︶



郞

















郞

九
八
八



三
三

議
員
派
遣
一
覧
表

㈠

国
内
の
議
員
派
遣

国

会

回

次

目

的

災
害
等
発
生
日
又

は
会
議
開
催
日

派
遣
決
定
日

派

遣

議
員
数

派
遣
地

派
遣

日
数

派

遣

報

告

備

考

第
一
回

︵
特

別
︶
関
東
地
方
の
水
害

の
被
害
状
況
調
査

昭
和二

二
、
九
、一
五

昭
和二

二
、
九
、一
八

︵
議
決
︶

人五

埼
玉
県

日三

平

沼

彌
太
郎
君

︵
二二、
九、二九

本
会
議
︶

二
二
、九
、一
八
の
会
議

散
会
後
派
遣
議
員
の
指

名

五

栃
木
県

植

竹

春

彦
君

︵
二二、
九、三〇

本
会
議
︶

五

茨
城
県

板

野

勝

次
君

︵
二二、
九、二九

本
会
議
︶

五

群
馬
県

安

部

定
君

︵
二二、
九、三〇

本
会
議
︶

第
二
回

北
陸
地
方
の
震
災

の
被
害
状
況
調
査

二
三
、
六
、二
八

二
三
、
六
、二
九

︵
議
決
︶

五

北

陸

地

方

五

藤

森

眞

治
君

︵
二三、
七、
五

本
会
議
︶
二
三
、六
、三
〇
の
会
議

に
お
い
て
派
遣
議
員
を

指
名

五

鹿
児
島
県

宮
崎
県

大
分
県

島

津

忠

彦
君

︵
二六、一一、
九

本
会
議
︶

第
十
二
回

︵
臨

時
︶
ル
ー
ス
台
風
の
被

害
状
況
調
査

二
六
、一
〇
、一
四

一
〇
、一
五

二
六
、一
〇
、二
二

︵
議
決
︶

五

熊
本
県

福
岡
県

山
口
県

島
根
県

一
〇

矢

嶋

三

義
君

︵
二六、一一、
九

本
会
議
︶
各
委
員
会
の
派
遣
要
求

を
調
整
し
議
員
派
遣
と

し
た
。

三

広
島
県

愛
媛
県

香
川
県

徳
島
県

高
知
県

中

川

幸

平
君

︵
二六、一一、
九

本
会
議
︶

第
十
三
回

北
海
道
地
方
の
震

災
被
害
状
況
調
査

二
七
、
三
、
四

二
七
、
三
、
六

︵
議
決
︶

一
〇

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

一
四

廣

瀬

與
兵
衞
君

︵
二七、
三、二七

本
会
議
︶

二
七
、三
、七
議
長
に
お

い
て
派
遣
議
員
を
指
名

二
七
、三
、一
四
の
会
議

に
お
い
て
派
遣
期
間

︵
十
日
︶の
四
日
間
延
長

を
議
決

鳥
取
市
の
火
災
に

よ
る
被
害
状
況
調

査

二
七
、
四
、一
七

四
、一
八

二
七
、
四
、二
三

︵
議
決
︶

五

鳥
取
市

五

石

川

榮

一
君

︵
二七、
五、
六

本
会
議
︶
二
七
、四
、二
三
の
会
議

散
会
後
派
遣
議
員
を
指

名

第
十
六
回

︵
特

別
︶

九
州
地
方
の
水
害

の
被
害
状
況
調
査

二
八
、
六
、二
五

以
降

二
八
、
六
、二
九

︵
議
決
︶

一
二

九

州

地

方

五

松

岡

平

市
君

︵
二八、
七、
四

本
会
議
︶

和
歌
山
県
を
中
心

と
し
た
豪
雨
に
よ

る
被
害
状
況
調
査

二
八
、
七
、一
七

七
、一
八

二
八
、
七
、二
〇

︵
議
決
︶

四

和
歌
山

地

方

四

瀧

井

治
三
郎
君

︵
二八、
七、二四

本
会
議
︶



郞

















郞

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

九
八
九



国

会

回

次

目

的

災
害
等
発
生
日
又

は
会
議
開
催
日

派
遣
決
定
日

派

遣

議
員
数

派
遣
地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
十
九
回

閉
会
後

第
十
五
号
台
風
に

よ
る
青
函
連
絡
船

洞
爺
丸
の
遭
難
調

査
及
び
遭
難
者
慰

問

二
九
、
九
、二
六

二
九
、
九
、二
八

︵
議
長
決
定
︶

七

函
館
市

五

︱

第
二十四
回

閉
会
後

魚
津
市
の
火
災
被

害
状
況
調
査

三
一
、
九
、一
〇

三
一
、
九
、一
三

︵
議
長
決
定
︶

三

魚
津
市

三

杉

山

昌

作
君

︵
三
一
、
九
、二
二

議
院
運
営
委
員
会
︶

通
常
選
挙
後
で
常
任
委

員
会
の
構
成
が
整
備
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
た
め

議
員
派
遣
と
し
た
。

第
九
号
及
び
第
十

二
号
台
風
の
被
害

状
況
調
査

三
一
、
八
、一
七

九
、
九

三
一
、
九
、二
二

︵
議
長
決
定
︶

五

佐
賀
県

長
崎
県

八

石

原

幹
市
郎
君

︵
三
一
、一
〇
、二
二

議
院
運
営
委
員
会
︶

同

北
海
道
に
お
け
る

冷
害
状
況
調
査

三
一
、
六
、中
旬
以
降

三
一
、一
〇
、
六

︵
議
長
決
定
︶

五

北
海
道

九

戸

叶

武
君

︵
三
一
、一
〇
、二
二

議
院
運
営
委
員
会
︶

同

第
二十六
回

閉
会
後

九
州
地
方
の
水
害

状
況
調
査

三
二
、
七
、一
四

︱
七
、二
六

三
二
、
七
、三
〇

︵
議
長
決
定
︶

六

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

鹿
児
島
県

七

小

柳

牧

衞
君

︵
三
二
、
九
、一
〇

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
三
十
回

︵
臨

時
︶
第
二
十
二
号
台
風

に
よ
る
伊
豆
地
方

の
被
害
状
況
調
査

三
三
、
九
、二
七

三
三
、
九
、二
九

︵
議
長
決
定
︶

四

静
岡
県

一

関

根

久

藏
君

︵
三
三
、一
〇
、
二

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
三十二
回

閉
会
後

第
十
五
号
台
風
に

よ
る
被
害
状
況
調

査

三
四
、
九
、二
六

三
四
、一
〇
、
一

︵
議
長

決
定
︶

四

愛
知
県

岐
阜
県

五

松

野

孝

一
君

︵
三
四
、一
〇
、一
五

議
院
運
営
委
員
会
︶

三

三
重
県

奈
良
県

滋
賀
県

櫻

井

志

郎
君

︵
三
四
、一
〇
、一
五

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
三十八
回

豪
雪
に
よ
る
被
害

状
況
調
査

三
五
、一
二
、二
七

以
降

三
六
、
二
、
三

︵
議
長

決
定
︶

四

新
潟
県

四

松

野

孝

一
君

︵
三
六
、
二
、二
八

議
院
運
営
委
員
会
︶

五

富
山
県

石
川
県

福
井
県

六

上

林

忠

次
君

︵
三
六
、
二
、二
八

議
院
運
営
委
員
会
︶

上
清
炭
鉱
の
坑
内

火
災
事
故
調
査

三
六
、
三
、
九

三
六
、
三
、一
〇

︵
議
長
決
定
︶

五

福
岡
県

四

鹿

島

俊

雄
君

︵
三
六
、
三
、一
七

議
院
運
営
委
員
会
︶

大
辻
炭
鉱
の
坑
内

火
災
事
故
調
査

三
六
、
三
、一
六

三
六
、
三
、一
七

︵
議
長
決
定
︶

六

福
岡
県

四

川

上

為

治
君

︵
三
六
、
三
、二
三

議
院
運
営
委
員
会
︶



九
九
〇



国

会

回

次

目

的

災
害
等
発
生
日
又

は
会
議
開
催
日

派
遣
決
定
日

派

遣

議
員
数

派
遣
地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
十
九
回

閉
会
後

第
十
五
号
台
風
に

よ
る
青
函
連
絡
船

洞
爺
丸
の
遭
難
調

査
及
び
遭
難
者
慰

問

二
九
、
九
、二
六

二
九
、
九
、二
八

︵
議
長
決
定
︶

七

函
館
市

五

︱

第
二十四
回

閉
会
後

魚
津
市
の
火
災
被

害
状
況
調
査

三
一
、
九
、一
〇

三
一
、
九
、一
三

︵
議
長

決
定
︶

三

魚
津
市

三

杉

山

昌

作
君

︵
三
一
、
九
、二
二

議
院
運
営
委
員
会
︶

通
常
選
挙
後
で
常
任
委

員
会
の
構
成
が
整
備
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
た
め

議
員
派
遣
と
し
た
。

第
九
号
及
び
第
十

二
号
台
風
の
被
害

状
況
調
査

三
一
、
八
、一
七

九
、
九

三
一
、
九
、二
二

︵
議
長
決
定
︶

五

佐
賀
県

長
崎
県

八

石

原

幹
市
郎
君

︵
三
一
、一
〇
、二
二

議
院
運
営
委
員
会
︶

同

北
海
道
に
お
け
る

冷
害
状
況
調
査

三
一
、
六
、中
旬
以
降

三
一
、一
〇
、
六

︵
議
長
決
定
︶

五

北
海
道

九

戸

叶

武
君

︵
三
一
、一
〇
、二
二

議
院
運
営
委
員
会
︶

同

第
二十六
回

閉
会
後

九
州
地
方
の
水
害

状
況
調
査

三
二
、
七
、一
四

︱
七
、二
六

三
二
、
七
、三
〇

︵
議
長

決
定
︶

六

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

鹿
児
島
県

七

小

柳

牧

衞
君

︵
三
二
、
九
、一
〇

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
三
十
回

︵
臨

時
︶
第
二
十
二
号
台
風

に
よ
る
伊
豆
地
方

の
被
害
状
況
調
査

三
三
、
九
、二
七

三
三
、
九
、二
九

︵
議
長
決
定
︶

四

静
岡
県

一

関

根

久

藏
君

︵
三
三
、一
〇
、
二

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
三十二
回

閉
会
後

第
十
五
号
台
風
に

よ
る
被
害
状
況
調

査

三
四
、
九
、二
六

三
四
、一
〇
、
一

︵
議
長
決
定
︶

四

愛
知
県

岐
阜
県

五

松

野

孝

一
君

︵
三
四
、一
〇
、一
五

議
院
運
営
委
員
会
︶

三

三
重
県

奈
良
県

滋
賀
県

櫻

井

志

郎
君

︵
三
四
、一
〇
、一
五

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
三十八
回

豪
雪
に
よ
る
被
害

状
況
調
査

三
五
、一
二
、二
七
以
降

三
六
、
二
、
三

︵
議
長

決
定
︶

四

新
潟
県

四

松

野

孝

一
君

︵
三
六
、
二
、二
八

議
院
運
営
委
員
会
︶

五

富
山
県

石
川
県

福
井
県

六

上

林

忠

次
君

︵
三
六
、
二
、二
八

議
院
運
営
委
員
会
︶

上
清
炭
鉱
の
坑
内

火
災
事
故
調
査

三
六
、
三
、
九

三
六
、
三
、一
〇

︵
議
長

決
定
︶

五

福
岡
県

四

鹿

島

俊

雄
君

︵
三
六
、
三
、一
七

議
院
運
営
委
員
会
︶

大
辻
炭
鉱
の
坑
内

火
災
事
故
調
査

三
六
、
三
、一
六

三
六
、
三
、一
七

︵
議
長
決
定
︶

六

福
岡
県

四

川

上

為

治
君

︵
三
六
、
三
、二
三

議
院
運
営
委
員
会
︶



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

九
九
一



国

会

回

次

目

的

災
害
等
発
生
日
又

は
会
議
開
催
日

派
遣
決
定
日

派

遣

議
員
数

派
遣
地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

四

神
奈
川
県

静
岡
県

愛
知
県

六

植

垣

弥
一
郎
君

︵
三
六
、
七
、三
一

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
三十八
回

閉
会
後

六
月
下
旬
の
集
中

豪
雨
に
よ
る
被
害

状
況
調
査

三
六
、
六
、二
四

︱
六
、三
〇

三
六
、
七
、
五

︵
議
長
決
定
︶

五

長
野
県

岐
阜
県

七

大

谷

瑩

潤
君

︵
三
六
、
七
、三
一

議
院
運
営
委
員
会
︶

三
六
、七
、六
長
野
県
・

岐
阜
県
へ
の
派
遣
議
員

︵
四
人
︶に
一
人
追
加
を

決
定

四

兵
庫
県

三
重
県

村

上

春

藏
君

︵
三
六
、
七
、三
一

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
四十六
回

新
潟
地
震
に
よ
る

被
害
状
況
調
査

三
九
、
六
、一
六

三
九
、
六
、一
七

︵
議
決
︶

五

新
潟
県

四

江

藤

智
君

︵
三
九
、
六
、二
五

議
院
運
営
委
員
会
︶

派
遣
決
定
の
際
、派
遣

議
員
、派
遣
地
及
び
派

遣
期
間
は
議
長
に
一
任

三

山
形
県

四

村

山

道

雄
君

︵
三
九
、
六
、二
五

議
院
運
営
委
員
会
︶

三

秋
田
県

四

大

倉

精

一
君

︵
三
九
、
六
、二
五

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
五十二
回

閉
会
後

第
二
十
六
号
台
風

に
よ
る
被
害
状
況

調
査

四
一
、
九
、二
五

四
一
、一
〇
、
一

︵
議
長
決
定
︶

七

山
梨
県

静
岡
県

二

︵
四一、一一、一五

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
五十五
回

︵
特

別
︶
昭
和
四
十
二
年
七

月
豪
雨
に
よ
る
被

災
地
の
慰
問
及
び

実
情
調
査

四
二
、
七
、
九

四
二
、
七
、一
二

︵
議
決
︶

四

広
島
県

兵
庫
県

四

︵
四二、
七、二一

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

三

長
崎
県

佐
賀
県

四

第
五十八
回

昭
和
四
十
三
年
十

勝
沖
地
震
に
よ
る

被
災
地
の
慰
問
及

び
実
情
調
査

四
三
、
五
、一
六

四
三
、
五
、一
七

︵
議
長

決
定
︶

三

青
森
県

岩
手
県

三

︵
四三、
六、
三

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

三

北
海
道

三

第
六十一
回

閉
会
後

新
潟
県
及
び
富
山

県
に
お
け
る
集
中

豪
雨
に
よ
る
被
害

状
況
調
査

四
四
、
八
、
七
以
降

四
四
、
八
、一
六

︵
議
長

決
定
︶

七

新
潟
県

富
山
県

三

︵
四四、一一、二九

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

古
河
鉱
業
株
式
会

社
下
山
田
炭
鉱
に

お
け
る
ガ
ス
爆
発

事
故
の
実
情
調
査

四
四
、
九
、二
二

四
四
、
九
、二
五

︵
議
長

決
定
︶

三

福
岡
県

二

︵
同

︶

第
六十八
回

大
阪
の
千
日
デ

パ
ー
ト
火
災
の
実

情
調
査

四
七
、
五
、一
三

四
七
、
五
、一
六

︵
議
長
決
定
︶

一
一

大
阪
府

一

︵
四七、
五、二六

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
七十二
回

熊
本
の
大
洋
デ

パ
ー
ト
火
災
の
実

情
調
査

四
八
、一
一
、二
九

四
八
、一
二
、
五

︵
議
長
決
定
︶

八

熊
本
県

一

︵
四八、一二、二一

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶





九
九
二



国

会

回

次

目

的

災
害
等
発
生
日
又

は
会
議
開
催
日

派
遣
決
定
日

派

遣

議
員
数

派
遣
地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

四

神
奈
川
県

静
岡
県

愛
知
県

六

植

垣

弥
一
郎
君

︵
三
六
、
七
、三
一

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
三十八
回

閉
会
後

六
月
下
旬
の
集
中

豪
雨
に
よ
る
被
害

状
況
調
査

三
六
、
六
、二
四

︱
六
、三
〇

三
六
、
七
、
五

︵
議
長
決
定
︶

五

長
野
県

岐
阜
県

七

大

谷

瑩

潤
君

︵
三
六
、
七
、三
一

議
院
運
営
委
員
会
︶

三
六
、七
、六
長
野
県
・

岐
阜
県
へ
の
派
遣
議
員

︵
四
人
︶に
一
人
追
加
を

決
定

四

兵
庫
県

三
重
県

村

上

春

藏
君

︵
三
六
、
七
、三
一

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
四十六
回

新
潟
地
震
に
よ
る

被
害
状
況
調
査

三
九
、
六
、一
六

三
九
、
六
、一
七

︵
議
決
︶

五

新
潟
県

四

江

藤

智
君

︵
三
九
、
六
、二
五

議
院
運
営
委
員
会
︶

派
遣
決
定
の
際
、派
遣

議
員
、派
遣
地
及
び
派

遣
期
間
は
議
長
に
一
任

三

山
形
県

四

村

山

道

雄
君

︵
三
九
、
六
、二
五

議
院
運
営
委
員
会
︶

三

秋
田
県

四

大

倉

精

一
君

︵
三
九
、
六
、二
五

議
院
運
営
委
員
会
︶

第
五十二
回

閉
会
後

第
二
十
六
号
台
風

に
よ
る
被
害
状
況

調
査

四
一
、
九
、二
五

四
一
、一
〇
、
一

︵
議
長
決
定
︶

七

山
梨
県

静
岡
県

二

︵
四一、一一、一五

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
五十五
回

︵
特

別
︶
昭
和
四
十
二
年
七

月
豪
雨
に
よ
る
被

災
地
の
慰
問
及
び

実
情
調
査

四
二
、
七
、
九

四
二
、
七
、一
二

︵
議
決
︶

四

広
島
県

兵
庫
県

四

︵
四二、
七、二一

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

三

長
崎
県

佐
賀
県

四

第
五十八
回

昭
和
四
十
三
年
十

勝
沖
地
震
に
よ
る

被
災
地
の
慰
問
及

び
実
情
調
査

四
三
、
五
、一
六

四
三
、
五
、一
七

︵
議
長

決
定
︶

三

青
森
県

岩
手
県

三

︵
四三、
六、
三

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

三

北
海
道

三

第
六十一
回

閉
会
後

新
潟
県
及
び
富
山

県
に
お
け
る
集
中

豪
雨
に
よ
る
被
害

状
況
調
査

四
四
、
八
、
七

以
降

四
四
、
八
、一
六

︵
議
長
決
定
︶

七

新
潟
県

富
山
県

三

︵
四四、一一、二九

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

古
河
鉱
業
株
式
会

社
下
山
田
炭
鉱
に

お
け
る
ガ
ス
爆
発

事
故
の
実
情
調
査

四
四
、
九
、二
二

四
四
、
九
、二
五

︵
議
長
決
定
︶

三

福
岡
県

二

︵
同

︶

第
六十八
回

大
阪
の
千
日
デ

パ
ー
ト
火
災
の
実

情
調
査

四
七
、
五
、一
三

四
七
、
五
、一
六

︵
議
長
決
定
︶

一
一

大
阪
府

一

︵
四七、
五、二六

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
七十二
回

熊
本
の
大
洋
デ

パ
ー
ト
火
災
の
実

情
調
査

四
八
、一
一
、二
九

四
八
、一
二
、
五

︵
議
長

決
定
︶

八

熊
本
県

一

︵
四八、一二、二一

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

九
九
三



国

会

回

次

目

的

災
害
等
発
生
日
又

は
会
議
開
催
日

派
遣
決
定
日

派

遣

議
員
数

派
遣
地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
七十四
回

︵
臨

時
︶
三
菱
石
油
株
式
会

社
水
島
製
油
所
重

油
流
出
事
故
の
実

情
調
査

四
九
、一
二
、一
八

四
九
、一
二
、二
四

︵
議
長
決
定
︶

一
〇

岡
山
県

香
川
県

一

︵
五〇、
一、二四

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
七十八
回

︵
臨

時
︶
酒
田
市
の
火
災
に

よ
る
被
害
の
実
情

調
査

五
一
、一
〇
、二
九

︱
一
〇
、三
〇

五
一
、一
一
、
二

︵
議
長
決
定
︶

七

山
形
県

二

︵
五一、一二、二四

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
二十六回

閉
会
後

平
成
五
年
北
海
道

南
西
沖
地
震
に
よ

る
被
害
の
実
情
調

査

平
成五

、
七
、一
二

五
、
七
、一
九

︵
議
長

決
定
︶

九

北
海
道

二

︵
五、
八、一二

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
三十二回

阪
神
・
淡
路
大
震

災
に
よ
る
被
害
状

況
及
び
復
旧
状
況

等
の
実
情
調
査

七
、
一
、一
七

七
、
四
、一
三

︵
議
長
決
定
︶

一
五

兵
庫
県

二

︵
七、
四、二八

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
四十回

ロ
シ
ア
の
タ
ン

カ
ー
ナ
ホ
ト
カ
号

に
よ
る
重
油
流
出

事
故
の
被
害
状
況

等
の
実
情
調
査

九
、
一
、
二

九
、
一
、二
七

︵
議
長
決
定
︶

一
二

福
井
県

石
川
県

一

︵
九、
二、一四

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
四十一回

︵
臨

時
︶
地
球
温
暖
化
防
止

京
都
会
議
参
加

九
、一
二
、
一

︱
一
二
、一
〇

︵
会
議
開
催
日
︶

九
、一
二
、
二

︵
議
長

決
定
︶

一
〇

京
都
府

二

︵
九、一二、一二

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
七十一回

閉
会
後

平
成
二
十
一
年
七

月
二
十
一
日
の
大

雨
に
よ
る
被
害
状

況
等
の
実
情
調
査

二
一
、
七
、二
一

二
一
、
七
、二
八

︵
議
長

決
定
︶

九

山
口
県

一

︵
二一、
九、一六

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
八十九回

第
三
回
国
連
防
災

世
界
会
議
の
際
の

議
員
会
議
出
席

二
七
、
三
、
一
三

︵
会
議
開
催
日
︶
二
七
、
三
、
二

︵
議
長

決
定
︶

二
宮
城
県

一

︵
二七、
七、三一

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶
九
九
四



国

会

回

次

目

的

災
害
等
発
生
日
又

は
会
議
開
催
日

派
遣
決
定
日

派

遣

議
員
数

派
遣
地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
七十四
回

︵
臨

時
︶
三
菱
石
油
株
式
会

社
水
島
製
油
所
重

油
流
出
事
故
の
実

情
調
査

四
九
、一
二
、一
八

四
九
、一
二
、二
四

︵
議
長
決
定
︶

一
〇

岡
山
県

香
川
県

一

︵
五〇、
一、二四

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
七十八
回

︵
臨

時
︶
酒
田
市
の
火
災
に

よ
る
被
害
の
実
情

調
査

五
一
、一
〇
、二
九

︱
一
〇
、三
〇

五
一
、一
一
、
二

︵
議
長

決
定
︶

七

山
形
県

二

︵
五一、一二、二四

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
二十六回

閉
会
後

平
成
五
年
北
海
道

南
西
沖
地
震
に
よ

る
被
害
の
実
情
調

査

平
成五

、
七
、一
二

五
、
七
、一
九

︵
議
長
決
定
︶

九

北
海
道

二

︵
五、
八、一二

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
三十二回

阪
神
・
淡
路
大
震

災
に
よ
る
被
害
状

況
及
び
復
旧
状
況

等
の
実
情
調
査

七
、
一
、一
七

七
、
四
、一
三

︵
議
長
決
定
︶

一
五

兵
庫
県

二

︵
七、
四、二八

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
四十回

ロ
シ
ア
の
タ
ン

カ
ー
ナ
ホ
ト
カ
号

に
よ
る
重
油
流
出

事
故
の
被
害
状
況

等
の
実
情
調
査

九
、
一
、
二

九
、
一
、二
七

︵
議
長
決
定
︶

一
二

福
井
県

石
川
県

一

︵
九、
二、一四

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
四十一回

︵
臨

時
︶
地
球
温
暖
化
防
止

京
都
会
議
参
加

九
、一
二
、
一

︱
一
二
、一
〇

︵
会
議
開
催
日
︶

九
、一
二
、
二

︵
議
長

決
定
︶

一
〇

京
都
府

二

︵
九、一二、一二

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
七十一回

閉
会
後

平
成
二
十
一
年
七

月
二
十
一
日
の
大

雨
に
よ
る
被
害
状

況
等
の
実
情
調
査

二
一
、
七
、二
一

二
一
、
七
、二
八

︵
議
長

決
定
︶

九

山
口
県

一

︵
二一、
九、一六

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

第
百
八十九回

第
三
回
国
連
防
災

世
界
会
議
の
際
の

議
員
会
議
出
席

二
七
、
三
、
一
三

︵
会
議
開
催
日
︶
二
七
、
三
、
二

︵
議
長
決
定
︶

二
宮
城
県

一

︵
二七、
七、三一

議
院
運
営
委

員
会
に
報
告

書
提
出

︶

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

九
九
五



㈡

海
外
へ
の
議
員
派
遣

国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
七
回

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
議
会
制
度

調
査

昭
和二五、

一、一四

︵
議
長
決
定
︶

大
野
木
秀
次
郎
君

波
多
野

鼎
君

高
田

寛
君

櫻
内
辰
郎
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

日
五
九

︱

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

政
府
の
招
待
に
よ

る
も
の

第
十
回

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
農
業
関
係

立
法
及
び
農
業
政
策
実
施
状
況

調
査

二六、
一、
九

︵
議
長
決
定
︶

北
村
一
男
君

岡
田
宗
司
君

楠
見
義
男
君

三
好

始
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

九
〇

︱

同

第
十
回

閉
会
後

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
議
会
運
営

の
実
情
調
査

二六、
六、
八

︵
議
長
決
定
︶
愛
知
揆
一
君

小
川
久
義
君

佐
々
木
良
作
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

六
五

︱

同

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
地
方
行
政

の
実
情
調
査

二六、
六、二四

︵
議
長
決
定
︶
岡
本
愛
祐
君

堀

末
治
君

吉
川
末
次
郎
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

七
五

︱

同

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
内
閣
機
構

調
査

二六、
七、
八

︵
議
長

決
定
︶
小
林
英
三
君

山
花
秀
雄
君

竹
下
豐
次
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

八
三

︱

同

第
十
一
回

閉
会
後

ア
メ
リ
カ
合
衆
国︵
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
︶
に
お
け
る
講
和
会

議
の
調
印
状
況
視
察

二六、
八、一八

︵
議
決
︶

廣
瀬
與
兵
衞
君

中
川
以
良
君

金
子
洋
文
君

鈴
木
直
人
君

大
隈
信
幸
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一
六
廣
瀬
與
兵
衞
君

昭
和

︵
二六、一一、一七

本
会
議
︶

第
十
三
回

閉
会
後

第
四
十
一
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ベ
ル
ン
︶に
出
席
並
び
に
各

国
の
議
会
制
度
調
査

二七、
八、
五

︵
議
長

決
定
︶

深
水
六
郎
君

安
井

謙
君

柏
木
庫
治
君

原

虎
一
君

小
笠
原
二
三
男
君

ス
イ
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

六
三

︱

第
十
六
回

閉
会
後

第
四
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ワ
シ
ン
ト
ン
︶に
出
席
並
び

に
各
国
の
議
会
制
度
調
査

二八、
八、
五

︵
議
長

決
定
︶

大
屋
晋
三
君

石
原
幹
市
郎
君

高
橋
道
男
君

菊
川
孝
夫
君

相
馬
助
治
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

欧
州
各
国

六
四
石
原
幹
市
郎
君

相
馬
助
治
君

︵
二八、一一、
六

本
会
議
︶

派
遣
報
告
は
、
自

由
討
議
の
会
議
に

お
い
て
行
っ
た
。

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
並
び
に

貿
易
事
情
調
査

二八、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶

松
本

昇
君

岡
田
信
次
君

杉
山
昌
作
君

羽
生
三
七
君

堀
木
鎌
三
君

欧
米
各
国

六
四
杉
山
昌
作
君

羽
生
三
七
君

︵
二八、一一、
六

本
会
議
︶
同

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

並
び
に
文
化
事
情
調
査

二八、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶

池
田
宇
右
衞
門
君

中
川
幸
平
君

三
浦
辰
雄
君

佐
多
忠
隆
君

田
中

一
君

紅
露
み
つ
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
六
池
田
宇
右
衞
門
君

︵
二八、一一、
六

本
会
議
︶
同

大
谷
瑩
潤
君

瀧
井
治
三
郎
君

小
林
政
夫
君

重
盛
壽
治
君

棚
橋
小
虎
君

千
田

正
君

二
二
小
林
政
夫
君

千

田

正
君

︵
二八、一一、
六

本
会
議
︶
同






郞



祐

郞













郞







郞

九
九
六



㈡

海
外
へ
の
議
員
派
遣

国
会
回
次

目

的

派
遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣

日
数

派

遣

報

告

備

考

第
七
回

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
議
会
制
度

調
査

昭
和二五、

一、一四

︵
議
長
決
定
︶

大
野
木
秀
次
郎
君

波
多
野

鼎
君

高
田

寛
君

櫻
内
辰
郎
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

日
五
九

︱

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

政
府
の
招
待
に
よ

る
も
の

第
十
回

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
農
業
関
係

立
法
及
び
農
業
政
策
実
施
状
況

調
査

二六、
一、
九

︵
議
長
決
定
︶

北
村
一
男
君

岡
田
宗
司
君

楠
見
義
男
君

三
好

始
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

九
〇

︱

同

第
十
回

閉
会
後

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
議
会
運
営

の
実
情
調
査

二六、
六、
八

︵
議
長
決
定
︶
愛
知
揆
一
君

小
川
久
義
君

佐
々
木
良
作
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

六
五

︱

同

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
地
方
行
政

の
実
情
調
査

二六、
六、二四

︵
議
長

決
定
︶
岡
本
愛
祐
君

堀

末
治
君

吉
川
末
次
郎
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

七
五

︱

同

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
内
閣
機
構

調
査

二六、
七、
八

︵
議
長
決
定
︶
小
林
英
三
君

山
花
秀
雄
君

竹
下
豐
次
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

八
三

︱

同

第
十
一
回

閉
会
後

ア
メ
リ
カ
合
衆
国︵
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
︶
に
お
け
る
講
和
会

議
の
調
印
状
況
視
察

二六、
八、一八

︵
議
決
︶

廣
瀬
與
兵
衞
君

中
川
以
良
君

金
子
洋
文
君

鈴
木
直
人
君

大
隈
信
幸
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一
六
廣
瀬
與
兵
衞
君

昭
和

︵
二六、一一、一七

本
会
議
︶

第
十
三
回

閉
会
後

第
四
十
一
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ベ
ル
ン
︶に
出
席
並
び
に
各

国
の
議
会
制
度
調
査

二七、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶

深
水
六
郎
君

安
井

謙
君

柏
木
庫
治
君

原

虎
一
君

小
笠
原
二
三
男
君

ス
イ
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

六
三

︱

第
十
六
回

閉
会
後

第
四
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ワ
シ
ン
ト
ン
︶に
出
席
並
び

に
各
国
の
議
会
制
度
調
査

二八、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶

大
屋
晋
三
君

石
原
幹
市
郎
君

高
橋
道
男
君

菊
川
孝
夫
君

相
馬
助
治
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

欧
州
各
国

六
四
石
原
幹
市
郎
君

相
馬
助
治
君

︵
二八、一一、
六

本
会
議
︶

派
遣
報
告
は
、
自

由
討
議
の
会
議
に

お
い
て
行
っ
た
。

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
並
び
に

貿
易
事
情
調
査

二八、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

松
本

昇
君

岡
田
信
次
君

杉
山
昌
作
君

羽
生
三
七
君

堀
木
鎌
三
君

欧
米
各
国

六
四
杉
山
昌
作
君

羽
生
三
七
君

︵
二八、一一、
六

本
会
議
︶
同

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

並
び
に
文
化
事
情
調
査

二八、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

池
田
宇
右
衞
門
君

中
川
幸
平
君

三
浦
辰
雄
君

佐
多
忠
隆
君

田
中

一
君

紅
露
み
つ
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
六
池
田
宇
右
衞
門
君

︵
二八、一一、
六

本
会
議
︶
同

大
谷
瑩
潤
君

瀧
井
治
三
郎
君

小
林
政
夫
君

重
盛
壽
治
君

棚
橋
小
虎
君

千
田

正
君

二
二
小
林
政
夫
君

千

田

正
君

︵
二八、一一、
六

本
会
議
︶
同






郞



祐

郞













郞







郞

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

九
九
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
十
七
回

閉
会
後

奄
美
群
島
の
復
帰
に
関
す
る
行

政
措
置
に
つ
い
て
実
情
調
査

二八、一一、
九

︵
議
長

決
定
︶

西
郷
吉
之
助
君

小
林
武
治
君

松
澤
兼
人
君

内
村
清
次
君

寺
本
広
作
君

奄
美
群
島

一
〇
内
村
清
次
君

︵
二八、一二、
七

本
会
議
︶

第
四
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ウ
ィ
ー
ン
︶に
出
席
並
び
に

欧
州
各
国
の
議
会
制
度
調
査

二九、
七、二三

︵
議
長

決
定
︶

寺
尾

豊
君

鹿
島
守
之
助
君

楠
見
義
男
君

藤
田

進
君

永
井
純
一
郎
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

四
六

︱

第
十
九
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

二九、
七、三〇

︵
議
長
決
定
︶

一
松
定
吉
君

一
松
政
二
君

入
交
太
藏
君

片
柳
眞
吉
君

三
橋
八
次
郎
君

欧
米
各
国

四
二

︱

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

二九、
八、
七

︵
議
長

決
定
︶

青
山
正
一
君

宮
本
邦
彦
君

常
岡
一
郎
君

千
葉

信
君

村
尾
重
雄
君

平
林
太
一
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
三

︱

藤
野
繁
雄
君

石
坂
豊
一
君

飯
島
連
次
郎
君

矢
嶋
三
義
君

東

隆
君

菊
田
七
平
君

一
四

︱

第
二十一
回

閉
会
後

全
琉
球
戦
没
者
追
悼
式
に
参
列

三〇、
三、
二

︵
議
長
決
定
︶
常
岡
一
郎
君

沖
縄

四

︱

第
二十二
回

︵
特

別
︶
イ
ン
ド
ネ
シ
ア︵
バ
ン
ド
ン
︶に

お
い
て
開
催
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
会
議
に
出
席

三〇、
四、
二

︵
議
決
︶
佐
多
忠
隆
君

曾
祢

益
君

梶
原
茂
嘉
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
三

︱

第
二十二
回

閉
会
後

第
四
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ヘ
ル
シ
ン
キ
︶に
出
席
並
び

に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三〇、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶

山
縣
勝
見
君

木
村
守
江
君

森

八
三
一
君

矢
嶋
三
義
君

八
木
秀
次
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
五

︱

三〇、
七、三一
議
院

運
営
委
員
会
に
お

い
て
、
矢
嶋
三
義

君
の
列
国
議
会
同

盟
会
議
出
席
を
差

し
と
め
る
こ
と
を

議
長
に
要
求
す
る

こ
と
の
動
議
が
可

決
さ
れ
た
。
よ
っ

て
同
君
は
同
会
議

に
は
出
席
し
な

か
っ
た
。

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三〇、
七、二八

︵
議
長
決
定
︶

泉
山
三
六
君

加
藤
武
徳
君

新
谷
寅
三
郎
君

若
木
勝
藏
君

松
原
一
彦
君

欧
米
各
国

四
一

︱

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三〇、
九、
二

︵
議
長
決
定
︶

石
村
幸
作
君

高
橋

衛
君

北

勝
太
郎
君

清
澤
俊
英
君

鈴
木

一
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
七

︱

全
琉
球
戦
没
者
追
悼
式
に
参
列

三〇、一一、
二

︵
議
長
決
定
︶
榊
原

亨
君

沖
縄

三

︱







郞
















郞













郞



九
九
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
十
七
回

閉
会
後

奄
美
群
島
の
復
帰
に
関
す
る
行

政
措
置
に
つ
い
て
実
情
調
査

二八、一一、
九

︵
議
長
決
定
︶

西
郷
吉
之
助
君

小
林
武
治
君

松
澤
兼
人
君

内
村
清
次
君

寺
本
広
作
君

奄
美
群
島

一
〇
内
村
清
次
君

︵
二八、一二、
七

本
会
議
︶

第
四
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ウ
ィ
ー
ン
︶に
出
席
並
び
に

欧
州
各
国
の
議
会
制
度
調
査

二九、
七、二三

︵
議
長
決
定
︶

寺
尾

豊
君

鹿
島
守
之
助
君

楠
見
義
男
君

藤
田

進
君

永
井
純
一
郎
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

四
六

︱

第
十
九
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

二九、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶

一
松
定
吉
君

一
松
政
二
君

入
交
太
藏
君

片
柳
眞
吉
君

三
橋
八
次
郎
君

欧
米
各
国

四
二

︱

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

二九、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

青
山
正
一
君

宮
本
邦
彦
君

常
岡
一
郎
君

千
葉

信
君

村
尾
重
雄
君

平
林
太
一
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
三

︱

藤
野
繁
雄
君

石
坂
豊
一
君

飯
島
連
次
郎
君

矢
嶋
三
義
君

東

隆
君

菊
田
七
平
君

一
四

︱

第
二十一
回

閉
会
後

全
琉
球
戦
没
者
追
悼
式
に
参
列

三〇、
三、
二

︵
議
長
決
定
︶
常
岡
一
郎
君

沖
縄

四

︱

第
二十二
回

︵
特

別
︶
イ
ン
ド
ネ
シ
ア︵
バ
ン
ド
ン
︶に

お
い
て
開
催
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
会
議
に
出
席

三〇、
四、
二

︵
議
決
︶
佐
多
忠
隆
君

曾
祢

益
君

梶
原
茂
嘉
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
三

︱

第
二十二
回

閉
会
後

第
四
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ヘ
ル
シ
ン
キ
︶に
出
席
並
び

に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三〇、
七、二六

︵
議
長

決
定
︶

山
縣
勝
見
君

木
村
守
江
君

森

八
三
一
君

矢
嶋
三
義
君

八
木
秀
次
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
五

︱

三〇、
七、三一
議
院

運
営
委
員
会
に
お

い
て
、
矢
嶋
三
義

君
の
列
国
議
会
同

盟
会
議
出
席
を
差

し
と
め
る
こ
と
を

議
長
に
要
求
す
る

こ
と
の
動
議
が
可

決
さ
れ
た
。
よ
っ

て
同
君
は
同
会
議

に
は
出
席
し
な

か
っ
た
。

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三〇、
七、二八

︵
議
長

決
定
︶

泉
山
三
六
君

加
藤
武
徳
君

新
谷
寅
三
郎
君

若
木
勝
藏
君

松
原
一
彦
君

欧
米
各
国

四
一

︱

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三〇、
九、
二

︵
議
長

決
定
︶

石
村
幸
作
君

高
橋

衛
君

北

勝
太
郎
君

清
澤
俊
英
君

鈴
木

一
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
七

︱

全
琉
球
戦
没
者
追
悼
式
に
参
列

三〇、一一、
二

︵
議
長

決
定
︶
榊
原

亨
君

沖
縄

三

︱







郞
















郞













郞



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

九
九
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
二十四
回

訪
英
日
本
国
会
議
員
団
と
し
て

イ
ギ
リ
ス
訪
問
並
び
に
欧
州
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

三一、
二、一〇

︵
議
決
︶
中
川
以
良
君

江
田
三
郎
君

加
賀
山
之
雄
君

イ
ギ
リ
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

四
〇

︱

イ
ギ
リ
ス
訪
問

は
、
同
国
上
下
両

院
議
長
の
招
待
に

よ
る
も
の

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三一、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

有
馬
英
二
君

榊
原

亨
君

横
川
信
夫
君

湯
山

勇
君

島
村
軍
次
君

欧
米
各
国

四
一

︱

第
二十四
回

閉
会
後

第
四
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
バ
ン
コ
ッ
ク
︶に
出
席
並
び

に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三一、
八、二三

︵
議
長
決
定
︶

古
池
信
三
君

宮
田
重
文
君

天
田
勝
正
君

森
下
政
一
君

森
田
義
衞
君

タ
イ

欧
米
各
国

五
三

︱

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三一、
八、三一

︵
議
長

決
定
︶

吉
田
萬
次
君

白
井

勇
君

田
畑
金
光
君

久
保

等
君

長
谷
部
ひ
ろ
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
一

︱

第
二十六
回

沖
縄
の
実
情
調
査

三二、
三、
六

︵
議
決
︶
鶴
見
祐
輔
君

吉
田
法
晴
君

沖
縄

一
二

︱

琉
球
民
政
長
官
の

招
待
に
よ
る
も
の

フ
ラ
ン
ス
訪
問
並
び
に
欧
州
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

三二、
五、二〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

松
野
鶴
平
君

前
田
佳
都
男
君

小
酒
井
義
男
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

三
五

︱

フ
ラ
ン
ス
訪
問

は
、
同
国
上
院
議

長
の
招
待
に
よ
る

も
の

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三二、
六、一三

︵
議
長
決
定
︶

上
原
正
吉
君

武
藤
常
介
君

青
柳
秀
夫
君

内
村
清
次
君

加
瀬

完
君

欧
米
各
国

四
四

︱

第
二十六
回

閉
会
後

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

高
野
一
夫
君

木
島
虎
藏
君

西
岡
ハ
ル
君

山
下
義
信
君

宮
城
タ
マ
ヨ
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
〇

︱

第
四
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ロ
ン
ド
ン
︶に
出
席
並
び
に

欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三二、
六、二七

︵
議
長
決
定
︶

寺
本
広
作
君

剱
木
亨
弘
君

山
田
節
男
君

栗
山
良
夫
君

上
林
忠
次
君

イ
ギ
リ
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
六

︱

第
二十八
回

全
琉
球
戦
没
者
追
悼
式
に
参
列

三三、
一、三一

︵
議
長
決
定
︶
三
木
治
朗
君

沖
縄

四

︱

列
国
議
会
同
盟
一
九
五
八
年
度

春
季
会
議︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︶に
出

席

三三、
三、一二

︵
議
決
︶
宮
澤
喜
一
君

加
藤
シ
ヅ
エ
君

ス
イ
ス

一
六

︱

第
四
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
︶に
出

席
並
び
に
欧
米
各
国
の
議
会
制

度
調
査

三三、
七、
二

︵
議
長

決
定
︶

伊
能
繁
次
郎
君

斎
藤

昇
君

小
林
孝
平
君

島

清
君

奥

む
め
お
君

ブ
ラ
ジ
ル

欧
米
各
国

六
四
伊
能
繁
次
郎
君

︵
三三、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会

︶
列
国
議
会
同
盟
会

議
終
了
後
、
ブ
ラ

ジ
ル
上
下
両
院
議

長
の
招
待
に
よ
り

日
本
国
会
訪
伯
親

善
使
節
議
員
団
と

し
て
同
国
に
十
日

間
滞
在







祐










 一

〇
〇
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
二十四
回

訪
英
日
本
国
会
議
員
団
と
し
て

イ
ギ
リ
ス
訪
問
並
び
に
欧
州
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

三一、
二、一〇

︵
議
決
︶
中
川
以
良
君

江
田
三
郎
君

加
賀
山
之
雄
君

イ
ギ
リ
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

四
〇

︱

イ
ギ
リ
ス
訪
問

は
、
同
国
上
下
両

院
議
長
の
招
待
に

よ
る
も
の

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三一、
八、一五

︵
議
長

決
定
︶

有
馬
英
二
君

榊
原

亨
君

横
川
信
夫
君

湯
山

勇
君

島
村
軍
次
君

欧
米
各
国

四
一

︱

第
二十四
回

閉
会
後

第
四
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
バ
ン
コ
ッ
ク
︶に
出
席
並
び

に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三一、
八、二三

︵
議
長
決
定
︶

古
池
信
三
君

宮
田
重
文
君

天
田
勝
正
君

森
下
政
一
君

森
田
義
衞
君

タ
イ
欧
米
各
国

五
三

︱

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三一、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶

吉
田
萬
次
君

白
井

勇
君

田
畑
金
光
君

久
保

等
君

長
谷
部
ひ
ろ
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
一

︱

第
二十六
回

沖
縄
の
実
情
調
査

三二、
三、
六

︵
議
決
︶
鶴
見
祐
輔
君

吉
田
法
晴
君

沖
縄

一
二

︱

琉
球
民
政
長
官
の

招
待
に
よ
る
も
の

フ
ラ
ン
ス
訪
問
並
び
に
欧
州
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

三二、
五、二〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

松
野
鶴
平
君

前
田
佳
都
男
君

小
酒
井
義
男
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

三
五

︱

フ
ラ
ン
ス
訪
問

は
、
同
国
上
院
議

長
の
招
待
に
よ
る

も
の

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三二、
六、一三

︵
議
長

決
定
︶

上
原
正
吉
君

武
藤
常
介
君

青
柳
秀
夫
君

内
村
清
次
君

加
瀬

完
君

欧
米
各
国

四
四

︱

第
二十六
回

閉
会
後

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

高
野
一
夫
君

木
島
虎
藏
君

西
岡
ハ
ル
君

山
下
義
信
君

宮
城
タ
マ
ヨ
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
〇

︱

第
四
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ロ
ン
ド
ン
︶に
出
席
並
び
に

欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三二、
六、二七

︵
議
長
決
定
︶

寺
本
広
作
君

剱
木
亨
弘
君

山
田
節
男
君

栗
山
良
夫
君

上
林
忠
次
君

イ
ギ
リ
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
六

︱

第
二十八
回

全
琉
球
戦
没
者
追
悼
式
に
参
列

三三、
一、三一

︵
議
長

決
定
︶
三
木
治
朗
君

沖
縄

四

︱

列
国
議
会
同
盟
一
九
五
八
年
度

春
季
会
議︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︶に
出

席

三三、
三、一二

︵
議
決
︶
宮
澤
喜
一
君

加
藤
シ
ヅ
エ
君

ス
イ
ス

一
六

︱

第
四
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
︶に
出

席
並
び
に
欧
米
各
国
の
議
会
制

度
調
査

三三、
七、
二

︵
議
長
決
定
︶

伊
能
繁
次
郎
君

斎
藤

昇
君

小
林
孝
平
君

島

清
君

奥

む
め
お
君

ブ
ラ
ジ
ル

欧
米
各
国

六
四
伊
能
繁
次
郎
君

︵
三三、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会

︶
列
国
議
会
同
盟
会

議
終
了
後
、
ブ
ラ

ジ
ル
上
下
両
院
議

長
の
招
待
に
よ
り

日
本
国
会
訪
伯
親

善
使
節
議
員
団
と

し
て
同
国
に
十
日

間
滞
在







祐












三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
〇
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
二十九
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三三、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶

山
本
米
治
君

松
平
勇
雄
君

横
山
フ
ク
君

中
田
吉
雄
君

安
部
キ
ミ
子
君

欧
米
各
国

四
五
山
本
米
治
君

︵
三三、一一、
四

議
院
運
営

委
員
会

︶

日
本
国
会
訪
豪
親
善
使
節
議
員

団
と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪

問
並
び
に
東
南
ア
ジ
ア
各
国
等

の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

三三、
八、
一

︵
議
長
決
定
︶
野
溝

勝
君

千
田

正
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

三
一
野

溝

勝
君

︵
三三、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会

︶
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

訪
問
は
、
同
国
上

下
両
院
議
長
の
招

待
に
よ
る
も
の

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三三、
八、一一

︵
議
長
決
定
︶

雨
森
常
夫
君

土
田
國
太
郎
君

大
川
光
三
君

平
林

剛
君

高
良
と
み
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
〇

︱

第
三十一
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
五
九
年
度

春
季
会
議︵
ニ
ー
ス
︶に
出
席

三四、
三、一八

︵
議
決
︶
宮
澤
喜
一
君

フ
ラ
ン
ス

一
二

︱

第
四
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ワ
ル
ソ
ー
︶に
出
席
並
び
に

欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三四、
七、
七

︵
議
長

決
定
︶

小
柳
牧
衞
君

高
橋
進
太
郎
君

田
中
茂
穂
君

吉
田
法
晴
君

阿
部
竹
松
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
二
小
柳
牧
衞
君

︵
三四、一〇、一五

議
院
運
営

委
員
会

︶

日
本
国
会
訪
ユ
ー
ゴ
親
善
使
節

議
員
団
と
し
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
訪
問
並
び
に
欧
米
各
国

の
議
院
運
営
の
実
情
等
調
査

三四、
七、
七

︵
議
長

決
定
︶
郡

祐
一
君

塩
見
俊
二
君

荒
木
正
三
郎
君

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
三
郡

祐

一
君

︵
三四、一〇、一五

議
院
運
営

委
員
会

︶
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
訪
問
は
、
同
国

連
邦
人
民
議
会
議

長
の
招
待
に
よ
る

も
の

第
三十二
回

閉
会
後

日
本
国
会
訪
チ
ェ
ッ
コ
親
善
使

節
議
員
団
と
し
て
チ
ェ
ッ
コ
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
訪
問
並
び
に
欧
米

各
国
の
予
算
制
度
及
び
経
済
事

情
等
調
査

三四、
七、
七

︵
議
長
決
定
︶
草
葉
隆
圓
君

成
瀬
幡
治
君

竹
中
恒
夫
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アそ
の
他
の
欧
米
各
国

四
七

︵
三四、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
訪
問

は
、
同
国
国
民
議

会
議
長
の
招
待
に

よ
る
も
の

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三四、
七、三一

︵
議
長

決
定
︶

野
本
品
吉
君

西
田
信
一
君

相
澤
重
明
君

加
賀
山
之
雄
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
九

︵
同

︶

第
三十四
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
〇
年
度

春
季
会
議︵
ア
テ
ネ
︶に
出
席

三五、
四、
六

︵
議
決
︶
山
本
米
治
君

木
下
友
敬
君

ギ
リ
シ
ャ

一
五

︱

第
三十五
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三五、
七、一二

︵
議
長
決
定
︶

下
條
康
麿
君

重
政
庸
徳
君

近
藤
鶴
代
君

松
澤
兼
人
君

天
坊
裕
彦
君

欧
米
各
国

四
四
下
條
康
麿
君

︵
三五、一〇、二四

議
院
運
営

委
員
会

︶

欧
南
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三五、
七、一四

︵
議
長
決
定
︶

佐
野

廣
君

中
野
文
門
君

岡

三
郎
君

光
村
甚
助
君

片
岡
文
重
君

欧
南
米
各
国

四
六
佐

野

廣
君

︵
三五、一〇、二四

議
院
運
営

委
員
会

︶

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三五、
七、二九

︵
議
長
決
定
︶

木
暮
武
太
夫
君

堀
本
宜
実
君

加
藤
武
徳
君

森

元
治
郎
君

常
岡
一
郎
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
九
木
暮
武
太
夫
君

︵
三五、一〇、二四

議
院
運
営

委
員
会

︶





郞





一
〇
〇
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
二十九
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三三、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶

山
本
米
治
君

松
平
勇
雄
君

横
山
フ
ク
君

中
田
吉
雄
君

安
部
キ
ミ
子
君

欧
米
各
国

四
五
山
本
米
治
君

︵
三三、一一、
四

議
院
運
営

委
員
会

︶

日
本
国
会
訪
豪
親
善
使
節
議
員

団
と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪

問
並
び
に
東
南
ア
ジ
ア
各
国
等

の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

三三、
八、
一

︵
議
長
決
定
︶
野
溝

勝
君

千
田

正
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

三
一
野

溝

勝
君

︵
三三、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会

︶
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

訪
問
は
、
同
国
上

下
両
院
議
長
の
招

待
に
よ
る
も
の

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三三、
八、一一

︵
議
長
決
定
︶

雨
森
常
夫
君

土
田
國
太
郎
君

大
川
光
三
君

平
林

剛
君

高
良
と
み
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
〇

︱

第
三十一
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
五
九
年
度

春
季
会
議︵
ニ
ー
ス
︶に
出
席

三四、
三、一八

︵
議
決
︶
宮
澤
喜
一
君

フ
ラ
ン
ス

一
二

︱

第
四
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ワ
ル
ソ
ー
︶に
出
席
並
び
に

欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三四、
七、
七

︵
議
長
決
定
︶

小
柳
牧
衞
君

高
橋
進
太
郎
君

田
中
茂
穂
君

吉
田
法
晴
君

阿
部
竹
松
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
二
小
柳
牧
衞
君

︵
三四、一〇、一五

議
院
運
営

委
員
会

︶

日
本
国
会
訪
ユ
ー
ゴ
親
善
使
節

議
員
団
と
し
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ヴ
ィ
ア
訪
問
並
び
に
欧
米
各
国

の
議
院
運
営
の
実
情
等
調
査

三四、
七、
七

︵
議
長

決
定
︶
郡

祐
一
君

塩
見
俊
二
君

荒
木
正
三
郎
君

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
三
郡

祐

一
君

︵
三四、一〇、一五

議
院
運
営

委
員
会

︶
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
訪
問
は
、
同
国

連
邦
人
民
議
会
議

長
の
招
待
に
よ
る

も
の

第
三十二
回

閉
会
後

日
本
国
会
訪
チ
ェ
ッ
コ
親
善
使

節
議
員
団
と
し
て
チ
ェ
ッ
コ
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
訪
問
並
び
に
欧
米

各
国
の
予
算
制
度
及
び
経
済
事

情
等
調
査

三四、
七、
七

︵
議
長
決
定
︶
草
葉
隆
圓
君

成
瀬
幡
治
君

竹
中
恒
夫
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アそ
の
他
の
欧
米
各
国

四
七

︵
三四、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
訪
問

は
、
同
国
国
民
議

会
議
長
の
招
待
に

よ
る
も
の

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三四、
七、三一

︵
議
長

決
定
︶

野
本
品
吉
君

西
田
信
一
君

相
澤
重
明
君

加
賀
山
之
雄
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
九

︵
同

︶

第
三十四
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
〇
年
度

春
季
会
議︵
ア
テ
ネ
︶に
出
席

三五、
四、
六

︵
議
決
︶
山
本
米
治
君

木
下
友
敬
君

ギ
リ
シ
ャ

一
五

︱

第
三十五
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三五、
七、一二

︵
議
長

決
定
︶

下
條
康
麿
君

重
政
庸
徳
君

近
藤
鶴
代
君

松
澤
兼
人
君

天
坊
裕
彦
君

欧
米
各
国

四
四
下
條
康
麿
君

︵
三五、一〇、二四

議
院
運
営

委
員
会

︶

欧
南
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三五、
七、一四

︵
議
長

決
定
︶

佐
野

廣
君

中
野
文
門
君

岡

三
郎
君

光
村
甚
助
君

片
岡
文
重
君

欧
南
米
各
国

四
六
佐

野

廣
君

︵
三五、一〇、二四

議
院
運
営

委
員
会

︶

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三五、
七、二九

︵
議
長

決
定
︶

木
暮
武
太
夫
君

堀
本
宜
実
君

加
藤
武
徳
君

森

元
治
郎
君

常
岡
一
郎
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
九
木
暮
武
太
夫
君

︵
三五、一〇、二四

議
院
運
営

委
員
会

︶





郞





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
〇
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
三十八
回

列
国
議
会
同
盟
東
南
ア
ジ
ア
地

域
会
議
結
成
に
関
し
各
国
議
員

団
と
協
議

三六、
三、一〇

︵
議
決
︶

坂
本

昭
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

マ
ラ
ヤ

一
五

︱

北
條
雋
八
君

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

ビ
ル
マ

一
五

松
平
勇
雄
君

タ
イ

セ
イ
ロ
ン

一
四

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
一
年
度

春
季
会
議
︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︶に

出
席

三六、
三、二四

︵
議
決
︶
西
郷
吉
之
助
君

仲
原
善
一
君

木
村
禧
八
郎
君

ス
イ
ス

二
一

︱

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三六、
六、二八

︵
議
長
決
定
︶
堀

末
治
君

田
中
啓
一
君

千
田

正
君

欧
米
各
国

五
三

︵
三六、一〇、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

三六、
七、
四

︵
議
長

決
定
︶
高
橋

衛
君

椿

繁
夫
君

加
賀
山
之
雄
君

四
二

︵
同

︶
派
遣
議
員
は
、
都

合
に
よ
り
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
及
び
南

米
各
国
を
視
察

第
三十八
回

閉
会
後

中
近
東
、
東
南
ア
ジ
ア
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
調
査

三六、
七、
四

︵
議
長
決
定
︶

大
谷
贇
雄
君

梶
原
茂
嘉
君

村
山
道
雄
君

大
和
与
一
君

村
尾
重
雄
君

中
近
東
及
び
東
南
ア
ジ

ア
各
国

三
七

︵
同

︶

第
五
十
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ブ
ラ
ッ
セ
ル
︶
に
出
席
並
び

に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三六、
八、
二

︵
議
長

決
定
︶

小
沢
久
太
郎
君

秋
山
俊
一
郎
君

近
藤
信
一
君

阿
具
根

登
君

ベ
ル
ギ
ー

そ
の
他
の
欧
米
各
国

四
四

︵
同

︶

三六、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶
平
島
敏
夫
君

野
本
品
吉
君

永
末
英
一
君

四
三

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三六、
九、二二

︵
議
長

決
定
︶
高
野
一
夫
君

高
田
な
ほ
子
君

欧
米
各
国

三
七

︱

第
四
十
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
二
年
度

春
季
会
議︵
ロ
ー
マ
︶に
出
席

三七、
三、三一

︵
議
決
︶
鈴
木
恭
一
君

武
内
五
郎
君

イ
タ
リ
ア

二
四

︱

欧
州
、
中
近
東
並
び
に
東
南
ア

ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

三七、
九、一二

︵
議
長
決
定
︶

佐
藤
芳
男
君

天
埜
良
吉
君

後
藤
義
隆
君

永
岡
光
治
君

欧
州
、
中
近
東
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

四
〇

︵
三七、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三七、
九、一二

︵
議
長
決
定
︶
柴
田

栄
君

大
竹
平
八
郎
君

田
畑
金
光
君

欧
米
各
国

三
八

︵
同

︶

三七、
九、一七

︵
議
長
決
定
︶
米
田
正
文
君

川
上
為
治
君

大
倉
精
一
君

三
一

︵
同

︶

第
四十一
回

閉
会
後

三七、一〇、
二

︵
議
長
決
定
︶
西
田
信
一
君

亀
田
得
治
君

三
九

︵
同

︶



一
〇
〇
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
三十八
回

列
国
議
会
同
盟
東
南
ア
ジ
ア
地

域
会
議
結
成
に
関
し
各
国
議
員

団
と
協
議

三六、
三、一〇

︵
議
決
︶

坂
本

昭
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

マ
ラ
ヤ

一
五

︱

北
條
雋
八
君

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

ビ
ル
マ

一
五

松
平
勇
雄
君

タ
イ
セ
イ
ロ
ン

一
四

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
一
年
度

春
季
会
議
︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︶に

出
席

三六、
三、二四

︵
議
決
︶
西
郷
吉
之
助
君

仲
原
善
一
君

木
村
禧
八
郎
君

ス
イ
ス

二
一

︱

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三六、
六、二八

︵
議
長
決
定
︶
堀

末
治
君

田
中
啓
一
君

千
田

正
君

欧
米
各
国

五
三

︵
三六、一〇、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

三六、
七、
四

︵
議
長

決
定
︶
高
橋

衛
君

椿

繁
夫
君

加
賀
山
之
雄
君

四
二

︵
同

︶
派
遣
議
員
は
、
都

合
に
よ
り
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
及
び
南

米
各
国
を
視
察

第
三十八
回

閉
会
後

中
近
東
、
東
南
ア
ジ
ア
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
調
査

三六、
七、
四

︵
議
長
決
定
︶

大
谷
贇
雄
君

梶
原
茂
嘉
君

村
山
道
雄
君

大
和
与
一
君

村
尾
重
雄
君

中
近
東
及
び
東
南
ア
ジ

ア
各
国

三
七

︵
同

︶

第
五
十
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ブ
ラ
ッ
セ
ル
︶
に
出
席
並
び

に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

三六、
八、
二

︵
議
長

決
定
︶

小
沢
久
太
郎
君

秋
山
俊
一
郎
君

近
藤
信
一
君

阿
具
根

登
君

ベ
ル
ギ
ー

そ
の
他
の
欧
米
各
国

四
四

︵
同

︶

三六、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶
平
島
敏
夫
君

野
本
品
吉
君

永
末
英
一
君

四
三

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三六、
九、二二

︵
議
長

決
定
︶
高
野
一
夫
君

高
田
な
ほ
子
君

欧
米
各
国

三
七

︱

第
四
十
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
二
年
度

春
季
会
議︵
ロ
ー
マ
︶に
出
席

三七、
三、三一

︵
議
決
︶
鈴
木
恭
一
君

武
内
五
郎
君

イ
タ
リ
ア

二
四

︱

欧
州
、
中
近
東
並
び
に
東
南
ア

ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

三七、
九、一二

︵
議
長

決
定
︶

佐
藤
芳
男
君

天
埜
良
吉
君

後
藤
義
隆
君

永
岡
光
治
君

欧
州
、
中
近
東
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

四
〇

︵
三七、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三七、
九、一二

︵
議
長
決
定
︶
柴
田

栄
君

大
竹
平
八
郎
君

田
畑
金
光
君

欧
米
各
国

三
八

︵
同

︶

三七、
九、一七

︵
議
長

決
定
︶
米
田
正
文
君

川
上
為
治
君

大
倉
精
一
君

三
一

︵
同

︶

第
四十一
回

閉
会
後

三七、一〇、
二

︵
議
長

決
定
︶
西
田
信
一
君

亀
田
得
治
君

三
九

︵
同

︶



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
〇
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
五
十
一
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ブ
ラ
ジ
リ
ヤ
︶に
出
席
並
び

に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度
等
調

査

三七、
九、二〇

︵
議
長
決
定
︶

木
暮
武
太
夫
君

岡
崎
真
一
君

戸
叶

武
君

牛
田

寛
君

ブ
ラ
ジ
ル

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
二

︵
三七、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

笹
森
順
造
君

河
野
謙
三
君

藤
原
道
子
君

五
〇

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三七、一〇、一六

︵
議
長

決
定
︶

田
中
茂
穂
君

岡

三
郎
君

米
田

勲
君

天
田
勝
正
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
三

︵
同

︶

沖
縄
戦
没
者
慰
霊
祭
参
列
並
び

に
香
港
の
政
治
経
済
事
情
等
調

査

三七、一一、
九

︵
議
長

決
定
︶
重
政
庸
徳
君

沖
縄
及
び
香
港

六

︱

第
四十三
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
三
年
度

春
季
会
議
︵
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
︶に

出
席

三八、
三、二九

︵
議
決
︶
鹿
島
俊
雄
君

田
中

一
君

ス
イ
ス

三
一

︵
三八、
七、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
五
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
︶に
出
席
並

び
に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度
等

調
査

三八、
七、三一

︵
議
長
決
定
︶

小
山
邦
太
郎
君

北
畠
教
真
君

岡
田
宗
司
君

渋
谷
邦
彦
君

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
二

︵
三八、一二、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

吉
武
恵
市
君

徳
永
正
利
君

藤
田
藤
太
郎
君

五
二

欧
州
、
中
近
東
並
び
に
東
南
ア

ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

三八、
八、
六

︵
議
長

決
定
︶

石
原
幹
市
郎
君

赤
間
文
三
君

山
本

杉
君

小
柳

勇
君

欧
州
、
中
近
東
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

四
一

︵
同

︶

第
四十三
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三八、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶
石
井

桂
君

櫻
井
志
郎
君

大
矢

正
君

欧
米
各
国

四
一

︵
同

︶

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
訪
問

の
重
宗
議
長
に
同
行
の
た
め

三八、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶
安
井

謙
君

曾
祢

益
君

市
川
房
枝
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
八

︵
同

︶

フ
ラ
ン
ス
上
院
仏
日
友
好
議
員

団
長
の
招
請
に
応
じ
、
同
国
訪

問
並
び
に
欧
州
、
中
近
東
各
国

の
議
会
制
度
等
調
査

三八、
八、二三

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

重
宗
雄
三
君

郡

祐
一
君

大
河
原
一
次
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
及
び
中

近
東
各
国

三
六

第
四十六
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
四
年
度

春
季
会
議
︵
ル
ツ
ェ
ル
ン
︶に

出
席

三九、
三、一三

︵
議
決
︶
鳥
畠
徳
次
郎
君

加
藤
シ
ヅ
エ
君

ス
イ
ス

二
四

︵
三九、
六、
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

草
葉
隆
圓
君

堀
本
宜
実
君

鈴
木

壽
君

浅
井

亨
君

四
七









一
〇
〇
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
五
十
一
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ブ
ラ
ジ
リ
ヤ
︶に
出
席
並
び

に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度
等
調

査

三七、
九、二〇

︵
議
長

決
定
︶

木
暮
武
太
夫
君

岡
崎
真
一
君

戸
叶

武
君

牛
田

寛
君

ブ
ラ
ジ
ル

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
二

︵
三七、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

笹
森
順
造
君

河
野
謙
三
君

藤
原
道
子
君

五
〇

東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
調
査

三七、一〇、一六

︵
議
長
決
定
︶

田
中
茂
穂
君

岡

三
郎
君

米
田

勲
君

天
田
勝
正
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
三

︵
同

︶

沖
縄
戦
没
者
慰
霊
祭
参
列
並
び

に
香
港
の
政
治
経
済
事
情
等
調

査

三七、一一、
九

︵
議
長
決
定
︶
重
政
庸
徳
君

沖
縄
及
び
香
港

六

︱

第
四十三
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
三
年
度

春
季
会
議
︵
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
︶に

出
席

三八、
三、二九

︵
議
決
︶
鹿
島
俊
雄
君

田
中

一
君

ス
イ
ス

三
一

︵
三八、
七、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
五
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
︶に
出
席
並

び
に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度
等

調
査

三八、
七、三一

︵
議
長
決
定
︶

小
山
邦
太
郎
君

北
畠
教
真
君

岡
田
宗
司
君

渋
谷
邦
彦
君

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

そ
の
他
の
欧
米
各
国

五
二

︵
三八、一二、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

吉
武
恵
市
君

徳
永
正
利
君

藤
田
藤
太
郎
君

五
二

欧
州
、
中
近
東
並
び
に
東
南
ア

ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

三八、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

石
原
幹
市
郎
君

赤
間
文
三
君

山
本

杉
君

小
柳

勇
君

欧
州
、
中
近
東
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

四
一

︵
同

︶

第
四十三
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三八、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶
石
井

桂
君

櫻
井
志
郎
君

大
矢

正
君

欧
米
各
国

四
一

︵
同

︶

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
訪
問

の
重
宗
議
長
に
同
行
の
た
め

三八、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶
安
井

謙
君

曾
祢

益
君

市
川
房
枝
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
八

︵
同

︶

フ
ラ
ン
ス
上
院
仏
日
友
好
議
員

団
長
の
招
請
に
応
じ
、
同
国
訪

問
並
び
に
欧
州
、
中
近
東
各
国

の
議
会
制
度
等
調
査

三八、
八、二三

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

重
宗
雄
三
君

郡

祐
一
君

大
河
原
一
次
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
及
び
中

近
東
各
国

三
六

第
四十六
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
四
年
度

春
季
会
議
︵
ル
ツ
ェ
ル
ン
︶に

出
席

三九、
三、一三

︵
議
決
︶
鳥
畠
徳
次
郎
君

加
藤
シ
ヅ
エ
君

ス
イ
ス

二
四

︵
三九、
六、
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

草
葉
隆
圓
君

堀
本
宜
実
君

鈴
木

壽
君

浅
井

亨
君

四
七









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
〇
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
五
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
︶
に
出

席
並
び
に
欧
米
各
国
の
議
会
制

度
等
調
査

三九、
七、一一

︵
議
長
決
定
︶
中
山
福
藏
君

前
田
久
吉
君

伊
藤
顕
道
君

デ
ン
マ
ー
ク

そ
の
他
の
欧
米
各
国

四
九

︵
三九、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
シ
ヅ
エ
君

三
七

第
四十六
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三九、
七、一一

︵
議
長

決
定
︶

豊
田
雅
孝
君

日
高
広
為
君

横
川
正
市
君

欧
米
各
国

三
九

︵
同

︶

紅
露
み
つ
君

長
谷
川

仁
君

鈴
木

強
君

三
七

︵
同

︶

欧
州
、
中
近
東
並
び
に
東
南
ア

ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

三九、
七、一七

︵
議
長
決
定
︶

竹
中
恒
夫
君

栗
原
祐
幸
君

北
村

暢
君

向
井
長
年
君

欧
州
、
中
近
東
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

四
一

︵
同

︶

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
最
高
会
議
の
招
待
に
よ
り

日
本
国
会
訪
ソ
親
善
使
節
団
と

し
て
訪
問

三九、
九、
二

︵
議
長

決
定
︶

田
中
茂
穂
君

安
井

謙
君

塩
見
俊
二
君

阿
部
竹
松
君

中
村
順
造
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

一
五

︵
四〇、
三、二三

議
長
に
報

告
書
提
出
︶

豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
並

び
に
東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
調
査

三九、
九、
七

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
武
徳
君

二
木
謙
吾
君

千
葉

信
君

田
上
松
衞
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
〇

︵
三九、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
四十八
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
五
年
度

春
季
会
議︵
ダ
ブ
リ
ン
︶に
出
席

四〇、
三、二四

︵
議
決
︶

岸
田
幸
雄
君

森

元
治
郎
君

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

二
六

︵
四〇、
六、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
シ
ヅ
エ
君

一
九

第
五
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
オ
タ
ワ
︶に
出
席
並
び
に
欧

米
各
国
の
議
会
制
度
等
調
査

四〇、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

西
郷
吉
之
助
君

松
野
孝
一
君

村
上
春
藏
君

宮
崎
正
義
君

カ
ナ
ダ

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
七

︵
四〇、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

青
柳
秀
夫
君

占
部
秀
男
君

千
葉
千
代
世
君

三
七

加
藤
シ
ヅ
エ
君

二
六

第
四十九
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

四〇、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

山
下
春
江
君

白
井

勇
君

野
上

元
君

欧
米
各
国

三
一

︵
同

︶

木
島
義
夫
君

梶
原
茂
嘉
君

鶴
園
哲
夫
君

三
二

︵
同

︶





一
〇
〇
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
五
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
︶
に
出

席
並
び
に
欧
米
各
国
の
議
会
制

度
等
調
査

三九、
七、一一

︵
議
長
決
定
︶
中
山
福
藏
君

前
田
久
吉
君

伊
藤
顕
道
君

デ
ン
マ
ー
ク

そ
の
他
の
欧
米
各
国

四
九

︵
三九、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
シ
ヅ
エ
君

三
七

第
四十六
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

三九、
七、一一

︵
議
長

決
定
︶

豊
田
雅
孝
君

日
高
広
為
君

横
川
正
市
君

欧
米
各
国

三
九

︵
同

︶

紅
露
み
つ
君

長
谷
川

仁
君

鈴
木

強
君

三
七

︵
同

︶

欧
州
、
中
近
東
並
び
に
東
南
ア

ジ
ア
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

三九、
七、一七

︵
議
長
決
定
︶

竹
中
恒
夫
君

栗
原
祐
幸
君

北
村

暢
君

向
井
長
年
君

欧
州
、
中
近
東
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

四
一

︵
同

︶

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
最
高
会
議
の
招
待
に
よ
り

日
本
国
会
訪
ソ
親
善
使
節
団
と

し
て
訪
問

三九、
九、
二

︵
議
長

決
定
︶

田
中
茂
穂
君

安
井

謙
君

塩
見
俊
二
君

阿
部
竹
松
君

中
村
順
造
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

一
五

︵
四〇、
三、二三

議
長
に
報

告
書
提
出
︶

豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
並

び
に
東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
調
査

三九、
九、
七

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
武
徳
君

二
木
謙
吾
君

千
葉

信
君

田
上
松
衞
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
〇

︵
三九、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
四十八
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
五
年
度

春
季
会
議︵
ダ
ブ
リ
ン
︶に
出
席

四〇、
三、二四

︵
議
決
︶

岸
田
幸
雄
君

森

元
治
郎
君

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

二
六

︵
四〇、
六、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
シ
ヅ
エ
君

一
九

第
五
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
オ
タ
ワ
︶に
出
席
並
び
に
欧

米
各
国
の
議
会
制
度
等
調
査

四〇、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

西
郷
吉
之
助
君

松
野
孝
一
君

村
上
春
藏
君

宮
崎
正
義
君

カ
ナ
ダ

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
七

︵
四〇、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

青
柳
秀
夫
君

占
部
秀
男
君

千
葉
千
代
世
君

三
七

加
藤
シ
ヅ
エ
君

二
六

第
四十九
回

閉
会
後

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査

四〇、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

山
下
春
江
君

白
井

勇
君

野
上

元
君

欧
米
各
国

三
一

︵
同

︶

木
島
義
夫
君

梶
原
茂
嘉
君

鶴
園
哲
夫
君

三
二

︵
同

︶





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
〇
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

四〇、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

井
川
伊
平
君

川
野
三
暁
君

野
知
浩
之
君

森
中
守
義
君

欧
州
及
び
東
南
ア
ジ
ア

各
国

三
〇

︵
四〇、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
並

び
に
東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
調
査

四〇、
九、
九

︵
議
長
決
定
︶
亀
井

光
君

大
矢

正
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
七

︵
同

︶

第
五十一
回

中
華
民
国
の
招
請
に
よ
り
同
国

訪
問

四一、
二、
一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

重
宗
雄
三
君

鍋
島
直
紹
君

渋
谷
邦
彦
君

米
田
正
文
君

中
華
民
国

八

︱

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
六
年
度

春
季
会
議
︵
キ
ャ
ン
ベ
ラ
︶に

出
席

四一、
三、二三

︵
議
決
︶

金
丸
冨
夫
君

相
澤
重
明
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

二
八

︵
四一、
六、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
シ
ヅ
エ
君

一
八

フ
ラ
ン
ス
上
院
仏
日
友
好
議
員

団
長
の
招
請
に
応
じ
、
同
国
訪

問
並
び
に
欧
州
各
国
の
議
会
制

度
調
査

四一、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

河
野
謙
三
君

栗
原
祐
幸
君

柳
岡
秋
夫
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

四
三

︵
四二、
二、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
上
院

仏
日
友
好
議
員
団
長
の
招
請
に

応
じ
同
国
訪
問

羽
生
三
七
君

森
田
タ
マ
君

中
上
川
ア
キ
君

高
山
恒
雄
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
八

︵
同

︶

第
五十二
回

閉
会
後

第
五
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
テ
ヘ
ラ
ン
︶に
出
席
並
び
に

欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

四一、
八、一五

︵
議
長

決
定
︶

大
竹
平
八
郎
君

沢
田
一
精
君

中
村
順
造
君

小
平
芳
平
君

イ
ラ
ン

欧
米
各
国

三
九

︵
同

︶

丸
茂
重
貞
君

木
村
睦
男
君

山
本
伊
三
郎
君

三
六

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査
並
び
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民

共
和
国
国
民
議
会
議
長
の
招
請

に
よ
り
同
国
訪
問

四一、
八、二三

︵
議
長

決
定
︶

谷
口
慶
吉
君

青
田
源
太
郎
君

武
内
五
郎
君

山
田
徹
一
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
亜
各
国

二
九

︵
同

︶

中
南
米
各
国
訪
問
並
び
に
欧
州

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

四一、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶
斎
藤

昇
君

松
平
勇
雄
君

佐
多
忠
隆
君

中
南
米
及
び
欧
州
各
国

三
六

︵
同

︶

第
五十五
回

︵
特

別
︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
七
年
度

春
季
会
議
︵
パ
ル
マ
・
デ
・
マ

ヨ
ル
カ
︶に
出
席

四二、
三、一四

︵
議
決
︶

津
島
文
治
君

小
酒
井
義
男
君

ス
ペ
イ
ン

二
一

︵
四二、
七、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
シ
ヅ
エ
君

一
四

沖
縄
戦
戦
没
者
追
悼
式
に
参
列

四二、
六、三〇

︵
議
長
決
定
︶
徳
永
正
利
君

大
和
与
一
君

北
條
雋
八
君

沖
縄

四

︱







一
〇
一
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

四〇、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶

井
川
伊
平
君

川
野
三
暁
君

野
知
浩
之
君

森
中
守
義
君

欧
州
及
び
東
南
ア
ジ
ア

各
国

三
〇

︵
四〇、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
並

び
に
東
南
ア
ジ
ア
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
調
査

四〇、
九、
九

︵
議
長

決
定
︶
亀
井

光
君

大
矢

正
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
七

︵
同

︶

第
五十一
回

中
華
民
国
の
招
請
に
よ
り
同
国

訪
問

四一、
二、
一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

重
宗
雄
三
君

鍋
島
直
紹
君

渋
谷
邦
彦
君

米
田
正
文
君

中
華
民
国

八

︱

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
六
年
度

春
季
会
議
︵
キ
ャ
ン
ベ
ラ
︶に

出
席

四一、
三、二三

︵
議
決
︶

金
丸
冨
夫
君

相
澤
重
明
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

二
八

︵
四一、
六、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
シ
ヅ
エ
君

一
八

フ
ラ
ン
ス
上
院
仏
日
友
好
議
員

団
長
の
招
請
に
応
じ
、
同
国
訪

問
並
び
に
欧
州
各
国
の
議
会
制

度
調
査

四一、
七、三〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

河
野
謙
三
君

栗
原
祐
幸
君

柳
岡
秋
夫
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

四
三

︵
四二、
二、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
米
各
国
の
議
院
運
営
の
実
情

等
調
査
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
上
院

仏
日
友
好
議
員
団
長
の
招
請
に

応
じ
同
国
訪
問

羽
生
三
七
君

森
田
タ
マ
君

中
上
川
ア
キ
君

高
山
恒
雄
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
八

︵
同

︶

第
五十二
回

閉
会
後

第
五
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
テ
ヘ
ラ
ン
︶に
出
席
並
び
に

欧
米
各
国
の
議
会
制
度
調
査

四一、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

大
竹
平
八
郎
君

沢
田
一
精
君

中
村
順
造
君

小
平
芳
平
君

イ
ラ
ン

欧
米
各
国

三
九

︵
同

︶

丸
茂
重
貞
君

木
村
睦
男
君

山
本
伊
三
郎
君

三
六

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査
並
び
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民

共
和
国
国
民
議
会
議
長
の
招
請

に
よ
り
同
国
訪
問

四一、
八、二三

︵
議
長

決
定
︶

谷
口
慶
吉
君

青
田
源
太
郎
君

武
内
五
郎
君

山
田
徹
一
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
亜
各
国

二
九

︵
同

︶

中
南
米
各
国
訪
問
並
び
に
欧
州

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

四一、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶
斎
藤

昇
君

松
平
勇
雄
君

佐
多
忠
隆
君

中
南
米
及
び
欧
州
各
国

三
六

︵
同

︶

第
五十五
回

︵
特

別
︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
七
年
度

春
季
会
議
︵
パ
ル
マ
・
デ
・
マ

ヨ
ル
カ
︶に
出
席

四二、
三、一四

︵
議
決
︶

津
島
文
治
君

小
酒
井
義
男
君

ス
ペ
イ
ン

二
一

︵
四二、
七、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
シ
ヅ
エ
君

一
四

沖
縄
戦
戦
没
者
追
悼
式
に
参
列

四二、
六、三〇

︵
議
長
決
定
︶
徳
永
正
利
君

大
和
与
一
君

北
條
雋
八
君

沖
縄

四

︱







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
一
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
五十五
回

閉
会
後

英
国
国
会
上
下
両
院
議
長
の
招

請
に
応
じ
、
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

四二、
七、一〇

︵
議
長

決
定
︶
平
島
敏
夫
君

阿
部
竹
松
君

イ
ギ
リ
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
五

︵
四三、
一、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

四二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶
温
水
三
郎
君

中
村
喜
四
郎
君

松
永
忠
二
君

欧
米
各
国

三
三

︵
同

︶

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

四二、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶
光
村
甚
助
君

八
田
一
朗
君

山
田
徹
一
君

欧
州
各
国

三
四

︵
同

︶

列
国
議
会
同
盟
第
一
〇
一
回
評

議
員
会︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︶に
出
席

並
び
に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度

調
査

四二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶
増
原
恵
吉
君

矢
追
秀
彦
君

ス
イ
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
四

︵
同

︶

欧
米
各
国
の
議
会
制
度
等
調
査

四二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

石
原
幹
市
郎
君

玉
置
和
郎
君

欧
州
各
国

三
五

︵
同

︶

第
五十六
回

閉
会
後

沢
田
一
精
君

秋
山
長
造
君

久
保

等
君

三
五

︵
同

︶

欧
豪
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

四二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

八
木
一
郎
君

宮
崎
正
雄
君

任
田
新
治
君

近
藤
信
一
君

欧
州
各
国

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

二
九

︵
同

︶

沖
縄
の
現
地
事
情
視
察

四二、
九、一九

︵
議
長
決
定
︶

山
本
利
壽
君

内
田
芳
郎
君

岡
田
宗
司
君

佐
多
忠
隆
君

黒
柳

明
君

長
谷
川

仁
君

沖
縄

五

︵
四二、一二、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
並
び
に
欧
州

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

四二、
九、一九

︵
議
長

決
定
︶
鍋
島
直
紹
君

加
瀬

完
君

植
木
光
教
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
六

︵
四三、
一、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

豪
州
並
び
に
中
南
米
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
調
査

四二、一〇、一七

︵
議
長

決
定
︶
徳
永
正
利
君

永
岡
光
治
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
中
南
米
各
国

三
〇

︵
同

︶

第
五十八
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
八
年
度

春
季
会
議︵
ダ
カ
ー
ル
︶に
出
席

四三、
三、一三

︵
議
決
︶

小
柳
牧
衞
君

中
村
英
男
君

セ
ネ
ガ
ル

三
二

︵
四三、
六、
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
シ
ヅ
エ
君

一
二

第
五
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
リ
マ
︶に
出
席
並
び
に
各
国

の
議
会
制
度
視
察

四三、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

吉
江
勝
保
君

源
田

実
君

大
和
与
一
君

田
代
富
士
男
君

ペ
ル
ー

そ
の
他
の
欧
南
米
各
国

四
六

︵
四三、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

江
藤

智
君

久
保
勘
一
君

藤
田

進
君

四
四









一
〇
一
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
五十五
回

閉
会
後

英
国
国
会
上
下
両
院
議
長
の
招

請
に
応
じ
、
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

四二、
七、一〇

︵
議
長
決
定
︶
平
島
敏
夫
君

阿
部
竹
松
君

イ
ギ
リ
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
五

︵
四三、
一、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

四二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶
温
水
三
郎
君

中
村
喜
四
郎
君

松
永
忠
二
君

欧
米
各
国

三
三

︵
同

︶

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

四二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶
光
村
甚
助
君

八
田
一
朗
君

山
田
徹
一
君

欧
州
各
国

三
四

︵
同

︶

列
国
議
会
同
盟
第
一
〇
一
回
評

議
員
会︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︶に
出
席

並
び
に
欧
米
各
国
の
議
会
制
度

調
査

四二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶
増
原
恵
吉
君

矢
追
秀
彦
君

ス
イ
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
四

︵
同

︶

欧
米
各
国
の
議
会
制
度
等
調
査

四二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

石
原
幹
市
郎
君

玉
置
和
郎
君

欧
州
各
国

三
五

︵
同

︶

第
五十六
回

閉
会
後

沢
田
一
精
君

秋
山
長
造
君

久
保

等
君

三
五

︵
同

︶

欧
豪
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

調
査

四二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

八
木
一
郎
君

宮
崎
正
雄
君

任
田
新
治
君

近
藤
信
一
君

欧
州
各
国

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

二
九

︵
同

︶

沖
縄
の
現
地
事
情
視
察

四二、
九、一九

︵
議
長

決
定
︶

山
本
利
壽
君

内
田
芳
郎
君

岡
田
宗
司
君

佐
多
忠
隆
君

黒
柳

明
君

長
谷
川

仁
君

沖
縄

五

︵
四二、一二、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
並
び
に
欧
州

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
調
査

四二、
九、一九

︵
議
長

決
定
︶
鍋
島
直
紹
君

加
瀬

完
君

植
木
光
教
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
六

︵
四三、
一、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

豪
州
並
び
に
中
南
米
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
調
査

四二、一〇、一七

︵
議
長

決
定
︶
徳
永
正
利
君

永
岡
光
治
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
中
南
米
各
国

三
〇

︵
同

︶

第
五十八
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
八
年
度

春
季
会
議︵
ダ
カ
ー
ル
︶に
出
席

四三、
三、一三

︵
議
決
︶

小
柳
牧
衞
君

中
村
英
男
君

セ
ネ
ガ
ル

三
二

︵
四三、
六、
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

加
藤
シ
ヅ
エ
君

一
二

第
五
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
リ
マ
︶に
出
席
並
び
に
各
国

の
議
会
制
度
視
察

四三、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

吉
江
勝
保
君

源
田

実
君

大
和
与
一
君

田
代
富
士
男
君

ペ
ル
ー

そ
の
他
の
欧
南
米
各
国

四
六

︵
四三、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

江
藤

智
君

久
保
勘
一
君

藤
田

進
君

四
四









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
一
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
豪
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四三、
八、二六

︵
議
長
決
定
︶
剱
木
亨
弘
君

西
村
尚
治
君

原
田

立
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
欧
州
東
南
ア
ジ
ア
各

国

三
〇

︵
四三、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
五十九
回

閉
会
後

欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四三、
八、二六

︵
議
長
決
定
︶
横
山
フ
ク
君

山
本
茂
一
郎
君

瀬
谷
英
行
君

欧
州
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
五

︵
同

︶

四三、一〇、二四

︵
議
長

決
定
︶
木
村
睦
男
君

永
岡
光
治
君

二
三

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四三、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶
新
谷
寅
三
郎
君

内
藤
誉
三
郎
君

松
澤
兼
人
君

欧
米
各
国

三
一

︵
同

︶

四三、
九、
七

︵
議
長

決
定
︶
古
池
信
三
君

松
本
賢
一
君

中
沢
伊
登
子
君

三
八

大
韓
民
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四三、
九、一三

︵
議
長
決
定
︶

重
宗
雄
三
君

沢
田
一
精
君

多
田
省
吾
君

向
井
長
年
君

長
谷
川

仁
君

土
屋
義
彦
君

大
韓
民
国

五

︱

沖
縄
の
現
地
事
情
視
察

四四、
二、一四

︵
議
決
︶

山
本
茂
一
郎
君

鶴
園
哲
夫
君

松
下
正
寿
君

大
松
博
文
君

中
村
喜
四
郎
君

川
村
清
一
君

渋
谷
邦
彦
君

沖
縄

四

︵
四四、
三、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十一
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
九
年
度

春
季
会
議︵
ウ
ィ
ー
ン
︶に
出
席

四四、
三、一九

︵
議
決
︶
和
田
鶴
一
君

西
村
関
一
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
二

︵
四五、
一、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

沖
縄
全
戦
没
者
追
悼
式
参
列

四四、
六、一九

︵
議
長

決
定
︶

鹿
島
俊
雄
君

近
藤
信
一
君

内
田
善
利
君

村
尾
重
雄
君

沖
縄

三

︱

欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四四、
八、一三

︵
議
長

決
定
︶
林
田
悠
紀
夫
君

高
橋
雄
之
助
君

矢
山
有
作
君

欧
州
及
び
東
南
ア
ジ
ア

各
国

三
一

︵
四五、
一、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十一
回

閉
会
後

四四、
九、
一

︵
議
長
決
定
︶
西
村
尚
治
君

佐
藤

隆
君

上
林
繁
次
郎
君

三
二

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四四、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶
高
橋
文
五
郎
君

木
村
禧
八
郎
君

片
山
武
夫
君

欧
米
各
国

二
九

︵
同

︶

四四、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶
山
本
利
壽
君

小
林

章
君

田
中
寿
美
子
君

三
〇






一
〇
一
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
豪
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四三、
八、二六

︵
議
長

決
定
︶
剱
木
亨
弘
君

西
村
尚
治
君

原
田

立
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
欧
州
東
南
ア
ジ
ア
各

国

三
〇

︵
四三、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
五十九
回

閉
会
後

欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四三、
八、二六

︵
議
長

決
定
︶
横
山
フ
ク
君

山
本
茂
一
郎
君

瀬
谷
英
行
君

欧
州
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
五

︵
同

︶

四三、一〇、二四

︵
議
長
決
定
︶
木
村
睦
男
君

永
岡
光
治
君

二
三

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四三、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶
新
谷
寅
三
郎
君

内
藤
誉
三
郎
君

松
澤
兼
人
君

欧
米
各
国

三
一

︵
同

︶

四三、
九、
七

︵
議
長
決
定
︶
古
池
信
三
君

松
本
賢
一
君

中
沢
伊
登
子
君

三
八

大
韓
民
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四三、
九、一三

︵
議
長

決
定
︶

重
宗
雄
三
君

沢
田
一
精
君

多
田
省
吾
君

向
井
長
年
君

長
谷
川

仁
君

土
屋
義
彦
君

大
韓
民
国

五

︱

沖
縄
の
現
地
事
情
視
察

四四、
二、一四

︵
議
決
︶

山
本
茂
一
郎
君

鶴
園
哲
夫
君

松
下
正
寿
君

大
松
博
文
君

中
村
喜
四
郎
君

川
村
清
一
君

渋
谷
邦
彦
君

沖
縄

四

︵
四四、
三、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十一
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
六
九
年
度

春
季
会
議︵
ウ
ィ
ー
ン
︶に
出
席

四四、
三、一九

︵
議
決
︶
和
田
鶴
一
君

西
村
関
一
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
二

︵
四五、
一、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

沖
縄
全
戦
没
者
追
悼
式
参
列

四四、
六、一九

︵
議
長
決
定
︶

鹿
島
俊
雄
君

近
藤
信
一
君

内
田
善
利
君

村
尾
重
雄
君

沖
縄

三

︱

欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四四、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶
林
田
悠
紀
夫
君

高
橋
雄
之
助
君

矢
山
有
作
君

欧
州
及
び
東
南
ア
ジ
ア

各
国

三
一

︵
四五、
一、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十一
回

閉
会
後

四四、
九、
一

︵
議
長

決
定
︶
西
村
尚
治
君

佐
藤

隆
君

上
林
繁
次
郎
君

三
二

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四四、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶
高
橋
文
五
郎
君

木
村
禧
八
郎
君

片
山
武
夫
君

欧
米
各
国

二
九

︵
同

︶

四四、
八、二五

︵
議
長

決
定
︶
山
本
利
壽
君

小
林

章
君

田
中
寿
美
子
君

三
〇






三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
一
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
五
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
︶に
出
席
並

び
に
各
国
の
議
会
制
度
視
察

四四、
九、一九

︵
議
長
決
定
︶

重
政
庸
徳
君

山
内
一
郎
君

成
瀬
幡
治
君

イ
ン
ド

そ
の
他
の
東
南
ア
ジ
ア

及
び
欧
米
各
国

三
五

︵
四五、
一、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十一
回

閉
会
後

田
村
賢
作
君

楠

正
俊
君

岡

三
郎
君

三
七

中
南
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

四四、一〇、
三

︵
議
長
決
定
︶
藤
田
正
明
君

近
藤
信
一
君

中
南
米
各
国

二
二

︵
同

︶

第
六十三
回

︵
特

別
︶

沖
縄
の
現
地
事
情
視
察

四五、
三、
四

︵
議
決
︶

塚
田
十
一
郎
君

中
村
喜
四
郎
君

川
村
清
一
君

渋
谷
邦
彦
君

萩
原
幽
香
子
君

増
田

盛
君

鶴
園
哲
夫
君

沖
縄

四

︵
四五、
四、
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
〇
年
度

春
季
会
議︵
モ
ナ
コ
︶に
出
席
並

び
に
イ
タ
リ
ア
国
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
訪
問

四五、
三、一八

︵
議
決
︶
大
谷
藤
之
助
君

岡
本

悟
君

秋
山
長
造
君

モ
ナ
コ

イ
タ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
及
び
中

近
東
各
国

三
一

︵
四五、一二、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察
並
び
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
民

共
和
国
国
民
議
会
議
長
の
招
請

に
よ
り
同
国
訪
問

四五、
五、二五

︵
議
長

決
定
︶
二
木
謙
吾
君

山
本
伊
三
郎
君

内
田
善
利
君

ハ
ン
ガ
リ
ー

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
〇

︵
同

︶

欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察
並
び
に
ト
ル
コ
共
和
国
大

国
民
議
会
上
下
両
院
議
長
の
招

請
に
よ
り
同
国
訪
問

四五、
六、
四

︵
議
長

決
定
︶
近
藤
英
一
郎
君

川
上
為
治
君

栗
原
祐
幸
君

ト
ル
コ

そ
の
他
の
欧
州
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

二
五

︵
同

︶

第
九
回
沖
縄
全
戦
没
者
追
悼
式

参
列

四五、
六、一五

︵
議
長
決
定
︶

石
原
幹
市
郎
君

小
柳

勇
君

三
木
忠
雄
君

片
山
武
夫
君

沖
縄

四

︱

第
六十三
回

閉
会
後

大
洋
州
、
東
南
ア
ジ
ア
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察
並
び
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
上

下
両
院
議
長
の
招
請
に
よ
り
同

国
訪
問

四五、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶
堀
本
宜
実
君

後
藤
義
隆
君

足
鹿

覺
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
四

︵
四五、一二、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
、
ア
フ
リ
カ
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察
並
び
に
フ
ラ

ン
ス
上
院
仏
日
友
好
議
員
団
長

の
招
請
に
よ
り
同
国
訪
問

四五、
七、二七

︵
議
長

決
定
︶
鬼
丸
勝
之
君

阿
具
根

登
君

萩
原
幽
香
子
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
、
ア
フ

リ
カ
及
び
東
南
ア
ジ
ア

各
国

二
九

︵
同

︶

第
五
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ハ
ー
グ
︶に
出
席
並
び
に
欧

米
各
国
の
議
会
制
度
視
察

四五、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶
米
田
正
文
君

園
田
清
充
君

横
川
正
市
君

オ
ラ
ン
ダ

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
六

︵
同

︶

第
五
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ハ
ー
グ
︶に
出
席
並
び
に
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連

邦
最
高
会
議
連
邦
・
民
族
両
会

議
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪

問

四五、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

柳
田
桃
太
郎
君

鹿
島
守
之
助
君

林

虎
雄
君

鈴
木
一
弘
君

オ
ラ
ン
ダ

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
七



一
〇
一
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
五
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
︶に
出
席
並

び
に
各
国
の
議
会
制
度
視
察

四四、
九、一九

︵
議
長
決
定
︶

重
政
庸
徳
君

山
内
一
郎
君

成
瀬
幡
治
君

イ
ン
ド

そ
の
他
の
東
南
ア
ジ
ア

及
び
欧
米
各
国

三
五

︵
四五、
一、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十一
回

閉
会
後

田
村
賢
作
君

楠

正
俊
君

岡

三
郎
君

三
七

中
南
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

四四、一〇、
三

︵
議
長
決
定
︶
藤
田
正
明
君

近
藤
信
一
君

中
南
米
各
国

二
二

︵
同

︶

第
六十三
回

︵
特

別
︶

沖
縄
の
現
地
事
情
視
察

四五、
三、
四

︵
議
決
︶

塚
田
十
一
郎
君

中
村
喜
四
郎
君

川
村
清
一
君

渋
谷
邦
彦
君

萩
原
幽
香
子
君

増
田

盛
君

鶴
園
哲
夫
君

沖
縄

四

︵
四五、
四、
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
〇
年
度

春
季
会
議︵
モ
ナ
コ
︶に
出
席
並

び
に
イ
タ
リ
ア
国
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
訪
問

四五、
三、一八

︵
議
決
︶
大
谷
藤
之
助
君

岡
本

悟
君

秋
山
長
造
君

モ
ナ
コ

イ
タ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
及
び
中

近
東
各
国

三
一

︵
四五、一二、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察
並
び
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
民

共
和
国
国
民
議
会
議
長
の
招
請

に
よ
り
同
国
訪
問

四五、
五、二五

︵
議
長
決
定
︶
二
木
謙
吾
君

山
本
伊
三
郎
君

内
田
善
利
君

ハ
ン
ガ
リ
ー

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
〇

︵
同

︶

欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察
並
び
に
ト
ル
コ
共
和
国
大

国
民
議
会
上
下
両
院
議
長
の
招

請
に
よ
り
同
国
訪
問

四五、
六、
四

︵
議
長
決
定
︶
近
藤
英
一
郎
君

川
上
為
治
君

栗
原
祐
幸
君

ト
ル
コ

そ
の
他
の
欧
州
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

二
五

︵
同

︶

第
九
回
沖
縄
全
戦
没
者
追
悼
式

参
列

四五、
六、一五

︵
議
長
決
定
︶

石
原
幹
市
郎
君

小
柳

勇
君

三
木
忠
雄
君

片
山
武
夫
君

沖
縄

四

︱

第
六十三
回

閉
会
後

大
洋
州
、
東
南
ア
ジ
ア
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察
並
び
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
上

下
両
院
議
長
の
招
請
に
よ
り
同

国
訪
問

四五、
七、一五

︵
議
長

決
定
︶
堀
本
宜
実
君

後
藤
義
隆
君

足
鹿

覺
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
四

︵
四五、一二、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
、
ア
フ
リ
カ
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察
並
び
に
フ
ラ

ン
ス
上
院
仏
日
友
好
議
員
団
長

の
招
請
に
よ
り
同
国
訪
問

四五、
七、二七

︵
議
長

決
定
︶
鬼
丸
勝
之
君

阿
具
根

登
君

萩
原
幽
香
子
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
、
ア
フ

リ
カ
及
び
東
南
ア
ジ
ア

各
国

二
九

︵
同

︶

第
五
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ハ
ー
グ
︶に
出
席
並
び
に
欧

米
各
国
の
議
会
制
度
視
察

四五、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶
米
田
正
文
君

園
田
清
充
君

横
川
正
市
君

オ
ラ
ン
ダ

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
六

︵
同

︶

第
五
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ハ
ー
グ
︶に
出
席
並
び
に
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連

邦
最
高
会
議
連
邦
・
民
族
両
会

議
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪

問

四五、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶

柳
田
桃
太
郎
君

鹿
島
守
之
助
君

林

虎
雄
君

鈴
木
一
弘
君

オ
ラ
ン
ダ

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
七



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
一
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

並
び
に
フ
ラ
ン
ス
上
院
仏
日
友

好
議
員
団
長
の
招
請
に
よ
り
同

国
訪
問

四五、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

安
井

謙
君

熊
谷
太
三
郎
君

小
柳

勇
君

沢
田

実
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
及
び
ア

フ
リ
カ
各
国

一
四

︵
四五、一二、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十五
回

沖
縄
の
現
地
事
情
視
察

四六、
一、
五

︵
議
長
決
定
︶

塚
田
十
一
郎
君

山
本
茂
一
郎
君

河
口
陽
一
君

達
田
龍
彦
君

松
井

誠
君

三
木
忠
雄
君

松
下
正
寿
君

渡
辺

武
君

沖
縄

三

︵
四六、
二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
一
年
度

春
季
会
議︵
カ
ラ
カ
ス
︶に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

四六、
三、二四

︵
議
決
︶
井
野
碩
哉
君

青
柳
秀
夫
君

北
村

暢
君

ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ

そ
の
他
の
欧
州
及
び
中

南
米
各
国

三
二

︵
四六、
五、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十五
回

閉
会
後

第
十
回
沖
縄
全
戦
没
者
追
悼
式

参
列

四六、
六、
八

︵
議
長

決
定
︶
金
丸
冨
夫
君

松
澤
兼
人
君

沖
縄

二

︱

カ
ナ
ダ
国
会
上
下
両
院
議
長
の

招
請
に
よ
り
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四六、
八、
二

︵
議
長

決
定
︶
土
屋
義
彦
君

松
井

誠
君

塩
出
啓
典
君

カ
ナ
ダ

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
一

︵
四六、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四六、
八、一三

︵
議
長

決
定
︶
吉
武
恵
市
君

高
田
浩
運
君

沢
田
政
治
君

欧
米
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
九

︵
同

︶

四六、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶

郡

祐
一
君

長
田
裕
二
君

野
々
山
一
三
君

欧
州
、
中
近
東
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

二
九

︵
同

︶

佐
藤
一
郎
君

松
下
正
寿
君

岩
間
正
男
君

欧
州
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
五

︵
同

︶

第
六十六
回

閉
会
後

第
五
十
九
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
パ
リ
︶に
出
席
並
び
に
各
国

の
議
会
制
度
視
察

四六、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

大
竹
平
八
郎
君

八
木
一
郎
君

森
中
守
義
君

峯
山
昭
範
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

一
五

︵
同

︶

四六、
八、一六

︵
議
長

決
定
︶
白
井

勇
君

温
水
三
郎
君

吉
田
忠
三
郎
君

三
一

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義

連
邦
共
和
国
連
邦
議
会
議
長
の

招
請
に
よ
り
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四六、
八、一六

︵
議
長
決
定
︶
西
田
信
一
君

柴
田

栄
君

大
矢

正
君

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

そ
の
他
の
欧
州
、
中
近

東
及
び
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
〇

︵
同

︶

豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

四六、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶
松
平
勇
雄
君

栗
原
祐
幸
君

矢
山
有
作
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
五

︵
同

︶



一
〇
一
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

並
び
に
フ
ラ
ン
ス
上
院
仏
日
友

好
議
員
団
長
の
招
請
に
よ
り
同

国
訪
問

四五、
八、三一

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

安
井

謙
君

熊
谷
太
三
郎
君

小
柳

勇
君

沢
田

実
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
及
び
ア

フ
リ
カ
各
国

一
四

︵
四五、一二、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十五
回

沖
縄
の
現
地
事
情
視
察

四六、
一、
五

︵
議
長
決
定
︶

塚
田
十
一
郎
君

山
本
茂
一
郎
君

河
口
陽
一
君

達
田
龍
彦
君

松
井

誠
君

三
木
忠
雄
君

松
下
正
寿
君

渡
辺

武
君

沖
縄

三

︵
四六、
二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
一
年
度

春
季
会
議︵
カ
ラ
カ
ス
︶に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

四六、
三、二四

︵
議
決
︶
井
野
碩
哉
君

青
柳
秀
夫
君

北
村

暢
君

ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ

そ
の
他
の
欧
州
及
び
中

南
米
各
国

三
二

︵
四六、
五、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十五
回

閉
会
後

第
十
回
沖
縄
全
戦
没
者
追
悼
式

参
列

四六、
六、
八

︵
議
長
決
定
︶
金
丸
冨
夫
君

松
澤
兼
人
君

沖
縄

二

︱

カ
ナ
ダ
国
会
上
下
両
院
議
長
の

招
請
に
よ
り
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四六、
八、
二

︵
議
長
決
定
︶
土
屋
義
彦
君

松
井

誠
君

塩
出
啓
典
君

カ
ナ
ダ

そ
の
他
の
欧
米
各
国

三
一

︵
四六、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四六、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶
吉
武
恵
市
君

高
田
浩
運
君

沢
田
政
治
君

欧
米
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
九

︵
同

︶

四六、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶

郡

祐
一
君

長
田
裕
二
君

野
々
山
一
三
君

欧
州
、
中
近
東
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

二
九

︵
同

︶

佐
藤
一
郎
君

松
下
正
寿
君

岩
間
正
男
君

欧
州
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
五

︵
同

︶

第
六十六
回

閉
会
後

第
五
十
九
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
パ
リ
︶に
出
席
並
び
に
各
国

の
議
会
制
度
視
察

四六、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶

大
竹
平
八
郎
君

八
木
一
郎
君

森
中
守
義
君

峯
山
昭
範
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

一
五

︵
同

︶

四六、
八、一六

︵
議
長
決
定
︶
白
井

勇
君

温
水
三
郎
君

吉
田
忠
三
郎
君

三
一

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義

連
邦
共
和
国
連
邦
議
会
議
長
の

招
請
に
よ
り
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四六、
八、一六

︵
議
長

決
定
︶
西
田
信
一
君

柴
田

栄
君

大
矢

正
君

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

そ
の
他
の
欧
州
、
中
近

東
及
び
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
〇

︵
同

︶

豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

四六、
八、二五

︵
議
長

決
定
︶
松
平
勇
雄
君

栗
原
祐
幸
君

矢
山
有
作
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
五

︵
同

︶



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
一
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
六十六
回

閉
会
後

本
院
か
ら
派
遣
さ
れ
た
野
々
山

一
三
君
が
プ
ラ
ハ
で
交
通
事
故

に
遭
遇
し
た
の
で
見
舞
の
た
め

四六、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶
瀬
谷
英
行
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア

一
三

︱

沖
縄
の
現
地
事
情
視
察

四六、
九、一七

︵
議
長
決
定
︶

長
谷
川

仁
君

米
田
正
文
君

松
井

誠
君

栗
林
卓
司
君

春
日
正
一
君

町
村
金
五
君

上
田

哲
君

三
木
忠
雄
君

沖
縄

四

︵
四六、一一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

四六、
九、二九

︵
議
長
決
定
︶

江
藤

智
君

石
原
慎
太
郎
君

嶋
崎

均
君

村
田
秀
三
君

森

元
治
郎
君

黒
柳

明
君

中
村
利
次
君

須
藤
五
郎
君

四

第
六十七
回

︵
臨

時
︶
沖
縄
返
還
協
定
並
び
に
沖
縄
の

復
帰
に
伴
う
関
係
国
内
七
法
案

の
審
査
に
資
す
る
た
め

四六、一二、一八

︵
議
長
決
定
︶

安
井

謙
君

高
田
浩
運
君

西
村
関
一
君

塚
田
十
一
郎
君

山
下
春
江
君

山
本
敬
三
郎
君

田

英
夫
君

中
尾
辰
義
君

木
島
則
夫
君

星
野

力
君

楠

正
俊
君

松
井

誠
君

沖
縄

二

︵
四六、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

矢
追
秀
彦
君

高
山
恒
雄
君

岩
間
正
男
君

長
田
裕
二
君

梶
木
又
三
君

亀
井
善
彰
君

鈴
木
省
吾
君

宮
之
原
貞
光
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
最
高
会
議
連
邦
・
民
族
会

議
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪

問

四六、一二、二二

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

河
野
謙
三
君

鍋
島
直
紹
君

羽
生
三
七
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

一
〇

︱

沖
縄
復
帰
に
伴
う
諸
問
題
に
つ

い
て
現
地
の
実
情
視
察

四七、
三、
二

︵
議
長
決
定
︶

柳
田
桃
太
郎
君

柴
田

栄
君

安
田
隆
明
君

鈴
木

力
君

山
崎

昇
君

峯
山
昭
範
君

中
村
利
次
君

戸
田
菊
雄
君

稲
嶺
一
郎
君

原
田

立
君

渡
辺

武
君

喜
屋
武
眞
榮
君

沖
縄

三

︵
四七、
三、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十八
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
二
年
度

春
季
会
議︵
ヤ
ウ
ン
デ
︶に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

四七、
三、一五

︵
議
決
︶
河
口
陽
一
君

菅
野
儀
作
君

佐
野
芳
雄
君

カ
メ
ル
ー
ン

そ
の
他
の
ア
フ
リ
カ
、

欧
州
及
び
東
南
ア
ジ
ア

各
国

二
九

︵
四七、
五、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶



均









一
〇
二
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
六十六
回

閉
会
後

本
院
か
ら
派
遣
さ
れ
た
野
々
山

一
三
君
が
プ
ラ
ハ
で
交
通
事
故

に
遭
遇
し
た
の
で
見
舞
の
た
め

四六、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶
瀬
谷
英
行
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア

一
三

︱

沖
縄
の
現
地
事
情
視
察

四六、
九、一七

︵
議
長

決
定
︶

長
谷
川

仁
君

米
田
正
文
君

松
井

誠
君

栗
林
卓
司
君

春
日
正
一
君

町
村
金
五
君

上
田

哲
君

三
木
忠
雄
君

沖
縄

四

︵
四六、一一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

四六、
九、二九

︵
議
長

決
定
︶

江
藤

智
君

石
原
慎
太
郎
君

嶋
崎

均
君

村
田
秀
三
君

森

元
治
郎
君

黒
柳

明
君

中
村
利
次
君

須
藤
五
郎
君

四

第
六十七
回

︵
臨

時
︶
沖
縄
返
還
協
定
並
び
に
沖
縄
の

復
帰
に
伴
う
関
係
国
内
七
法
案

の
審
査
に
資
す
る
た
め

四六、一二、一八

︵
議
長
決
定
︶

安
井

謙
君

高
田
浩
運
君

西
村
関
一
君

塚
田
十
一
郎
君

山
下
春
江
君

山
本
敬
三
郎
君

田

英
夫
君

中
尾
辰
義
君

木
島
則
夫
君

星
野

力
君

楠

正
俊
君

松
井

誠
君

沖
縄

二

︵
四六、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

矢
追
秀
彦
君

高
山
恒
雄
君

岩
間
正
男
君

長
田
裕
二
君

梶
木
又
三
君

亀
井
善
彰
君

鈴
木
省
吾
君

宮
之
原
貞
光
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
最
高
会
議
連
邦
・
民
族
会

議
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪

問

四六、一二、二二

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

河
野
謙
三
君

鍋
島
直
紹
君

羽
生
三
七
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

一
〇

︱

沖
縄
復
帰
に
伴
う
諸
問
題
に
つ

い
て
現
地
の
実
情
視
察

四七、
三、
二

︵
議
長

決
定
︶

柳
田
桃
太
郎
君

柴
田

栄
君

安
田
隆
明
君

鈴
木

力
君

山
崎

昇
君

峯
山
昭
範
君

中
村
利
次
君

戸
田
菊
雄
君

稲
嶺
一
郎
君

原
田

立
君

渡
辺

武
君

喜
屋
武
眞
榮
君

沖
縄

三

︵
四七、
三、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六十八
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
二
年
度

春
季
会
議︵
ヤ
ウ
ン
デ
︶に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

四七、
三、一五

︵
議
決
︶
河
口
陽
一
君

菅
野
儀
作
君

佐
野
芳
雄
君

カ
メ
ル
ー
ン

そ
の
他
の
ア
フ
リ
カ
、

欧
州
及
び
東
南
ア
ジ
ア

各
国

二
九

︵
四七、
五、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶



均









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
二
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
の
準
備

状
況
視
察

四七、
四、二七

︵
議
長
決
定
︶

大
森
久
司
君

剱
木
亨
弘
君

竹
田
現
照
君

阿
具
根

登
君

原
田

立
君

柴
田
利
右
エ
門
君

須
藤
五
郎
君

沖
縄

三

︵
四七、
五、一七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ル
ー
マ
ニ
ア
大
国
民
議
会
議
長

の
招
請
に
よ
り
同
国
訪
問
並
び

に
欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

四七、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶
山
本
茂
一
郎
君

村
田
秀
三
君

須
藤
五
郎
君

ル
ー
マ
ニ
ア

そ
の
他
の
欧
州
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

二
九

︵
四七、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
及
び
ブ
ル
ガ
リ
ア
各

国
会
議
長
の
招
待
に
よ
り
同
三

国
訪
問
並
び
に
欧
州
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

四七、
七、二七

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

河
野
謙
三
君

植
木
光
教
君

瀬
谷
英
行
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アハ
ン
ガ
リ
ー

ブ
ル
ガ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

三
一

︱

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四七、
七、二七

︵
議
長
決
定
︶

宮
崎
正
雄
君

鈴
木

強
君

柏
原
ヤ
ス
君

欧
米
各
国

三
二

︵
四七、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

鹿
島
俊
雄
君

徳
永
正
利
君

大
橋
和
孝
君

三
二

欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四七、
七、二七

︵
議
長

決
定
︶
小
山
邦
太
郎
君

田
渕
哲
也
君

喜
屋
武
眞
榮
君

欧
州
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国
及
び
ア
ラ
ブ
連
合

二
六

︵
同

︶

第
六十九
回

閉
会
後

第
六
十
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ロ
ー
マ
︶に
出
席
並
び
に
欧
州

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四七、
八、
三

︵
議
長
決
定
︶

木
内
四
郎
君

平
泉

渉
君

小
林

武
君

三
木
忠
雄
君

イ
タ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

三
二

︵
同

︶

四七、
八、一七

︵
議
長

決
定
︶
内
藤
誉
三
郎
君

岩
動
道
行
君

藤
原
道
子
君

三
四

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
上

下
両
院
議
長
の
招
請
に
よ
り
同

国
訪
問
並
び
に
欧
亜
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

四七、
八、一七

︵
議
長

決
定
︶
上
原
正
吉
君

鈴
木
省
吾
君

竹
田
現
照
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び

東
南
ア
ジ
ア

二
六

︵
同

︶

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
最
高
会
議
連
邦
・
民
族
会

議
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

四七、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶
山
本
利
壽
君

佐
藤
一
郎
君

森

元
治
郎
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
三
年
度

春
季
会
議
︵
ア
ビ
ジ
ャ
ン
︶
に

出
席
並
び
に
欧
州
各
国
の
議
会

制
度
視
察

四八、
三、三一

︵
議
決
︶
剱
木
亨
弘
君

玉
置
猛
夫
君

川
村
清
一
君

象
牙
海
岸
共
和
国

そ
の
他
の
ア
フ
リ
カ
、

欧
州
及
び
東
南
ア
ジ
ア

各
国

二
二

︵
四八、
八、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶









一
〇
二
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
の
準
備

状
況
視
察

四七、
四、二七

︵
議
長
決
定
︶

大
森
久
司
君

剱
木
亨
弘
君

竹
田
現
照
君

阿
具
根

登
君

原
田

立
君

柴
田
利
右
エ
門
君

須
藤
五
郎
君

沖
縄

三

︵
四七、
五、一七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ル
ー
マ
ニ
ア
大
国
民
議
会
議
長

の
招
請
に
よ
り
同
国
訪
問
並
び

に
欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

四七、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶
山
本
茂
一
郎
君

村
田
秀
三
君

須
藤
五
郎
君

ル
ー
マ
ニ
ア

そ
の
他
の
欧
州
及
び
東

南
ア
ジ
ア
各
国

二
九

︵
四七、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
及
び
ブ
ル
ガ
リ
ア
各

国
会
議
長
の
招
待
に
よ
り
同
三

国
訪
問
並
び
に
欧
州
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

四七、
七、二七

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

河
野
謙
三
君

植
木
光
教
君

瀬
谷
英
行
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アハ
ン
ガ
リ
ー

ブ
ル
ガ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

三
一

︱

欧
米
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四七、
七、二七

︵
議
長

決
定
︶

宮
崎
正
雄
君

鈴
木

強
君

柏
原
ヤ
ス
君

欧
米
各
国

三
二

︵
四七、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

鹿
島
俊
雄
君

徳
永
正
利
君

大
橋
和
孝
君

三
二

欧
亜
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四七、
七、二七

︵
議
長
決
定
︶
小
山
邦
太
郎
君

田
渕
哲
也
君

喜
屋
武
眞
榮
君

欧
州
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国
及
び
ア
ラ
ブ
連
合

二
六

︵
同

︶

第
六十九
回

閉
会
後

第
六
十
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ロ
ー
マ
︶に
出
席
並
び
に
欧
州

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四七、
八、
三

︵
議
長
決
定
︶

木
内
四
郎
君

平
泉

渉
君

小
林

武
君

三
木
忠
雄
君

イ
タ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

三
二

︵
同

︶

四七、
八、一七

︵
議
長

決
定
︶
内
藤
誉
三
郎
君

岩
動
道
行
君

藤
原
道
子
君

三
四

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
上

下
両
院
議
長
の
招
請
に
よ
り
同

国
訪
問
並
び
に
欧
亜
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

四七、
八、一七

︵
議
長

決
定
︶
上
原
正
吉
君

鈴
木
省
吾
君

竹
田
現
照
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び

東
南
ア
ジ
ア

二
六

︵
同

︶

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
最
高
会
議
連
邦
・
民
族
会

議
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

四七、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶
山
本
利
壽
君

佐
藤
一
郎
君

森

元
治
郎
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
三
年
度

春
季
会
議
︵
ア
ビ
ジ
ャ
ン
︶
に

出
席
並
び
に
欧
州
各
国
の
議
会

制
度
視
察

四八、
三、三一

︵
議
決
︶
剱
木
亨
弘
君

玉
置
猛
夫
君

川
村
清
一
君

象
牙
海
岸
共
和
国

そ
の
他
の
ア
フ
リ
カ
、

欧
州
及
び
東
南
ア
ジ
ア

各
国

二
二

︵
四八、
八、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
二
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
七十一
回

︵
特

別
︶
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
最
高
会
議
連
邦
・
民
族
会

議
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

四八、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

原

文
兵
衛
君

森

元
治
郎
君

藤
原
房
雄
君

田
渕
哲
也
君

須
藤
五
郎
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
八

︵
四九、
一、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
人
民
議
会

議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪
問

並
び
に
欧
州
、
ア
フ
リ
カ
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四八、
九、一一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

河
野
謙
三
君

宮
崎
正
雄
君

山
崎

昇
君

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国

そ
の
他
の
欧
州
及
び
ア

フ
リ
カ
各
国

二
二

︱

四八、
九、一一

︵
議
長
決
定
︶

若
林
正
武
君

今
泉
正
二
君

木
島
則
夫
君

加
藤

進
君

欧
州
各
国

二
六

︵
四九、
一、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

四八、
九、一三

︵
議
長
決
定
︶
寺
本
広
作
君

田
口
長
治
郎
君

松
永
忠
二
君

米
州
各
国

二
八

︵
同

︶

第
七十一
回

閉
会
後

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四八、
九、一四

︵
議
長

決
定
︶

平
島
敏
夫
君

高
橋
邦
雄
君

小
野

明
君

宮
崎
正
義
君

欧
州
、
中
南
米
各
国

三
〇

︵
同

︶
平
島
敏
夫
君
は
列

国
議
会
同
盟
評
議

員
会
第
一
一
三
回

会
議
︵
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
︶に
出
席

四八、
九、一七

︵
議
長

決
定
︶
高
橋
文
五
郎
君

石
本

茂
君

欧
州
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
五

︵
同

︶

四八、
九、二〇

︵
議
長

決
定
︶

大
竹
平
八
郎
君

中
村
登
美
君

戸
叶

武
君

中
尾
辰
義
君

欧
米
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国

一
三

︵
同

︶

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
連
邦

議
会
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

四八、
九、二一

︵
議
長
決
定
︶
町
村
金
五
君

川
野
辺

静
君

鶴
園
哲
夫
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アそ
の
他
の
欧
州
、
東
南

ア
ジ
ア
各
国

二
〇

︵
同

︶

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
国
会

議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

四八、
九、二二

︵
議
長
決
定
︶
黒
住
忠
行
君

森

勝
治
君

田
代
富
士
男
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
七

︵
同

︶

第
七十二
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
四
年
度

春
季
会
議
︵
ブ
カ
レ
ス
ト
︶
に

出
席
並
び
に
各
国
の
議
会
制
度

視
察

四九、
三、二七

︵
議
決
︶
山
本
利
壽
君

星
野
重
次
君

加
瀬

完
君

ル
ー
マ
ニ
ア

そ
の
他
の
欧
州
、
中
近

東
及
び
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
一

︵
四九、
五、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

イ
ラ
ン
上
院
議
長
の
招
待
に
よ

り
同
国
訪
問
並
び
に
イ
ン
ド
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

四九、
八、一三

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

河
野
謙
三
君

桧
垣
徳
太
郎
君

竹
田
現
照
君

黒
柳

明
君

イ
ラ
ン

イ
ン
ド

九

︱

ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
議
会
議
長
の

招
待
に
よ
り
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四九、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶
植
木
光
教
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
八

︱



一
〇
二
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
七十一
回

︵
特

別
︶
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
最
高
会
議
連
邦
・
民
族
会

議
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

四八、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

原

文
兵
衛
君

森

元
治
郎
君

藤
原
房
雄
君

田
渕
哲
也
君

須
藤
五
郎
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
八

︵
四九、
一、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
人
民
議
会

議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪
問

並
び
に
欧
州
、
ア
フ
リ
カ
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四八、
九、一一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

河
野
謙
三
君

宮
崎
正
雄
君

山
崎

昇
君

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国

そ
の
他
の
欧
州
及
び
ア

フ
リ
カ
各
国

二
二

︱

四八、
九、一一

︵
議
長
決
定
︶

若
林
正
武
君

今
泉
正
二
君

木
島
則
夫
君

加
藤

進
君

欧
州
各
国

二
六

︵
四九、
一、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

四八、
九、一三

︵
議
長
決
定
︶
寺
本
広
作
君

田
口
長
治
郎
君

松
永
忠
二
君

米
州
各
国

二
八

︵
同

︶

第
七十一
回

閉
会
後

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四八、
九、一四

︵
議
長
決
定
︶

平
島
敏
夫
君

高
橋
邦
雄
君

小
野

明
君

宮
崎
正
義
君

欧
州
、
中
南
米
各
国

三
〇

︵
同

︶
平
島
敏
夫
君
は
列

国
議
会
同
盟
評
議

員
会
第
一
一
三
回

会
議
︵
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
︶に
出
席

四八、
九、一七

︵
議
長
決
定
︶
高
橋
文
五
郎
君

石
本

茂
君

欧
州
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
五

︵
同

︶

四八、
九、二〇

︵
議
長

決
定
︶

大
竹
平
八
郎
君

中
村
登
美
君

戸
叶

武
君

中
尾
辰
義
君

欧
米
、
東
南
ア
ジ
ア
各

国

一
三

︵
同

︶

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
連
邦

議
会
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

四八、
九、二一

︵
議
長
決
定
︶
町
村
金
五
君

川
野
辺

静
君

鶴
園
哲
夫
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アそ
の
他
の
欧
州
、
東
南

ア
ジ
ア
各
国

二
〇

︵
同

︶

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
国
会

議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

四八、
九、二二

︵
議
長
決
定
︶
黒
住
忠
行
君

森

勝
治
君

田
代
富
士
男
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
七

︵
同

︶

第
七十二
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
四
年
度

春
季
会
議
︵
ブ
カ
レ
ス
ト
︶
に

出
席
並
び
に
各
国
の
議
会
制
度

視
察

四九、
三、二七

︵
議
決
︶
山
本
利
壽
君

星
野
重
次
君

加
瀬

完
君

ル
ー
マ
ニ
ア

そ
の
他
の
欧
州
、
中
近

東
及
び
東
南
ア
ジ
ア
各

国

二
一

︵
四九、
五、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

イ
ラ
ン
上
院
議
長
の
招
待
に
よ

り
同
国
訪
問
並
び
に
イ
ン
ド
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

四九、
八、一三

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

河
野
謙
三
君

桧
垣
徳
太
郎
君

竹
田
現
照
君

黒
柳

明
君

イ
ラ
ン

イ
ン
ド

九

︱

ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
議
会
議
長
の

招
待
に
よ
り
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四九、
八、一三

︵
議
長

決
定
︶
植
木
光
教
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
八

︱



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
二
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

四九、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶

西
村
尚
治
君

大
森
久
司
君

山
崎

昇
君

二
宮
文
造
君

欧
州
各
国

二
二

︵
四九、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

増
田

盛
君

稲
嶺
一
郎
君

小
谷

守
君

多
田
省
吾
君

二
三

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四九、
八、一七

︵
議
長
決
定
︶

大
谷
藤
之
助
君

辻

一
彦
君

藤
井
恒
男
君

喜
屋
武
眞
榮
君

欧
米
各
国

二
五

︵
同

︶

四九、
八、二一

︵
議
長
決
定
︶

丸
茂
重
貞
君

玉
置
和
郎
君

藤
原
房
雄
君

塚
田
大
願
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
二

︵
同

︶

第
七十三
回

閉
会
後

四九、
八、三一

︵
議
長

決
定
︶

二
木
謙
吾
君

中
山
太
郎
君

神
沢

浄
君

小
笠
原
貞
子
君

欧
州
各
国

二
四

︵
同

︶

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
人
民
大

会
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

四九、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶
木
村
睦
男
君

工
藤
良
平
君

モ
ン
ゴ
ル

そ
の
他
の
欧
州
各
国

三
二

︵
同

︶

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義

連
邦
共
和
国
連
邦
議
会
議
長
の

招
請
に
よ
り
同
国
訪
問
並
び
に

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四九、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶
岡
本

悟
君

上
田

稔
君

和
田
静
夫
君

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

パ
キ
ス
タ
ン
回
教
共
和
国
上
院

議
長
及
び
国
民
議
会
議
長
の
招

請
に
よ
り
同
国
訪
問
、
欧
州
評

議
会
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

四九、
九、
二

︵
議
長

決
定
︶
安
田
隆
明
君

鈴
木

力
君

パ
キ
ス
タ
ン

欧
米
各
国

一
八

︵
同

︶

第
七十五
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
五
年
度

春
季
会
議︵
コ
ロ
ン
ボ
︶に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

五〇、
三、一四

︵
議
決
︶
熊
谷
太
三
郎
君

川
村
清
一
君

ス
リ
ラ
ン
カ

そ
の
他
の
東
南
ア
ジ
ア

及
び
欧
米
各
国

二
二

︵
五〇、
九、一二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

国
際
婦
人
年
世
界
会
議
に
出
席

五〇、
六、一〇

︵
議
長
決
定
︶

志
村
愛
子
君

中
村
登
美
君

山
東
昭
子
君

佐
々
木
静
子
君

柏
原
ヤ
ス
君

中
沢
伊
登
子
君

メ
キ
シ
コ

八

︱

五〇、
七、一八

︵
議
長
決
定
︶
楠

正
俊
君

片
岡
勝
治
君

原
田

立
君

欧
州
各
国
、
イ
ラ
ン
及

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

二
七

︵
五〇、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

辻







一
〇
二
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

四九、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶

西
村
尚
治
君

大
森
久
司
君

山
崎

昇
君

二
宮
文
造
君

欧
州
各
国

二
二

︵
四九、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

増
田

盛
君

稲
嶺
一
郎
君

小
谷

守
君

多
田
省
吾
君

二
三

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四九、
八、一七

︵
議
長
決
定
︶

大
谷
藤
之
助
君

辻

一
彦
君

藤
井
恒
男
君

喜
屋
武
眞
榮
君

欧
米
各
国

二
五

︵
同

︶

四九、
八、二一

︵
議
長
決
定
︶

丸
茂
重
貞
君

玉
置
和
郎
君

藤
原
房
雄
君

塚
田
大
願
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
二

︵
同

︶

第
七十三
回

閉
会
後

四九、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶

二
木
謙
吾
君

中
山
太
郎
君

神
沢

浄
君

小
笠
原
貞
子
君

欧
州
各
国

二
四

︵
同

︶

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
人
民
大

会
議
長
の
招
請
に
よ
り
同
国
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

四九、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶
木
村
睦
男
君

工
藤
良
平
君

モ
ン
ゴ
ル

そ
の
他
の
欧
州
各
国

三
二

︵
同

︶

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義

連
邦
共
和
国
連
邦
議
会
議
長
の

招
請
に
よ
り
同
国
訪
問
並
び
に

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

四九、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶
岡
本

悟
君

上
田

稔
君

和
田
静
夫
君

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

パ
キ
ス
タ
ン
回
教
共
和
国
上
院

議
長
及
び
国
民
議
会
議
長
の
招

請
に
よ
り
同
国
訪
問
、
欧
州
評

議
会
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

四九、
九、
二

︵
議
長
決
定
︶
安
田
隆
明
君

鈴
木

力
君

パ
キ
ス
タ
ン

欧
米
各
国

一
八

︵
同

︶

第
七十五
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
五
年
度

春
季
会
議︵
コ
ロ
ン
ボ
︶に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

五〇、
三、一四

︵
議
決
︶
熊
谷
太
三
郎
君

川
村
清
一
君

ス
リ
ラ
ン
カ

そ
の
他
の
東
南
ア
ジ
ア

及
び
欧
米
各
国

二
二

︵
五〇、
九、一二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

国
際
婦
人
年
世
界
会
議
に
出
席

五〇、
六、一〇

︵
議
長
決
定
︶

志
村
愛
子
君

中
村
登
美
君

山
東
昭
子
君

佐
々
木
静
子
君

柏
原
ヤ
ス
君

中
沢
伊
登
子
君

メ
キ
シ
コ

八

︱

五〇、
七、一八

︵
議
長
決
定
︶
楠

正
俊
君

片
岡
勝
治
君

原
田

立
君

欧
州
各
国
、
イ
ラ
ン
及

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

二
七

︵
五〇、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

辻







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
二
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五〇、
七、二二

︵
議
長
決
定
︶
柳
田
桃
太
郎
君

宮
之
原
貞
光
君

阿
部
憲
一
君

米
州
各
国

二
四

︵
五〇、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

五〇、
七、二四

︵
議
長
決
定
︶
山
内
一
郎
君

寺
下
岩
蔵
君

渡
辺

武
君

欧
州
各
国

一
八

︵
同

︶

五〇、
七、二四

︵
議
長

決
定
︶
安
井

謙
君

園
田
清
充
君

栗
林
卓
司
君

米
州
各
国

一
三

︵
同

︶

第
六
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ロ
ン
ド
ン
︶に
出
席
並
び
に

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五〇、
七、二二

︵
議
長

決
定
︶

高
橋
雄
之
助
君

世
耕
政
隆
君

小
柳

勇
君

白
木
義
一
郎
君

イ
ギ
リ
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
三

︵
同

︶

第
七十五
回

閉
会
後

山
崎
竜
男
君

林

迶
君

鈴
木
美
枝
子
君

二
一

フ
ラ
ン
ス
国
訪
問
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五〇、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶

前
田
佳
都
男
君

細
川
護
熙
君

塚
田
大
願
君

中
村
利
次
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
六

︱

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
日
本

友
好
議
員
連
盟
会
長
の
招
請
に

よ
り
同
国
訪
問
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

五〇、
七、三一

︵
議
長
決
定
︶

新
谷
寅
三
郎
君

野
々
山
一
三
君

茜
ケ
久
保
重
光
君

星
野

力
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
、
欧
州
各
国
及
び
エ

ジ
プ
ト

一
八

︵
五〇、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五〇、
七、三一

︵
議
長

決
定
︶
土
屋
義
彦
君

森

勝
治
君

黒
柳

明
君

米
州
各
国

一
九

︱

第
七十七
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
六
年
度

春
季
会
議
︵
メ
キ
シ
コ
シ

テ
ィ
ー
︶
に
出
席
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五一、
三、三一

︵
議
決
︶
金
井
元
彦
君

田

英
夫
君

メ
キ
シ
コ

米
州
各
国

二
〇

︵
五一、
九、一七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ロ
ッ
キ
ー
ド
問
題
の
真
相
究
明

を
期
し
米
国
議
会
並
び
に
米
国

政
府
等
に
対
し
一
層
の
協
力
を

要
請
す
る
と
と
も
に
多
国
籍
企

業
の
国
際
活
動
の
調
査
等
を
行

い
日
米
相
互
の
理
解
を
は
か
る

た
め

五一、
五、一一

︵
議
長

決
定
︶

岡
本

悟
君

久
次
米
健
太
郎
君

秋
山
長
造
君

中
尾
辰
義
君

橋
本

敦
君

田
渕
哲
也
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

八

︱

五一、
六、二〇

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
武
徳
君

小
平
芳
平
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
、
欧

州
各
国
、
イ
ン
ド
及
び

香
港

一
八

︵
五一、一二、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

沓
脱
タ
ケ
子
君

一
五

五一、
六、二六

︵
議
長
決
定
︶
長
田
裕
二
君

高
橋
誉
冨
君

竹
田
四
郎
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
南

米
各
国

二
一

︵
同

︶











一
〇
二
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五〇、
七、二二

︵
議
長
決
定
︶
柳
田
桃
太
郎
君

宮
之
原
貞
光
君

阿
部
憲
一
君

米
州
各
国

二
四

︵
五〇、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

五〇、
七、二四

︵
議
長

決
定
︶
山
内
一
郎
君

寺
下
岩
蔵
君

渡
辺

武
君

欧
州
各
国

一
八

︵
同

︶

五〇、
七、二四

︵
議
長
決
定
︶
安
井

謙
君

園
田
清
充
君

栗
林
卓
司
君

米
州
各
国

一
三

︵
同

︶

第
六
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ロ
ン
ド
ン
︶に
出
席
並
び
に

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五〇、
七、二二

︵
議
長
決
定
︶

高
橋
雄
之
助
君

世
耕
政
隆
君

小
柳

勇
君

白
木
義
一
郎
君

イ
ギ
リ
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
三

︵
同

︶

第
七十五
回

閉
会
後

山
崎
竜
男
君

林

迶
君

鈴
木
美
枝
子
君

二
一

フ
ラ
ン
ス
国
訪
問
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五〇、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶

前
田
佳
都
男
君

細
川
護
熙
君

塚
田
大
願
君

中
村
利
次
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
六

︱

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
日
本

友
好
議
員
連
盟
会
長
の
招
請
に

よ
り
同
国
訪
問
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

五〇、
七、三一

︵
議
長

決
定
︶

新
谷
寅
三
郎
君

野
々
山
一
三
君

茜
ケ
久
保
重
光
君

星
野

力
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
、
欧
州
各
国
及
び
エ

ジ
プ
ト

一
八

︵
五〇、一二、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五〇、
七、三一

︵
議
長
決
定
︶
土
屋
義
彦
君

森

勝
治
君

黒
柳

明
君

米
州
各
国

一
九

︱

第
七十七
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
六
年
度

春
季
会
議
︵
メ
キ
シ
コ
シ

テ
ィ
ー
︶
に
出
席
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五一、
三、三一

︵
議
決
︶
金
井
元
彦
君

田

英
夫
君

メ
キ
シ
コ

米
州
各
国

二
〇

︵
五一、
九、一七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ロ
ッ
キ
ー
ド
問
題
の
真
相
究
明

を
期
し
米
国
議
会
並
び
に
米
国

政
府
等
に
対
し
一
層
の
協
力
を

要
請
す
る
と
と
も
に
多
国
籍
企

業
の
国
際
活
動
の
調
査
等
を
行

い
日
米
相
互
の
理
解
を
は
か
る

た
め

五一、
五、一一

︵
議
長

決
定
︶

岡
本

悟
君

久
次
米
健
太
郎
君

秋
山
長
造
君

中
尾
辰
義
君

橋
本

敦
君

田
渕
哲
也
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

八

︱

五一、
六、二〇

︵
議
長

決
定
︶

加
藤
武
徳
君

小
平
芳
平
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
、
欧

州
各
国
、
イ
ン
ド
及
び

香
港

一
八

︵
五一、一二、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

沓
脱
タ
ケ
子
君

一
五

五一、
六、二六

︵
議
長

決
定
︶
長
田
裕
二
君

高
橋
誉
冨
君

竹
田
四
郎
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
南

米
各
国

二
一

︵
同

︶











三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
二
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五一、
六、三〇

︵
議
長
決
定
︶
上
原
正
吉
君

野
口
忠
夫
君

鈴
木
一
弘
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
米
州
各
国

二
二

︵
五一、一二、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

五一、
七、
六

︵
議
長

決
定
︶
福
岡
日
出
麿
君

近
藤
忠
孝
君

柄
谷
道
一
君

欧
米
各
国

一
九

︵
同

︶

第
七十七
回

閉
会
後

五一、
七、
八

︵
議
長

決
定
︶
矢
野

登
君

夏
日
忠
雄
君

栗
原
俊
夫
君

カ
ナ
ダ
、
欧
州
各
国

一
九

︵
同

︶

五一、
七、三一

︵
議
長

決
定
︶

福
井

勇
君

ブ
ラ
ジ
ル
、
欧
米
各
国

一
一

︵
同

︶

宮
崎
正
雄
君

一
九

戸
田
菊
雄
君

一
八

第
六
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
マ
ド
リ
ッ
ド
︶に
出
席
並
び

に
各
国
の
議
会
制
度
視
察

五一、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶

我
孫
子
藤
吉
君

ス
ペ
イ
ン

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
及
び

欧
州
各
国

二
〇

︵
同

︶

寺
田
熊
雄
君

二
一

五一、
九、
六

︵
議
長

決
定
︶

二
木
謙
吾
君

平
井
卓
志
君

小
山
一
平
君

阿
部
憲
一
君

ス
ペ
イ
ン

欧
州
各
国

一
九

︵
同

︶

第
八
十
回

イ
ラ
ン
上
院
議
長
及
び
イ
ン
ド

連
邦
議
会
上
下
両
院
議
長
の
招

請
に
よ
り
イ
ラ
ン
及
び
イ
ン
ド

両
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五一、一二、二二

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

河
野
謙
三
君

イ
ラ
ン

イ
ン
ド

中
国

一
〇

︱

寺
本
広
作
君

安
永
英
雄
君

内
田
善
利
君

一
四

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五一、一二、二八

︵
議
長

決
定
︶
井
上
吉
夫
君

和
田
静
夫
君

柄
谷
道
一
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
米

州
各
国

一
五

︱

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
七
年
度

春
季
会
議
︵
キ
ャ
ン
ベ
ラ
︶に

出
席

五二、
三、三一

︵
議
決
︶

青
木
一
男
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
七

︵
五二、
六、
九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

浜
本
万
三
君

九

日
ソ
両
国
間
の
漁
業
問
題
に
関

し
会
談
の
た
め

五二、
三、三一

︵
議
長

決
定
︶

丸
茂
重
貞
君

青
井
政
美
君

川
村
清
一
君

三
木
忠
雄
君

小
笠
原
貞
子
君

田
渕
哲
也
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

七

︵
五二、
五、三一

両
院
議
長

に
報
告
書

提
出

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
上

下
両
院
議
長
の
招
請
に
よ
り
同

国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

五二、
八、一〇

︵
議
長
決
定
︶
阿
具
根

登
君

藤
川
一
秋
君

上
林
繁
次
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
八

︵
五二、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

五二、
八、一〇

︵
議
長
決
定
︶

遠
藤

要
君

望
月
邦
夫
君

欧
州
各
国

一
九

︵
同

︶

神
谷
信
之
助
君

一
四



一
〇
三
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五一、
六、三〇

︵
議
長
決
定
︶
上
原
正
吉
君

野
口
忠
夫
君

鈴
木
一
弘
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
米
州
各
国

二
二

︵
五一、一二、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

五一、
七、
六

︵
議
長
決
定
︶
福
岡
日
出
麿
君

近
藤
忠
孝
君

柄
谷
道
一
君

欧
米
各
国

一
九

︵
同

︶

第
七十七
回

閉
会
後

五一、
七、
八

︵
議
長
決
定
︶
矢
野

登
君

夏
日
忠
雄
君

栗
原
俊
夫
君

カ
ナ
ダ
、
欧
州
各
国

一
九

︵
同

︶

五一、
七、三一

︵
議
長
決
定
︶

福
井

勇
君

ブ
ラ
ジ
ル
、
欧
米
各
国

一
一

︵
同

︶

宮
崎
正
雄
君

一
九

戸
田
菊
雄
君

一
八

第
六
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
マ
ド
リ
ッ
ド
︶に
出
席
並
び

に
各
国
の
議
会
制
度
視
察

五一、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶

我
孫
子
藤
吉
君

ス
ペ
イ
ン

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
及
び

欧
州
各
国

二
〇

︵
同

︶

寺
田
熊
雄
君

二
一

五一、
九、
六

︵
議
長
決
定
︶

二
木
謙
吾
君

平
井
卓
志
君

小
山
一
平
君

阿
部
憲
一
君

ス
ペ
イ
ン

欧
州
各
国

一
九

︵
同

︶

第
八
十
回

イ
ラ
ン
上
院
議
長
及
び
イ
ン
ド

連
邦
議
会
上
下
両
院
議
長
の
招

請
に
よ
り
イ
ラ
ン
及
び
イ
ン
ド

両
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五一、一二、二二

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

河
野
謙
三
君

イ
ラ
ン

イ
ン
ド

中
国

一
〇

︱

寺
本
広
作
君

安
永
英
雄
君

内
田
善
利
君

一
四

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五一、一二、二八

︵
議
長
決
定
︶
井
上
吉
夫
君

和
田
静
夫
君

柄
谷
道
一
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
米

州
各
国

一
五

︱

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
七
年
度

春
季
会
議
︵
キ
ャ
ン
ベ
ラ
︶に

出
席

五二、
三、三一

︵
議
決
︶

青
木
一
男
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
七

︵
五二、
六、
九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

浜
本
万
三
君

九

日
ソ
両
国
間
の
漁
業
問
題
に
関

し
会
談
の
た
め

五二、
三、三一

︵
議
長

決
定
︶

丸
茂
重
貞
君

青
井
政
美
君

川
村
清
一
君

三
木
忠
雄
君

小
笠
原
貞
子
君

田
渕
哲
也
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

七

︵
五二、
五、三一

両
院
議
長

に
報
告
書

提
出

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
上

下
両
院
議
長
の
招
請
に
よ
り
同

国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

五二、
八、一〇

︵
議
長
決
定
︶
阿
具
根

登
君

藤
川
一
秋
君

上
林
繁
次
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
八

︵
五二、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

五二、
八、一〇

︵
議
長
決
定
︶

遠
藤

要
君

望
月
邦
夫
君

欧
州
各
国

一
九

︵
同

︶

神
谷
信
之
助
君

一
四



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
三
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

永
野
嚴
雄
君

秋
山
長
造
君

安
武
洋
子
君

欧
米
各
国

二
〇

︵
五二、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五二、
八、一〇

︵
議
長
決
定
︶

中
西
一
郎
君

米
州
各
国

一
五

︵
同

︶

安
田
隆
明
君

一
〇

喜
屋
武
眞
榮
君

三
〇

五二、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶
郡

祐
一
君

佐
々
木

満
君

向
井
長
年
君

イ
ン
ド
、
ア
フ
リ
カ
及

び
南
米
各
国

二
一

︵
同

︶

五二、
八、一三

︵
議
長

決
定
︶

坂
元
親
男
君

藤
田

進
君

欧
州
各
国

二
〇

︵
同

︶

矢
追
秀
彦
君

一
七

第
八十一
回

閉
会
後

第
六
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ソ
フ
ィ
ア
︶に
出
席
並
び
に

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五二、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶

江
藤

智
君

原

文
兵
衛
君

大
塚

喬
君

峯
山
昭
範
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
一

︵
同

︶

五二、
八、一六

︵
議
長

決
定
︶

岩
動
道
行
君

三
四

志
村
愛
子
君

赤
桐

操
君

二
一

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五二、
八、一八

︵
議
長

決
定
︶

井
上
吉
夫
君

久
保

亘
君

橋
本

敦
君

柄
谷
道
一
君

欧
州
各
国

一
八

︵
同

︶

フ
ラ
ン
ス
上
院
議
長
、
ブ
ル
ガ

リ
ア
人
民
議
会
議
長
及
び

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
連
邦

議
会
議
長
の
招
請
に
よ
り
三
国

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五二、
八、二五

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

安
井

謙
君

フ
ラ
ン
ス

ブ
ル
ガ
リ
ア

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アそ
の
他
の
欧
米
各
国

一
三

︱

中
山
太
郎
君

一
九

和
田
静
夫
君

原
田

立
君

二
一

欧
州
評
議
会
に
出
席
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五二、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶
古
賀
雷
四
郎
君

目
黒
今
朝
次
郎
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
四

︵
五二、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
八十四
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
八
年
度

春
季
会
議︵
リ
ス
ボ
ン
︶に
出
席

五三、
三、一七

︵
議
決
︶

片
山
正
英
君

ポ
ル
ト
ガ
ル

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
五

︵
五三、
六、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

片
山
甚
市
君

一
八

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
人
民
議
会

議
長
及
び
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

連
邦
議
会
議
長
の
招
請
に
よ
る

両
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五三、
六、
八

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

安
井

謙
君

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

そ
の
他
の
欧
米
各
国

一
八

︱

中
山
太
郎
君

七

久
保

亘
君

原
田

立
君

一
九






一
〇
三
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

永
野
嚴
雄
君

秋
山
長
造
君

安
武
洋
子
君

欧
米
各
国

二
〇

︵
五二、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五二、
八、一〇

︵
議
長

決
定
︶

中
西
一
郎
君

米
州
各
国

一
五

︵
同

︶

安
田
隆
明
君

一
〇

喜
屋
武
眞
榮
君

三
〇

五二、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶
郡

祐
一
君

佐
々
木

満
君

向
井
長
年
君

イ
ン
ド
、
ア
フ
リ
カ
及

び
南
米
各
国

二
一

︵
同

︶

五二、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶

坂
元
親
男
君

藤
田

進
君

欧
州
各
国

二
〇

︵
同

︶

矢
追
秀
彦
君

一
七

第
八十一
回

閉
会
後

第
六
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ソ
フ
ィ
ア
︶に
出
席
並
び
に

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五二、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

江
藤

智
君

原

文
兵
衛
君

大
塚

喬
君

峯
山
昭
範
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
一

︵
同

︶

五二、
八、一六

︵
議
長
決
定
︶

岩
動
道
行
君

三
四

志
村
愛
子
君

赤
桐

操
君

二
一

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五二、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

井
上
吉
夫
君

久
保

亘
君

橋
本

敦
君

柄
谷
道
一
君

欧
州
各
国

一
八

︵
同

︶

フ
ラ
ン
ス
上
院
議
長
、
ブ
ル
ガ

リ
ア
人
民
議
会
議
長
及
び

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
連
邦

議
会
議
長
の
招
請
に
よ
り
三
国

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五二、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

安
井

謙
君

フ
ラ
ン
ス

ブ
ル
ガ
リ
ア

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アそ
の
他
の
欧
米
各
国

一
三

︱

中
山
太
郎
君

一
九

和
田
静
夫
君

原
田

立
君

二
一

欧
州
評
議
会
に
出
席
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五二、
八、二五

︵
議
長

決
定
︶
古
賀
雷
四
郎
君

目
黒
今
朝
次
郎
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
四

︵
五二、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
八十四
回

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
八
年
度

春
季
会
議︵
リ
ス
ボ
ン
︶に
出
席

五三、
三、一七

︵
議
決
︶

片
山
正
英
君

ポ
ル
ト
ガ
ル

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
五

︵
五三、
六、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

片
山
甚
市
君

一
八

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
人
民
議
会

議
長
及
び
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

連
邦
議
会
議
長
の
招
請
に
よ
る

両
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五三、
六、
八

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

安
井

謙
君

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

そ
の
他
の
欧
米
各
国

一
八

︱

中
山
太
郎
君

七

久
保

亘
君

原
田

立
君

一
九






三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
三
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五三、
六、
八

︵
議
長
決
定
︶

木
村
睦
男
君

欧
米
各
国

一
一

︵
五三、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
西
一
郎
君

大
塚

喬
君

一
九

橋
本

敦
君

一
四

藤
井
恒
男
君

一
九

英
国
議
会
上
下
両
院
議
長
の
招

請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五三、
六、一六

︵
議
長

決
定
︶
山
東
昭
子
君

粕
谷
照
美
君

中
尾
辰
義
君

イ
ギ
リ
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
二

︵
同

︶

Ｅ
Ｃ
議
会
訪
問
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

五三、
六、一九

︵
議
長
決
定
︶

後
藤
正
夫
君

欧
州
各
国

二
七

︵
同

︶
︵
五三、
八

両
院
議
長
に

報
告
書
提
出
︶

森
下
昭
司
君

二
一

太
田
淳
夫
君

二
五

五三、
六、二三

︵
議
長

決
定
︶

菅
野
儀
作
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び

中
南
米
各
国

一
八

最
上

進
君

一
三

︵
同

︶

村
田
秀
三
君

二
六

第
八十四
回

閉
会
後

五三、
六、二八

︵
議
長
決
定
︶

藤
田
正
明
君

亀
井
久
興
君

和
田
春
生
君

野
末
陳
平
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び

中
南
米
各
国

一
一

︵
同

︶

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五三、
六、二八

︵
議
長

決
定
︶

梶
木
又
三
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
六

︵
同

︶

坂
野
重
信
君

一
二

小
野

明
君

一
八

二
宮
文
造
君

二
一

五三、
七、一七

︵
議
長

決
定
︶

宮
田

輝
君

欧
米
各
国

二
一

︵
同

︶

戸
塚
進
也
君

一
六

上
田

哲
君

一
七

小
巻
敏
雄
君

二
〇

モ
ン
ゴ
ル
人
民
大
会
議
議
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五三、
六、二七

︵
議
長
決
定
︶

吉
田

実
君

長
谷
川

信
君

モ
ン
ゴ
ル

ソ
連
中
国

二
一

︵
同

︶

野
田

哲
君

二
二

ル
ー
マ
ニ
ア
大
国
民
議
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五三、
七、一八

︵
議
長
決
定
︶

青
井
政
美
君

ル
ー
マ
ニ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

斎
藤
栄
三
郎
君

一
二

内
藤

功
君

一
五





一
〇
三
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五三、
六、
八

︵
議
長

決
定
︶

木
村
睦
男
君

欧
米
各
国

一
一

︵
五三、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
西
一
郎
君

大
塚

喬
君

一
九

橋
本

敦
君

一
四

藤
井
恒
男
君

一
九

英
国
議
会
上
下
両
院
議
長
の
招

請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五三、
六、一六

︵
議
長
決
定
︶
山
東
昭
子
君

粕
谷
照
美
君

中
尾
辰
義
君

イ
ギ
リ
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
二

︵
同

︶

Ｅ
Ｃ
議
会
訪
問
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

五三、
六、一九

︵
議
長

決
定
︶

後
藤
正
夫
君

欧
州
各
国

二
七

︵
同

︶
︵
五三、
八

両
院
議
長
に

報
告
書
提
出
︶

森
下
昭
司
君

二
一

太
田
淳
夫
君

二
五

五三、
六、二三

︵
議
長
決
定
︶

菅
野
儀
作
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び

中
南
米
各
国

一
八

最
上

進
君

一
三

︵
同

︶

村
田
秀
三
君

二
六

第
八十四
回

閉
会
後

五三、
六、二八

︵
議
長
決
定
︶

藤
田
正
明
君

亀
井
久
興
君

和
田
春
生
君

野
末
陳
平
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び

中
南
米
各
国

一
一

︵
同

︶

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五三、
六、二八

︵
議
長
決
定
︶

梶
木
又
三
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
六

︵
同

︶

坂
野
重
信
君

一
二

小
野

明
君

一
八

二
宮
文
造
君

二
一

五三、
七、一七

︵
議
長
決
定
︶

宮
田

輝
君

欧
米
各
国

二
一

︵
同

︶

戸
塚
進
也
君

一
六

上
田

哲
君

一
七

小
巻
敏
雄
君

二
〇

モ
ン
ゴ
ル
人
民
大
会
議
議
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五三、
六、二七

︵
議
長

決
定
︶

吉
田

実
君

長
谷
川

信
君

モ
ン
ゴ
ル

ソ
連

中
国

二
一

︵
同

︶

野
田

哲
君

二
二

ル
ー
マ
ニ
ア
大
国
民
議
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五三、
七、一八

︵
議
長
決
定
︶

青
井
政
美
君

ル
ー
マ
ニ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

斎
藤
栄
三
郎
君

一
二

内
藤

功
君

一
五





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
三
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
八十四
回

閉
会
後

第
六
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ボ
ン
︶に
出
席
並
び
に
各
国

の
議
会
制
度
視
察

五三、
七、二四

︵
議
長
決
定
︶

森
下

泰
君

大
島
友
治
君

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
九

︵
五三、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

案
納

勝
君

二
一

三
木
忠
雄
君

二
四

五三、
七、二七

︵
議
長
決
定
︶

嶋
崎

均
君

二
四

佐
藤
昭
夫
君

一
七

三
治
重
信
君

二
二

ソ
連
邦
最
高
会
議
連
邦
会
議
議

長
及
び
同
民
族
会
議
議
長
の
招

請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五三、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

岡
田

広
君

石
本

茂
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
四

︵
同

︶

福
間
知
之
君

二
一

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
請
に

よ
り
同
国
訪
問

五三、一二、二六

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

安
井

謙
君

木
村
睦
男
君

遠
藤

要
君

戸
塚
進
也
君

久
保

亘
君

小
谷

守
君

中
野

明
君

橋
本

敦
君

藤
井
恒
男
君

中
国

六

︱

第
八十七
回

米
国
証
券
取
引
委
員
会
の
調
査

報
告
に
か
か
る
航
空
機
輸
入
を

め
ぐ
る
問
題
等
に
関
し
そ
の
真

相
解
明
を
期
す
る
た
め

五四、
二、一七

︵
議
長
決
定
︶

岩
崎
純
三
君

熊
谷

弘
君

矢
田
部

理
君

矢
原
秀
男
君

神
谷
信
之
助
君

三
治
重
信
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一
一

︵
五四、
四、二六

両
院
議
長

に
報
告
書

提
出

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
九
年
度

春
季
会
議︵
プ
ラ
ハ
︶に
出
席

五四、
三、一六

︵
議
決
︶
河
本
嘉
久
蔵
君

柏
原
ヤ
ス
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アそ
の
他
の
欧
州
各
国

二
〇

︵
五四、
六、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ラ
ン
ス
上
院
仏
日
友
好
議
員

団
長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

五四、
六、一一

︵
議
長

決
定
︶

木
村
睦
男
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

一
八

︵
五四、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

小
澤
太
郎
君

二
〇

山
崎

昇
君

二
二

馬
場

富
君

二
〇

第
八十七
回

閉
会
後

高
平
公
友
君

柳
澤
錬
造
君

一
七

河
田
賢
治
君

一
一

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
上

下
両
院
議
長
の
招
請
に
よ
る
同

国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

五四、
六、一九

︵
議
長

決
定
︶

土
屋
義
彦
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
欧
中
南
米
各
国

三
六

︵
同

︶

福
島
茂
夫
君

一
三

志
苫

裕
君

二
一

渋
谷
邦
彦
君

二
四

均







一
〇
三
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
八十四
回

閉
会
後

第
六
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ボ
ン
︶に
出
席
並
び
に
各
国

の
議
会
制
度
視
察

五三、
七、二四

︵
議
長
決
定
︶

森
下

泰
君

大
島
友
治
君

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
九

︵
五三、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

案
納

勝
君

二
一

三
木
忠
雄
君

二
四

五三、
七、二七

︵
議
長
決
定
︶

嶋
崎

均
君

二
四

佐
藤
昭
夫
君

一
七

三
治
重
信
君

二
二

ソ
連
邦
最
高
会
議
連
邦
会
議
議

長
及
び
同
民
族
会
議
議
長
の
招

請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五三、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

岡
田

広
君

石
本

茂
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
四

︵
同

︶

福
間
知
之
君

二
一

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
請
に

よ
り
同
国
訪
問

五三、一二、二六

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

安
井

謙
君

木
村
睦
男
君

遠
藤

要
君

戸
塚
進
也
君

久
保

亘
君

小
谷

守
君

中
野

明
君

橋
本

敦
君

藤
井
恒
男
君

中
国

六

︱

第
八十七
回

米
国
証
券
取
引
委
員
会
の
調
査

報
告
に
か
か
る
航
空
機
輸
入
を

め
ぐ
る
問
題
等
に
関
し
そ
の
真

相
解
明
を
期
す
る
た
め

五四、
二、一七

︵
議
長
決
定
︶

岩
崎
純
三
君

熊
谷

弘
君

矢
田
部

理
君

矢
原
秀
男
君

神
谷
信
之
助
君

三
治
重
信
君

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一
一

︵
五四、
四、二六

両
院
議
長

に
報
告
書

提
出

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
七
九
年
度

春
季
会
議︵
プ
ラ
ハ
︶に
出
席

五四、
三、一六

︵
議
決
︶
河
本
嘉
久
蔵
君

柏
原
ヤ
ス
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アそ
の
他
の
欧
州
各
国

二
〇

︵
五四、
六、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ラ
ン
ス
上
院
仏
日
友
好
議
員

団
長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

五四、
六、一一

︵
議
長

決
定
︶

木
村
睦
男
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
各
国

一
八

︵
五四、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

小
澤
太
郎
君

二
〇

山
崎

昇
君

二
二

馬
場

富
君

二
〇

第
八十七
回

閉
会
後

高
平
公
友
君

柳
澤
錬
造
君

一
七

河
田
賢
治
君

一
一

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
上

下
両
院
議
長
の
招
請
に
よ
る
同

国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

五四、
六、一九

︵
議
長

決
定
︶

土
屋
義
彦
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
欧
中
南
米
各
国

三
六

︵
同

︶

福
島
茂
夫
君

一
三

志
苫

裕
君

二
一

渋
谷
邦
彦
君

二
四

均







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
三
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国
国
会
議

長
及
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
民
共
和

国
国
民
議
会
議
長
の
招
請
に
よ

る
両
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

五四、
七、
七

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

安
井

謙
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ハ
ン
ガ
リ
ー

そ
の
他
の
欧
米
各
国

一
四

︱

中
山
太
郎
君

二
八

小
谷

守
君

小
野

明
君

二
一

イ
ン
ド
連
邦
議
会
上
下
両
院
議

長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五四、
七、
九

︵
議
長
決
定
︶

増
田

盛
君

竹
内

潔
君

イ
ン
ド

そ
の
他
の
豪
東
南
ア
ジ

ア
各
国

一
九

︵
五四、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

久
保

亘
君

一
五

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五四、
七、一一

︵
議
長
決
定
︶

遠
藤

要
君

欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

戸
塚
進
也
君

一
一

大
塚

喬
君

一
六

橋
本

敦
君

二
四

藤
井
恒
男
君

一
六

第
八十七
回

閉
会
後

五四、
七、二四

︵
議
長

決
定
︶

楠

正
俊
君

中
南
米
各
国

二
七

︵
同

︶

林

迶
君

二
〇

矢
田
部

理
君

一
六

中
村
利
次
君

二
七

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五四、
七、二四

︵
議
長

決
定
︶

加
藤
武
徳
君

細
川
護
熙
君

喜
屋
武
眞
榮
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
四

︵
同

︶

秦

豊
君

一
六

五四、
七、二五

︵
議
長

決
定
︶

熊
谷
太
三
郎
君

欧
米
各
国

一
九

︵
同

︶

山
崎
竜
男
君

一
三

大
森

昭
君

渡
部
通
子
君

一
五

五四、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶
鈴
木
省
吾
君

丸
谷
金
保
君

欧
米
各
国

二
三

︵
同

︶

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
会
議
長
の
招

請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五四、
七、二六

︵
議
長

決
定
︶

高
橋
圭
三
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

降
矢
敬
義
君

一
三

中
尾
辰
義
君

一
七

第
八十八
回

閉
会
後

第
六
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
カ
ラ
カ
ス
︶に
出
席
並
び
に

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五四、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

郡

祐
一
君

ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ

米
国
及
び
中
南
米
各
国

一
六

︵
同

︶

金
丸
三
郎
君

一
二

瀬
谷
英
行
君

一
四

山
内
一
郎
君

堀
江
正
夫
君

二
五

田
中
寿
美
子
君

一
五









一
〇
三
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国
国
会
議

長
及
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
民
共
和

国
国
民
議
会
議
長
の
招
請
に
よ

る
両
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

五四、
七、
七

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

安
井

謙
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ハ
ン
ガ
リ
ー

そ
の
他
の
欧
米
各
国

一
四

︱

中
山
太
郎
君

二
八

小
谷

守
君

小
野

明
君

二
一

イ
ン
ド
連
邦
議
会
上
下
両
院
議

長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五四、
七、
九

︵
議
長
決
定
︶

増
田

盛
君

竹
内

潔
君

イ
ン
ド

そ
の
他
の
豪
東
南
ア
ジ

ア
各
国

一
九

︵
五四、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

久
保

亘
君

一
五

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五四、
七、一一

︵
議
長

決
定
︶

遠
藤

要
君

欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

戸
塚
進
也
君

一
一

大
塚

喬
君

一
六

橋
本

敦
君

二
四

藤
井
恒
男
君

一
六

第
八十七
回

閉
会
後

五四、
七、二四

︵
議
長

決
定
︶

楠

正
俊
君

中
南
米
各
国

二
七

︵
同

︶

林

迶
君

二
〇

矢
田
部

理
君

一
六

中
村
利
次
君

二
七

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五四、
七、二四

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
武
徳
君

細
川
護
熙
君

喜
屋
武
眞
榮
君

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
四

︵
同

︶

秦

豊
君

一
六

五四、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶

熊
谷
太
三
郎
君

欧
米
各
国

一
九

︵
同

︶

山
崎
竜
男
君

一
三

大
森

昭
君

渡
部
通
子
君

一
五

五四、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶
鈴
木
省
吾
君

丸
谷
金
保
君

欧
米
各
国

二
三

︵
同

︶

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
会
議
長
の
招

請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五四、
七、二六

︵
議
長

決
定
︶

高
橋
圭
三
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

降
矢
敬
義
君

一
三

中
尾
辰
義
君

一
七

第
八十八
回

閉
会
後

第
六
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
カ
ラ
カ
ス
︶に
出
席
並
び
に

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五四、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

郡

祐
一
君

ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ

米
国
及
び
中
南
米
各
国

一
六

︵
同

︶

金
丸
三
郎
君

一
二

瀬
谷
英
行
君

一
四

山
内
一
郎
君

堀
江
正
夫
君

二
五

田
中
寿
美
子
君

一
五









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
三
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
九十一
回

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
請
に

よ
る
同
国
訪
問

五四、一二、一〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

秋
山
長
造
君

林

迶
君

上
條
勝
久
君

安
孫
子
藤
吉
君

小
野

明
君

多
田
省
吾
君

中
国

九

︱

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

五五、
一、二三

︵
議
長
決
定
︶

金
井
元
彦
君

原

文
兵
衛
君

藤
田

進
君

阿
部
憲
一
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
八

︵
五五、
五、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会
議

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五五、
一、二九

︵
議
長
決
定
︶
戸
叶

武
君

坂
元
親
男
君

小
平
芳
平
君

フ
ラ
ン
ス
及
び
中
東
・

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
九

︵
同

︶
︵
五五、
三

両
院
議
長
に

報
告
書
提
出
︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
八
〇
年
度

春
季
会
議︵
オ
ス
ロ
︶に
出
席

五五、
三、二一

︵
議
長
決
定
︶

小
林
国
司
君

ノ
ル
ウ
ェ
ー

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
三

︵
同

︶

下
田
京
子
君

一
一

第
九十一
回

閉
会
後

国
連
婦
人
の
十
年
一
九
八
〇
年

世
界
会
議
出
席
及
び
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

五五、
七、
一

︵
議
長

決
定
︶

石
本

茂
君

粕
谷
照
美
君

渡
部
通
子
君

沓
脱
タ
ケ
子
君

デ
ン
マ
ー
ク

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
二

︱

ア
ジ
ア
・
大
洋
州
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五五、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

岡
田

広
君

斎
藤
栄
三
郎
君

佐
藤
三
吾
君

和
泉
照
雄
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
八

︵
五五、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

五五、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

古
賀
雷
四
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
四

︵
同

︶

北

修
二
君

坂
倉
藤
吾
君

佐
藤
昭
夫
君

一
七

五五、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶

志
村
愛
子
君

亀
井
久
興
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
二

︵
同

︶

宮
田

輝
君

一
七

第
九十二
回

閉
会
後

喜
屋
武
眞
榮
君

二
一

五五、
八、
七

︵
議
長

決
定
︶

西
村
尚
治
君

降
矢
敬
雄
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

高
杉
廸
忠
君

一
三

鈴
木
一
弘
君

一
五

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五五、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

世
耕
政
隆
君

欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

田
代
由
紀
男
君

二
〇

桑
名
義
治
君

一
六

五五、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶

植
木
光
教
君

欧
州
各
国

一
九

︵
同

︶

伊
江
朝
雄
君

三
〇

勝
又
武
一
君

一
九







一
〇
四
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
九十一
回

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
請
に

よ
る
同
国
訪
問

五四、一二、一〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

秋
山
長
造
君

林

迶
君

上
條
勝
久
君

安
孫
子
藤
吉
君

小
野

明
君

多
田
省
吾
君

中
国

九

︱

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

五五、
一、二三

︵
議
長
決
定
︶

金
井
元
彦
君

原

文
兵
衛
君

藤
田

進
君

阿
部
憲
一
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
八

︵
五五、
五、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会
議

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五五、
一、二九

︵
議
長
決
定
︶
戸
叶

武
君

坂
元
親
男
君

小
平
芳
平
君

フ
ラ
ン
ス
及
び
中
東
・

東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
九

︵
同

︶
︵
五五、
三

両
院
議
長
に

報
告
書
提
出
︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
八
〇
年
度

春
季
会
議︵
オ
ス
ロ
︶に
出
席

五五、
三、二一

︵
議
長
決
定
︶

小
林
国
司
君

ノ
ル
ウ
ェ
ー

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
三

︵
同

︶

下
田
京
子
君

一
一

第
九十一
回

閉
会
後

国
連
婦
人
の
十
年
一
九
八
〇
年

世
界
会
議
出
席
及
び
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

五五、
七、
一

︵
議
長
決
定
︶

石
本

茂
君

粕
谷
照
美
君

渡
部
通
子
君

沓
脱
タ
ケ
子
君

デ
ン
マ
ー
ク

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
二

︱

ア
ジ
ア
・
大
洋
州
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五五、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

岡
田

広
君

斎
藤
栄
三
郎
君

佐
藤
三
吾
君

和
泉
照
雄
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
八

︵
五五、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

五五、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

古
賀
雷
四
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
四

︵
同

︶

北

修
二
君

坂
倉
藤
吾
君

佐
藤
昭
夫
君

一
七

五五、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶

志
村
愛
子
君

亀
井
久
興
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
二

︵
同

︶

宮
田

輝
君

一
七

第
九十二
回

閉
会
後

喜
屋
武
眞
榮
君

二
一

五五、
八、
七

︵
議
長

決
定
︶

西
村
尚
治
君

降
矢
敬
雄
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

高
杉
廸
忠
君

一
三

鈴
木
一
弘
君

一
五

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五五、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

世
耕
政
隆
君

欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

田
代
由
紀
男
君

二
〇

桑
名
義
治
君

一
六

五五、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶

植
木
光
教
君

欧
州
各
国

一
九

︵
同

︶

伊
江
朝
雄
君

三
〇

勝
又
武
一
君

一
九







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
四
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

北
・
中
南
米
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五五、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

佐
々
木

満
君

北
・
中
南
米
各
国

一
七

︵
五五、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

遠
藤
政
夫
君

一
八

村
沢

牧
君

一
六

田
代
富
士
男
君

一
九

五五、
八、二〇

︵
議
長

決
定
︶

下
条
進
一
郎
君

北
・
中
南
米
各
国

二
三

︵
同

︶

増
岡
康
治
君

吉
田
正
雄
君

一
六

井
上

計
君

九

五五、
八、二六

︵
議
長

決
定
︶

堀
内
俊
夫
君

鈴
木
正
一
君

林

寛
子
君

秦

豊
君

北
・
中
南
米
各
国

一
七

︵
同

︶

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五五、
八、
七

︵
議
長

決
定
︶

桧
垣
徳
太
郎
君

欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

戸
塚
進
也
君

一
九

真
鍋
賢
二
君

二
〇

片
岡
勝
治
君

神
谷
信
之
助
君

一
七

栗
林
卓
司
君

二
六

第
九十二
回

閉
会
後

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
上
院
議
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五五、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

徳
永
正
利
君

遠
藤

要
君

小
谷

守
君

三
木
忠
雄
君

メ
キ
シ
コ
、
カ
ナ
ダ
、

米
国
及
び
パ
ナ
マ

一
七

︱

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五五、
八、二二

︵
議
長

決
定
︶

川
村
清
一
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
二

︵
五五、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

藤
井
裕
久
君

一
四

第
六
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
東
ベ
ル
リ
ン
︶出
席
並
び
に

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五五、
八、二六

︵
議
長

決
定
︶

丸
茂
重
貞
君

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

山
東
昭
子
君

一
四

田
渕
哲
也
君

一
六

五五、
八、二八

︵
議
長
決
定
︶

安
田
隆
明
君

一
六

松
尾
官
平
君

一
二

茜
ケ
久
保
重
光
君

一
九

塩
出
啓
典
君

一
七

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

五五、
九、
五

︵
議
長

決
定
︶
前
田
勲
男
君

青
木
薪
次
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
・
ア
フ

リ
カ
各
国

一
三

︵
五五、一一
両

院
議
長
に

報
告
書
提

出

︶







一
〇
四
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

北
・
中
南
米
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五五、
八、
七

︵
議
長

決
定
︶

佐
々
木

満
君

北
・
中
南
米
各
国

一
七

︵
五五、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

遠
藤
政
夫
君

一
八

村
沢

牧
君

一
六

田
代
富
士
男
君

一
九

五五、
八、二〇

︵
議
長

決
定
︶

下
条
進
一
郎
君

北
・
中
南
米
各
国

二
三

︵
同

︶

増
岡
康
治
君

吉
田
正
雄
君

一
六

井
上

計
君

九

五五、
八、二六

︵
議
長
決
定
︶

堀
内
俊
夫
君

鈴
木
正
一
君

林

寛
子
君

秦

豊
君

北
・
中
南
米
各
国

一
七

︵
同

︶

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五五、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

桧
垣
徳
太
郎
君

欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

戸
塚
進
也
君

一
九

真
鍋
賢
二
君

二
〇

片
岡
勝
治
君

神
谷
信
之
助
君

一
七

栗
林
卓
司
君

二
六

第
九十二
回

閉
会
後

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
上
院
議
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五五、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

徳
永
正
利
君

遠
藤

要
君

小
谷

守
君

三
木
忠
雄
君

メ
キ
シ
コ
、
カ
ナ
ダ
、

米
国
及
び
パ
ナ
マ

一
七

︱

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五五、
八、二二

︵
議
長

決
定
︶

川
村
清
一
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び

東
南
ア
ジ
ア
各
国

二
二

︵
五五、一二、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

藤
井
裕
久
君

一
四

第
六
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
東
ベ
ル
リ
ン
︶出
席
並
び
に

各
国
の
議
会
制
度
視
察

五五、
八、二六

︵
議
長

決
定
︶

丸
茂
重
貞
君

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

山
東
昭
子
君

一
四

田
渕
哲
也
君

一
六

五五、
八、二八

︵
議
長
決
定
︶

安
田
隆
明
君

一
六

松
尾
官
平
君

一
二

茜
ケ
久
保
重
光
君

一
九

塩
出
啓
典
君

一
七

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

五五、
九、
五

︵
議
長
決
定
︶
前
田
勲
男
君

青
木
薪
次
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
米
・
ア
フ

リ
カ
各
国

一
三

︵
五五、一一
両

院
議
長
に

報
告
書
提

出

︶







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
四
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問

五五、一二、一八

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

徳
永
正
利
君

桧
垣
徳
太
郎
君

大
島
友
治
君

戸
塚
進
也
君

真
鍋
賢
二
君

片
岡
勝
治
君

小
山
一
平
君

三
木
忠
雄
君

佐
藤
昭
夫
君

栗
林
卓
司
君

中
国

一
〇

︱

第
九十四
回

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

五六、
一、二四

︵
議
長

決
定
︶

塚
田
十
一
郎
君

長
田
裕
二
君

村
田
秀
三
君

高
木
健
太
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
四

︵
五六、
六、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
議
員
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

︵
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
経
済
︶
出

席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

五六、
三、二三

︵
議
長

決
定
︶

岩
動
道
行
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

小
柳

勇
君

一
八

列
国
議
会
同
盟
一
九
八
一
年
度

春
季
会
議︵
マ
ニ
ラ
︶に
出
席

五六、
四、
六

︵
議
長

決
定
︶

岩
上
二
郎
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

八

︵
同

︶

大
木
正
吾
君

三

各
国
の
議
会
制
度
調
査

五六、
六、
二

︵
議
長

決
定
︶

桧
垣
徳
太
郎
君

欧
米
各
国

一
八

︵
五六、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

戸
塚
進
也
君

二
一

真
鍋
賢
二
君

二
〇

小
山
一
平
君

神
谷
信
之
助
君

一
八

栗
林
卓
司
君

二
六

欧
州
・
中
近
東
・
ア
フ
リ
カ
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五六、
六、
二

︵
議
長

決
定
︶

楠

正
俊
君

平
井
卓
志
君

エ
ジ
プ
ト
及
び
欧
州
各

国

一
八

︵
同

︶

第
九十四
回

閉
会
後

森
下

泰
君

九

藤
井
恒
男
君

一
八

五六、
六、一〇

︵
議
長

決
定
︶

郡

祐
一
君

上
田

稔
君

小
谷

守
君

矢
追
秀
彦
君

エ
ジ
プ
ト
、
ト
ル
コ
及

び
欧
州
各
国

一
九

︵
同

︶

五六、
七、
一

︵
議
長

決
定
︶

増
田

盛
君

竹
内

潔
君

竹
田
四
郎
君

安
武
洋
子
君

欧
州
・
中
近
東
・
ア
フ

リ
カ
各
国

二
〇

︵
同

︶

北
・
中
南
米
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五六、
六、一七

︵
議
長
決
定
︶

坂
野
重
信
君

亀
長
友
義
君

北
・
中
南
米
各
国

一
七

︵
同

︶

木
島
則
夫
君

一
五

秦

豊
君

二
〇









一
〇
四
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問

五五、一二、一八

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

徳
永
正
利
君

桧
垣
徳
太
郎
君

大
島
友
治
君

戸
塚
進
也
君

真
鍋
賢
二
君

片
岡
勝
治
君

小
山
一
平
君

三
木
忠
雄
君

佐
藤
昭
夫
君

栗
林
卓
司
君

中
国

一
〇

︱

第
九十四
回

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

五六、
一、二四

︵
議
長
決
定
︶

塚
田
十
一
郎
君

長
田
裕
二
君

村
田
秀
三
君

高
木
健
太
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
四

︵
五六、
六、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
議
員
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

︵
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
経
済
︶
出

席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

五六、
三、二三

︵
議
長
決
定
︶

岩
動
道
行
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

小
柳

勇
君

一
八

列
国
議
会
同
盟
一
九
八
一
年
度

春
季
会
議︵
マ
ニ
ラ
︶に
出
席

五六、
四、
六

︵
議
長
決
定
︶

岩
上
二
郎
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

八

︵
同

︶

大
木
正
吾
君

三

各
国
の
議
会
制
度
調
査

五六、
六、
二

︵
議
長

決
定
︶

桧
垣
徳
太
郎
君

欧
米
各
国

一
八

︵
五六、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

戸
塚
進
也
君

二
一

真
鍋
賢
二
君

二
〇

小
山
一
平
君

神
谷
信
之
助
君

一
八

栗
林
卓
司
君

二
六

欧
州
・
中
近
東
・
ア
フ
リ
カ
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五六、
六、
二

︵
議
長

決
定
︶

楠

正
俊
君

平
井
卓
志
君

エ
ジ
プ
ト
及
び
欧
州
各

国

一
八

︵
同

︶

第
九十四
回

閉
会
後

森
下

泰
君

九

藤
井
恒
男
君

一
八

五六、
六、一〇

︵
議
長

決
定
︶

郡

祐
一
君

上
田

稔
君

小
谷

守
君

矢
追
秀
彦
君

エ
ジ
プ
ト
、
ト
ル
コ
及

び
欧
州
各
国

一
九

︵
同

︶

五六、
七、
一

︵
議
長

決
定
︶

増
田

盛
君

竹
内

潔
君

竹
田
四
郎
君

安
武
洋
子
君

欧
州
・
中
近
東
・
ア
フ

リ
カ
各
国

二
〇

︵
同

︶

北
・
中
南
米
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五六、
六、一七

︵
議
長
決
定
︶

坂
野
重
信
君

亀
長
友
義
君

北
・
中
南
米
各
国

一
七

︵
同

︶

木
島
則
夫
君

一
五

秦

豊
君

二
〇









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
四
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ア
ジ
ア
・
大
洋
州
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五六、
七、二七

︵
議
長
決
定
︶

熊
谷
太
三
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
四

︵
五六、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

木
村
睦
男
君

一
五

江
田
五
月
君

一
七

五六、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶

町
村
金
五
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
七

︵
同

︶

山
崎
竜
男
君

宮
之
原
貞
光
君

一
九

第
五
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会
議

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五六、
六、
五

︵
議
長
決
定
︶

後
藤
正
夫
君

寺
田
熊
雄
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
〇

︵
同

︶
︵
五六、一二

両
院
議
長
に

報
告
書
提
出
︶

太
田
淳
夫
君

一
八

マ
レ
ー
シ
ア
国
会
上
院
議
長
及

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会

の
招
請
に
よ
る
両
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五六、
六、一一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

徳
永
正
利
君

マ
レ
ー
シ
ア
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び
東
南

ア
ジ
ア
各
国

二
〇

︱

遠
藤

要
君

一
一

片
岡
勝
治
君

一
九

三
木
忠
雄
君

二
〇

第
九十四
回

閉
会
後

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
連
邦

議
会
第
一
副
議
長
の
招
請
に
よ

る
同
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

五六、
七、一〇

︵
議
長
決
定
︶

新
谷
寅
三
郎
君

嶋
崎

均
君

対
馬
孝
且
君

藤
原
房
雄
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アそ
の
他
の
欧
州
各
国

一
七

︵
五六、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ペ
ル
ー
共
和
国
上
院
議
長
及
び

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
上
院
議

長
の
招
請
に
よ
る
両
国
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五六、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

秋
山
長
造
君

梶
木
又
三
君

高
橋
圭
三
君

ペ
ル
ー
、
ブ
ラ
ジ
ル

そ
の
他
の
北
・
中
南
米

各
国

一
八

︵
同

︶

鶴
岡

洋
君

小
笠
原
貞
子
君

二
二

第
六
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ハ
バ
ナ
︶出
席
並
び
に
各
国

の
議
会
制
度
視
察

五六、
七、二七

︵
議
長
決
定
︶

土
屋
義
彦
君

キ
ュ
ー
バ

そ
の
他
の
北
・
中
南
米

各
国

二
一

︵
同

︶

成
相
善
十
君

一
三

穐
山

篤
君

一
九

五六、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶

鈴
木
省
吾
君

一
九

大
鷹
淑
子
君

二
二

安
恒
良
一
君

一
九

沓
脱
タ
ケ
子
君

一
六

第
九十五
回

︵
臨

時
︶
欧
州
評
議
会
議
員
会
議
に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

五六、
九、
三

︵
議
長
決
定
︶
加
藤
武
徳
君

松
前
達
郎
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問

五七、
一、二九

︵
議
長
決
定
︶

夏
目
忠
雄
君

中
村
啓
一
君

八
百
板

正
君

中
尾
辰
義
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
四

︵
五七、
八、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
八
二
年
度

春
季
会
議︵
ラ
ゴ
ス
︶に
出
席

五七、
三、一〇

︵
議
長
決
定
︶
藏
内
修
治
君

中
野
鉄
造
君

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
及
び
欧

州
各
国

一
三

︵
同

︶

均





一
〇
四
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ア
ジ
ア
・
大
洋
州
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五六、
七、二七

︵
議
長

決
定
︶

熊
谷
太
三
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
四

︵
五六、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

木
村
睦
男
君

一
五

江
田
五
月
君

一
七

五六、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶

町
村
金
五
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及

び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

一
七

︵
同

︶

山
崎
竜
男
君

宮
之
原
貞
光
君

一
九

第
五
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会
議

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五六、
六、
五

︵
議
長
決
定
︶

後
藤
正
夫
君

寺
田
熊
雄
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
〇

︵
同

︶
︵
五六、一二

両
院
議
長
に

報
告
書
提
出
︶

太
田
淳
夫
君

一
八

マ
レ
ー
シ
ア
国
会
上
院
議
長
及

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会

の
招
請
に
よ
る
両
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五六、
六、一一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

徳
永
正
利
君

マ
レ
ー
シ
ア
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び
東
南

ア
ジ
ア
各
国

二
〇

︱

遠
藤

要
君

一
一

片
岡
勝
治
君

一
九

三
木
忠
雄
君

二
〇

第
九十四
回

閉
会
後

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
連
邦

議
会
第
一
副
議
長
の
招
請
に
よ

る
同
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

五六、
七、一〇

︵
議
長

決
定
︶

新
谷
寅
三
郎
君

嶋
崎

均
君

対
馬
孝
且
君

藤
原
房
雄
君

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アそ
の
他
の
欧
州
各
国

一
七

︵
五六、一二、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ペ
ル
ー
共
和
国
上
院
議
長
及
び

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
上
院
議

長
の
招
請
に
よ
る
両
国
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五六、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

秋
山
長
造
君

梶
木
又
三
君

高
橋
圭
三
君

ペ
ル
ー
、
ブ
ラ
ジ
ル

そ
の
他
の
北
・
中
南
米

各
国

一
八

︵
同

︶

鶴
岡

洋
君

小
笠
原
貞
子
君

二
二

第
六
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ハ
バ
ナ
︶出
席
並
び
に
各
国

の
議
会
制
度
視
察

五六、
七、二七

︵
議
長
決
定
︶

土
屋
義
彦
君

キ
ュ
ー
バ

そ
の
他
の
北
・
中
南
米

各
国

二
一

︵
同

︶

成
相
善
十
君

一
三

穐
山

篤
君

一
九

五六、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

鈴
木
省
吾
君

一
九

大
鷹
淑
子
君

二
二

安
恒
良
一
君

一
九

沓
脱
タ
ケ
子
君

一
六

第
九十五
回

︵
臨

時
︶
欧
州
評
議
会
議
員
会
議
に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

五六、
九、
三

︵
議
長

決
定
︶
加
藤
武
徳
君

松
前
達
郎
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問

五七、
一、二九

︵
議
長

決
定
︶

夏
目
忠
雄
君

中
村
啓
一
君

八
百
板

正
君

中
尾
辰
義
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
四

︵
五七、
八、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
八
二
年
度

春
季
会
議︵
ラ
ゴ
ス
︶に
出
席

五七、
三、一〇

︵
議
長
決
定
︶
藏
内
修
治
君

中
野
鉄
造
君

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
及
び
欧

州
各
国

一
三

︵
同

︶

均





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
四
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
九十六
回

各
国
の
議
会
制
度
調
査

五七、
八、
三

︵
議
長
決
定
︶

桧
垣
徳
太
郎
君

堀
内
俊
夫
君

高
平
公
友
君

野
田

哲
君

欧
米
各
国

一
六

︵
五七、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

栗
林
卓
司
君

三
一

神
谷
信
之
助
君

一
六

第
六
十
九
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ロ
ー
マ
︶に
出
席
並
び
に
各

国
の
議
会
制
度
視
察

五七、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

小
澤
太
郎
君

長
谷
川

信
君

イ
タ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国
、

香
港

一
六

︵
同

︶

瀬
谷
英
行
君

二
二

田

英
夫
君

一
〇

五七、
八、二五

︵
議
長

決
定
︶

中
山
太
郎
君

イ
タ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
四

岩
崎
純
三
君

一
〇

大
川
清
幸
君

一
七

ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
人
民

議
会
議
長
及
び
カ
ナ
ダ
上
院
議

長
の
招
請
に
よ
る
両
国
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五七、
八、一〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

徳
永
正
利
君

ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
二

︱

戸
塚
進
也
君

二
三

小
山
一
平
君

藤
原
房
雄
君

二
二

北
・
中
南
米
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五七、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶

井
上
吉
夫
君

北
・
中
南
米
各
国

一
三

︵
五七、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

谷
川
寛
三
君

一
四

岡
部
三
郎
君

一
三

渋
谷
邦
彦
君

一
五

五七、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶

宮
田

輝
君

北
・
中
南
米
各
国

二
〇

︵
同

︶

関
口
恵
造
君

阿
具
根

登
君

一
三

五七、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶

田
代
由
紀
男
君

前
田
勲
男
君

北
・
中
南
米
及
び
欧
州

各
国

一
二

︵
同

︶

第
九十六
回

閉
会
後

和
田
静
夫
君

三
二

近
藤
忠
孝
君

一
三

欧
州
・
中
近
東
・
ア
フ
リ
カ
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五七、
八、二七

︵
議
長
決
定
︶

斎
藤
栄
三
郎
君

梶
原

清
君

欧
州
各
国
及
び
モ
ン
ゴ

ル
、
中
国

一
三

︵
同

︶

小
平
芳
平
君

一
六

中
村
鋭
一
君

一
一

五七、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶

佐
々
木

満
君

福
田
宏
一
君

片
山
甚
市
君

市
川
正
一
君

欧
州
各
国
及
び
エ
ジ
プ

ト
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連

邦

一
三

︵
同

︶

五七、
九、
八

︵
議
長

決
定
︶

野
呂
田
芳
成
君

欧
州
各
国
及
び
エ
ジ
プ

ト
、
香
港

一
三

︵
同

︶

宮
澤

弘
君

一
二

福
間
知
之
君

柏
原
ヤ
ス
君

一
三









一
〇
四
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
九十六
回

各
国
の
議
会
制
度
調
査

五七、
八、
三

︵
議
長
決
定
︶

桧
垣
徳
太
郎
君

堀
内
俊
夫
君

高
平
公
友
君

野
田

哲
君

欧
米
各
国

一
六

︵
五七、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

栗
林
卓
司
君

三
一

神
谷
信
之
助
君

一
六

第
六
十
九
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ロ
ー
マ
︶に
出
席
並
び
に
各

国
の
議
会
制
度
視
察

五七、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

小
澤
太
郎
君

長
谷
川

信
君

イ
タ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国
、

香
港

一
六

︵
同

︶

瀬
谷
英
行
君

二
二

田

英
夫
君

一
〇

五七、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶

中
山
太
郎
君

イ
タ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
四

岩
崎
純
三
君

一
〇

大
川
清
幸
君

一
七

ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
人
民

議
会
議
長
及
び
カ
ナ
ダ
上
院
議

長
の
招
請
に
よ
る
両
国
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五七、
八、一〇

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

徳
永
正
利
君

ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ

そ
の
他
の
欧
米
各
国

二
二

︱

戸
塚
進
也
君

二
三

小
山
一
平
君

藤
原
房
雄
君

二
二

北
・
中
南
米
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五七、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶

井
上
吉
夫
君

北
・
中
南
米
各
国

一
三

︵
五七、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

谷
川
寛
三
君

一
四

岡
部
三
郎
君

一
三

渋
谷
邦
彦
君

一
五

五七、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶

宮
田

輝
君

北
・
中
南
米
各
国

二
〇

︵
同

︶

関
口
恵
造
君

阿
具
根

登
君

一
三

五七、
八、三一

︵
議
長

決
定
︶

田
代
由
紀
男
君

前
田
勲
男
君

北
・
中
南
米
及
び
欧
州

各
国

一
二

︵
同

︶

第
九十六
回

閉
会
後

和
田
静
夫
君

三
二

近
藤
忠
孝
君

一
三

欧
州
・
中
近
東
・
ア
フ
リ
カ
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五七、
八、二七

︵
議
長

決
定
︶

斎
藤
栄
三
郎
君

梶
原

清
君

欧
州
各
国
及
び
モ
ン
ゴ

ル
、
中
国

一
三

︵
同

︶

小
平
芳
平
君

一
六

中
村
鋭
一
君

一
一

五七、
八、三〇

︵
議
長

決
定
︶

佐
々
木

満
君

福
田
宏
一
君

片
山
甚
市
君

市
川
正
一
君

欧
州
各
国
及
び
エ
ジ
プ

ト
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連

邦

一
三

︵
同

︶

五七、
九、
八

︵
議
長
決
定
︶

野
呂
田
芳
成
君

欧
州
各
国
及
び
エ
ジ
プ

ト
、
香
港

一
三

︵
同

︶

宮
澤

弘
君

一
二

福
間
知
之
君

柏
原
ヤ
ス
君

一
三









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
四
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五七、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶

松
尾
官
平
君

ア
ジ
ア
・
大
洋
州
各
国

一
五

︵
五七、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

田
沢
智
治
君

目
黒
今
朝
次
郎
君

二
〇

第
九十六
回

閉
会
後

三
治
重
信
君

一
七

五七、
九、
六

︵
議
長
決
定
︶

板
垣

正
君

ア
ジ
ア
・
大
洋
州
各
国

二
〇

︵
同

︶

内
藤

健
君

二
一

粕
谷
照
美
君

二
〇

山
田
耕
三
郎
君

一
五

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

五七、
九、
四

︵
議
長

決
定
︶
金
井
元
彦
君

江
島

淳
君

青
木
薪
次
君

欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

第
九十八
回

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
り
同
国
訪
問

五八、
二、二六

︵
議
長
決
定
︶

仲
川
幸
男
君

高
木
正
明
君

宮
之
原
貞
光
君

渡
部
通
子
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
三

︵
五八、
五、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
八
三
年
度

春
季
会
議
︵
ヘ
ル
シ
ン
キ
︶に

出
席

五八、
三、三一

︵
議
長

決
定
︶
片
山
正
英
君

降
矢
敬
雄
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

遠
藤

要
君

井
上
吉
夫
君

一
六

大
木

浩
君

一
四

各
国
の
議
会
制
度
調
査

五八、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶

江
島

淳
君

欧
州
各
国

一
六

︵
五八、一二、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

野
田

哲
君

一
四

福
間
知
之
君

一
六

鶴
岡

洋
君

神
谷
信
之
助
君

一
四

柄
谷
道
一
君

一
六

秦

豊
君

一
五

第
九十九
回

閉
会
後

北
・
中
南
米
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五八、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶
森
田
重
郎
君

村
上
正
邦
君

小
西
博
行
君

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ブ
ラ
ジ
ル

米
国

一
三

︵
同

︶

五八、
七、二八

︵
議
長

決
定
︶

真
鍋
賢
二
君

北
・
中
南
米
各
国

一
六

︵
同

︶

井
上

裕
君

一
五

久
保
田
真
苗
君

一
四

喜
屋
武
眞
榮
君

二
一

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五八、
七、二八

︵
議
長
決
定
︶

志
村
愛
子
君

欧
州
各
国

一
一

︵
同

︶

堀
江
正
夫
君

二
四

松
前
達
郎
君

一
二

峯
山
昭
範
君

一
三

五八、
七、二九

︵
議
長

決
定
︶

原

文
兵
衛
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

下
条
進
一
郎
君

二
一

安
武
洋
子
君

前
島
英
三
郎
君

一
五









一
〇
五
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

五七、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶

松
尾
官
平
君

ア
ジ
ア
・
大
洋
州
各
国

一
五

︵
五七、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

田
沢
智
治
君

目
黒
今
朝
次
郎
君

二
〇

第
九十六
回

閉
会
後

三
治
重
信
君

一
七

五七、
九、
六

︵
議
長
決
定
︶

板
垣

正
君

ア
ジ
ア
・
大
洋
州
各
国

二
〇

︵
同

︶

内
藤

健
君

二
一

粕
谷
照
美
君

二
〇

山
田
耕
三
郎
君

一
五

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

五七、
九、
四

︵
議
長

決
定
︶
金
井
元
彦
君

江
島

淳
君

青
木
薪
次
君

欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

第
九十八
回

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
り
同
国
訪
問

五八、
二、二六

︵
議
長
決
定
︶

仲
川
幸
男
君

高
木
正
明
君

宮
之
原
貞
光
君

渡
部
通
子
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
三

︵
五八、
五、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

列
国
議
会
同
盟
一
九
八
三
年
度

春
季
会
議
︵
ヘ
ル
シ
ン
キ
︶に

出
席

五八、
三、三一

︵
議
長
決
定
︶
片
山
正
英
君

降
矢
敬
雄
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

遠
藤

要
君

井
上
吉
夫
君

一
六

大
木

浩
君

一
四

各
国
の
議
会
制
度
調
査

五八、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶

江
島

淳
君

欧
州
各
国

一
六

︵
五八、一二、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

野
田

哲
君

一
四

福
間
知
之
君

一
六

鶴
岡

洋
君

神
谷
信
之
助
君

一
四

柄
谷
道
一
君

一
六

秦

豊
君

一
五

第
九十九
回

閉
会
後

北
・
中
南
米
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五八、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶
森
田
重
郎
君

村
上
正
邦
君

小
西
博
行
君

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ブ
ラ
ジ
ル

米
国

一
三

︵
同

︶

五八、
七、二八

︵
議
長

決
定
︶

真
鍋
賢
二
君

北
・
中
南
米
各
国

一
六

︵
同

︶

井
上

裕
君

一
五

久
保
田
真
苗
君

一
四

喜
屋
武
眞
榮
君

二
一

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五八、
七、二八

︵
議
長

決
定
︶

志
村
愛
子
君

欧
州
各
国

一
一

︵
同

︶

堀
江
正
夫
君

二
四

松
前
達
郎
君

一
二

峯
山
昭
範
君

一
三

五八、
七、二九

︵
議
長

決
定
︶

原

文
兵
衛
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

下
条
進
一
郎
君

二
一

安
武
洋
子
君

前
島
英
三
郎
君

一
五









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
五
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

パ
キ
ス
タ
ン
連
邦
評
議
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五八、
八、
二

︵
議
長

決
定
︶

増
田

盛
君

パ
キ
ス
タ
ン
及
び
欧
米

各
国

一
三

︵
五八、一二、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

宮
田

輝
君

一
七

中
野

明
君

一
一

モ
ン
ゴ
ル
人
民
大
会
議
議
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五八、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶
林

迶
君

佐
藤
三
吾
君

モ
ン
ゴ
ル
、
中
国
及
び

欧
州
各
国

一
八

︵
同

︶

第
百
回

︵
臨

時
︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問

五八、
八、三〇

︵
議
長

決
定
︶

鈴
木
省
吾
君

増
岡
康
治
君

大
森

昭
君

中
野
鉄
造
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
四

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
及
び
ス

ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
会
議
出
席
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五八、
九、
三

︵
議
長

決
定
︶
大
鷹
淑
子
君

小
野

明
君

フ
ラ
ン
ス
及
び
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
各
国

一
七

︵
同

︶

第
七
十
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ソ
ウ
ル
︶出
席
並
び
に
各
国
の

五八、
九、一四

︵
議
長
決
定
︶

熊
谷
太
三
郎
君

韓
国

七

︵
同

︶

川
原
新
次
郎
君

六

栗
林
卓
司
君

三

政
治
経
済
事
情
等
視
察

五八、
九、一七

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
武
徳
君

韓
国
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
・
大

洋
州
各
国

一
三

杉
山
令
肇
君

八

太
田
淳
夫
君

一
一

第
百
一
回

︵
特

別
︶

フ
ラ
ン
ス
上
院
仏
日
友
好
議
員

連
盟
会
長
の
招
請
に
よ
る
同
国

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五九、
一、二三

︵
議
長
決
定
︶

長
田
裕
二
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
・
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
各
国

一
二

︵
五九、
八、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

安
孫
子
藤
吉
君

一
七

山
東
昭
子
君

一
一

本
岡
昭
次
君

桑
名
義
治
君

一
四

伊
藤
郁
男
君

九

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五九、
一、二三

︵
議
長
決
定
︶

坂
元
親
男
君

欧
州
・
ア
ジ
ア
各
国

一
五

︵
同

︶

藤
井
孝
男
君

一
一

鈴
木
和
美
君

一
五

第
七
十
一
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︶出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五九、
三、一二

︵
議
長

決
定
︶
河
本
嘉
久
蔵
君

浜
本
万
三
君

馬
場

富
君

ス
イ
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問

五九、
五、三〇

︵
議
長
決
定
︶

沢
田
一
精
君

伊
江
朝
雄
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
五

︵
五九、一二、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

矢
田
部

理
君

七

鈴
木
一
弘
君

一
五







一
〇
五
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

パ
キ
ス
タ
ン
連
邦
評
議
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五八、
八、
二

︵
議
長
決
定
︶

増
田

盛
君

パ
キ
ス
タ
ン
及
び
欧
米

各
国

一
三

︵
五八、一二、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

宮
田

輝
君

一
七

中
野

明
君

一
一

モ
ン
ゴ
ル
人
民
大
会
議
議
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五八、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶
林

迶
君

佐
藤
三
吾
君

モ
ン
ゴ
ル
、
中
国
及
び

欧
州
各
国

一
八

︵
同

︶

第
百
回

︵
臨

時
︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問

五八、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶

鈴
木
省
吾
君

増
岡
康
治
君

大
森

昭
君

中
野
鉄
造
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
四

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
及
び
ス

ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
会
議
出
席
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五八、
九、
三

︵
議
長
決
定
︶
大
鷹
淑
子
君

小
野

明
君

フ
ラ
ン
ス
及
び
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
各
国

一
七

︵
同

︶

第
七
十
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ソ
ウ
ル
︶出
席
並
び
に
各
国
の

五八、
九、一四

︵
議
長
決
定
︶

熊
谷
太
三
郎
君

韓
国

七

︵
同

︶

川
原
新
次
郎
君

六

栗
林
卓
司
君

三

政
治
経
済
事
情
等
視
察

五八、
九、一七

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
武
徳
君

韓
国

そ
の
他
の
ア
ジ
ア
・
大

洋
州
各
国

一
三

杉
山
令
肇
君

八

太
田
淳
夫
君

一
一

第
百
一
回

︵
特

別
︶

フ
ラ
ン
ス
上
院
仏
日
友
好
議
員

連
盟
会
長
の
招
請
に
よ
る
同
国

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五九、
一、二三

︵
議
長
決
定
︶

長
田
裕
二
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
・
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
各
国

一
二

︵
五九、
八、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

安
孫
子
藤
吉
君

一
七

山
東
昭
子
君

一
一

本
岡
昭
次
君

桑
名
義
治
君

一
四

伊
藤
郁
男
君

九

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五九、
一、二三

︵
議
長

決
定
︶

坂
元
親
男
君

欧
州
・
ア
ジ
ア
各
国

一
五

︵
同

︶

藤
井
孝
男
君

一
一

鈴
木
和
美
君

一
五

第
七
十
一
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︶出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五九、
三、一二

︵
議
長
決
定
︶
河
本
嘉
久
蔵
君

浜
本
万
三
君

馬
場

富
君

ス
イ
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問

五九、
五、三〇

︵
議
長

決
定
︶

沢
田
一
精
君

伊
江
朝
雄
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
五

︵
五九、一二、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

矢
田
部

理
君

七

鈴
木
一
弘
君

一
五







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
五
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ル
ー
マ
ニ
ア
社
会
主
義
共
和
国

大
国
民
議
会
議
長
及
び
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
連
邦
参
議
院
議
長

の
招
請
に
よ
る
両
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五九、
八、一〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

木
村
睦
男
君

ル
ー
マ
ニ
ア
、
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
四

︱

井
上
吉
夫
君

福
間
知
之
君

鶴
岡

洋
君

一
七

北
・
中
南
米
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五九、
八、二四

︵
議
長

決
定
︶
山
崎
竜
男
君

小
島
静
馬
君

矢
原
秀
男
君

北
・
中
南
米
各
国

一
四

︵
五九、一二、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

五九、
九、一二

︵
議
長

決
定
︶

古
賀
雷
四
郎
君

福
田
宏
一
君

藤
田

栄
君

近
藤
忠
孝
君

三
治
重
信
君

北
・
中
南
米
各
国

一
四

︵
同

︶

五九、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶

岩
崎
純
三
君

欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

岩
本
政
光
君

二
〇

丸
谷
金
保
君

二
三

五九、
八、三〇

︵
議
長

決
定
︶
佐
々
木

満
君

穐
山

篤
君

飯
田
忠
雄
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

第
百
一
回

閉
会
後

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五九、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶

坂
野
重
信
君

欧
州
各
国
及
び
ケ
ニ
ア
、

タ
イ

一
二

︵
同

︶

前
田
勲
男
君

山
田

譲
君

一
五

佐
藤
昭
夫
君

一
一

五九、
九、
六

︵
議
長
決
定
︶

最
上

進
君

欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

内
藤

健
君

和
田
教
美
君

一
五

中
村
鋭
一
君

八

五九、
九、一三

︵
議
長

決
定
︶

板
垣

正
君

林

寛
子
君

田
代
富
士
男
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

秦

豊
君

一
七

東
南
ア
ジ
ア
・
大
洋
州
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

五九、
九、一〇

︵
議
長
決
定
︶

安
田
隆
明
君

東
南
ア
ジ
ア
・
大
洋
州

各
国

一
五

︵
同

︶

長
谷
川

信
君

一
二

高
平
公
友
君

小
柳

勇
君

塩
出
啓
典
君

一
五

各
国
の
議
会
制
度
調
査

五九、
八、二七

︵
議
長
決
定
︶

遠
藤

要
君

江
島

淳
君

名
尾
良
孝
君

浜
本
万
三
君

橋
本

敦
君

柳
澤
錬
造
君

小
山
一
平
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶





一
〇
五
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ル
ー
マ
ニ
ア
社
会
主
義
共
和
国

大
国
民
議
会
議
長
及
び
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
連
邦
参
議
院
議
長

の
招
請
に
よ
る
両
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五九、
八、一〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

木
村
睦
男
君

ル
ー
マ
ニ
ア
、
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
四

︱

井
上
吉
夫
君

福
間
知
之
君

鶴
岡

洋
君

一
七

北
・
中
南
米
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五九、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶
山
崎
竜
男
君

小
島
静
馬
君

矢
原
秀
男
君

北
・
中
南
米
各
国

一
四

︵
五九、一二、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

五九、
九、一二

︵
議
長
決
定
︶

古
賀
雷
四
郎
君

福
田
宏
一
君

藤
田

栄
君

近
藤
忠
孝
君

三
治
重
信
君

北
・
中
南
米
各
国

一
四

︵
同

︶

五九、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶

岩
崎
純
三
君

欧
州
各
国

一
六

︵
同

︶

岩
本
政
光
君

二
〇

丸
谷
金
保
君

二
三

五九、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶
佐
々
木

満
君

穐
山

篤
君

飯
田
忠
雄
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

第
百
一
回

閉
会
後

欧
州
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五九、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶

坂
野
重
信
君

欧
州
各
国
及
び
ケ
ニ
ア
、

タ
イ

一
二

︵
同

︶

前
田
勲
男
君

山
田

譲
君

一
五

佐
藤
昭
夫
君

一
一

五九、
九、
六

︵
議
長
決
定
︶

最
上

進
君

欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

内
藤

健
君

和
田
教
美
君

一
五

中
村
鋭
一
君

八

五九、
九、一三

︵
議
長
決
定
︶

板
垣

正
君

林

寛
子
君

田
代
富
士
男
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

秦

豊
君

一
七

東
南
ア
ジ
ア
・
大
洋
州
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

五九、
九、一〇

︵
議
長

決
定
︶

安
田
隆
明
君

東
南
ア
ジ
ア
・
大
洋
州

各
国

一
五

︵
同

︶

長
谷
川

信
君

一
二

高
平
公
友
君

小
柳

勇
君

塩
出
啓
典
君

一
五

各
国
の
議
会
制
度
調
査

五九、
八、二七

︵
議
長
決
定
︶

遠
藤

要
君

江
島

淳
君

名
尾
良
孝
君

浜
本
万
三
君

橋
本

敦
君

柳
澤
錬
造
君

小
山
一
平
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
五
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
七
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︶出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五九、
九、
四

︵
議
長

決
定
︶

嶋
崎

均
君

ス
イ
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
一

︵
五九、一二、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

谷
川
寛
三
君

一
九

第
百
一
回

閉
会
後

久
保

亘
君

二
〇

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
会
議
長
の
招

請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五九、
九、
八

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

阿
具
根

登
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
六

︱

夏
目
忠
雄
君

一
二

斎
藤
栄
三
郎
君

一
四

野
田

哲
君

田
渕
哲
也
君

一
六

第
百
二
回

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

六〇、
一、一九

︵
議
長
決
定
︶
加
藤
武
徳
君

中
村

哲
君

欧
州
各
国

九

︵
六〇、
六、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

東
南
ア
ジ
ア
及
び
西
太
平
洋
地

域
に
お
け
る
保
健
と
開
発
に
関

す
る
列
国
議
会
同
盟
会
議︵
バ

ン
コ
ク
︶出
席

六〇、
一、二二

︵
議
長
決
定
︶
田
中
正
巳
君

タ
イ

六

︵
同

︶

第
七
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ロ
メ
︶出
席
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

六〇、
三、
一

︵
議
長

決
定
︶

上
田

稔
君

ト
ー
ゴ

そ
の
他
の
ア
フ
リ
カ
・

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

松
尾
官
平
君

一
七

下
田
京
子
君

一
三

国
連
婦
人
の
十
年
一
九
八
五
年

世
界
会
議
出
席

六〇、
六、二〇

︵
議
長
決
定
︶

山
東
昭
子
君

ケ
ニ
ア
及
び
欧
州
各
国

一
九

︱

林

寛
子
君

一
八

石
井
道
子
君

一
二

粕
谷
照
美
君

二
〇

中
西
珠
子
君

二
六

第
百
二
回

閉
会
後

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問

六〇、
六、二五

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

木
村
睦
男
君

斎
藤
十
朗
君

小
山
一
平
君

峯
山
昭
範
君

神
谷
信
之
助
君

栗
林
卓
司
君

中
国

八

︱

欧
州
の
福
祉
・
社
会
保
障
・
衛

生︵
高
齢
化
社
会
問
題
︶の
調
査

六〇、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶

遠
藤
政
夫
君

欧
州
各
国

一
四

︵
六〇、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

大
浜
万
栄
君

一
五

吉
村
真
事
君

一
四

近
藤
忠
孝
君

一
八

田

英
夫
君

一
二

均









一
〇
五
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
七
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︶出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五九、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶

嶋
崎

均
君

ス
イ
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

二
一

︵
五九、一二、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

谷
川
寛
三
君

一
九

第
百
一
回

閉
会
後

久
保

亘
君

二
〇

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
会
議
長
の
招

請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

五九、
九、
八

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

阿
具
根

登
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
六

︱

夏
目
忠
雄
君

一
二

斎
藤
栄
三
郎
君

一
四

野
田

哲
君

田
渕
哲
也
君

一
六

第
百
二
回

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
に
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

六〇、
一、一九

︵
議
長
決
定
︶
加
藤
武
徳
君

中
村

哲
君

欧
州
各
国

九

︵
六〇、
六、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

東
南
ア
ジ
ア
及
び
西
太
平
洋
地

域
に
お
け
る
保
健
と
開
発
に
関

す
る
列
国
議
会
同
盟
会
議︵
バ

ン
コ
ク
︶出
席

六〇、
一、二二

︵
議
長
決
定
︶
田
中
正
巳
君

タ
イ

六

︵
同

︶

第
七
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ロ
メ
︶出
席
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

六〇、
三、
一

︵
議
長

決
定
︶

上
田

稔
君

ト
ー
ゴ

そ
の
他
の
ア
フ
リ
カ
・

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

松
尾
官
平
君

一
七

下
田
京
子
君

一
三

国
連
婦
人
の
十
年
一
九
八
五
年

世
界
会
議
出
席

六〇、
六、二〇

︵
議
長
決
定
︶

山
東
昭
子
君

ケ
ニ
ア
及
び
欧
州
各
国

一
九

︱

林

寛
子
君

一
八

石
井
道
子
君

一
二

粕
谷
照
美
君

二
〇

中
西
珠
子
君

二
六

第
百
二
回

閉
会
後

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問

六〇、
六、二五

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

木
村
睦
男
君

斎
藤
十
朗
君

小
山
一
平
君

峯
山
昭
範
君

神
谷
信
之
助
君

栗
林
卓
司
君

中
国

八

︱

欧
州
の
福
祉
・
社
会
保
障
・
衛

生︵
高
齢
化
社
会
問
題
︶の
調
査

六〇、
七、一五

︵
議
長

決
定
︶

遠
藤
政
夫
君

欧
州
各
国

一
四

︵
六〇、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

大
浜
万
栄
君

一
五

吉
村
真
事
君

一
四

近
藤
忠
孝
君

一
八

田

英
夫
君

一
二

均









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
五
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

米
国
の
公
共
事
業
、
都
市
問
題

調
査

六〇、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶

降
矢
敬
義
君

浦
田

勝
君

工
藤
万
砂
美
君

出
口
廣
光
君

米
国

一
二

︵
六〇、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
野
鉄
造
君

一
四

大
洋
州
及
び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

の
農
林
水
産
問
題
調
査

六〇、
七、二二

︵
議
長

決
定
︶

世
耕
政
隆
君

大
洋
州
及
び
東
南
ア
ジ

ア
各
国

一
六

︵
同

︶

岡
野

裕
君

一
四

稲
村
稔
夫
君

木
本
平
八
郎
君

一
六

米
国
の
文
化
・
教
育
・
青
少
年

問
題
調
査

六〇、
七、二四

︵
議
長

決
定
︶

林

健
太
郎
君

海
江
田
鶴
造
君

松
岡
滿
壽
男
君

和
田
静
夫
君

吉
川
春
子
君

米
国
カ
ナ
ダ

一
五

︵
同

︶

欧
州
各
国
に
お
け
る
日
系
企
業

の
進
出
状
況
及
び
在
外
公
館
の

外
交
実
務
体
制
調
査

六〇、
七、二六

︵
議
長

決
定
︶

山
内
一
郎
君

梶
木
又
三
君

水
谷

力
君

梶
原
敬
義
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

高
桑
栄
松
君

二
〇

都
市
問
題
及
び
環
境
問
題
調
査

六〇、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶
藤
田
正
明
君

二
宮
文
造
君

藤
井
恒
男
君

欧
州
各
国

一
四

︵
同

︶

第
百
二
回

閉
会
後

第
七
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会
議

出
席

六〇、
七、二六

︵
議
長

決
定
︶

金
丸
三
郎
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
四

︵
同

︶

沖

外
夫
君

一
五

高
杉
廸
忠
君

一
八

ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
人
民

議
会
議
長
の
招
請
に
よ
る
同
国

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六〇、
七、二九

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

阿
具
根

登
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
五

︱

遠
藤

要
君

六

高
平
公
友
君

浜
本
万
三
君

橋
本

敦
君

一
五

カ
ナ
ダ
上
院
議
長
の
招
請
に
よ

る
同
国
訪
問
並
び
に
米
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

六〇、
八、
五

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

木
村
睦
男
君

井
上
吉
夫
君

藤
井
孝
男
君

福
間
知
之
君

穐
山

篤
君

塩
出
啓
典
君

柳
澤
錬
造
君

カ
ナ
ダ

米
国

一
〇

︱

第
七
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
オ
タ
ワ
︶出
席

六〇、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶

志
村
哲
良
君

白
木
義
一
郎
君

カ
ナ
ダ

米
国

一
三

︵
六〇、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

関

嘉
彦
君

二
四

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

六〇、
八、二〇

︵
議
長

決
定
︶

竹
山

裕
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
大
洋
州
各
国

一
七

︵
同

︶

対
馬
孝
且
君

一
四

内
藤

功
君

一
七

滿

一
〇
五
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

米
国
の
公
共
事
業
、
都
市
問
題

調
査

六〇、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶

降
矢
敬
義
君

浦
田

勝
君

工
藤
万
砂
美
君

出
口
廣
光
君

米
国

一
二

︵
六〇、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
野
鉄
造
君

一
四

大
洋
州
及
び
東
南
ア
ジ
ア
各
国

の
農
林
水
産
問
題
調
査

六〇、
七、二二

︵
議
長
決
定
︶

世
耕
政
隆
君

大
洋
州
及
び
東
南
ア
ジ

ア
各
国

一
六

︵
同

︶

岡
野

裕
君

一
四

稲
村
稔
夫
君

木
本
平
八
郎
君

一
六

米
国
の
文
化
・
教
育
・
青
少
年

問
題
調
査

六〇、
七、二四

︵
議
長
決
定
︶

林

健
太
郎
君

海
江
田
鶴
造
君

松
岡
滿
壽
男
君

和
田
静
夫
君

吉
川
春
子
君

米
国
カ
ナ
ダ

一
五

︵
同

︶

欧
州
各
国
に
お
け
る
日
系
企
業

の
進
出
状
況
及
び
在
外
公
館
の

外
交
実
務
体
制
調
査

六〇、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶

山
内
一
郎
君

梶
木
又
三
君

水
谷

力
君

梶
原
敬
義
君

欧
州
各
国

一
五

︵
同

︶

高
桑
栄
松
君

二
〇

都
市
問
題
及
び
環
境
問
題
調
査

六〇、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶
藤
田
正
明
君

二
宮
文
造
君

藤
井
恒
男
君

欧
州
各
国

一
四

︵
同

︶

第
百
二
回

閉
会
後

第
七
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会
議

出
席

六〇、
七、二六

︵
議
長

決
定
︶

金
丸
三
郎
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
四

︵
同

︶

沖

外
夫
君

一
五

高
杉
廸
忠
君

一
八

ブ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
人
民

議
会
議
長
の
招
請
に
よ
る
同
国

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六〇、
七、二九

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

阿
具
根

登
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
五

︱

遠
藤

要
君

六

高
平
公
友
君

浜
本
万
三
君

橋
本

敦
君

一
五

カ
ナ
ダ
上
院
議
長
の
招
請
に
よ

る
同
国
訪
問
並
び
に
米
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

六〇、
八、
五

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

木
村
睦
男
君

井
上
吉
夫
君

藤
井
孝
男
君

福
間
知
之
君

穐
山

篤
君

塩
出
啓
典
君

柳
澤
錬
造
君

カ
ナ
ダ

米
国

一
〇

︱

第
七
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
オ
タ
ワ
︶出
席

六〇、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶

志
村
哲
良
君

白
木
義
一
郎
君

カ
ナ
ダ

米
国

一
三

︵
六〇、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

関

嘉
彦
君

二
四

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

六〇、
八、二〇

︵
議
長
決
定
︶

竹
山

裕
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

そ
の
他
の
大
洋
州
各
国

一
七

︵
同

︶

対
馬
孝
且
君

一
四

内
藤

功
君

一
七

滿

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
五
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問

六〇、
八、二三

︵
議
長
決
定
︶

土
屋
義
彦
君

堀
内
俊
夫
君

安
永
英
雄
君

鈴
木
一
弘
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
三

︵
六〇、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六〇、
九、一一

︵
議
長
決
定
︶
中
山
太
郎
君

竹
田
四
郎
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

第
百
四
回

第
七
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
︶出
席

六一、
三、一九

︵
議
長

決
定
︶
小
林
国
司
君

添
田
増
太
郎
君

小
柳

勇
君

メ
キ
シ
コ

米
国

一
四

︵
六一、
五、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
の
文
化
・
教
育
・
青
少
年

問
題
調
査

六一、
八、
四

︵
議
長
決
定
︶

志
村
愛
子
君

田
代
由
紀
男
君

岡
野

裕
君

欧
州
各
国

一
二

︵
六一、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

服
部
信
吾
君

一
〇

下
村

泰
君

一
二

英
国
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
科
学
技
術
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
調
査

六一、
八、
五

︵
議
長

決
定
︶

後
藤
正
夫
君

岩
崎
純
三
君

英
国
フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
同

︶

村
上
正
邦
君

太
田
淳
夫
君

一
一

井
上

計
君

一
三

欧
州
の
外
交
・
貿
易
・
経
済
協

力
調
査

六一、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

林

迶
君

欧
州
各
国

一
四

︵
同

︶

亀
長
友
義
君

真
鍋
賢
二
君

一
三

大
浜
方
栄
君

一
六

市
川
正
一
君

一
四

第
百
六
回

閉
会
後

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
財

政
・
金
融
・
租
税
調
査

六一、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

田
沢
智
治
君

福
田
宏
一
君

梶
原

清
君

上
野
雄
文
君

小
笠
原
貞
子
君

カ
ナ
ダ

米
国

一
四

︵
同

︶

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

労
働
・
社
会
保
障
問
題
調
査

六一、
八、
七

︵
議
長

決
定
︶

坂
元
親
男
君

岡
部
三
郎
君

安
恒
良
一
君

中
野

明
君

抜
山
映
子
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
三

︵
同

︶

ベ
ル
ギ
ー
王
国
議
会
上
院
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

六一、
八、
七

︵
議
長

決
定
︶

嶋
崎

均
君

倉
田
寛
之
君

本
岡
昭
次
君

橋
本

敦
君

柳
澤
錬
造
君

ベ
ル
ギ
ー

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
〇

︱

カ
ナ
ダ
議
会
上
院
訪
問
並
び
に

カ
ナ
ダ
及
び
米
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六一、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

瀬
谷
英
行
君

成
相
善
十
君

穐
山

篤
君

中
野
鉄
造
君

カ
ナ
ダ

米
国

一
一

︱

欧
州
の
福
祉
・
交
通
及
び
農
林

水
産
問
題
調
査

六一、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶
長
谷
川

信
君

村
沢

牧
君

矢
原
秀
男
君

欧
州
各
国

一
一

︵
六一、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶





均


一
〇
六
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
招
請

に
よ
る
同
国
訪
問

六〇、
八、二三

︵
議
長
決
定
︶

土
屋
義
彦
君

堀
内
俊
夫
君

安
永
英
雄
君

鈴
木
一
弘
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
三

︵
六〇、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六〇、
九、一一

︵
議
長
決
定
︶
中
山
太
郎
君

竹
田
四
郎
君

フ
ラ
ン
ス

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
二

︵
同

︶

第
百
四
回

第
七
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
︶出
席

六一、
三、一九

︵
議
長
決
定
︶
小
林
国
司
君

添
田
増
太
郎
君

小
柳

勇
君

メ
キ
シ
コ

米
国

一
四

︵
六一、
五、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
の
文
化
・
教
育
・
青
少
年

問
題
調
査

六一、
八、
四

︵
議
長
決
定
︶

志
村
愛
子
君

田
代
由
紀
男
君

岡
野

裕
君

欧
州
各
国

一
二

︵
六一、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

服
部
信
吾
君

一
〇

下
村

泰
君

一
二

英
国
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
科
学
技
術
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
調
査

六一、
八、
五

︵
議
長

決
定
︶

後
藤
正
夫
君

岩
崎
純
三
君

英
国

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
同

︶

村
上
正
邦
君

太
田
淳
夫
君

一
一

井
上

計
君

一
三

欧
州
の
外
交
・
貿
易
・
経
済
協

力
調
査

六一、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

林

迶
君

欧
州
各
国

一
四

︵
同

︶

亀
長
友
義
君

真
鍋
賢
二
君

一
三

大
浜
方
栄
君

一
六

市
川
正
一
君

一
四

第
百
六
回

閉
会
後

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
財

政
・
金
融
・
租
税
調
査

六一、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

田
沢
智
治
君

福
田
宏
一
君

梶
原

清
君

上
野
雄
文
君

小
笠
原
貞
子
君

カ
ナ
ダ

米
国

一
四

︵
同

︶

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

労
働
・
社
会
保
障
問
題
調
査

六一、
八、
七

︵
議
長

決
定
︶

坂
元
親
男
君

岡
部
三
郎
君

安
恒
良
一
君

中
野

明
君

抜
山
映
子
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
三

︵
同

︶

ベ
ル
ギ
ー
王
国
議
会
上
院
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

六一、
八、
七

︵
議
長

決
定
︶

嶋
崎

均
君

倉
田
寛
之
君

本
岡
昭
次
君

橋
本

敦
君

柳
澤
錬
造
君

ベ
ル
ギ
ー

そ
の
他
の
欧
州
各
国

一
〇

︱

カ
ナ
ダ
議
会
上
院
訪
問
並
び
に

カ
ナ
ダ
及
び
米
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六一、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

瀬
谷
英
行
君

成
相
善
十
君

穐
山

篤
君

中
野
鉄
造
君

カ
ナ
ダ

米
国

一
一

︱

欧
州
の
福
祉
・
交
通
及
び
農
林

水
産
問
題
調
査

六一、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶
長
谷
川

信
君

村
沢

牧
君

矢
原
秀
男
君

欧
州
各
国

一
一

︵
六一、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶





均


三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
六
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
六
回

閉
会
後

カ
ナ
ダ
、
米
国
の
交
通
、
情
報

通
信
調
査

六一、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶

西
村
尚
治
君

カ
ナ
ダ

米
国

一
二

︵
六一、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

最
上

進
君

九

吉
川
芳
男
君

一
〇

山
中
郁
子
君

一
二

野
末
陳
平
君

一
三

メ
キ
シ
コ
上
院
議
長
の
招
請
に

よ
る
同
国
訪
問

六一、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶
山
崎
竜
男
君

杉
元
恒
雄
君

メ
キ
シ
コ
及
び
北
・
中

南
米
各
国

一
五

︵
同

︶

第
百
七
回

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

六一、
九、
四

︵
議
長

決
定
︶
石
本

茂
君

大
森

昭
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

九

︵
同

︶

第
七
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
︶出
席

六一、
九、一七

︵
議
長

決
定
︶

岩
動
道
行
君

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

そ
の
他
の
北
・
中
南
米

各
国

一
七

︵
同

︶

大
城
眞
順
君

一
八

小
野

明
君

一
六

第
百
八
回

列
国
議
会
同
盟
環
境
特
別
委
員

会︵
ナ
イ
ロ
ビ
︶出
席

六二、
一、一六

︵
議
長
決
定
︶

斎
藤
栄
三
郎
君

ケ
ニ
ア

そ
の
他
の
ア
フ
リ
カ
、

欧
米
各
国

一
四

︵
六二、
五、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

志
苫

裕
君

九

第
七
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
マ
ナ
グ
ア
︶出
席

六二、
四、
六

︵
議
長
決
定
︶

下
条
進
一
郎
君

ニ
カ
ラ
グ
ア

そ
の
他
の
北
・
中
南
米

各
国

一
六

︵
同

︶

森
山
眞
弓
君

一
〇

中
西
珠
子
君

一
五

欧
州
に
お
け
る
税
制
・
財
政
・

金
融
問
題
調
査

六二、
五、二八

︵
議
長
決
定
︶

原

文
兵
衛
君

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

デ
ン
マ
ー
ク

東
ド
イ
ツ

西
ド
イ
ツ

一
二

︵
六二、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

金
丸
三
郎
君

一
五

及
川
一
夫
君

一
二

青
木

茂
君

一
七

欧
州
に
お
け
る
交
通
・
情
報
通

信
・
都
市
問
題
調
査

六二、
五、二九

︵
議
長
決
定
︶

守
住
有
信
君

森
田
重
郎
君

イ
ギ
リ
ス

オ
ー
ス
ト
リ
ア

西
ド
イ
ツ

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

松
尾
官
平
君

一
一

鈴
木
和
美
君

一
四

カ
ナ
ダ
・
米
国
に
お
け
る
外

交
・
防
衛
・
軍
縮
・
貿
易
・
経

済
協
力
問
題
調
査

六二、
五、二九

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
武
徳
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

一
三

︵
同

︶

堀
江
正
夫
君

板
垣

正
君

一
四

野
田

哲
君

一
二

田
代
富
士
男
君

上
田
耕
一
郎
君

橋
本
孝
一
郎
君

一
四

第
百
八
回

閉
会
後

欧
州
並
び
に
大
洋
州
各
国
に
お

け
る
福
祉
・
社
会
保
障
・
衛

生
・
労
働
・
婦
人
・
文
化
教
育

青
少
年
問
題
調
査

六二、
六、
一

︵
議
長
決
定
︶

大
島
友
治
君

刈
田
貞
子
君

沓
脱
タ
ケ
子
君

小
西
博
行
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
五

︵
同

︶

タ
イ
・
マ
レ
イ
シ
ア
・
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
お
け
る
農
林
水
産
・

国
土
利
用
・
環
境
保
全
問
題
調

査

六二、
六、
二

︵
議
長
決
定
︶

山
内
一
郎
君

井
上
吉
夫
君

杉
山
令
肇
君

糸
久
八
重
子
君

タ
イ

マ
レ
イ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

九

︵
同

︶







一
〇
六
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
六
回

閉
会
後

カ
ナ
ダ
、
米
国
の
交
通
、
情
報

通
信
調
査

六一、
八、一三

︵
議
長

決
定
︶

西
村
尚
治
君

カ
ナ
ダ

米
国

一
二

︵
六一、一二、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

最
上

進
君

九

吉
川
芳
男
君

一
〇

山
中
郁
子
君

一
二

野
末
陳
平
君

一
三

メ
キ
シ
コ
上
院
議
長
の
招
請
に

よ
る
同
国
訪
問

六一、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶
山
崎
竜
男
君

杉
元
恒
雄
君

メ
キ
シ
コ
及
び
北
・
中

南
米
各
国

一
五

︵
同

︶

第
百
七
回

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

六一、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶
石
本

茂
君

大
森

昭
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

九

︵
同

︶

第
七
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
︶出
席

六一、
九、一七

︵
議
長

決
定
︶

岩
動
道
行
君

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

そ
の
他
の
北
・
中
南
米

各
国

一
七

︵
同

︶

大
城
眞
順
君

一
八

小
野

明
君

一
六

第
百
八
回

列
国
議
会
同
盟
環
境
特
別
委
員

会︵
ナ
イ
ロ
ビ
︶出
席

六二、
一、一六

︵
議
長

決
定
︶

斎
藤
栄
三
郎
君

ケ
ニ
ア

そ
の
他
の
ア
フ
リ
カ
、

欧
米
各
国

一
四

︵
六二、
五、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

志
苫

裕
君

九

第
七
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
マ
ナ
グ
ア
︶出
席

六二、
四、
六

︵
議
長
決
定
︶

下
条
進
一
郎
君

ニ
カ
ラ
グ
ア

そ
の
他
の
北
・
中
南
米

各
国

一
六

︵
同

︶

森
山
眞
弓
君

一
〇

中
西
珠
子
君

一
五

欧
州
に
お
け
る
税
制
・
財
政
・

金
融
問
題
調
査

六二、
五、二八

︵
議
長
決
定
︶

原

文
兵
衛
君

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

デ
ン
マ
ー
ク

東
ド
イ
ツ

西
ド
イ
ツ

一
二

︵
六二、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

金
丸
三
郎
君

一
五

及
川
一
夫
君

一
二

青
木

茂
君

一
七

欧
州
に
お
け
る
交
通
・
情
報
通

信
・
都
市
問
題
調
査

六二、
五、二九

︵
議
長
決
定
︶

守
住
有
信
君

森
田
重
郎
君

イ
ギ
リ
ス

オ
ー
ス
ト
リ
ア

西
ド
イ
ツ

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

松
尾
官
平
君

一
一

鈴
木
和
美
君

一
四

カ
ナ
ダ
・
米
国
に
お
け
る
外

交
・
防
衛
・
軍
縮
・
貿
易
・
経

済
協
力
問
題
調
査

六二、
五、二九

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
武
徳
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

一
三

︵
同

︶

堀
江
正
夫
君

板
垣

正
君

一
四

野
田

哲
君

一
二

田
代
富
士
男
君

上
田
耕
一
郎
君

橋
本
孝
一
郎
君

一
四

第
百
八
回

閉
会
後

欧
州
並
び
に
大
洋
州
各
国
に
お

け
る
福
祉
・
社
会
保
障
・
衛

生
・
労
働
・
婦
人
・
文
化
教
育

青
少
年
問
題
調
査

六二、
六、
一

︵
議
長
決
定
︶

大
島
友
治
君

刈
田
貞
子
君

沓
脱
タ
ケ
子
君

小
西
博
行
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
五

︵
同

︶

タ
イ
・
マ
レ
イ
シ
ア
・
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
お
け
る
農
林
水
産
・

国
土
利
用
・
環
境
保
全
問
題
調

査

六二、
六、
二

︵
議
長
決
定
︶

山
内
一
郎
君

井
上
吉
夫
君

杉
山
令
肇
君

糸
久
八
重
子
君

タ
イ

マ
レ
イ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

九

︵
同

︶







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
六
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

フ
ラ
ン
ス
国
会
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六二、
六、
二

︵
議
長
決
定
︶

嶋
崎

均
君

遠
藤
政
夫
君

穐
山

篤
君

諫
山

博
君

井
上

計
君

フ
ラ
ン
ス

西
ド
イ
ツ

東
ド
イ
ツ

ノ
ル
ウ
ェ
ー

デ
ン
マ
ー
ク

一
二

︱

欧
州
並
び
に
大
洋
州
各
国
に
お

け
る
福
祉
・
社
会
保
障
・
衛
生
・

労
働
・
婦
人
・
文
化
教
育
青
少

年
問
題
調
査

六二、
六、
二

︵
議
長
決
定
︶
長
田
裕
二
君

坂
野
重
信
君

山
本
正
和
君

イ
ギ
リ
ス

オ
ラ
ン
ダ

西
ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
六二、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
九
回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
及
び
第

二
回
議
会
制
民
主
主
義
に
関
す

る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
会
議
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

六二、
八、二一

︵
議
長

決
定
︶

鈴
木
省
吾
君

ス
ペ
イ
ン

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
同

︶

伏
見
康
治
君

一
二

｢

日
本
議
員
会
議︵
仮
称
︶﹂
の

発
足
に
つ
い
て
米
国
議
会
関
係

者
と
懇
談

六二、
九、
一

︵
議
長

決
定
︶
遠
藤
政
夫
君

ア
メ
リ
カ

七

︱

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
国
会

議
長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

六二、
九、
一

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

藤
田
正
明
君

成
相
善
十
君

イ
ギ
リ
ス

ポ
ー
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ペ
イ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
五

︱

倉
田
寛
之
君

八

本
岡
昭
次
君

一
八

太
田
淳
夫
君

一
五

第
百
九
回

閉
会
後

ル
ー
マ
ニ
ア
社
会
主
義
共
和
国

大
国
民
議
会
議
長
の
招
請
に
よ

る
同
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

六二、
九、二一

︵
議
長
決
定
︶

増
岡
康
治
君

西
ド
イ
ツ

ル
ー
マ
ニ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

八

︵
六二、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

林

健
太
郎
君

高
木
健
太
郎
君

一
一

第
七
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
バ
ン
コ
ク
︶出
席

六二、一〇、
三

︵
議
長
決
定
︶
浦
田

勝
君

青
木
薪
次
君

寺
内
弘
子
君

タ
イ

八

︵
同

︶

第
百
十
回

閉
会
後

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
国
会
議

長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六二、一〇、二八

︵
議
長
決
定
︶

宮
田

輝
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ア
メ
リ
カ

三

︵
同

︶

宮
崎
秀
樹
君

一
〇

佐
藤
三
吾
君

一
五

第
九
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会
議

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六二、一一、
九

︵
議
長
決
定
︶
沢
田
一
精
君

永
野
茂
門
君

菅
野
久
光
君

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

西
ド
イ
ツ

ギ
リ
シ
ャ

ト
ル
コ

一
五

︵
同

︶

第
百
十二回

第
七
十
九
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
グ
ァ
テ
マ
ラ
シ
テ
ィ
ー
︶

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六三、
三、一一

︵
議
長
決
定
︶

高
木
正
明
君

矢
野
俊
比
古
君

グ
ァ
テ
マ
ラ

ア
メ
リ
カ

一
二

︵
六三、
五、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

近
藤
忠
孝
君

一
四

均



一
〇
六
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

フ
ラ
ン
ス
国
会
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六二、
六、
二

︵
議
長

決
定
︶

嶋
崎

均
君

遠
藤
政
夫
君

穐
山

篤
君

諫
山

博
君

井
上

計
君

フ
ラ
ン
ス

西
ド
イ
ツ

東
ド
イ
ツ

ノ
ル
ウ
ェ
ー

デ
ン
マ
ー
ク

一
二

︱

欧
州
並
び
に
大
洋
州
各
国
に
お

け
る
福
祉
・
社
会
保
障
・
衛
生
・

労
働
・
婦
人
・
文
化
教
育
青
少

年
問
題
調
査

六二、
六、
二

︵
議
長

決
定
︶
長
田
裕
二
君

坂
野
重
信
君

山
本
正
和
君

イ
ギ
リ
ス

オ
ラ
ン
ダ

西
ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
六二、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
九
回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
及
び
第

二
回
議
会
制
民
主
主
義
に
関
す

る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
会
議
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

六二、
八、二一

︵
議
長

決
定
︶

鈴
木
省
吾
君

ス
ペ
イ
ン

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
同

︶

伏
見
康
治
君

一
二

｢

日
本
議
員
会
議︵
仮
称
︶﹂
の

発
足
に
つ
い
て
米
国
議
会
関
係

者
と
懇
談

六二、
九、
一

︵
議
長
決
定
︶
遠
藤
政
夫
君

ア
メ
リ
カ

七

︱

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
国
会

議
長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

六二、
九、
一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

藤
田
正
明
君

成
相
善
十
君

イ
ギ
リ
ス

ポ
ー
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ペ
イ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
五

︱

倉
田
寛
之
君

八

本
岡
昭
次
君

一
八

太
田
淳
夫
君

一
五

第
百
九
回

閉
会
後

ル
ー
マ
ニ
ア
社
会
主
義
共
和
国

大
国
民
議
会
議
長
の
招
請
に
よ

る
同
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

六二、
九、二一

︵
議
長
決
定
︶

増
岡
康
治
君

西
ド
イ
ツ

ル
ー
マ
ニ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

八

︵
六二、一二、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

林

健
太
郎
君

高
木
健
太
郎
君

一
一

第
七
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
バ
ン
コ
ク
︶出
席

六二、一〇、
三

︵
議
長
決
定
︶
浦
田

勝
君

青
木
薪
次
君

寺
内
弘
子
君

タ
イ

八

︵
同

︶

第
百
十
回

閉
会
後

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
国
会
議

長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六二、一〇、二八

︵
議
長

決
定
︶

宮
田

輝
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ア
メ
リ
カ

三

︵
同

︶

宮
崎
秀
樹
君

一
〇

佐
藤
三
吾
君

一
五

第
九
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会
議

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六二、一一、
九

︵
議
長
決
定
︶
沢
田
一
精
君

永
野
茂
門
君

菅
野
久
光
君

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

西
ド
イ
ツ

ギ
リ
シ
ャ

ト
ル
コ

一
五

︵
同

︶

第
百
十二回

第
七
十
九
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
グ
ァ
テ
マ
ラ
シ
テ
ィ
ー
︶

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六三、
三、一一

︵
議
長

決
定
︶

高
木
正
明
君

矢
野
俊
比
古
君

グ
ァ
テ
マ
ラ

ア
メ
リ
カ

一
二

︵
六三、
五、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

近
藤
忠
孝
君

一
四

均



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
六
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
州
に
お
け
る
財
政
・
金
融
・

租
税
問
題
調
査

六三、
五、二五

︵
議
長
決
定
︶

高
平
公
友
君

井
上

裕
君

仲
川
幸
男
君

小
川
仁
一
君

片
上
公
人
君

イ
ギ
リ
ス

イ
タ
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

エ
ジ
プ
ト

一
四

︵
六三、一二、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
に
お
け
る
教
育
・
学
術
・

文
化
・
広
報
問
題
調
査

六三、
五、二六

︵
議
長
決
定
︶

山
崎
竜
男
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

西
ド
イ
ツ

イ
ギ
リ
ス

一
三

︵
同

︶

後
藤
正
夫
君

一
二

長
谷
川

信
君

田
渕
勲
二
君

吉
川
春
子
君

一
三

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

六三、
五、二七

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

瀬
谷
英
行
君

吉
村
真
事
君

浜
本
万
三
君

橋
本
孝
一
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

香
港

一
五

︱

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に

お
け
る
産
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問

題
調
査

六三、
五、三〇

︵
議
長
決
定
︶

前
田
勲
男
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
五

︵
六三、一二、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

大
木
正
吾
君

九

添
田
増
太
郎
君

一
一

田
辺
哲
夫
君

九

第
百
十二回

閉
会
後

猪
熊
重
二
君

小
笠
原
貞
子
君

柳
澤
錬
造
君

一
五

欧
州
に
お
け
る
国
土
利
用
・
農

林
水
産
・
環
境
保
全
問
題
調
査

六三、
六、
二

︵
議
長

決
定
︶

志
村
愛
子
君

大
城
眞
順
君

矢
田
部

理
君

秋
山

肇
君

イ
タ
リ
ア

ス
イ
ス

ベ
ル
ギ
ー

オ
ラ
ン
ダ

デ
ン
マ
ー
ク

一
二

︵
同

︶

東
南
ア
ジ
ア
各
国
に
お
け
る
外

交
・
貿
易
・
経
済
協
力
問
題
調

査

六三、
六、
三

︵
議
長

決
定
︶

林

迶
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ブ
ル
ネ
イ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

タ
イ

ビ
ル
マ

香
港

一
四

︵
同

︶

大
鷹
淑
子
君

一
三

喜
屋
武
眞
榮
君

平
野

清
君

一
四

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
人
民
大

会
議
議
長
及
び
ド
イ
ツ
民
主
共

和
国
人
民
議
会
議
長
の
招
請
に

よ
る
両
国
訪
問
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

六三、
六、一〇

︵
議
長

決
定
︶
徳
永
正
利
君

志
苫

裕
君

山
中
郁
子
君

モ
ン
ゴ
ル

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

東
ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

北
中
南
米
各
国
に
お
け
る
都

市
・
住
宅
・
交
通
問
題
調
査

六三、
六、一〇

︵
議
長
決
定
︶

伊
江
朝
雄
君

岩
本
政
光
君

宮
澤

弘
君

対
馬
孝
且
君

ア
メ
リ
カ

メ
キ
シ
コ

ブ
ラ
ジ
ル

一
二

︵
同

︶

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
連
邦
参
議

院
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

六三、
六、一六

︵
議
長
決
定
︶
栗
林
卓
司
君

沓
掛
哲
男
君

及
川
順
郎
君

イ
ギ
リ
ス

ス
イ
ス

西
ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
同

︶







一
〇
六
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
州
に
お
け
る
財
政
・
金
融
・

租
税
問
題
調
査

六三、
五、二五

︵
議
長
決
定
︶

高
平
公
友
君

井
上

裕
君

仲
川
幸
男
君

小
川
仁
一
君

片
上
公
人
君

イ
ギ
リ
ス

イ
タ
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

エ
ジ
プ
ト

一
四

︵
六三、一二、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
に
お
け
る
教
育
・
学
術
・

文
化
・
広
報
問
題
調
査

六三、
五、二六

︵
議
長
決
定
︶

山
崎
竜
男
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

西
ド
イ
ツ

イ
ギ
リ
ス

一
三

︵
同

︶

後
藤
正
夫
君

一
二

長
谷
川

信
君

田
渕
勲
二
君

吉
川
春
子
君

一
三

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

六三、
五、二七

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

瀬
谷
英
行
君

吉
村
真
事
君

浜
本
万
三
君

橋
本
孝
一
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

香
港

一
五

︱

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に

お
け
る
産
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問

題
調
査

六三、
五、三〇

︵
議
長
決
定
︶

前
田
勲
男
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
五

︵
六三、一二、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

大
木
正
吾
君

九

添
田
増
太
郎
君

一
一

田
辺
哲
夫
君

九

第
百
十二回

閉
会
後

猪
熊
重
二
君

小
笠
原
貞
子
君

柳
澤
錬
造
君

一
五

欧
州
に
お
け
る
国
土
利
用
・
農

林
水
産
・
環
境
保
全
問
題
調
査

六三、
六、
二

︵
議
長

決
定
︶

志
村
愛
子
君

大
城
眞
順
君

矢
田
部

理
君

秋
山

肇
君

イ
タ
リ
ア

ス
イ
ス

ベ
ル
ギ
ー

オ
ラ
ン
ダ

デ
ン
マ
ー
ク

一
二

︵
同

︶

東
南
ア
ジ
ア
各
国
に
お
け
る
外

交
・
貿
易
・
経
済
協
力
問
題
調

査

六三、
六、
三

︵
議
長
決
定
︶

林

迶
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ブ
ル
ネ
イ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

タ
イ
ビ
ル
マ

香
港

一
四

︵
同

︶

大
鷹
淑
子
君

一
三

喜
屋
武
眞
榮
君

平
野

清
君

一
四

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
人
民
大

会
議
議
長
及
び
ド
イ
ツ
民
主
共

和
国
人
民
議
会
議
長
の
招
請
に

よ
る
両
国
訪
問
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

六三、
六、一〇

︵
議
長

決
定
︶
徳
永
正
利
君

志
苫

裕
君

山
中
郁
子
君

モ
ン
ゴ
ル

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

東
ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

北
中
南
米
各
国
に
お
け
る
都

市
・
住
宅
・
交
通
問
題
調
査

六三、
六、一〇

︵
議
長
決
定
︶

伊
江
朝
雄
君

岩
本
政
光
君

宮
澤

弘
君

対
馬
孝
且
君

ア
メ
リ
カ

メ
キ
シ
コ

ブ
ラ
ジ
ル

一
二

︵
同

︶

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
連
邦
参
議

院
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

六三、
六、一六

︵
議
長
決
定
︶
栗
林
卓
司
君

沓
掛
哲
男
君

及
川
順
郎
君

イ
ギ
リ
ス

ス
イ
ス

西
ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
同

︶







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
六
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
十三回

︵
臨

時
︶

第
八
十
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ソ
フ
ィ
ア
︶
出
席
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六三、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶
関
口
恵
造
君

木
宮
和
彦
君

一
井
淳
治
君

西
ド
イ
ツ

ハ
ン
ガ
リ
ー

ブ
ル
ガ
リ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
七

︵
六三、一二、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六三、
八、二三

︵
議
長
決
定
︶

山
東
昭
子
君

イ
ギ
リ
ス

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア

一
五

︵
同

︶

服
部
安
司
君

一
八

第
百
十四回

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

平
成元

、
一、一一

︵
議
長
決
定
︶

井
上

裕
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

九

︱

高
木
正
明
君

八

鈴
木
和
美
君

鶴
岡

洋
君

九

第
八
十
一
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ブ
ダ
ペ
ス
ト
︶出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

元
、
二、一四

︵
議
長
決
定
︶

熊
谷
太
三
郎
君

イ
ギ
リ
ス

ハ
ン
ガ
リ
ー

香
港

一
二

平
成

︵
元
、
六、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
曽
根
弘
文
君

一
一

広
中
和
歌
子
君

一
八

フ
ラ
ン
ス
国
会
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

元
、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶

下
条
進
一
郎
君

名
尾
良
孝
君

上
杉
光
弘
君

菅
野
久
光
君

橋
本

敦
君

星
川
保
松
君

勝
木
健
司
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

九

︱

第
八
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ロ
ン
ド
ン
︶出
席
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

元
、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

谷
川
寛
三
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
五

︵
元
、一二、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

小
野
清
子
君

一
三

渡
辺
四
郎
君

一
五

第
百
十五回

閉
会
後

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
労

働
・
福
祉
・
社
会
保
障
問
題
調

査

元
、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

岡
野

裕
君

久
世
公
堯
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
五

︵
同

︶

山
本
正
和
君

一
三

喜
屋
武
眞
榮
君

一
五

欧
州
に
お
け
る
教
育
・
学
術
文

化
問
題
調
査

元
、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶

岡
部
三
郎
君

竹
山

裕
君

粕
谷
照
美
君

小
西
博
行
君

デ
ン
マ
ー
ク

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
三

︵
同

︶

欧
州
に
お
け
る
外
交
・
防
衛
・

軍
縮
・
経
済
協
力
問
題
調
査

元
、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶

下
稲
葉
耕
吉
君

斎
藤
文
夫
君

梶
原
敬
義
君

和
田
教
美
君

吉
岡
吉
典
君

池
田

治
君

三
治
重
信
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

西
ド
イ
ツ

一
一

︵
同

︶

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に

お
け
る
財
政
・
金
融
・
税
制
問

題
調
査

元
、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

田
沢
智
治
君

陣
内
孝
雄
君

上
野
雄
文
君

高
木
健
太
郎
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
三

︵
同

︶









一
〇
六
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
十三回

︵
臨

時
︶

第
八
十
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ソ
フ
ィ
ア
︶
出
席
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六三、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶
関
口
恵
造
君

木
宮
和
彦
君

一
井
淳
治
君

西
ド
イ
ツ

ハ
ン
ガ
リ
ー

ブ
ル
ガ
リ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
七

︵
六三、一二、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六三、
八、二三

︵
議
長
決
定
︶

山
東
昭
子
君

イ
ギ
リ
ス

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア

一
五

︵
同

︶

服
部
安
司
君

一
八

第
百
十四回

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

平
成元

、
一、一一

︵
議
長
決
定
︶

井
上

裕
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

九

︱

高
木
正
明
君

八

鈴
木
和
美
君

鶴
岡

洋
君

九

第
八
十
一
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ブ
ダ
ペ
ス
ト
︶出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

元
、
二、一四

︵
議
長
決
定
︶

熊
谷
太
三
郎
君

イ
ギ
リ
ス

ハ
ン
ガ
リ
ー

香
港

一
二

平
成

︵
元
、
六、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
曽
根
弘
文
君

一
一

広
中
和
歌
子
君

一
八

フ
ラ
ン
ス
国
会
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

元
、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

下
条
進
一
郎
君

名
尾
良
孝
君

上
杉
光
弘
君

菅
野
久
光
君

橋
本

敦
君

星
川
保
松
君

勝
木
健
司
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

九

︱

第
八
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ロ
ン
ド
ン
︶出
席
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

元
、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

谷
川
寛
三
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
五

︵
元
、一二、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

小
野
清
子
君

一
三

渡
辺
四
郎
君

一
五

第
百
十五回

閉
会
後

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
労

働
・
福
祉
・
社
会
保
障
問
題
調

査

元
、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

岡
野

裕
君

久
世
公
堯
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
五

︵
同

︶

山
本
正
和
君

一
三

喜
屋
武
眞
榮
君

一
五

欧
州
に
お
け
る
教
育
・
学
術
文

化
問
題
調
査

元
、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶

岡
部
三
郎
君

竹
山

裕
君

粕
谷
照
美
君

小
西
博
行
君

デ
ン
マ
ー
ク

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
三

︵
同

︶

欧
州
に
お
け
る
外
交
・
防
衛
・

軍
縮
・
経
済
協
力
問
題
調
査

元
、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶

下
稲
葉
耕
吉
君

斎
藤
文
夫
君

梶
原
敬
義
君

和
田
教
美
君

吉
岡
吉
典
君

池
田

治
君

三
治
重
信
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

西
ド
イ
ツ

一
一

︵
同

︶

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に

お
け
る
財
政
・
金
融
・
税
制
問

題
調
査

元
、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

田
沢
智
治
君

陣
内
孝
雄
君

上
野
雄
文
君

高
木
健
太
郎
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
三

︵
同

︶









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
六
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
産

業
・
情
報
通
信
問
題
調
査

元
、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

福
田
宏
一
君

向
山
一
人
君

及
川
一
夫
君

沓
脱
タ
ケ
子
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
四

︵
元
、一二、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
に
お
け
る
国
土
利
用
・
農

林
水
産
・
環
境
保
全
問
題
調
査

元
、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶

大
塚
清
次
郎
君

フ
ラ
ン
ス

ス
ペ
イ
ン

西
ド
イ
ツ

八

︵
同

︶

一
井
淳
治
君

渕
上
貞
雄
君

一
三

野
末
陳
平
君

八

第
百
十五回

閉
会
後

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
共
和
国
国
会
議

長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

元
、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶
鈴
木
省
吾
君

刈
田
貞
子
君

諫
山

博
君

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
上
院
議

長
及
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国

国
会
議
長
の
招
請
に
よ
る
両
国

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

元
、
九、
一

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

土
屋
義
彦
君

岩
崎
純
三
君

鈴
木
和
美
君

及
川
順
郎
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

イ
ギ
リ
ス

一
三

︱

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

元
、
九、
五

︵
議
長

決
定
︶
松
浦
孝
治
君

田
渕
勲
二
君

フ
ラ
ン
ス

西
ド
イ
ツ

ポ
ル
ト
ガ
ル

イ
ギ
リ
ス

一
一

︵
元
、一二、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
十六回

︵
臨

時
︶

政
治
及
び
議
会
の
意
思
決
定
過

程
に
お
け
る
婦
人
の
参
加
に
関

す
る
列
国
議
会
同
盟
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

元
、一〇、三一

︵
議
長

決
定
︶

久
保
田
真
苗
君

ス
イ
ス

イ
ス
ラ
エ
ル

一
三

︵
同

︶

清
水
嘉
与
子
君

一
〇

第
百
十七回

ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主

義
連
邦
共
和
国
連
邦
議
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

元
、一二、一五

︵
議
長
決
定
︶
小
川
一
平
君

永
田
良
雄
君

古
川
太
三
郎
君

フ
ラ
ン
ス

ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

西
ド
イ
ツ

ギ
リ
シ
ャ

イ
ギ
リ
ス

一
一

︵
二、
六、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ス
ペ
イ
ン
上
院
議
長
の
招
請
に

よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

元
、一二、一八

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

小
野

明
君

岩
本
政
光
君

イ
ギ
リ
ス

ス
ペ
イ
ン

ポ
ル
ト
ガ
ル

九

︱

安
恒
良
一
君

一
〇

第
百
十八回

︵
特

別
︶

第
八
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ニ
コ
シ
ア
︶出
席
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二、
三、一二

︵
議
長

決
定
︶

佐
々
木

満
君

フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

キ
プ
ロ
ス

一
七

︵
二、
六、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

田

英
夫
君

一
一

高
桑
栄
松
君

一
七

第
十
一
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会

議
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二、
五、一八

︵
議
長
決
定
︶

後
藤
正
夫
君

フ
ラ
ン
ス

西
ド
イ
ツ

東
ド
イ
ツ

ス
ペ
イ
ン

ポ
ル
ト
ガ
ル

八

︵
同

︶

鈴
木
貞
敏
君

栗
村
和
夫
君

一
四









一
〇
七
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
産

業
・
情
報
通
信
問
題
調
査

元
、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

福
田
宏
一
君

向
山
一
人
君

及
川
一
夫
君

沓
脱
タ
ケ
子
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
四

︵
元
、一二、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
に
お
け
る
国
土
利
用
・
農

林
水
産
・
環
境
保
全
問
題
調
査

元
、
八、二四

︵
議
長

決
定
︶

大
塚
清
次
郎
君

フ
ラ
ン
ス

ス
ペ
イ
ン

西
ド
イ
ツ

八

︵
同

︶

一
井
淳
治
君

渕
上
貞
雄
君

一
三

野
末
陳
平
君

八

第
百
十五回

閉
会
後

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
共
和
国
国
会
議

長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

元
、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶
鈴
木
省
吾
君

刈
田
貞
子
君

諫
山

博
君

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
上
院
議

長
及
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国

国
会
議
長
の
招
請
に
よ
る
両
国

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

元
、
九、
一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

土
屋
義
彦
君

岩
崎
純
三
君

鈴
木
和
美
君

及
川
順
郎
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

イ
ギ
リ
ス

一
三

︱

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

元
、
九、
五

︵
議
長
決
定
︶
松
浦
孝
治
君

田
渕
勲
二
君

フ
ラ
ン
ス

西
ド
イ
ツ

ポ
ル
ト
ガ
ル

イ
ギ
リ
ス

一
一

︵
元
、一二、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
十六回

︵
臨

時
︶

政
治
及
び
議
会
の
意
思
決
定
過

程
に
お
け
る
婦
人
の
参
加
に
関

す
る
列
国
議
会
同
盟
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

元
、一〇、三一

︵
議
長
決
定
︶

久
保
田
真
苗
君

ス
イ
ス

イ
ス
ラ
エ
ル

一
三

︵
同

︶

清
水
嘉
与
子
君

一
〇

第
百
十七回

ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主

義
連
邦
共
和
国
連
邦
議
会
議
長

の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

元
、一二、一五

︵
議
長

決
定
︶
小
川
一
平
君

永
田
良
雄
君

古
川
太
三
郎
君

フ
ラ
ン
ス

ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

西
ド
イ
ツ

ギ
リ
シ
ャ

イ
ギ
リ
ス

一
一

︵
二、
六、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ス
ペ
イ
ン
上
院
議
長
の
招
請
に

よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

元
、一二、一八

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

小
野

明
君

岩
本
政
光
君

イ
ギ
リ
ス

ス
ペ
イ
ン

ポ
ル
ト
ガ
ル

九

︱

安
恒
良
一
君

一
〇

第
百
十八回

︵
特

別
︶

第
八
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ニ
コ
シ
ア
︶出
席
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二、
三、一二

︵
議
長

決
定
︶

佐
々
木

満
君

フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

キ
プ
ロ
ス

一
七

︵
二、
六、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

田

英
夫
君

一
一

高
桑
栄
松
君

一
七

第
十
一
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会

議
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二、
五、一八

︵
議
長
決
定
︶

後
藤
正
夫
君

フ
ラ
ン
ス

西
ド
イ
ツ

東
ド
イ
ツ

ス
ペ
イ
ン

ポ
ル
ト
ガ
ル

八

︵
同

︶

鈴
木
貞
敏
君

栗
村
和
夫
君

一
四









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
七
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
主
催
第

七
回﹁
議
会
と
科
学
﹂会
議
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二、
五、二八

︵
議
長

決
定
︶

瀬
谷
英
行
君

カ
ナ
ダ

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
二、
六、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

斎
藤
栄
三
郎
君

八

欧
州
に
お
け
る
福
祉
・
社
会
保

障
・
労
働
問
題
調
査

二、
六、一九

︵
議
長

決
定
︶

梶
原

清
君

大
浜
方
栄
君

野
沢
太
三
君

堂
本
暁
子
君

肥
田
美
代
子
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

東
ド
イ
ツ

西
ド
イ
ツ

デ
ン
マ
ー
ク

オ
ラ
ン
ダ

一
四

︵
二、一二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
上
院
仏
日
友

好
議
員
連
盟
会
長
の
招
請
に
よ

る
同
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二、
六、二二

︵
議
長
決
定
︶
長
田
裕
二
君

竹
村
泰
子
君

高
井
和
伸
君

西
ド
イ
ツ

東
ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
五

︵
同

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
・
フ
ィ
ジ
ー
に
お

け
る
行
政
・
公
務
員
制
度
・
選

挙
制
度
調
査

二、
六、二七

︵
議
長
決
定
︶

川
原
新
次
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

フ
ィ
ジ
ー

一
一

︵
同

︶

藤
井
孝
男
君

一
二

西
岡
瑠
璃
子
君

一
一

鶴
岡

洋
君

一
二

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
上
院
議
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二、
六、二七

︵
議
長
決
定
︶

田
代
由
紀
男
君

メ
キ
シ
コ

ド
ミ
ニ
カ

ペ
ル
ー

ア
メ
リ
カ

一
三

︵
同

︶

三
木
忠
雄
君

一
二

井
上

計
君

一
三

第
百
十八回

閉
会
後

東
西
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
外
交
・

経
済
協
力
・
防
衛
・
軍
縮
問
題

調
査

二、
六、二八

︵
議
長
決
定
︶

村
上
正
邦
君

柳
川
覺
治
君

青
木
幹
雄
君

ハ
ン
ガ
リ
ー

西
ド
イ
ツ

東
ド
イ
ツ

ポ
ー
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
同

︶

福
間
知
之
君

一
二

山
口
哲
夫
君

一
〇

ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
共
和
国
上
院

議
長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二、
六、二九

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

土
屋
義
彦
君

高
木
正
明
君

菅
野
久
光
君

星
川
保
松
君

ア
メ
リ
カ

ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ

ペ
ル
ー

ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン

パ
ラ
グ
ァ
イ

ブ
ラ
ジ
ル

一
七

︱

韓
国
・
香
港
・
中
国
・
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
お
け
る
都
市
・
住

宅
・
公
共
事
業
・
交
通
問
題
調

査

二、
六、二九

︵
議
長
決
定
︶

井
上
吉
夫
君

岡
野

裕
君

野
別
隆
俊
君

三
石
久
江
君

喜
屋
武
眞
榮
君

韓
国
香
港
中
国

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
五

︵
二、一二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
上
院
議

長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並

び
に
環
太
平
洋
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二、
七、
四

︵
議
長
決
定
︶

下
条
進
一
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ア
メ
リ
カ

一
四

︱

岩
崎
純
三
君

一
〇

上
杉
光
弘
君

八

稲
村
稔
夫
君

一
〇

勝
木
健
司
君

一
三

欧
州
に
お
け
る
産
業
・
消
費
者

保
護︵
内
外
価
格
差
等
︶問
題
調

査

二、
七、
九

︵
議
長
決
定
︶

遠
藤

要
君

宮
崎
秀
樹
君

小
林

正
君

白
浜
一
良
君

近
藤
忠
孝
君

乾

晴
美
君

西
ド
イ
ツ

東
ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

ス
イ
ス

イ
ギ
リ
ス

一
二

︵
二、一二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

寺
崎
昭
久
君

一
四





一
〇
七
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
主
催
第

七
回﹁
議
会
と
科
学
﹂会
議
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二、
五、二八

︵
議
長
決
定
︶

瀬
谷
英
行
君

カ
ナ
ダ

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
二、
六、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

斎
藤
栄
三
郎
君

八

欧
州
に
お
け
る
福
祉
・
社
会
保

障
・
労
働
問
題
調
査

二、
六、一九

︵
議
長
決
定
︶

梶
原

清
君

大
浜
方
栄
君

野
沢
太
三
君

堂
本
暁
子
君

肥
田
美
代
子
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

東
ド
イ
ツ

西
ド
イ
ツ

デ
ン
マ
ー
ク

オ
ラ
ン
ダ

一
四

︵
二、一二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
上
院
仏
日
友

好
議
員
連
盟
会
長
の
招
請
に
よ

る
同
国
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二、
六、二二

︵
議
長
決
定
︶
長
田
裕
二
君

竹
村
泰
子
君

高
井
和
伸
君

西
ド
イ
ツ

東
ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
五

︵
同

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
・
フ
ィ
ジ
ー
に
お

け
る
行
政
・
公
務
員
制
度
・
選

挙
制
度
調
査

二、
六、二七

︵
議
長
決
定
︶

川
原
新
次
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

フ
ィ
ジ
ー

一
一

︵
同

︶

藤
井
孝
男
君

一
二

西
岡
瑠
璃
子
君

一
一

鶴
岡

洋
君

一
二

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
上
院
議
長
の

招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二、
六、二七

︵
議
長
決
定
︶

田
代
由
紀
男
君

メ
キ
シ
コ

ド
ミ
ニ
カ

ペ
ル
ー

ア
メ
リ
カ

一
三

︵
同

︶

三
木
忠
雄
君

一
二

井
上

計
君

一
三

第
百
十八回

閉
会
後

東
西
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
外
交
・

経
済
協
力
・
防
衛
・
軍
縮
問
題

調
査

二、
六、二八

︵
議
長
決
定
︶

村
上
正
邦
君

柳
川
覺
治
君

青
木
幹
雄
君

ハ
ン
ガ
リ
ー

西
ド
イ
ツ

東
ド
イ
ツ

ポ
ー
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
同

︶

福
間
知
之
君

一
二

山
口
哲
夫
君

一
〇

ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
共
和
国
上
院

議
長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二、
六、二九

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

土
屋
義
彦
君

高
木
正
明
君

菅
野
久
光
君

星
川
保
松
君

ア
メ
リ
カ

ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ

ペ
ル
ー

ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン

パ
ラ
グ
ァ
イ

ブ
ラ
ジ
ル

一
七

︱

韓
国
・
香
港
・
中
国
・
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
お
け
る
都
市
・
住

宅
・
公
共
事
業
・
交
通
問
題
調

査

二、
六、二九

︵
議
長
決
定
︶

井
上
吉
夫
君

岡
野

裕
君

野
別
隆
俊
君

三
石
久
江
君

喜
屋
武
眞
榮
君

韓
国
香
港

中
国

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
五

︵
二、一二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
上
院
議

長
の
招
請
に
よ
る
同
国
訪
問
並

び
に
環
太
平
洋
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二、
七、
四

︵
議
長

決
定
︶

下
条
進
一
郎
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ア
メ
リ
カ

一
四

︱

岩
崎
純
三
君

一
〇

上
杉
光
弘
君

八

稲
村
稔
夫
君

一
〇

勝
木
健
司
君

一
三

欧
州
に
お
け
る
産
業
・
消
費
者

保
護︵
内
外
価
格
差
等
︶問
題
調

査

二、
七、
九

︵
議
長
決
定
︶

遠
藤

要
君

宮
崎
秀
樹
君

小
林

正
君

白
浜
一
良
君

近
藤
忠
孝
君

乾

晴
美
君

西
ド
イ
ツ

東
ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

ス
イ
ス

イ
ギ
リ
ス

一
二

︵
二、一二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

寺
崎
昭
久
君

一
四





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
七
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
十八回

閉
会
後

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
財

政
・
金
融
・
税
制
問
題
調
査

二、
七、一七

︵
議
長
決
定
︶

前
島
英
三
郎
君

大
木

浩
君

石
原
健
太
郎
君

大
森

昭
君

大
渕
絹
子
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
四

︵
二、一二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

モ
ロ
ッ
コ
王
国
国
会
議
長
の
招

請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二、
七、一七

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

小
山
一
平
君

竹
山

裕
君

野
田

哲
君

矢
原
秀
男
君

市
川
正
一
君

フ
ラ
ン
ス

モ
ロ
ッ
コ

ポ
ル
ト
ガ
ル

ハ
ン
ガ
リ
ー

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アオ
ー
ス
ト
リ
ア

西
ド
イ
ツ

一
六

︱

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶
坂
野
重
信
君

中
西
珠
子
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ハ
ン
ガ
リ
ー

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
二、一二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
八
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
プ
ン
タ
・
デ
ル
・
エ
ス
テ
︶

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二、
九、一八

︵
議
長
決
定
︶

林
田
悠
紀
夫
君

安
永
英
雄
君

ア
メ
リ
カ

ブ
ラ
ジ
ル

ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン

ウ
ル
グ
ァ
イ

一
八

︵
同

︶

吉
川
春
子
君

一
七

第
百
二十回

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
最
高
会
議
議
長
の
招
請
に

よ
る
同
国
訪
問

二、一一、
九

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

土
屋
義
彦
君

長
田
裕
二
君

赤
桐

操
君

黒
柳

明
君

上
田
耕
一
郎
君

山
田
耕
三
郎
君

田
渕
哲
也
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

八

︱

第
八
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
︶出
席
並
び
に

各
国
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三、
三、二〇

︵
議
長
決
定
︶
岡
田

広
君

庄
司

中
君

磯
村

修
君

北
朝
鮮

中
国
香
港

一
六

︵
四、
一、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
国
会
議

長
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国

会
議
長
の
招
請
に
よ
る
両
国
公

式
訪
問
並
び
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三、
五、一〇

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

小
山
一
平
君

竹
山

裕
君

対
馬
孝
且
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

マ
レ
イ
シ
ア

一
三

︱

太
田
淳
夫
君

一
五

第
百
二十回

閉
会
後

欧
州
に
お
け
る
選
挙
制
度
・
行

政
・
公
務
員
制
度
・
司
法
・
警

察
問
題
調
査

三、
五、一〇

︵
議
長

決
定
︶

仲
川
幸
男
君

板
垣

正
君

倉
田
寛
之
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

オ
ラ
ン
ダ

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

一
一

︵
四、
一、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

篠
崎
年
子
君

四

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
国
会
の
招

請
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

三、
五、一三

︵
議
長

決
定
︶

伊
江
朝
雄
君

高
木
正
明
君

沓
掛
哲
男
君

菅
野
久
光
君

橋
本

敦
君

磯
村

修
君

勝
木
健
司
君

ポ
ル
ト
ガ
ル

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

ギ
リ
シ
ャ

ス
ペ
イ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
三

︱

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
連
邦
参
議

院
議
長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公

式
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

三、
五、一四

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

土
屋
義
彦
君

石
井
一
二
君

稲
村
稔
夫
君

ド
イ
ツ

ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス

一
六

︱

峯
山
昭
範
君

一
〇



一
〇
七
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
十八回

閉
会
後

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
財

政
・
金
融
・
税
制
問
題
調
査

二、
七、一七

︵
議
長

決
定
︶

前
島
英
三
郎
君

大
木

浩
君

石
原
健
太
郎
君

大
森

昭
君

大
渕
絹
子
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
四

︵
二、一二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

モ
ロ
ッ
コ
王
国
国
会
議
長
の
招

請
に
よ
る
同
国
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二、
七、一七

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

小
山
一
平
君

竹
山

裕
君

野
田

哲
君

矢
原
秀
男
君

市
川
正
一
君

フ
ラ
ン
ス

モ
ロ
ッ
コ

ポ
ル
ト
ガ
ル

ハ
ン
ガ
リ
ー

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アオ
ー
ス
ト
リ
ア

西
ド
イ
ツ

一
六

︱

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶
坂
野
重
信
君

中
西
珠
子
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ハ
ン
ガ
リ
ー

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
二、一二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
八
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
プ
ン
タ
・
デ
ル
・
エ
ス
テ
︶

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二、
九、一八

︵
議
長
決
定
︶

林
田
悠
紀
夫
君

安
永
英
雄
君

ア
メ
リ
カ

ブ
ラ
ジ
ル

ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン

ウ
ル
グ
ァ
イ

一
八

︵
同

︶

吉
川
春
子
君

一
七

第
百
二十回

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
最
高
会
議
議
長
の
招
請
に

よ
る
同
国
訪
問

二、一一、
九

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

土
屋
義
彦
君

長
田
裕
二
君

赤
桐

操
君

黒
柳

明
君

上
田
耕
一
郎
君

山
田
耕
三
郎
君

田
渕
哲
也
君

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦

八

︱

第
八
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
︶出
席
並
び
に

各
国
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三、
三、二〇

︵
議
長
決
定
︶
岡
田

広
君

庄
司

中
君

磯
村

修
君

北
朝
鮮

中
国
香
港

一
六

︵
四、
一、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
国
会
議

長
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国

会
議
長
の
招
請
に
よ
る
両
国
公

式
訪
問
並
び
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三、
五、一〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

小
山
一
平
君

竹
山

裕
君

対
馬
孝
且
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

マ
レ
イ
シ
ア

一
三

︱

太
田
淳
夫
君

一
五

第
百
二十回

閉
会
後

欧
州
に
お
け
る
選
挙
制
度
・
行

政
・
公
務
員
制
度
・
司
法
・
警

察
問
題
調
査

三、
五、一〇

︵
議
長

決
定
︶

仲
川
幸
男
君

板
垣

正
君

倉
田
寛
之
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

オ
ラ
ン
ダ

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

一
一

︵
四、
一、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

篠
崎
年
子
君

四

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
国
会
の
招

請
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

三、
五、一三

︵
議
長

決
定
︶

伊
江
朝
雄
君

高
木
正
明
君

沓
掛
哲
男
君

菅
野
久
光
君

橋
本

敦
君

磯
村

修
君

勝
木
健
司
君

ポ
ル
ト
ガ
ル

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

ギ
リ
シ
ャ

ス
ペ
イ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
三

︱

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
連
邦
参
議

院
議
長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公

式
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

三、
五、一四

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

土
屋
義
彦
君

石
井
一
二
君

稲
村
稔
夫
君

ド
イ
ツ

ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス

一
六

︱

峯
山
昭
範
君

一
〇



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
七
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

イ
ギ
リ
ス
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

科
学
技
術
・
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
調
査

三、
五、一四

︵
議
長
決
定
︶

田

英
夫
君

平
野

清
君

三
上
隆
雄
君

中
野
鉄
造
君

神
谷
信
之
助
君

古
川
太
三
郎
君

足
立
良
平
君

イ
ギ
リ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
四、
一、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ド
イ
ツ
・
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
ハ
ン

ガ
リ
ー
・
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
防

衛
・
軍
縮
・
外
交
・
貿
易
・
経

済
協
力
問
題
調
査

三、
五、一六

︵
議
長

決
定
︶

前
田
勲
男
君

松
尾
官
平
君

穐
山

篤
君

小
笠
原
貞
子
君

ド
イ
ツ

ブ
ル
ガ
リ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ー

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アフ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

粟
森

喬
君

一
三

第
百
二十回

閉
会
後

ド
イ
ツ
・
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
文
化
・
教
育
・
ス

ポ
ー
ツ
振
興
・
青
少
年
問
題
調

査

三、
五、二二

︵
議
長
決
定
︶

斎
藤
栄
三
郎
君

大
島
友
治
君

ド
イ
ツ

ス
ペ
イ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

田
辺
哲
夫
君

清
水
澄
子
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
タ
イ
に
お

け
る
農
林
水
産
・
国
土
利
用
・

環
境
保
全
・
国
際
協
力
問
題
調

査

三、
五、二三

︵
議
長
決
定
︶

北

修
二
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

タ
イ

七

︵
同

︶

大
城
眞
順
君

秋
山

肇
君

村
沢

牧
君

九

ア
メ
リ
カ
・
メ
キ
シ
コ
の
大
都

市
に
お
け
る
住
宅
問
題
・
土
地

対
策
・
公
共
投
資
の
現
況
・
交

通
体
系
の
現
況
と
そ
の
整
備
・

自
動
車
の
排
ガ
ス
に
よ
る
公
害

問
題
と
交
通
対
策
・
廃
棄
物
処

理
等
に
関
す
る
調
査

三、
六、二五

︵
議
長

決
定
︶

岩
崎
純
三
君

ア
メ
リ
カ

メ
キ
シ
コ

七

︵
同

︶

木
宮
和
彦
君

安
恒
良
一
君

小
川
仁
一
君

一
三

第
百
二十一回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
及
び
第

三
回
議
会
制
民
主
主
義
に
関
す

る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
会
議
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

三、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶
沢
田
一
精
君

菅
野

壽
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

一
四

︵
同

︶

第
八
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
サ
ン
チ
ャ
ゴ
︶出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶
永
野
茂
門
君

鎌
田
要
人
君

猪
木
寛
至
君

ア
メ
リ
カ

チ
リ
ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン

一
四

︵
同

︶

第
百
二十二回

閉
会
後

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
国
会
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

三、一一、二九

︵
議
長
決
定
︶
会
田
長
栄
君

猪
熊
重
二
君

山
中
郁
子
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ブ
ル
ガ
リ
ア

イ
タ
リ
ア

ス
イ
ス

ス
ペ
イ
ン

イ
ギ
リ
ス

一
四

︵
四、
六、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

マ
レ
イ
シ
ア
国
会
上
院
議
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
並

び
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
及
び
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
両
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

四、
二、
四

︵
議
長
決
定
︶

岡
田

広
君

森

暢
子
君

マ
レ
イ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
三

︵
同

︶

木
庭
健
太
郎
君

一
二









一
〇
七
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

イ
ギ
リ
ス
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

科
学
技
術
・
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
調
査

三、
五、一四

︵
議
長
決
定
︶

田

英
夫
君

平
野

清
君

三
上
隆
雄
君

中
野
鉄
造
君

神
谷
信
之
助
君

古
川
太
三
郎
君

足
立
良
平
君

イ
ギ
リ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
四、
一、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ド
イ
ツ
・
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
ハ
ン

ガ
リ
ー
・
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
防

衛
・
軍
縮
・
外
交
・
貿
易
・
経

済
協
力
問
題
調
査

三、
五、一六

︵
議
長
決
定
︶

前
田
勲
男
君

松
尾
官
平
君

穐
山

篤
君

小
笠
原
貞
子
君

ド
イ
ツ

ブ
ル
ガ
リ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ー

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アフ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

粟
森

喬
君

一
三

第
百
二十回

閉
会
後

ド
イ
ツ
・
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
文
化
・
教
育
・
ス

ポ
ー
ツ
振
興
・
青
少
年
問
題
調

査

三、
五、二二

︵
議
長
決
定
︶

斎
藤
栄
三
郎
君

大
島
友
治
君

ド
イ
ツ

ス
ペ
イ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

田
辺
哲
夫
君

清
水
澄
子
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
タ
イ
に
お

け
る
農
林
水
産
・
国
土
利
用
・

環
境
保
全
・
国
際
協
力
問
題
調

査

三、
五、二三

︵
議
長
決
定
︶

北

修
二
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

タ
イ

七

︵
同

︶

大
城
眞
順
君

秋
山

肇
君

村
沢

牧
君

九

ア
メ
リ
カ
・
メ
キ
シ
コ
の
大
都

市
に
お
け
る
住
宅
問
題
・
土
地

対
策
・
公
共
投
資
の
現
況
・
交

通
体
系
の
現
況
と
そ
の
整
備
・

自
動
車
の
排
ガ
ス
に
よ
る
公
害

問
題
と
交
通
対
策
・
廃
棄
物
処

理
等
に
関
す
る
調
査

三、
六、二五

︵
議
長
決
定
︶

岩
崎
純
三
君

ア
メ
リ
カ

メ
キ
シ
コ

七

︵
同

︶

木
宮
和
彦
君

安
恒
良
一
君

小
川
仁
一
君

一
三

第
百
二十一回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
及
び
第

三
回
議
会
制
民
主
主
義
に
関
す

る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
会
議
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

三、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶
沢
田
一
精
君

菅
野

壽
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

一
四

︵
同

︶

第
八
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
サ
ン
チ
ャ
ゴ
︶出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三、
九、
四

︵
議
長

決
定
︶
永
野
茂
門
君

鎌
田
要
人
君

猪
木
寛
至
君

ア
メ
リ
カ

チ
リ
ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン

一
四

︵
同

︶

第
百
二十二回

閉
会
後

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
国
会
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

三、一一、二九

︵
議
長
決
定
︶
会
田
長
栄
君

猪
熊
重
二
君

山
中
郁
子
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ブ
ル
ガ
リ
ア

イ
タ
リ
ア

ス
イ
ス

ス
ペ
イ
ン

イ
ギ
リ
ス

一
四

︵
四、
六、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

マ
レ
イ
シ
ア
国
会
上
院
議
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
並

び
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
及
び
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
両
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

四、
二、
四

︵
議
長
決
定
︶

岡
田

広
君

森

暢
子
君

マ
レ
イ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
三

︵
同

︶

木
庭
健
太
郎
君

一
二









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
七
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
二十三回

第
八
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ヤ
ウ
ン
デ
︶出
席
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四、
二、一四

︵
議
長
決
定
︶
加
藤
武
徳
君

瀬
谷
英
行
君

中
川
嘉
美
君

フ
ラ
ン
ス

カ
メ
ル
ー
ン

イ
ギ
リ
ス

ド
イ
ツ

一
五

︵
四、
六、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

モ
ン
ゴ
ル
国
国
家
小
会
議
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
中
華
人
民
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

四、
四、
七

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

長
田
裕
二
君

柳
川
覺
治
君

稲
村
稔
夫
君

モ
ン
ゴ
ル

中
国

五

︱

第
十
三
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会

議
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

四、
四、二一

︵
議
長

決
定
︶

初
村
滝
一
郎
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

七

︵
四、
六、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

山
口
光
一
君

日
下
部
禧
代
子
君

一
一

欧
州
各
国
の
議
会
制
度
調
査
及

び
政
治
経
済
事
情
視
察

四、
八、一一

︵
議
長

決
定
︶

井
上

孝
君

中
曽
根
弘
文
君

片
山
虎
之
助
君

小
川
仁
一
君

中
川
嘉
美
君

足
立
良
平
君

橋
本

敦
君

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

ド
イ
ツ

デ
ン
マ
ー
ク

一
三

︵
五、
一、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

高
井
和
伸
君

一
二

第
八
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
︶
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

視
察

四、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶
前
田
勲
男
君

倉
田
寛
之
君

久
保

亘
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

イ
ギ
リ
ス

一
四

︵
同

︶

第
百
二十四回

閉
会
後

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ラ

ン
ダ
・
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
財

政
・
金
融
・
税
制
問
題
調
査

四、
八、二四

︵
議
長

決
定
︶

村
上
正
邦
君

大
塚
清
次
郎
君

前
畑
幸
子
君

島
袋
宗
康
君

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
同

︶

ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ

コ
に
お
け
る
産
業
・
流
通
・
消

費
者
保
護
問
題
調
査

四、
八、二七

︵
議
長

決
定
︶

西
田
吉
宏
君

合
馬

敬
君

渡
辺
四
郎
君

吉
田
達
男
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

メ
キ
シ
コ

一
四

︵
同

︶

高
桑
栄
松
君

一
三

欧
州
に
お
け
る
文
化
・
教
育
・

ス
ポ
ー
ツ
振
興
・
青
少
年
問
題

調
査

四、
八、二七

︵
議
長

決
定
︶

清
水
嘉
与
子
君

星
野
朋
市
君

ス
ペ
イ
ン

イ
タ
リ
ア

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アブ
ル
ガ
リ
ア

一
二

︵
同

︶

國
弘
正
雄
君

一
〇

小
池
百
合
子
君

一
二

ス
イ
ス
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ド

イ
ツ
に
お
け
る
交
通
・
情
報
通

信
・
公
共
事
業
・
都
市
問
題
調

査

四、
八、二七

︵
議
長
決
定
︶

岡
部
三
郎
君

前
島
英
三
郎
君

上
野
雄
文
君

種
田

誠
君

高
崎
裕
子
君

ス
イ
ス

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ド
イ
ツ

一
〇

︵
同

︶







一
〇
七
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
二十三回

第
八
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ヤ
ウ
ン
デ
︶出
席
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四、
二、一四

︵
議
長
決
定
︶
加
藤
武
徳
君

瀬
谷
英
行
君

中
川
嘉
美
君

フ
ラ
ン
ス

カ
メ
ル
ー
ン

イ
ギ
リ
ス

ド
イ
ツ

一
五

︵
四、
六、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

モ
ン
ゴ
ル
国
国
家
小
会
議
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
中
華
人
民
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

四、
四、
七

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

長
田
裕
二
君

柳
川
覺
治
君

稲
村
稔
夫
君

モ
ン
ゴ
ル

中
国

五

︱

第
十
三
回
日
本
・
Ｅ
Ｃ
議
員
会

議
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

四、
四、二一

︵
議
長

決
定
︶

初
村
滝
一
郎
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

七

︵
四、
六、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

山
口
光
一
君

日
下
部
禧
代
子
君

一
一

欧
州
各
国
の
議
会
制
度
調
査
及

び
政
治
経
済
事
情
視
察

四、
八、一一

︵
議
長

決
定
︶

井
上

孝
君

中
曽
根
弘
文
君

片
山
虎
之
助
君

小
川
仁
一
君

中
川
嘉
美
君

足
立
良
平
君

橋
本

敦
君

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

ド
イ
ツ

デ
ン
マ
ー
ク

一
三

︵
五、
一、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

高
井
和
伸
君

一
二

第
八
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
︶
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

視
察

四、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶
前
田
勲
男
君

倉
田
寛
之
君

久
保

亘
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

イ
ギ
リ
ス

一
四

︵
同

︶

第
百
二十四回

閉
会
後

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ラ

ン
ダ
・
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
財

政
・
金
融
・
税
制
問
題
調
査

四、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶

村
上
正
邦
君

大
塚
清
次
郎
君

前
畑
幸
子
君

島
袋
宗
康
君

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
同

︶

ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ

コ
に
お
け
る
産
業
・
流
通
・
消

費
者
保
護
問
題
調
査

四、
八、二七

︵
議
長

決
定
︶

西
田
吉
宏
君

合
馬

敬
君

渡
辺
四
郎
君

吉
田
達
男
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

メ
キ
シ
コ

一
四

︵
同

︶

高
桑
栄
松
君

一
三

欧
州
に
お
け
る
文
化
・
教
育
・

ス
ポ
ー
ツ
振
興
・
青
少
年
問
題

調
査

四、
八、二七

︵
議
長

決
定
︶

清
水
嘉
与
子
君

星
野
朋
市
君

ス
ペ
イ
ン

イ
タ
リ
ア

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

アブ
ル
ガ
リ
ア

一
二

︵
同

︶

國
弘
正
雄
君

一
〇

小
池
百
合
子
君

一
二

ス
イ
ス
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ド

イ
ツ
に
お
け
る
交
通
・
情
報
通

信
・
公
共
事
業
・
都
市
問
題
調

査

四、
八、二七

︵
議
長
決
定
︶

岡
部
三
郎
君

前
島
英
三
郎
君

上
野
雄
文
君

種
田

誠
君

高
崎
裕
子
君

ス
イ
ス

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ド
イ
ツ

一
〇

︵
同

︶







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
七
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和

国
上
院
議
長
の
招
待
に
よ
る
同

国
公
式
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

四、
八、二八

︵
議
長
決
定
︶

柳
川
覺
治
君

パ
キ
ス
タ
ン

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ギ
リ
シ
ャ

フ
ラ
ン
ス

一
八

︵
五、
一、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

村
田
誠
醇
君

一
三

広
中
和
歌
子
君

一
四

寺
崎
昭
久
君

一
三

第
百
二十四回

閉
会
後

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四、
九、
二

︵
議
長

決
定
︶
尾
辻
秀
久
君

岩
本
久
人
君

ド
イ
ツ

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

デ
ン
マ
ー
ク

一
四

︵
同

︶

フ
ラ
ン
ス
・
ギ
リ
シ
ャ
・
エ
ジ

プ
ト
・
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
外

国
人
労
働
者
・
経
済
援
助
・
国

際
交
流
問
題
調
査

四、
九、
二

︵
議
長

決
定
︶

下
稲
葉
耕
吉
君

フ
ラ
ン
ス

ギ
リ
シ
ャ

エ
ジ
プ
ト

イ
タ
リ
ア

一
三

︵
同

︶

鹿
熊
安
正
君

一
一

千
葉
景
子
君

笹
野
貞
子
君

一
四

第
百
二十五回

︵
臨

時
︶
環
境
と
開
発
に
関
す
る
列
国
議

会
同
盟
会
議︵
ブ
ラ
ジ
リ
ア
︶出

席

四、一一、
九

︵
議
長
決
定
︶

野
村
五
男
君

ブ
ラ
ジ
ル

ア
メ
リ
カ

一
〇

︵
同

︶

谷
本

巍
君

九

第
百
二十五回

閉
会
後

中
東
諸
国
に
お
け
る
外
交
・
安

全
保
障
等
問
題
調
査
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四、一一、二〇

︵
議
長
決
定
︶

佐
々
木

満
君

岡
野

裕
君

谷
畑

孝
君

和
田
教
美
君

猪
木
寛
至
君

上
田
耕
一
郎
君

井
上
哲
夫
君

ロ
シ
ア

ク
ウ
ェ
ー
ト

シ
リ
ア

ヨ
ル
ダ
ン

イ
ス
ラ
エ
ル

ド
イ
ツ

一
三

︵
五、
六、一七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
二十六回

第
八
十
九
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
︶出
席
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五、
三、
五

︵
議
長
決
定
︶

石
渡
清
元
君

タ
イ

マ
レ
イ
シ
ア

イ
ン
ド

一
一

︵
同

︶

山
田
健
一
君

一
〇

矢
原
秀
男
君

一
三

第
百
二十六回

閉
会
後

第
二
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
会

議
議
員
会
議

五、
六、
七

︵
議
長

決
定
︶
北
村
哲
男
君

イ
ギ
リ
ス

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

オ
ラ
ン
ダ

フ
ラ
ン
ス

六

︵
六、
一、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

モ
ン
ゴ
ル
国
国
家
大
会
議
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
中
華
人
民
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

五、
八、
五

︵
議
長

決
定
︶

斎
藤
十
朗
君

モ
ン
ゴ
ル

一
〇

︵
同

︶

藤
田
雄
山
君

七

佐
藤
三
吾
君

山
下
栄
一
君

一
〇

第
百
二十七回

閉
会
後

英
国
・
ス
イ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
情
報
通

信
・
公
共
事
業
問
題
調
査

五、
八、
六

︵
議
長

決
定
︶

平
井
卓
志
君

イ
ギ
リ
ス

ス
イ
ス

オ
ラ
ン
ダ

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
同

︶

木
暮
山
人
君

五

坪
井
一
宇
君

細
谷
昭
雄
君

西
野
康
雄
君

一
一

英
国
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
デ
ン

マ
ー
ク
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

高
齢
化
社
会
問
題
調
査

五、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

鈴
木
省
吾
君

清
水
嘉
与
子
君

三
重
野
栄
子
君

浜
四
津
敏
子
君

鈴
木
栄
治
君

吉
岡
吉
典
君

笹
野
貞
子
君

イ
ギ
リ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

デ
ン
マ
ー
ク

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
同

︶

辻





一
〇
八
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和

国
上
院
議
長
の
招
待
に
よ
る
同

国
公
式
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

四、
八、二八

︵
議
長

決
定
︶

柳
川
覺
治
君

パ
キ
ス
タ
ン

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ギ
リ
シ
ャ

フ
ラ
ン
ス

一
八

︵
五、
一、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

村
田
誠
醇
君

一
三

広
中
和
歌
子
君

一
四

寺
崎
昭
久
君

一
三

第
百
二十四回

閉
会
後

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四、
九、
二

︵
議
長
決
定
︶
尾
辻
秀
久
君

岩
本
久
人
君

ド
イ
ツ

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

デ
ン
マ
ー
ク

一
四

︵
同

︶

フ
ラ
ン
ス
・
ギ
リ
シ
ャ
・
エ
ジ

プ
ト
・
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
外

国
人
労
働
者
・
経
済
援
助
・
国

際
交
流
問
題
調
査

四、
九、
二

︵
議
長
決
定
︶

下
稲
葉
耕
吉
君

フ
ラ
ン
ス

ギ
リ
シ
ャ

エ
ジ
プ
ト

イ
タ
リ
ア

一
三

︵
同

︶

鹿
熊
安
正
君

一
一

千
葉
景
子
君

笹
野
貞
子
君

一
四

第
百
二十五回

︵
臨

時
︶
環
境
と
開
発
に
関
す
る
列
国
議

会
同
盟
会
議︵
ブ
ラ
ジ
リ
ア
︶出

席

四、一一、
九

︵
議
長

決
定
︶

野
村
五
男
君

ブ
ラ
ジ
ル

ア
メ
リ
カ

一
〇

︵
同

︶

谷
本

巍
君

九

第
百
二十五回

閉
会
後

中
東
諸
国
に
お
け
る
外
交
・
安

全
保
障
等
問
題
調
査
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

四、一一、二〇

︵
議
長
決
定
︶

佐
々
木

満
君

岡
野

裕
君

谷
畑

孝
君

和
田
教
美
君

猪
木
寛
至
君

上
田
耕
一
郎
君

井
上
哲
夫
君

ロ
シ
ア

ク
ウ
ェ
ー
ト

シ
リ
ア

ヨ
ル
ダ
ン

イ
ス
ラ
エ
ル

ド
イ
ツ

一
三

︵
五、
六、一七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
二十六回

第
八
十
九
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
︶出
席
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

五、
三、
五

︵
議
長
決
定
︶

石
渡
清
元
君

タ
イ
マ
レ
イ
シ
ア

イ
ン
ド

一
一

︵
同

︶

山
田
健
一
君

一
〇

矢
原
秀
男
君

一
三

第
百
二十六回

閉
会
後

第
二
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
会

議
議
員
会
議

五、
六、
七

︵
議
長
決
定
︶
北
村
哲
男
君

イ
ギ
リ
ス

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

オ
ラ
ン
ダ

フ
ラ
ン
ス

六

︵
六、
一、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

モ
ン
ゴ
ル
国
国
家
大
会
議
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
中
華
人
民
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

五、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶

斎
藤
十
朗
君

モ
ン
ゴ
ル

一
〇

︵
同

︶

藤
田
雄
山
君

七

佐
藤
三
吾
君

山
下
栄
一
君

一
〇

第
百
二十七回

閉
会
後

英
国
・
ス
イ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
情
報
通

信
・
公
共
事
業
問
題
調
査

五、
八、
六

︵
議
長

決
定
︶

平
井
卓
志
君

イ
ギ
リ
ス

ス
イ
ス

オ
ラ
ン
ダ

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
同

︶

木
暮
山
人
君

五

坪
井
一
宇
君

細
谷
昭
雄
君

西
野
康
雄
君

一
一

英
国
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
デ
ン

マ
ー
ク
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

高
齢
化
社
会
問
題
調
査

五、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶

鈴
木
省
吾
君

清
水
嘉
与
子
君

三
重
野
栄
子
君

浜
四
津
敏
子
君

鈴
木
栄
治
君

吉
岡
吉
典
君

笹
野
貞
子
君

イ
ギ
リ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

デ
ン
マ
ー
ク

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
同

︶

辻





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
八
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

フ
ラ
ン
ス
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・

ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
に

お
け
る
外
国
人
労
働
者
問
題
調

査

五、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶

宮
澤

弘
君

堀

利
和
君

牛
嶋

正
君

フ
ラ
ン
ス

ハ
ン
ガ
リ
ー

ポ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
リ
ア

一
一

︵
六、
一、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

喜
岡

淳
君

七

永
野
茂
門
君

九

カ
ナ
ダ
・
米
国
に
お
け
る
青
少

年
・
教
育
問
題
調
査

五、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

井
上

裕
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
一

︵
同

︶

竹
山

裕
君

一
〇

櫻
井
規
順
君

中
村
鋭
一
君

武
田
邦
太
郎
君

一
一

第
百
二十七回

閉
会
後

中
国
・
香
港
・
マ
レ
イ
シ
ア
・

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
産

業
・
流
通
問
題
調
査

五、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶

久
世
公
堯
君

松
浦
孝
治
君

狩
野

安
君

稲
村
稔
夫
君

中
国
香
港

マ
レ
イ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
二

︵
同

︶

深
田

肇
君

一
一

第
九
十
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五、
八、一六

︵
議
長

決
定
︶

関
根
則
之
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
一

︵
同

︶

上
山
和
人
君

一
四

山
田

勇
君

九

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に

お
け
る
環
境
保
全
・
国
土
利
用

問
題
調
査

五、
八、二三

︵
議
長

決
定
︶

中
西
珠
子
君

板
垣

正
君

糸
久
八
重
子
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
一

︵
同

︶

大
島
慶
久
君

九

下
村

泰
君

七

第
百
二十八回

︵
臨

時
︶
欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五、
九、
六

︵
議
長
決
定
︶

世
耕
政
隆
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

ポ
ー
ラ
ン
ド

ハ
ン
ガ
リ
ー

イ
ギ
リ
ス

一
四

︵
同

︶

武
田
節
子
君

五

第
百
二十九回

第
九
十
一
回
列
国
議
会
同
盟
会

議
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

六、
二、一四

︵
議
長

決
定
︶

志
村
哲
良
君

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

一
二

︵
六、
六、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

角
田
義
一
君

林

紀
子
君

一
四

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

六、
四、一五

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

原

文
兵
衛
君

大
森

昭
君

田
沢
智
治
君

田
辺
哲
夫
君

西
田
吉
宏
君

渕
上
貞
雄
君

村
田
誠
醇
君

片
上
公
人
君

中
国

七

︱

第
百
二十九回

閉
会
後

第
三
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
会

議
議
員
会
議
出
席
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六、
六、一〇

︵
議
長
決
定
︶
成
瀬
守
重
君

岩
崎
昭
弥
君

ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ー

一
三

︵
七、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
三十回

閉
会
後

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
国
民
議
会

議
長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六、
六、二三

︵
議
長
決
定
︶

伊
江
朝
雄
君

山
口
哲
夫
君

永
野
茂
門
君

高
桑
栄
松
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

英
国
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
選
挙
制
度

問
題
調
査

六、
六、二八

︵
議
長
決
定
︶

下
条
進
一
郎
君

陣
内
孝
雄
君

川
橋
幸
子
君

泉

信
也
君

続

訓
弘
君

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

一
二

︵
同

︶







﨑

一
〇
八
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

フ
ラ
ン
ス
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・

ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
に

お
け
る
外
国
人
労
働
者
問
題
調

査

五、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

宮
澤

弘
君

堀

利
和
君

牛
嶋

正
君

フ
ラ
ン
ス

ハ
ン
ガ
リ
ー

ポ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
リ
ア

一
一

︵
六、
一、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

喜
岡

淳
君

七

永
野
茂
門
君

九

カ
ナ
ダ
・
米
国
に
お
け
る
青
少

年
・
教
育
問
題
調
査

五、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶

井
上

裕
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
一

︵
同

︶

竹
山

裕
君

一
〇

櫻
井
規
順
君

中
村
鋭
一
君

武
田
邦
太
郎
君

一
一

第
百
二十七回

閉
会
後

中
国
・
香
港
・
マ
レ
イ
シ
ア
・

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
産

業
・
流
通
問
題
調
査

五、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶

久
世
公
堯
君

松
浦
孝
治
君

狩
野

安
君

稲
村
稔
夫
君

中
国
香
港

マ
レ
イ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
二

︵
同

︶

深
田

肇
君

一
一

第
九
十
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

五、
八、一六

︵
議
長
決
定
︶

関
根
則
之
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
一

︵
同

︶

上
山
和
人
君

一
四

山
田

勇
君

九

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に

お
け
る
環
境
保
全
・
国
土
利
用

問
題
調
査

五、
八、二三

︵
議
長
決
定
︶

中
西
珠
子
君

板
垣

正
君

糸
久
八
重
子
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
一

︵
同

︶

大
島
慶
久
君

九

下
村

泰
君

七

第
百
二十八回

︵
臨

時
︶
欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

五、
九、
六

︵
議
長
決
定
︶

世
耕
政
隆
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

ポ
ー
ラ
ン
ド

ハ
ン
ガ
リ
ー

イ
ギ
リ
ス

一
四

︵
同

︶

武
田
節
子
君

五

第
百
二十九回

第
九
十
一
回
列
国
議
会
同
盟
会

議
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

六、
二、一四

︵
議
長
決
定
︶

志
村
哲
良
君

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

一
二

︵
六、
六、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

角
田
義
一
君

林

紀
子
君

一
四

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

六、
四、一五

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

原

文
兵
衛
君

大
森

昭
君

田
沢
智
治
君

田
辺
哲
夫
君

西
田
吉
宏
君

渕
上
貞
雄
君

村
田
誠
醇
君

片
上
公
人
君

中
国

七

︱

第
百
二十九回

閉
会
後

第
三
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
会

議
議
員
会
議
出
席
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六、
六、一〇

︵
議
長

決
定
︶
成
瀬
守
重
君

岩
崎
昭
弥
君

ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ー

一
三

︵
七、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
三十回

閉
会
後

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
国
民
議
会

議
長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式

訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

六、
六、二三

︵
議
長

決
定
︶

伊
江
朝
雄
君

山
口
哲
夫
君

永
野
茂
門
君

高
桑
栄
松
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

英
国
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
選
挙
制
度

問
題
調
査

六、
六、二八

︵
議
長
決
定
︶

下
条
進
一
郎
君

陣
内
孝
雄
君

川
橋
幸
子
君

泉

信
也
君

続

訓
弘
君

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

一
二

︵
同

︶







﨑

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
八
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ド
イ
ツ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
消
費
者

保
護
・
産
業
・
流
通
問
題
調
査

六、
六、二九

︵
議
長
決
定
︶

瀬
谷
英
行
君

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
二

︵
七、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

斎
藤
文
夫
君

一
八

直
嶋
正
行
君

一
〇

有
働
正
治
君

一
二

マ
レ
イ
シ
ア
・
イ
ン
ド
・
ネ

パ
ー
ル
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お

け
る
政
府
開
発
援
助
︵
Ｏ
Ｄ

Ａ
︶
・
経
済
協
力
問
題
調
査

六、
六、二九

︵
議
長

決
定
︶

坂
野
重
信
君

片
山
虎
之
助
君

今
井

澄
君

松
尾
官
平
君

マ
レ
イ
シ
ア

イ
ン
ド

ネ
パ
ー
ル

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
二

︵
同

︶

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に

お
け
る
青
少
年
・
教
育
問
題
調

査

六、
七、
四

︵
議
長

決
定
︶

守
住
有
信
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
四

︵
同

︶

岩
崎
純
三
君

八

菅
野
久
光
君

一
一

中
村
鋭
一
君

一
〇

第
百
三十回

閉
会
後

米
国
・
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
に

お
け
る
財
政
・
金
融
・
税
制
問

題
調
査

六、
七、
七

︵
議
長
決
定
︶

倉
田
寛
之
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

メ
キ
シ
コ

一
三

︵
同

︶

峰
崎
直
樹
君

一
二

青
島
幸
男
君

三
石
久
江
君

一
三

ル
ー
マ
ニ
ア
上
院
議
長
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六、
七、一〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

赤
桐

操
君

ド
イ
ツ

ル
ー
マ
ニ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︱

久
世
公
堯
君

一
三

鈴
木
和
美
君

一
二

粟
森

喬
君

一
一

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
及
び

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
訪

問

六、
七、一二

︵
議
長
決
定
︶

大
森

昭
君

田
辺
哲
夫
君

西
田
吉
宏
君

片
上
公
人
君

橋

本

敦
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
〇

︵
七、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
産

業
・
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
調

査

六、
七、二七

︵
議
長

決
定
︶

櫻
井
規
順
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
二

︵
同

︶

大
塚
清
次
郎
君

藁
科
滿
治
君

一
〇

寺
澤
芳
男
君

一
五

山
下
栄
一
君

立
木

洋
君

一
二

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
上
院
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

六、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

原

文
兵
衛
君

田
沢
智
治
君

渕
上
貞
雄
君

井
上
哲
夫
君

南
ア
フ
リ
カ

ド
イ
ツ

一
三

︱

第
九
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

六、
八、一六

︵
議
長
決
定
︶

森
山
眞
弓
君

野
沢
太
三
君

デ
ン
マ
ー
ク

イ
ギ
リ
ス

ド
イ
ツ

一
七

︵
七、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

本
岡
昭
次
君

一
〇





一
〇
八
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ド
イ
ツ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
消
費
者

保
護
・
産
業
・
流
通
問
題
調
査

六、
六、二九

︵
議
長

決
定
︶

瀬
谷
英
行
君

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
二

︵
七、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

斎
藤
文
夫
君

一
八

直
嶋
正
行
君

一
〇

有
働
正
治
君

一
二

マ
レ
イ
シ
ア
・
イ
ン
ド
・
ネ

パ
ー
ル
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お

け
る
政
府
開
発
援
助
︵
Ｏ
Ｄ

Ａ
︶
・
経
済
協
力
問
題
調
査

六、
六、二九

︵
議
長
決
定
︶

坂
野
重
信
君

片
山
虎
之
助
君

今
井

澄
君

松
尾
官
平
君

マ
レ
イ
シ
ア

イ
ン
ド

ネ
パ
ー
ル

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
二

︵
同

︶

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に

お
け
る
青
少
年
・
教
育
問
題
調

査

六、
七、
四

︵
議
長
決
定
︶

守
住
有
信
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
四

︵
同

︶

岩
崎
純
三
君

八

菅
野
久
光
君

一
一

中
村
鋭
一
君

一
〇

第
百
三十回

閉
会
後

米
国
・
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
に

お
け
る
財
政
・
金
融
・
税
制
問

題
調
査

六、
七、
七

︵
議
長
決
定
︶

倉
田
寛
之
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

メ
キ
シ
コ

一
三

︵
同

︶

峰
崎
直
樹
君

一
二

青
島
幸
男
君

三
石
久
江
君

一
三

ル
ー
マ
ニ
ア
上
院
議
長
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六、
七、一〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

赤
桐

操
君

ド
イ
ツ

ル
ー
マ
ニ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︱

久
世
公
堯
君

一
三

鈴
木
和
美
君

一
二

粟
森

喬
君

一
一

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
及
び

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
訪

問

六、
七、一二

︵
議
長
決
定
︶

大
森

昭
君

田
辺
哲
夫
君

西
田
吉
宏
君

片
上
公
人
君

橋

本

敦
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
〇

︵
七、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
産

業
・
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
調

査

六、
七、二七

︵
議
長

決
定
︶

櫻
井
規
順
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
二

︵
同

︶

大
塚
清
次
郎
君

藁
科
滿
治
君

一
〇

寺
澤
芳
男
君

一
五

山
下
栄
一
君

立
木

洋
君

一
二

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
上
院
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

六、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

原

文
兵
衛
君

田
沢
智
治
君

渕
上
貞
雄
君

井
上
哲
夫
君

南
ア
フ
リ
カ

ド
イ
ツ

一
三

︱

第
九
十
二
回
列
国
議
会
同
盟
会

議
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

六、
八、一六

︵
議
長
決
定
︶

森
山
眞
弓
君

野
沢
太
三
君

デ
ン
マ
ー
ク

イ
ギ
リ
ス

ド
イ
ツ

一
七

︵
七、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

本
岡
昭
次
君

一
〇





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
八
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
十
五
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連

合
議
員
機
構
総
会
出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶

沓
掛
哲
男
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

マ
レ
ー
シ
ア

中
国

香
港

一
〇

︵
七、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

清
水
澄
子
君

八

第
百
三十一回

︵
臨

時
︶
欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六、
九、
九

︵
議
長
決
定
︶

林
田
悠
紀
夫
君

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

ド
イ
ツ

一
一

︵
同

︶

松
前
達
郎
君

九

第
百
三十二回

第
十
五
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員
会

議
出
席
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

七、
二、
三

︵
議
長

決
定
︶
大
木

浩
君

志
苫

裕
君

荒
木
清
寛
君

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

八

︵
七、
六、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
九
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

七、
三、
八

︵
議
長

決
定
︶
小
野
清
子
君

刈
田
貞
子
君

池
田

治
君

ス
ペ
イ
ン

イ
ギ
リ
ス

一
一

︵
同

︶

第
百
三十二回

閉
会
後

第
四
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
機

構
議
員
会
議
出
席
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

七、
六、
二

︵
議
長
決
定
︶

下
稲
葉
耕
吉
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
〇

︵
八、
一、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

大
脇
雅
子
君

一
四

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

に
お
け
る
科
学
技
術
に
関
す
る

調
査

七、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

坪
井
一
宇
君

溝
手
顕
正
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
二

︵
同

︶

直
嶋
正
行
君

一
〇

大
渕
絹
子
君

九

上
田
耕
一
郎
君

一
二

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
国
土

利
用
・
環
境
保
全
・
公
共
事

業
・
都
市
問
題
調
査

七、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

板
垣

正
君

石
渡
清
元
君

荒
木
清
寛
君

西
山
登
紀
子
君

笹
野
貞
子
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
〇

︵
同

︶

第
百
三十三回

閉
会
後

第
四
回
世
界
女
性
会
議
出
席

七、
八、一五

︵
議
長

決
定
︶

石
井
道
子
君

清
水
嘉
与
子
君

中
国

七

︵
同

︶

山
崎
順
子
君

五

千
葉
景
子
君

六

清
水
澄
子
君

一
一

吉
川
春
子
君

一
三

国
連
創
設
五
十
周
年
記
念
Ｉ
Ｐ

Ｕ
特
別
評
議
員
会︵
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
︶出
席

七、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

吉
川
芳
男
君

ア
メ
リ
カ

一
〇

︵
同

︶

永
野
茂
門
君

三

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
上
院
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問
並
び
に
政
治
経
済
事
情
等
視

察

七、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

及
川
一
夫
君

岡

利
定
君

ブ
ラ
ジ
ル

一
三

︵
同

︶

平
野
貞
夫
君

一
二





﨑


一
〇
八
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
十
五
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連

合
議
員
機
構
総
会
出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

六、
八、二五

︵
議
長

決
定
︶

沓
掛
哲
男
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

マ
レ
ー
シ
ア

中
国
香
港

一
〇

︵
七、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

清
水
澄
子
君

八

第
百
三十一回

︵
臨

時
︶
欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

六、
九、
九

︵
議
長
決
定
︶

林
田
悠
紀
夫
君

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

ド
イ
ツ

一
一

︵
同

︶

松
前
達
郎
君

九

第
百
三十二回

第
十
五
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員
会

議
出
席
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

七、
二、
三

︵
議
長
決
定
︶
大
木

浩
君

志
苫

裕
君

荒
木
清
寛
君

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

八

︵
七、
六、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
九
十
三
回
列
国
議
会
同
盟
会

議
出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

七、
三、
八

︵
議
長
決
定
︶
小
野
清
子
君

刈
田
貞
子
君

池
田

治
君

ス
ペ
イ
ン

イ
ギ
リ
ス

一
一

︵
同

︶

第
百
三十二回

閉
会
後

第
四
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
機

構
議
員
会
議
出
席
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

七、
六、
二

︵
議
長
決
定
︶

下
稲
葉
耕
吉
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
〇

︵
八、
一、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

大
脇
雅
子
君

一
四

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

に
お
け
る
科
学
技
術
に
関
す
る

調
査

七、
八、一五

︵
議
長

決
定
︶

坪
井
一
宇
君

溝
手
顕
正
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
二

︵
同

︶

直
嶋
正
行
君

一
〇

大
渕
絹
子
君

九

上
田
耕
一
郎
君

一
二

米
国
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
国
土

利
用
・
環
境
保
全
・
公
共
事

業
・
都
市
問
題
調
査

七、
八、一五

︵
議
長

決
定
︶

板
垣

正
君

石
渡
清
元
君

荒
木
清
寛
君

西
山
登
紀
子
君

笹
野
貞
子
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
〇

︵
同

︶

第
百
三十三回

閉
会
後

第
四
回
世
界
女
性
会
議
出
席

七、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

石
井
道
子
君

清
水
嘉
与
子
君

中
国

七

︵
同

︶

山
崎
順
子
君

五

千
葉
景
子
君

六

清
水
澄
子
君

一
一

吉
川
春
子
君

一
三

国
連
創
設
五
十
周
年
記
念
Ｉ
Ｐ

Ｕ
特
別
評
議
員
会︵
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
︶出
席

七、
八、一五

︵
議
長

決
定
︶

吉
川
芳
男
君

ア
メ
リ
カ

一
〇

︵
同

︶

永
野
茂
門
君

三

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
上
院
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問
並
び
に
政
治
経
済
事
情
等
視

察

七、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

及
川
一
夫
君

岡

利
定
君

ブ
ラ
ジ
ル

一
三

︵
同

︶

平
野
貞
夫
君

一
二





﨑


三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
八
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

オ
ラ
ン
ダ
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・

デ
ン
マ
ー
ク
・
ド
イ
ツ
に
お
け

る
福
祉
・
社
会
保
障︵
高
齢
・

少
子
社
会
関
係
︶調
査

七、
八、一八

︵
議
長

決
定
︶

村
上
正
邦
君

中
曽
根
弘
文
君

オ
ラ
ン
ダ

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ

八

︵
八、
一、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

松
谷
蒼
一
郎
君

六

林

寛
子
君

栗
原
君
子
君

一
〇

オ
ラ
ン
ダ
・
ス
イ
ス
・
英
国
・

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
交
通
・
情

報
通
信
に
関
す
る
調
査

七、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

鹿
熊
安
正
君

オ
ラ
ン
ダ

ス
イ
ス

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
同

︶

佐
藤
泰
三
君

七

及
川
順
郎
君

一
〇

釘
宮

磐
君

八

山
田
俊
昭
君

一
〇

第
百
三十三回

閉
会
後

フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ

ア
に
お
け
る
行
政
・
公
務
員
制

度
・
司
法
・
警
察
に
関
す
る
調

査

七、
八、二四

︵
議
長

決
定
︶

世
耕
政
隆
君

鎌
田
要
人
君

服
部
三
男
雄
君

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
同

︶

矢
田
部

理
君

八

ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
王
国
国
会
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

七、
八、三〇

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

松
尾
官
平
君

西
田
吉
宏
君

勝
木
健
司
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー

イ
ギ
リ
ス

一
二

︱

角
田
義
一
君

七

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

七、
九、二〇

︵
議
長

決
定
︶

楢
崎
泰
昌
君

フ
ラ
ン
ス

ス
ペ
イ
ン

九

︵
八、
一、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

広
中
和
歌
子
君

八

第
百
三十四回

︵
臨

時
︶
第
九
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ブ
カ
レ
ス
ト
︶出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

七、
九、二七

︵
議
長

決
定
︶

佐
々
木

満
君

オ
ラ
ン
ダ

エ
ス
ト
ニ
ア

ド
イ
ツ

ル
ー
マ
ニ
ア

フ
ラ
ン
ス

九

︵
同

︶

関
根
則
之
君

石
田
美
栄
君

一
二

第
四
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総
会

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

七、一二、
五

︵
議
長
決
定
︶

清
水
達
雄
君

タ
イ
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

五

︵
八、
六、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

泉

信
也
君

八

第
百
三十五回

閉
会
後

米
国
に
お
け
る
国
際
金
融
取
引

の
動
向
、
金
融
機
関
監
督
の
実

情
及
び
邦
銀
の
活
動
状
況
等
調

査

七、一二、一九

︵
議
長
決
定
︶

真
島
一
男
君

ア
メ
リ
カ

八

︵
八、
三、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

笠
原
潤
一
君

六

益
田
洋
介
君

七

前
川
忠
夫
君

五

聽
濤

弘
君

八

﨑





一
〇
八
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

オ
ラ
ン
ダ
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・

デ
ン
マ
ー
ク
・
ド
イ
ツ
に
お
け

る
福
祉
・
社
会
保
障︵
高
齢
・

少
子
社
会
関
係
︶調
査

七、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

村
上
正
邦
君

中
曽
根
弘
文
君

オ
ラ
ン
ダ

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ

八

︵
八、
一、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

松
谷
蒼
一
郎
君

六

林

寛
子
君

栗
原
君
子
君

一
〇

オ
ラ
ン
ダ
・
ス
イ
ス
・
英
国
・

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
交
通
・
情

報
通
信
に
関
す
る
調
査

七、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

鹿
熊
安
正
君

オ
ラ
ン
ダ

ス
イ
ス

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
同

︶

佐
藤
泰
三
君

七

及
川
順
郎
君

一
〇

釘
宮

磐
君

八

山
田
俊
昭
君

一
〇

第
百
三十三回

閉
会
後

フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ

ア
に
お
け
る
行
政
・
公
務
員
制

度
・
司
法
・
警
察
に
関
す
る
調

査

七、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶

世
耕
政
隆
君

鎌
田
要
人
君

服
部
三
男
雄
君

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
同

︶

矢
田
部

理
君

八

ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
王
国
国
会
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

七、
八、三〇

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

松
尾
官
平
君

西
田
吉
宏
君

勝
木
健
司
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー

イ
ギ
リ
ス

一
二

︱

角
田
義
一
君

七

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

七、
九、二〇

︵
議
長
決
定
︶

楢
崎
泰
昌
君

フ
ラ
ン
ス

ス
ペ
イ
ン

九

︵
八、
一、二二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

広
中
和
歌
子
君

八

第
百
三十四回

︵
臨

時
︶
第
九
十
四
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ブ
カ
レ
ス
ト
︶出
席
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

七、
九、二七

︵
議
長
決
定
︶

佐
々
木

満
君

オ
ラ
ン
ダ

エ
ス
ト
ニ
ア

ド
イ
ツ

ル
ー
マ
ニ
ア

フ
ラ
ン
ス

九

︵
同

︶

関
根
則
之
君

石
田
美
栄
君

一
二

第
四
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総
会

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

七、一二、
五

︵
議
長
決
定
︶

清
水
達
雄
君

タ
イ

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

五

︵
八、
六、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

泉

信
也
君

八

第
百
三十五回

閉
会
後

米
国
に
お
け
る
国
際
金
融
取
引

の
動
向
、
金
融
機
関
監
督
の
実

情
及
び
邦
銀
の
活
動
状
況
等
調

査

七、一二、一九

︵
議
長
決
定
︶

真
島
一
男
君

ア
メ
リ
カ

八

︵
八、
三、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

笠
原
潤
一
君

六

益
田
洋
介
君

七

前
川
忠
夫
君

五

聽
濤

弘
君

八

﨑





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
八
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

中
東
和
平
・
パ
レ
ス
チ
ナ
評
議

会
選
挙
監
視
等
に
関
す
る
調
査

及
び
中
東
諸
国
の
政
治
・
経
済

事
情
等
の
視
察

七、一二、二五

︵
議
長
決
定
︶

前
田
勲
男
君

大
島
慶
久
君

フ
ラ
ン
ス

シ
リ
ア

エ
ジ
プ
ト

イ
ス
ラ
エ
ル

イ
ギ
リ
ス

九

︵
八、
六、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

長
谷
川
道
郎
君

小
山
峰
男
君

照
屋
寛
徳
君

一
一

第
九
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
︶出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

八、
三、二七

︵
議
長

決
定
︶

加
藤
紀
文
君

ド
イ
ツ

ト
ル
コ

八

︵
同

︶

今
泉

昭
君

竹
村
泰
子
君

一
〇

ア
ジ
ア
欧
州﹁
議
会
サ
ミ
ッ
ト
﹂

︵
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
︶出
席
並
び
に
政
治

経
済
事
情
等
視
察

八、
四、
四

︵
議
長

決
定
︶
吉
村
剛
太
郎
君

吉
田
之
久
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

英
国
上
下
両
院
議
長
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

八、
六、一四

︵
議
長

決
定
︶
高
木
正
明
君

風
間

昶
君

齋
藤

勁
君

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

一
二

︵
九、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
五
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
機

構︵
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
︶議
員
会
議
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

八、
六、一九

︵
議
長

決
定
︶
鎌
田
要
人
君

鈴
木
正
孝
君

イ
ギ
リ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ

一
二

︵
同

︶

第
百
三十六回

閉
会
後

カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
並

び
に
チ
リ
共
和
国
の
各
国
議
会

上
院
議
長
の
招
待
に
よ
る
各
国

公
式
訪
問

八、
六、二一

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

井
上
吉
夫
君

永
野
茂
門
君

菅
野
久
光
君

橋
本

敦
君

カ
ナ
ダ

メ
キ
シ
コ

チ
リ
ア
メ
リ
カ

一
三

︱

第
十
七
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員
会

議
出
席
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

八、
六、二六

︵
議
長

決
定
︶

木
宮
和
彦
君

佐
藤
静
雄
君

フ
ラ
ン
ス

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ペ
イ
ン

八

︵
九、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

横
尾
和
伸
君

七

議
会
に
よ
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
等

行
政
統
制
の
調
査
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

八、
六、二七

︵
議
長

決
定
︶

井
上

孝
君

矢
野
哲
朗
君

亀
谷
博
昭
君

猪
熊
重
二
君

伊
藤
基
隆
君

イ
ギ
リ
ス

オ
ラ
ン
ダ

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
国
会
訪
問

そ
の
他
各
国
の
議
会
制
度
等
調

査

八、
七、
三

︵
議
長
決
定
︶

下
稲
葉
耕
吉
君

溝
手
顕
正
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ペ
イ
ン

一
〇

︵
同

︶

北
澤
俊
美
君

九

ト
ル
コ
共
和
国
大
国
民
議
会
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

八、
七、
八

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

松
尾
官
平
君

ド
イ
ツ

ト
ル
コ

エ
ジ
プ
ト

南
ア
フ
リ
カ

一
四

︱

中
曽
根
弘
文
君

八

寺
崎
昭
久
君

吉
岡
吉
典
君

一
四







一
〇
九
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

中
東
和
平
・
パ
レ
ス
チ
ナ
評
議

会
選
挙
監
視
等
に
関
す
る
調
査

及
び
中
東
諸
国
の
政
治
・
経
済

事
情
等
の
視
察

七、一二、二五

︵
議
長
決
定
︶

前
田
勲
男
君

大
島
慶
久
君

フ
ラ
ン
ス

シ
リ
ア

エ
ジ
プ
ト

イ
ス
ラ
エ
ル

イ
ギ
リ
ス

九

︵
八、
六、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

長
谷
川
道
郎
君

小
山
峰
男
君

照
屋
寛
徳
君

一
一

第
九
十
五
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
︶出
席
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

八、
三、二七

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
紀
文
君

ド
イ
ツ

ト
ル
コ

八

︵
同

︶

今
泉

昭
君

竹
村
泰
子
君

一
〇

ア
ジ
ア
欧
州﹁
議
会
サ
ミ
ッ
ト
﹂

︵
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
︶出
席
並
び
に
政
治

経
済
事
情
等
視
察

八、
四、
四

︵
議
長
決
定
︶
吉
村
剛
太
郎
君

吉
田
之
久
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

英
国
上
下
両
院
議
長
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

八、
六、一四

︵
議
長
決
定
︶
高
木
正
明
君

風
間

昶
君

齋
藤

勁
君

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

一
二

︵
九、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
五
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
機

構︵
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
︶議
員
会
議
出
席

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

八、
六、一九

︵
議
長
決
定
︶
鎌
田
要
人
君

鈴
木
正
孝
君

イ
ギ
リ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ

一
二

︵
同

︶

第
百
三十六回

閉
会
後

カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
並

び
に
チ
リ
共
和
国
の
各
国
議
会

上
院
議
長
の
招
待
に
よ
る
各
国

公
式
訪
問

八、
六、二一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

井
上
吉
夫
君

永
野
茂
門
君

菅
野
久
光
君

橋
本

敦
君

カ
ナ
ダ

メ
キ
シ
コ

チ
リ
ア
メ
リ
カ

一
三

︱

第
十
七
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員
会

議
出
席
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

八、
六、二六

︵
議
長
決
定
︶

木
宮
和
彦
君

佐
藤
静
雄
君

フ
ラ
ン
ス

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ペ
イ
ン

八

︵
九、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

横
尾
和
伸
君

七

議
会
に
よ
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
等

行
政
統
制
の
調
査
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

八、
六、二七

︵
議
長
決
定
︶

井
上

孝
君

矢
野
哲
朗
君

亀
谷
博
昭
君

猪
熊
重
二
君

伊
藤
基
隆
君

イ
ギ
リ
ス

オ
ラ
ン
ダ

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
国
会
訪
問

そ
の
他
各
国
の
議
会
制
度
等
調

査

八、
七、
三

︵
議
長

決
定
︶

下
稲
葉
耕
吉
君

溝
手
顕
正
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ペ
イ
ン

一
〇

︵
同

︶

北
澤
俊
美
君

九

ト
ル
コ
共
和
国
大
国
民
議
会
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

八、
七、
八

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

松
尾
官
平
君

ド
イ
ツ

ト
ル
コ

エ
ジ
プ
ト

南
ア
フ
リ
カ

一
四

︱

中
曽
根
弘
文
君

八

寺
崎
昭
久
君

吉
岡
吉
典
君

一
四







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
九
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
米
先
進
国
に
お
け
る
社
会
資

本
整
備
に
関
す
る
制
度
・
施
策

の
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

八、
七、
八

︵
議
長

決
定
︶

鶴
岡

洋
君

太
田
豊
秋
君

牛
嶋

正
君

山
本
正
和
君

聽
濤

弘
君

ド
イ
ツ

デ
ン
マ
ー
ク

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
九、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

米
国
、
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
情

報
通
信
・
新
産
業
創
出
問
題
調

査

八、
七、一〇

︵
議
長

決
定
︶

岡
野

裕
君

ア
メ
リ
カ

メ
キ
シ
コ

一
四

︵
同

︶

野
村
五
男
君

八

山
崎

力
君

一
四

水
野
誠
一
君

一
三

末
広
真
樹
子
君

一
四

フ
ラ
ン
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
タ

リ
ア
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ル
ク
セ
ン

ブ
ル
グ
に
お
け
る
福
祉
・
医

療
・
年
金
問
題
に
関
す
る
調
査

八、
七、一〇

︵
議
長

決
定
︶

真
鍋
賢
二
君

フ
ラ
ン
ス

オ
ラ
ン
ダ

イ
タ
リ
ア

ベ
ル
ギ
ー

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

一
二

︵
同

︶

尾
辻
秀
久
君

一
〇

小
林

元
君

一
二

国
井
正
幸
君

一
一

島
袋
宗
康
君

一
二

第
百
三十六回

閉
会
後

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
規
制
緩

和
問
題
調
査

八、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶

上
杉
光
弘
君

石
川

弘
君

友
部
達
夫
君

山
口
哲
夫
君

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
〇

︵
同

︶

ア
ジ
ア
に
お
け
る
安
全
保
障
及

び
経
済
協
力
等
に
係
る
諸
問
題

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

八、
七、一五

︵
議
長

決
定
︶

林
田
悠
紀
夫
君

板
垣

正
君

木
庭
健
太
郎
君

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

タ
イ
マ
レ
イ
シ
ア

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

フ
ィ
リ
ピ
ン

一
四

︵
同

︶

梶
原
敬
義
君

一
三

上
田
耕
一
郎
君

一
四

第
九
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
北
京
︶出
席
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

八、
八、一三

︵
議
長

決
定
︶
浦
田

勝
君

狩
野

安
君

和
田
洋
子
君

中
国

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

香
港

一
一

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
五

回
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
活
動
拡
大
討
議
出

席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

八、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶
竹
山

裕
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

九

︵
同

︶

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
上
院
議
長
招

待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

八、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶
井
上
吉
夫
君

海
野
義
孝
君

萱
野

茂
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

ス
イ
ス

一
一

︵
同

︶

第
五
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総
会

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

八、一二、
九

︵
議
長
決
定
︶
野
間

赳
君

三
重
野
栄
子
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

一
〇

︵
九、
六、一八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶



辻

一
〇
九
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
米
先
進
国
に
お
け
る
社
会
資

本
整
備
に
関
す
る
制
度
・
施
策

の
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

八、
七、
八

︵
議
長
決
定
︶

鶴
岡

洋
君

太
田
豊
秋
君

牛
嶋

正
君

山
本
正
和
君

聽
濤

弘
君

ド
イ
ツ

デ
ン
マ
ー
ク

イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
九、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

米
国
、
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
情

報
通
信
・
新
産
業
創
出
問
題
調

査

八、
七、一〇

︵
議
長
決
定
︶

岡
野

裕
君

ア
メ
リ
カ

メ
キ
シ
コ

一
四

︵
同

︶

野
村
五
男
君

八

山
崎

力
君

一
四

水
野
誠
一
君

一
三

末
広
真
樹
子
君

一
四

フ
ラ
ン
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
タ

リ
ア
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ル
ク
セ
ン

ブ
ル
グ
に
お
け
る
福
祉
・
医

療
・
年
金
問
題
に
関
す
る
調
査

八、
七、一〇

︵
議
長
決
定
︶

真
鍋
賢
二
君

フ
ラ
ン
ス

オ
ラ
ン
ダ

イ
タ
リ
ア

ベ
ル
ギ
ー

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

一
二

︵
同

︶

尾
辻
秀
久
君

一
〇

小
林

元
君

一
二

国
井
正
幸
君

一
一

島
袋
宗
康
君

一
二

第
百
三十六回

閉
会
後

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
規
制
緩

和
問
題
調
査

八、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶

上
杉
光
弘
君

石
川

弘
君

友
部
達
夫
君

山
口
哲
夫
君

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
〇

︵
同

︶

ア
ジ
ア
に
お
け
る
安
全
保
障
及

び
経
済
協
力
等
に
係
る
諸
問
題

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

八、
七、一五

︵
議
長
決
定
︶

林
田
悠
紀
夫
君

板
垣

正
君

木
庭
健
太
郎
君

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

タ
イ
マ
レ
イ
シ
ア

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

フ
ィ
リ
ピ
ン

一
四

︵
同

︶

梶
原
敬
義
君

一
三

上
田
耕
一
郎
君

一
四

第
九
十
六
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
北
京
︶出
席
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

八、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶
浦
田

勝
君

狩
野

安
君

和
田
洋
子
君

中
国
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

香
港

一
一

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
五

回
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
活
動
拡
大
討
議
出

席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

八、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶
竹
山

裕
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

九

︵
同

︶

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
上
院
議
長
招

待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

八、
八、二二

︵
議
長

決
定
︶
井
上
吉
夫
君

海
野
義
孝
君

萱
野

茂
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

ス
イ
ス

一
一

︵
同

︶

第
五
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総
会

出
席
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

八、一二、
九

︵
議
長

決
定
︶
野
間

赳
君

三
重
野
栄
子
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

一
〇

︵
九、
六、一八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶



辻

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
九
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
三十九回

閉
会
後

タ
イ
王
国
上
院
議
長
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
フ
ィ

リ
ピ
ン
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

八、一二、一三

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

陣
内
孝
雄
君

田
村
秀
昭
君

清
水
澄
子
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

タ
イ

八

︱

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
オ
ラ
ン

ダ
王
国
及
び
デ
ン
マ
ー
ク
王
国

に
お
け
る
老
人
介
護
、
福
祉
等

の
制
度
改
革
等
の
実
情
調
査

八、一二、一七

︵
議
長
決
定
︶
南
野
知
惠
子
君

西
山
登
紀
子
君

中
尾
則
幸
君

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

デ
ン
マ
ー
ク

一
〇

︵
九、
三、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
に
お
け

る
選
挙
制
度
の
実
情
調
査

八、一二、一八

︵
議
長

決
定
︶

関
根
則
之
君

依
田
智
治
君

岩
瀬
良
三
君

田

英
夫
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

七

︵
九、
二、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

政
治
に
お
け
る
男
女
間
の
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
向
け
て
の
Ｉ

Ｐ
Ｕ
特
別
会
議︵
ニ
ュ
ー
デ

リ
ー
︶出
席

九、
一、
八

︵
議
長

決
定
︶
鈴
木
栄
治
君

大
森
礼
子
君

イ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
一

︵
九、
六、一八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
四十回

第
九
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ソ
ウ
ル
︶出
席
並
び
に
大
韓

民
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
三、三一

︵
議
長
決
定
︶

沓
掛
哲
男
君

小
野
清
子
君

韓
国

七

︵
同

︶

菅
川
健
二
君

九

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
移
住
百
年
記

念
行
事
出
席
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

九、
四、二三

︵
議
長

決
定
︶

浦
田

勝
君

メ
キ
シ
コ

ア
メ
リ
カ

一
一

︵
同

︶

福
本
潤
一
君

一
二

第
六
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
機

構
議
員
会
議
参
加
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
六、一八

︵
議
長
決
定
︶
成
瀬
守
重
君

大
渕
絹
子
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
〇

︵
九、
九、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
上
院
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

九、
六、二六

︵
議
長

決
定
︶

村
上
正
邦
君

上
杉
光
弘
君

永
野
茂
門
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
リ
ア

三

︵
同

︶

菅
野
久
光
君

梶
原
敬
義
君

橋
本

敦
君

九

第
百
四十回

閉
会
後

イ
タ
リ
ア
共
和
国
上
院
議
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

九、
七、
一

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

松
尾
官
平
君

イ
タ
リ
ア

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ペ
イ
ン

一
二

︱

宮
崎
秀
樹
君

一
〇

戸
田
邦
司
君

一
二

笹
野
貞
子
君

一
一

連
合
王
国
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
及

び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
通
貨
統

合
等
金
融
改
革
へ
の
取
り
組
み

の
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

九、
七、
一

︵
議
長
決
定
︶

田
沢
智
治
君

松
浦
孝
治
君

市
川
一
朗
君

西
川
玲
子
君

日
下
部
禧
代
子
君

イ
ギ
リ
ス

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
九、
九、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶





一
〇
九
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
三十九回

閉
会
後

タ
イ
王
国
上
院
議
長
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
フ
ィ

リ
ピ
ン
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

八、一二、一三

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

陣
内
孝
雄
君

田
村
秀
昭
君

清
水
澄
子
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

タ
イ

八

︱

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
オ
ラ
ン

ダ
王
国
及
び
デ
ン
マ
ー
ク
王
国

に
お
け
る
老
人
介
護
、
福
祉
等

の
制
度
改
革
等
の
実
情
調
査

八、一二、一七

︵
議
長

決
定
︶
南
野
知
惠
子
君

西
山
登
紀
子
君

中
尾
則
幸
君

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

デ
ン
マ
ー
ク

一
〇

︵
九、
三、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
に
お
け

る
選
挙
制
度
の
実
情
調
査

八、一二、一八

︵
議
長

決
定
︶

関
根
則
之
君

依
田
智
治
君

岩
瀬
良
三
君

田

英
夫
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

七

︵
九、
二、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

政
治
に
お
け
る
男
女
間
の
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
向
け
て
の
Ｉ

Ｐ
Ｕ
特
別
会
議︵
ニ
ュ
ー
デ

リ
ー
︶出
席

九、
一、
八

︵
議
長
決
定
︶
鈴
木
栄
治
君

大
森
礼
子
君

イ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
一

︵
九、
六、一八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
四十回

第
九
十
七
回
列
国
議
会
同
盟
会

議︵
ソ
ウ
ル
︶出
席
並
び
に
大
韓

民
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
三、三一

︵
議
長
決
定
︶

沓
掛
哲
男
君

小
野
清
子
君

韓
国

七

︵
同

︶

菅
川
健
二
君

九

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
移
住
百
年
記

念
行
事
出
席
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

九、
四、二三

︵
議
長
決
定
︶

浦
田

勝
君

メ
キ
シ
コ

ア
メ
リ
カ

一
一

︵
同

︶

福
本
潤
一
君

一
二

第
六
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
機

構
議
員
会
議
参
加
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
六、一八

︵
議
長
決
定
︶
成
瀬
守
重
君

大
渕
絹
子
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
〇

︵
九、
九、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
上
院
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

九、
六、二六

︵
議
長
決
定
︶

村
上
正
邦
君

上
杉
光
弘
君

永
野
茂
門
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
リ
ア

三

︵
同

︶

菅
野
久
光
君

梶
原
敬
義
君

橋
本

敦
君

九

第
百
四十回

閉
会
後

イ
タ
リ
ア
共
和
国
上
院
議
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

九、
七、
一

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

松
尾
官
平
君

イ
タ
リ
ア

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ペ
イ
ン

一
二

︱

宮
崎
秀
樹
君

一
〇

戸
田
邦
司
君

一
二

笹
野
貞
子
君

一
一

連
合
王
国
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
及

び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
通
貨
統

合
等
金
融
改
革
へ
の
取
り
組
み

の
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

九、
七、
一

︵
議
長

決
定
︶

田
沢
智
治
君

松
浦
孝
治
君

市
川
一
朗
君

西
川
玲
子
君

日
下
部
禧
代
子
君

イ
ギ
リ
ス

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
九、
九、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
九
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

連
合
王
国
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
、

ベ
ル
ギ
ー
王
国
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
放

送
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
規
制
等

の
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

九、
七、
一

︵
議
長
決
定
︶

倉
田
寛
之
君

イ
ギ
リ
ス

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

九

︵
九、
九、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

河
本
英
典
君

八

鈴
木
栄
治
君

足
立
良
平
君

久
保

亘
君

阿
部
幸
代
君

九

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、カ
ナ
ダ
及

び
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
に
お
け
る

行
財
政
機
構
改
革
・
公
務
員
制

度
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

九、
七、
一

︵
議
長

決
定
︶

大

木

浩
君

片
山
虎
之
助
君

高
橋
令
則
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

メ
キ
シ
コ

一
一

︵
同

︶

一
井
淳
治
君

六

山
下
芳
生
君

山
田
俊
昭
君

一
一

第
百
四十回

閉
会
後

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
交
通
イ
ン
フ
ラ

整
備
の
実
情
調
査
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
七、
一

︵
議
長

決
定
︶

竹
山

裕
君

石
渡
清
元
君

猪
熊
重
二
君

奥
村
展
三
君

小
山
峰
男
君

ド
イ
ツ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
二

︵
同

︶

中
曽
根
弘
文
君

一
〇

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
及

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会

上
院
訪
問
並
び
に
各
国
政
治
経

済
事
情
等
視
察

九、
七、
二

︵
議
長
決
定
︶
中
島
眞
人
君

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

香
港

八

︵
同

︶

吉
岡
吉
典
君

一
〇

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
産
業
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
育
成
等
の
調
査
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
七、
三

︵
議
長

決
定
︶

斎
藤
文
夫
君

狩
野

安
君

佐
藤
泰
三
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
三

︵
同

︶

加
藤
修
一
君

平
田
健
二
君

菅
野

壽
君

一
一

タ
イ
王
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共

和
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国

及
び
マ
レ
イ
シ
ア
に
お
け
る
開

発
援
助
の
実
情
調
査
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
七、
八

︵
議
長

決
定
︶

宮
澤

弘
君

真
鍋
賢
二
君

林

久
美
子
君

タ
イ

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

マ
レ
イ
シ
ア

一
一

︵
同

︶

千
葉
景
子
君

田
村
公
平
君

一
〇

チ
ェ
ッ
コ
共
和
国
上
院
議
長
及

び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
最
高
会
議
議
長

の
招
待
に
よ
る
両
国
公
式
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

九、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

溝
手
顕
正
君

寺
崎
昭
久
君

伊
藤
基
隆
君

三
重
野
栄
子
君

イ
ギ
リ
ス

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

チ
ェ
ッ
コ

ウ
ク
ラ
イ
ナ

一
三

︱













一
〇
九
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

連
合
王
国
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
、

ベ
ル
ギ
ー
王
国
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
放

送
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
規
制
等

の
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

九、
七、
一

︵
議
長

決
定
︶

倉
田
寛
之
君

イ
ギ
リ
ス

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

九

︵
九、
九、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

河
本
英
典
君

八

鈴
木
栄
治
君

足
立
良
平
君

久
保

亘
君

阿
部
幸
代
君

九

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、カ
ナ
ダ
及

び
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
に
お
け
る

行
財
政
機
構
改
革
・
公
務
員
制

度
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

九、
七、
一

︵
議
長
決
定
︶

大

木

浩
君

片
山
虎
之
助
君

高
橋
令
則
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

メ
キ
シ
コ

一
一

︵
同

︶

一
井
淳
治
君

六

山
下
芳
生
君

山
田
俊
昭
君

一
一

第
百
四十回

閉
会
後

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
交
通
イ
ン
フ
ラ

整
備
の
実
情
調
査
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
七、
一

︵
議
長
決
定
︶

竹
山

裕
君

石
渡
清
元
君

猪
熊
重
二
君

奥
村
展
三
君

小
山
峰
男
君

ド
イ
ツ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
二

︵
同

︶

中
曽
根
弘
文
君

一
〇

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
及

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会

上
院
訪
問
並
び
に
各
国
政
治
経

済
事
情
等
視
察

九、
七、
二

︵
議
長

決
定
︶
中
島
眞
人
君

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

香
港

八

︵
同

︶

吉
岡
吉
典
君

一
〇

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
産
業
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
育
成
等
の
調
査
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
七、
三

︵
議
長
決
定
︶

斎
藤
文
夫
君

狩
野

安
君

佐
藤
泰
三
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
三

︵
同

︶

加
藤
修
一
君

平
田
健
二
君

菅
野

壽
君

一
一

タ
イ
王
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共

和
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国

及
び
マ
レ
イ
シ
ア
に
お
け
る
開

発
援
助
の
実
情
調
査
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
七、
八

︵
議
長

決
定
︶

宮
澤

弘
君

真
鍋
賢
二
君

林

久
美
子
君

タ
イ
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

マ
レ
イ
シ
ア

一
一

︵
同

︶

千
葉
景
子
君

田
村
公
平
君

一
〇

チ
ェ
ッ
コ
共
和
国
上
院
議
長
及

び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
最
高
会
議
議
長

の
招
待
に
よ
る
両
国
公
式
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

九、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

溝
手
顕
正
君

寺
崎
昭
久
君

伊
藤
基
隆
君

三
重
野
栄
子
君

イ
ギ
リ
ス

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

チ
ェ
ッ
コ

ウ
ク
ラ
イ
ナ

一
三

︱













三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
九
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
十
八
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連

合
議
員
機
構
総
会
出
席
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶
海
老
原
義
彦
君

渡
辺
孝
男
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

マ
レ
イ
シ
ア

一
二

︵
九、一二、一二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
四十回

閉
会
後

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
食

糧
生
産
の
現
状
、
特
定
産
物
の

貿
易
に
お
け
る
我
が
国
へ
の
影

響
調
査
並
び
に
政
治
経
済
事
情

等
視
察

九、
八、一一

︵
議
長

決
定
︶

赤
桐

操
君

鎌
田
要
人
君

中
国

一
二

︵
九、
九、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

野
沢
太
三
君

一
一

南
野
知
惠
子
君

山
本

保
君

朝
日
俊
弘
君

一
二

第
九
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

九、
八、一八

︵
議
長

決
定
︶

清
水
嘉
与
子
君

ド
イ
ツ

エ
ジ
プ
ト

一
二

︵
九、一二、一二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

照
屋
寛
徳
君

一
一

笠
井

亮
君

一
二

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
参
加
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

九、
九、
九

︵
議
長

決
定
︶

楢
崎
泰
昌
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
同

︶

魚
住
裕
一
郎
君

一
一

第
百
四十一回

閉
会
後

第
六
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
参
加
並
び
に

政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、一二、一一

︵
議
長
決
定
︶

林
田
悠
紀
夫
君

韓
国

五

︵
一〇、
六、一八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

武
田
節
子
君

六

第
百
四十二回

第
九
十
九
回
列
国
議
会
同
盟
会

議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一〇、
二、二六

︵
議
長

決
定
︶
石
井
道
子
君

鈴
木
正
孝
君

小
川
勝
也
君

ド
イ
ツ

南
ア
フ
リ
カ

ナ
ミ
ビ
ア

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

第
百
四十三回

︵
臨

時
︶

第
百
回
列
国
議
会
同
盟
会
議
参

加
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一〇、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶
石
井
道
子
君

山
本

保
君

谷
本

巍
君

ド
イ
ツ

ロ
シ
ア

イ
ギ
リ
ス

一
二

︵
一〇、一一、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
十
九
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連

合
議
員
機
構
総
会
出
席
及
び
マ

レ
イ
シ
ア
の
政
治
経
済
事
情
視

察

一〇、
八、一三

︵
議
長

決
定
︶

塩
崎
恭
久
君

マ
レ
イ
シ
ア

五

︵
同

︶

櫻
井

充
君

一
一

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
参
加
及

び
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一〇、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶

畑

恵
君

フ
ラ
ン
ス

七

︵
同

︶

今
泉

昭
君

六

大
島
慶
久
君

一
二

田
浦

直
君

一
〇

﨑




一
〇
九
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
十
八
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連

合
議
員
機
構
総
会
出
席
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶
海
老
原
義
彦
君

渡
辺
孝
男
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

マ
レ
イ
シ
ア

一
二

︵
九、一二、一二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
四十回

閉
会
後

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
食

糧
生
産
の
現
状
、
特
定
産
物
の

貿
易
に
お
け
る
我
が
国
へ
の
影

響
調
査
並
び
に
政
治
経
済
事
情

等
視
察

九、
八、一一

︵
議
長
決
定
︶

赤
桐

操
君

鎌
田
要
人
君

中
国

一
二

︵
九、
九、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

野
沢
太
三
君

一
一

南
野
知
惠
子
君

山
本

保
君

朝
日
俊
弘
君

一
二

第
九
十
八
回
列
国
議
会
同
盟
会

議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

九、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

清
水
嘉
与
子
君

ド
イ
ツ

エ
ジ
プ
ト

一
二

︵
九、一二、一二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

照
屋
寛
徳
君

一
一

笠
井

亮
君

一
二

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
参
加
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

九、
九、
九

︵
議
長
決
定
︶

楢
崎
泰
昌
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
同

︶

魚
住
裕
一
郎
君

一
一

第
百
四十一回

閉
会
後

第
六
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
参
加
並
び
に

政
治
経
済
事
情
等
視
察

九、一二、一一

︵
議
長

決
定
︶

林
田
悠
紀
夫
君

韓
国

五

︵
一〇、
六、一八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

武
田
節
子
君

六

第
百
四十二回

第
九
十
九
回
列
国
議
会
同
盟
会

議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一〇、
二、二六

︵
議
長
決
定
︶
石
井
道
子
君

鈴
木
正
孝
君

小
川
勝
也
君

ド
イ
ツ

南
ア
フ
リ
カ

ナ
ミ
ビ
ア

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

第
百
四十三回

︵
臨

時
︶

第
百
回
列
国
議
会
同
盟
会
議
参

加
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一〇、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶
石
井
道
子
君

山
本

保
君

谷
本

巍
君

ド
イ
ツ

ロ
シ
ア

イ
ギ
リ
ス

一
二

︵
一〇、一一、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
十
九
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連

合
議
員
機
構
総
会
出
席
及
び
マ

レ
イ
シ
ア
の
政
治
経
済
事
情
視

察

一〇、
八、一三

︵
議
長
決
定
︶

塩
崎
恭
久
君

マ
レ
イ
シ
ア

五

︵
同

︶

櫻
井

充
君

一
一

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
参
加
及

び
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一〇、
九、
四

︵
議
長

決
定
︶

畑

恵
君

フ
ラ
ン
ス

七

︵
同

︶

今
泉

昭
君

六

大
島
慶
久
君

一
二

田
浦

直
君

一
〇

﨑




三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
〇
九
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

議
会
の
行
政
監
視
、行
政
機
関

の
内
部
監
察
、
公
務
員
倫
理
等

の
調
査
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一〇、一〇、
七

︵
議
長
決
定
︶
依
田
智
治
君

千
葉
景
子
君

松

あ
き
ら
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
二

︵
一一、
一、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

岩
佐
恵
美
君

一
一

ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
経
済
、

環
境
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
等

の
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一〇、一〇、
七

︵
議
長

決
定
︶

三
浦
一
水
君

常
田
享
詳
君

笹
野
貞
子
君

中
国
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

マ
レ
イ
シ
ア

一
二

︵
同

︶

平
野
貞
夫
君

二

奥
村
展
三
君

一
一

菅
川
健
二
君

一
二

中
近
東
諸
国
に
お
け
る
安
全
保

障
、
経
済
協
力
問
題
等
の
実
情

調
査
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一〇、一〇、
九

︵
議
長

決
定
︶

松
村
龍
二
君

今
井

澄
君

渡
辺
孝
男
君

小
泉
親
司
君

エ
ジ
プ
ト

シ
リ
ア

ジ
ョ
ル
ダ
ン

イ
ス
ラ
エ
ル

イ
ギ
リ
ス

一
二

︵
同

︶

第
百
四十三回

閉
会
後

欧
州
に
お
け
る
文
化
交
流
の
推

進
、
教
育
・
科
学
技
術
の
振
興

と
我
が
国
の
貢
献
の
実
情
調
査

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一〇、一〇、一三

︵
議
長
決
定
︶

馳

浩
君

末
広
ま
き
こ
君

ド
イ
ツ

ス
ペ
イ
ン

イ
タ
リ
ア

一
一

︵
同

︶

服
部
三
男
雄
君

一
〇

伊
藤
基
隆
君

林

紀
子
君

大
渕
絹
子
君

一
一

オ
ラ
ン
ダ
王
国
第
一
院
議
長
及

び
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
国
民
議

会
議
長
の
招
待
に
よ
る
両
国
公

式
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一〇、一〇、一三

︵
議
長

決
定
︶

吉
川
芳
男
君

江
田
五
月
君

山
下
栄
一
君

須
藤
美
也
子
君

山
本
正
和
君

オ
ラ
ン
ダ

ハ
ン
ガ
リ
ー

一
〇

︵
同

︶

男
女
共
同
参
画
の
実
情
調
査
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一〇、一〇、一四

︵
議
長
決
定
︶

石
渡
清
元
君

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
二

︵
同

︶

国
井
正
幸
君

一
〇

川
橋
幸
子
君

吉
岡
吉
典
君

一
二

月
原
茂
皓
君

一
一

島
袋
宗
康
君

六

チ
リ
共
和
国
上
院
訪
問
及
び
ア

ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
共
和
国
上
院
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一〇、一〇、一五

︵
議
長

決
定
︶

岡
野

裕
君

上
野
公
成
君

鈴
木
政
二
君

今
泉

昭
君

風
間

昶
君

三
重
野
栄
子
君

ア
メ
リ
カ

チ
リ

ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン

一
一

︵
同

︶

欧
州
に
お
け
る
金
融
ビ
ッ
ク
バ

ン
・
金
融
国
際
化
の
我
が
国
へ

の
影
響
及
び
金
融
機
関
監
督
の

状
況
等
調
査

一〇、一〇、二〇

︵
議
長

決
定
︶

加
藤
紀
文
君

イ
ギ
リ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ

八

︵
同

︶

長
谷
川
道
郎
君

峰
崎
直
樹
君

益
田
洋
介
君

笠
井

亮
君

九

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

岩
崎
純
三
君

八

















一
一
〇
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

議
会
の
行
政
監
視
、行
政
機
関

の
内
部
監
察
、
公
務
員
倫
理
等

の
調
査
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一〇、一〇、
七

︵
議
長
決
定
︶
依
田
智
治
君

千
葉
景
子
君

松

あ
き
ら
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
二

︵
一一、
一、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

岩
佐
恵
美
君

一
一

ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
経
済
、

環
境
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
等

の
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一〇、一〇、
七

︵
議
長
決
定
︶

三
浦
一
水
君

常
田
享
詳
君

笹
野
貞
子
君

中
国
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

マ
レ
イ
シ
ア

一
二

︵
同

︶

平
野
貞
夫
君

二

奥
村
展
三
君

一
一

菅
川
健
二
君

一
二

中
近
東
諸
国
に
お
け
る
安
全
保

障
、
経
済
協
力
問
題
等
の
実
情

調
査
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一〇、一〇、
九

︵
議
長
決
定
︶

松
村
龍
二
君

今
井

澄
君

渡
辺
孝
男
君

小
泉
親
司
君

エ
ジ
プ
ト

シ
リ
ア

ジ
ョ
ル
ダ
ン

イ
ス
ラ
エ
ル

イ
ギ
リ
ス

一
二

︵
同

︶

第
百
四十三回

閉
会
後

欧
州
に
お
け
る
文
化
交
流
の
推

進
、
教
育
・
科
学
技
術
の
振
興

と
我
が
国
の
貢
献
の
実
情
調
査

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一〇、一〇、一三

︵
議
長
決
定
︶

馳

浩
君

末
広
ま
き
こ
君

ド
イ
ツ

ス
ペ
イ
ン

イ
タ
リ
ア

一
一

︵
同

︶

服
部
三
男
雄
君

一
〇

伊
藤
基
隆
君

林

紀
子
君

大
渕
絹
子
君

一
一

オ
ラ
ン
ダ
王
国
第
一
院
議
長
及

び
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
国
民
議

会
議
長
の
招
待
に
よ
る
両
国
公

式
訪
問
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一〇、一〇、一三

︵
議
長
決
定
︶

吉
川
芳
男
君

江
田
五
月
君

山
下
栄
一
君

須
藤
美
也
子
君

山
本
正
和
君

オ
ラ
ン
ダ

ハ
ン
ガ
リ
ー

一
〇

︵
同

︶

男
女
共
同
参
画
の
実
情
調
査
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一〇、一〇、一四

︵
議
長
決
定
︶

石
渡
清
元
君

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一
二

︵
同

︶

国
井
正
幸
君

一
〇

川
橋
幸
子
君

吉
岡
吉
典
君

一
二

月
原
茂
皓
君

一
一

島
袋
宗
康
君

六

チ
リ
共
和
国
上
院
訪
問
及
び
ア

ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
共
和
国
上
院
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一〇、一〇、一五

︵
議
長
決
定
︶

岡
野

裕
君

上
野
公
成
君

鈴
木
政
二
君

今
泉

昭
君

風
間

昶
君

三
重
野
栄
子
君

ア
メ
リ
カ

チ
リ

ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン

一
一

︵
同

︶

欧
州
に
お
け
る
金
融
ビ
ッ
ク
バ

ン
・
金
融
国
際
化
の
我
が
国
へ

の
影
響
及
び
金
融
機
関
監
督
の

状
況
等
調
査

一〇、一〇、二〇

︵
議
長

決
定
︶

加
藤
紀
文
君

イ
ギ
リ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ

八

︵
同

︶

長
谷
川
道
郎
君

峰
崎
直
樹
君

益
田
洋
介
君

笠
井

亮
君

九

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

岩
崎
純
三
君

八

















三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
〇
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
四十三回

閉
会
後

大
韓
民
国
国
会
議
長
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一〇、一〇、二二

︵
議
長

決
定
︶

本
岡
昭
次
君

韓
国
香
港

七

︱

続

訓
弘
君

六

橋
本

敦
君

八

梶
原
敬
義
君

七

扇

千
景
君

八

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一〇、一〇、二二

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

菅
野
久
光
君

西
田
吉
宏
君

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

香
港

八

︱

藁
科
滿
治
君

六

吉
川
春
子
君

戸
田
邦
司
君

八

第
十
九
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員
会

議
出
席
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一〇、一一、
五

︵
議
長

決
定
︶

成
瀬
守
重
君

平
田
耕
一
君

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

八

︵
一一、
一、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

山
下
八
洲
夫
君

七

｢

持
続
可
能
な
開
発
戦
略
に
よ

る
世
界
食
糧
サ
ミ
ッ
ト
の
目
標

を
達
成
す
る
﹂
列
国
議
会
同
盟

特
別
会
議︵
ロ
ー
マ
︶
出
席
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一〇、一一、
九

︵
議
長
決
定
︶

石
川

弘
君

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

ド
イ
ツ

九

︵
同

︶

第
百
四十四回

︵
臨

時
︶

円

よ
り
子
君

七

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
上
下
両
院
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問

一〇、一一、二六

︵
議
長

決
定
︶

鹿
熊
安
正
君

寺
崎
昭
久
君

但
馬
久
美
君

泉

信
也
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

六

︵
同

︶

第
百
四十四回

閉
会
後

第
七
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
出
席
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一〇、一二、一四

︵
議
長

決
定
︶
野
沢
太
三
君

石
田
美
栄
君

ア
メ
リ
カ

ペ
ル
ー

一
一

︵
一一、
八、一三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
一
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ブ
ラ
ッ
セ
ル
︶出
席
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
三、
九

︵
議
長
決
定
︶
清
水
嘉
与
子
君

前
川
忠
夫
君

笠
井

亮
君

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

一
一

︵
同

︶

第
百
四十五回

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

一一、
四、一三

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

上
野
公
成
君

西
田
吉
宏
君

藁
科
滿
治
君

中
国

七

︱

風
間

昶
君

三

吉
川
春
子
君

三
重
野
栄
子
君

七

戸
田
邦
司
君

三

松
岡
滿
壽
男
君

七







滿


一
一
〇
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
四十三回

閉
会
後

大
韓
民
国
国
会
議
長
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一〇、一〇、二二

︵
議
長
決
定
︶

本
岡
昭
次
君

韓
国
香
港

七

︱

続

訓
弘
君

六

橋
本

敦
君

八

梶
原
敬
義
君

七

扇

千
景
君

八

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一〇、一〇、二二

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

菅
野
久
光
君

西
田
吉
宏
君

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

香
港

八

︱

藁
科
滿
治
君

六

吉
川
春
子
君

戸
田
邦
司
君

八

第
十
九
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員
会

議
出
席
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一〇、一一、
五

︵
議
長
決
定
︶

成
瀬
守
重
君

平
田
耕
一
君

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

八

︵
一一、
一、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

山
下
八
洲
夫
君

七

｢

持
続
可
能
な
開
発
戦
略
に
よ

る
世
界
食
糧
サ
ミ
ッ
ト
の
目
標

を
達
成
す
る
﹂
列
国
議
会
同
盟

特
別
会
議︵
ロ
ー
マ
︶
出
席
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一〇、一一、
九

︵
議
長
決
定
︶

石
川

弘
君

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

ド
イ
ツ

九

︵
同

︶

第
百
四十四回

︵
臨

時
︶

円

よ
り
子
君

七

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
上
下
両
院
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問

一〇、一一、二六

︵
議
長
決
定
︶

鹿
熊
安
正
君

寺
崎
昭
久
君

但
馬
久
美
君

泉

信
也
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

六

︵
同

︶

第
百
四十四回

閉
会
後

第
七
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
出
席
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一〇、一二、一四

︵
議
長

決
定
︶
野
沢
太
三
君

石
田
美
栄
君

ア
メ
リ
カ

ペ
ル
ー

一
一

︵
一一、
八、一三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
一
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ブ
ラ
ッ
セ
ル
︶出
席
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
三、
九

︵
議
長

決
定
︶
清
水
嘉
与
子
君

前
川
忠
夫
君

笠
井

亮
君

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

一
一

︵
同

︶

第
百
四十五回

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

一一、
四、一三

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

上
野
公
成
君

西
田
吉
宏
君

藁
科
滿
治
君

中
国

七

︱

風
間

昶
君

三

吉
川
春
子
君

三
重
野
栄
子
君

七

戸
田
邦
司
君

三

松
岡
滿
壽
男
君

七







滿


三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
〇
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
八
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
機

構
議
員
会
議
出
席
及
び
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
六、二一

︵
議
長
決
定
︶

市
川
一
朗
君

フ
ラ
ン
ス

ロ
シ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
〇

︵
一一、一〇、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

江
本
孟
紀
君

七

モ
ン
ゴ
ル
国
国
家
大
会
議
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

一一、
七、二八

︵
議
長
決
定
︶

野
沢
太
三
君

鹿
熊
安
正
君

簗
瀬

進
君

須
藤
美
也
子
君

渕
上
貞
雄
君

モ
ン
ゴ
ル

八

︵
同

︶

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
全
国
州
評

議
会
訪
問
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一一、
八、一六

︵
議
長

決
定
︶

西
田
吉
宏
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

南
ア
フ
リ
カ

ジ
ン
バ
ブ
エ

香
港

一
一

︵
同

︶

上
野
公
成
君

八

鈴
木
政
二
君

六

今
泉

昭
君

九

藁
科
滿
治
君

吉
川
春
子
君

三
重
野

栄
子
君

松
岡
滿
壽
男
君

一
一

欧
州
に
お
け
る
環
境
政
策
、
都

市
再
生
等
に
関
す
る
実
情
調
査

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一一、
八、一六

︵
議
長

決
定
︶

久
世
公
堯
君

尾
辻
秀
久
君

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

イ
ギ
リ
ス

九

︵
同

︶

河
本
英
典
君

六

野
間

赳
君

吉
村
剛
太
郎
君

柳
田

稔
君

九

第
百
四十五回

閉
会
後

イ
ス
ラ
エ
ル
国
国
会
議
長
の
招

待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
八、一六

︵
議
長
決
定
︶

石
渡
清
元
君

清
水
嘉
与
子
君

足
立
良
平
君

直
嶋
正
行
君

イ
ス
ラ
エ
ル

オ
ー
ス
ト
リ
ア

八

︵
同

︶

イ
タ
リ
ア
、
英
国
及
び
ノ
ル

ウ
ェ
ー
に
お
け
る
女
性
の
政
策

決
定
過
程
へ
の
参
画
と
女
性
に

対
す
る
暴
力
に
関
す
る
実
情
調

査

一一、
八、二四

︵
議
長

決
定
︶

石
井
道
子
君

イ
タ
リ
ア

イ
ギ
リ
ス

ノ
ル
ウ
ェ
ー

九

︵
一一、一二、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

釜
本
邦
茂
君

七

仲
道
俊
哉
君

岡
崎
ト
ミ
子
君

九

輿
石

東
君

七

大
森
礼
子
君

八
田
ひ
ろ
子
君

福
島
瑞
穂
君

九

東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
及
び
国

連
問
題
に
関
す
る
調
査
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶

岡

利
定
君

山
本
一
太
君

平
田
健
二
君

魚
住
裕
一
郎
君

吉
岡
吉
典
君

ア
メ
リ
カ

韓
国

八

︵
同

︶

梶
原
敬
義
君

六

月
原
茂
皓
君

山
崎

力
君

八

ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
少
子
化
対
策

と
人
材
育
成
等
の
調
査
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶

久
保

亘
君

ド
イ
ツ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ラ
ン
ス

九

︵
同

︶

加
納
時
男
君

三

円

よ
り
子
君

畑
野
君
枝
君

日
下
部
禧
代
子
君

阿
曽
田

清
君

松
岡
滿
壽
男
君

九









辻




一
一
〇
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
八
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
機

構
議
員
会
議
出
席
及
び
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
六、二一

︵
議
長
決
定
︶

市
川
一
朗
君

フ
ラ
ン
ス

ロ
シ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
〇

︵
一一、一〇、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

江
本
孟
紀
君

七

モ
ン
ゴ
ル
国
国
家
大
会
議
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

一一、
七、二八

︵
議
長
決
定
︶

野
沢
太
三
君

鹿
熊
安
正
君

簗
瀬

進
君

須
藤
美
也
子
君

渕
上
貞
雄
君

モ
ン
ゴ
ル

八

︵
同

︶

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
全
国
州
評

議
会
訪
問
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一一、
八、一六

︵
議
長
決
定
︶

西
田
吉
宏
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

南
ア
フ
リ
カ

ジ
ン
バ
ブ
エ

香
港

一
一

︵
同

︶

上
野
公
成
君

八

鈴
木
政
二
君

六

今
泉

昭
君

九

藁
科
滿
治
君

吉
川
春
子
君

三
重
野

栄
子
君

松
岡
滿
壽
男
君

一
一

欧
州
に
お
け
る
環
境
政
策
、
都

市
再
生
等
に
関
す
る
実
情
調
査

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一一、
八、一六

︵
議
長

決
定
︶

久
世
公
堯
君

尾
辻
秀
久
君

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

イ
ギ
リ
ス

九

︵
同

︶

河
本
英
典
君

六

野
間

赳
君

吉
村
剛
太
郎
君

柳
田

稔
君

九

第
百
四十五回

閉
会
後

イ
ス
ラ
エ
ル
国
国
会
議
長
の
招

待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
八、一六

︵
議
長

決
定
︶

石
渡
清
元
君

清
水
嘉
与
子
君

足
立
良
平
君

直
嶋
正
行
君

イ
ス
ラ
エ
ル

オ
ー
ス
ト
リ
ア

八

︵
同

︶

イ
タ
リ
ア
、
英
国
及
び
ノ
ル

ウ
ェ
ー
に
お
け
る
女
性
の
政
策

決
定
過
程
へ
の
参
画
と
女
性
に

対
す
る
暴
力
に
関
す
る
実
情
調

査

一一、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶

石
井
道
子
君

イ
タ
リ
ア

イ
ギ
リ
ス

ノ
ル
ウ
ェ
ー

九

︵
一一、一二、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

釜
本
邦
茂
君

七

仲
道
俊
哉
君

岡
崎
ト
ミ
子
君

九

輿
石

東
君

七

大
森
礼
子
君

八
田
ひ
ろ
子
君

福
島
瑞
穂
君

九

東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
及
び
国

連
問
題
に
関
す
る
調
査
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
八、二五

︵
議
長

決
定
︶

岡

利
定
君

山
本
一
太
君

平
田
健
二
君

魚
住
裕
一
郎
君

吉
岡
吉
典
君

ア
メ
リ
カ

韓
国

八

︵
同

︶

梶
原
敬
義
君

六

月
原
茂
皓
君

山
崎

力
君

八

ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
少
子
化
対
策

と
人
材
育
成
等
の
調
査
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶

久
保

亘
君

ド
イ
ツ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ラ
ン
ス

九

︵
同

︶

加
納
時
男
君

三

円

よ
り
子
君

畑
野
君
枝
君

日
下
部
禧
代
子
君

阿
曽
田

清
君

松
岡
滿
壽
男
君

九









辻




三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
〇
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ル
ー
マ
ニ
ア
上
院
議
長
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
八、二六

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

菅
野
久
光
君

大
島
慶
久
君

イ
ギ
リ
ス

ル
ー
マ
ニ
ア

ノ
ル
ウ
ェ
ー

一
〇

︱

片
山
虎
之
助
君

九

北
澤
俊
美
君

木
庭
健
太
郎
君

一
〇

第
二
十
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連

合
議
員
機
構
総
会
出
席
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
九、
三

︵
議
長

決
定
︶
岩
瀬
良
三
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

タ
イ

一
一

︵
一一、一〇、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
八

回
経
済
協
力
開
発
機
構
活
動
拡

大
討
議
出
席
及
び
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一一、
九、
三

︵
議
長

決
定
︶
畑

恵
君

フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

六

︵
同

︶

第
百
四十五回

閉
会
後

第
百
二
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ベ
ル
リ
ン
︶出
席
及
び
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
九、
六

︵
議
長

決
定
︶

南
野
知
惠
子
君

ド
イ
ツ

イ
ギ
リ
ス

一
二

︵
一一、一二、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

広
中
和
歌
子
君

八

田
村
秀
昭
君

七

高
度
情
報
通
信
社
会
の
構
築
等

の
調
査
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一一、
九、
八

︵
議
長
決
定
︶

勝
木
健
司
君

常
田
享
詳
君

山
下
善
彦
君

宮
本
岳
志
君

島
袋
宗
康
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
〇

︵
同

︶

英
国
に
お
け
る
議
会
制
度
等
に

関
す
る
実
情
調
査

一一、
九、一〇

︵
議
長
決
定
︶

岡
野

裕
君

上
野
公
成
君

今
泉

昭
君

山
下
栄
一
君

吉
川
春
子
君

三
重
野
栄
子
君

戸
田
邦
司
君

奥
村
展
三
君

イ
ギ
リ
ス

五

︵
一一、一〇、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ロ
シ
ア
連
邦
連
邦
院
議
長
及
び

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
上
院
議

長
の
招
待
に
よ
る
両
国
公
式
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一一、
九、一六

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

竹
山

裕
君

本
岡
昭
次
君

ド
イ
ツ

ロ
シ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ギ
リ
シ
ャ

一
三

︱

鶴
岡

洋
君

九

橋
本

敦
君

一
一

山
本
正
和
君

扇

千
景
君

一
三

椎
名
素
夫
君

一
一

第
百
四十六回

閉
会
後

第
八
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
出
席
及
び

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一一、一二、一六

︵
議
長
決
定
︶
小
山
孝
雄
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

八

︵
一二、
七、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
上
院
主
催

﹁
世
界
上
院
会
議
﹂
出
席
及
び

同
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
二、二五

︵
議
長
決
定
︶
岩
崎
純
三
君

吉
田
之
久
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶







一
一
〇
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ル
ー
マ
ニ
ア
上
院
議
長
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
八、二六

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

菅
野
久
光
君

大
島
慶
久
君

イ
ギ
リ
ス

ル
ー
マ
ニ
ア

ノ
ル
ウ
ェ
ー

一
〇

︱

片
山
虎
之
助
君

九

北
澤
俊
美
君

木
庭
健
太
郎
君

一
〇

第
二
十
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連

合
議
員
機
構
総
会
出
席
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
九、
三

︵
議
長
決
定
︶
岩
瀬
良
三
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

タ
イ

一
一

︵
一一、一〇、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
八

回
経
済
協
力
開
発
機
構
活
動
拡

大
討
議
出
席
及
び
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一一、
九、
三

︵
議
長
決
定
︶
畑

恵
君

フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

六

︵
同

︶

第
百
四十五回

閉
会
後

第
百
二
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ベ
ル
リ
ン
︶出
席
及
び
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一一、
九、
六

︵
議
長

決
定
︶

南
野
知
惠
子
君

ド
イ
ツ

イ
ギ
リ
ス

一
二

︵
一一、一二、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

広
中
和
歌
子
君

八

田
村
秀
昭
君

七

高
度
情
報
通
信
社
会
の
構
築
等

の
調
査
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一一、
九、
八

︵
議
長
決
定
︶

勝
木
健
司
君

常
田
享
詳
君

山
下
善
彦
君

宮
本
岳
志
君

島
袋
宗
康
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
〇

︵
同

︶

英
国
に
お
け
る
議
会
制
度
等
に

関
す
る
実
情
調
査

一一、
九、一〇

︵
議
長

決
定
︶

岡
野

裕
君

上
野
公
成
君

今
泉

昭
君

山
下
栄
一
君

吉
川
春
子
君

三
重
野
栄
子
君

戸
田
邦
司
君

奥
村
展
三
君

イ
ギ
リ
ス

五

︵
一一、一〇、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ロ
シ
ア
連
邦
連
邦
院
議
長
及
び

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
上
院
議

長
の
招
待
に
よ
る
両
国
公
式
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一一、
九、一六

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

竹
山

裕
君

本
岡
昭
次
君

ド
イ
ツ

ロ
シ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ギ
リ
シ
ャ

一
三

︱

鶴
岡

洋
君

九

橋
本

敦
君

一
一

山
本
正
和
君

扇

千
景
君

一
三

椎
名
素
夫
君

一
一

第
百
四十六回

閉
会
後

第
八
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
出
席
及
び

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一一、一二、一六

︵
議
長
決
定
︶
小
山
孝
雄
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

八

︵
一二、
七、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
上
院
主
催

﹁
世
界
上
院
会
議
﹂
出
席
及
び

同
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
二、二五

︵
議
長

決
定
︶
岩
崎
純
三
君

吉
田
之
久
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
〇
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
四十七回

第
百
三
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ア
ン
マ
ン
︶
出
席
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
四、
四

︵
議
長

決
定
︶

南
野
知
惠
子
君

フ
ラ
ン
ス

ジ
ョ
ル
ダ
ン

オ
ー
ス
ト
リ
ア

イ
ス
ラ
エ
ル

一
三

︵
一二、
七、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

竹
村
泰
子
君

一
一

沢

た
ま
き
君

一
三

第
百
四十七回

閉
会
後

国
連
女
性
二
〇
〇
〇
年
会
議
及

び
列
国
議
会
同
盟
三
者
会
合

︵
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︶
出
席
並
び

に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一二、
五、二九

︵
議
長

決
定
︶

末
広
ま
き
こ
君

ア
メ
リ
カ

七

︵
一二、
八、
九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

吉
川
春
子
君

八

大
脇
雅
子
君

六

堂
本
暁
子
君

八

第
百
四十八回

︵
特

別
︶
第
九
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
機

構
議
員
会
議
出
席
及
び
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
六、
九

︵
議
長
決
定
︶
大
野
つ
や
子
君

海
野
義
孝
君

フ
ラ
ン
ス

ル
ー
マ
ニ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

一
〇

︵
一二、
九、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ノ
ー

ル
ウ
ェ
ー
王
国
及
び
ア
イ
ス
ラ

ン
ド
共
和
国
の
各
国
国
会
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一二、
七、二七

︵
議
長

決
定
︶

西
田
吉
宏
君

山
崎
正
昭
君

今
泉

昭
君

山
下
栄
一
君

大
渕
絹
子
君

イ
ギ
リ
ス

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ド
イ
ツ

一
〇

︵
同

︶

北
岡
秀
二
君

一
一

金
田
勝
年
君

四

教
育
及
び
青
少
年
問
題
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
七、三一

︵
議
長

決
定
︶
小
川
勝
也
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
一

︵
一二、一二、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

佐
藤
泰
介
君

四

笹
野
貞
子
君

一
〇

第
百
四十九回

閉
会
後

欧
州
諸
国
に
お
け
る
農
業
及
び

食
料
問
題
に
関
す
る
実
情
調
査

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一二、
八、
四

︵
議
長

決
定
︶

若
林
正
俊
君

景
山
俊
太
郎
君

国
井
正
幸
君

松
谷
蒼
一
郎
君

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

小
林

元
君

和
田
洋
子
君

八

ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
安
全
保

障
及
び
経
済
協
力
に
関
す
る
実

情
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一二、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶

片
山
虎
之
助
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

タ
イ
中
国

一
〇

︵
同

︶

亀
谷
博
昭
君

九

長
谷
川
道
郎
君

山
崎

力
君

寺
崎
昭
久
君

松
崎
俊
久
君

風
間

昶
君

一
〇

ス
ペ
イ
ン
上
院
議
長
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

菅
野
久
光
君

野
沢
太
三
君

北
澤
俊
美
君

木
庭
健
太
郎
君

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ペ
イ
ン

モ
ロ
ッ
コ

フ
ラ
ン
ス

一
一

︱

ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
国
民
議
会

議
長
及
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国

上
院
議
長
の
招
待
に
よ
る
両
国

公
式
訪
問

一二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

阿
部
正
俊
君

輿
石

東
君

吉
川
春
子
君

ハ
ン
ガ
リ
ー

ポ
ー
ラ
ン
ド

一
二

︱





一
一
〇
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
四十七回

第
百
三
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ア
ン
マ
ン
︶
出
席
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
四、
四

︵
議
長
決
定
︶

南
野
知
惠
子
君

フ
ラ
ン
ス

ジ
ョ
ル
ダ
ン

オ
ー
ス
ト
リ
ア

イ
ス
ラ
エ
ル

一
三

︵
一二、
七、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

竹
村
泰
子
君

一
一

沢

た
ま
き
君

一
三

第
百
四十七回

閉
会
後

国
連
女
性
二
〇
〇
〇
年
会
議
及

び
列
国
議
会
同
盟
三
者
会
合

︵
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︶
出
席
並
び

に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一二、
五、二九

︵
議
長
決
定
︶

末
広
ま
き
こ
君

ア
メ
リ
カ

七

︵
一二、
八、
九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

吉
川
春
子
君

八

大
脇
雅
子
君

六

堂
本
暁
子
君

八

第
百
四十八回

︵
特

別
︶
第
九
回
欧
州
安
全
保
障
協
力
機

構
議
員
会
議
出
席
及
び
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
六、
九

︵
議
長

決
定
︶
大
野
つ
や
子
君

海
野
義
孝
君

フ
ラ
ン
ス

ル
ー
マ
ニ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

一
〇

︵
一二、
九、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ノ
ー

ル
ウ
ェ
ー
王
国
及
び
ア
イ
ス
ラ

ン
ド
共
和
国
の
各
国
国
会
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一二、
七、二七

︵
議
長
決
定
︶

西
田
吉
宏
君

山
崎
正
昭
君

今
泉

昭
君

山
下
栄
一
君

大
渕
絹
子
君

イ
ギ
リ
ス

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ド
イ
ツ

一
〇

︵
同

︶

北
岡
秀
二
君

一
一

金
田
勝
年
君

四

教
育
及
び
青
少
年
問
題
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
七、三一

︵
議
長
決
定
︶
小
川
勝
也
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
一

︵
一二、一二、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

佐
藤
泰
介
君

四

笹
野
貞
子
君

一
〇

第
百
四十九回

閉
会
後

欧
州
諸
国
に
お
け
る
農
業
及
び

食
料
問
題
に
関
す
る
実
情
調
査

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一二、
八、
四

︵
議
長
決
定
︶

若
林
正
俊
君

景
山
俊
太
郎
君

国
井
正
幸
君

松
谷
蒼
一
郎
君

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

小
林

元
君

和
田
洋
子
君

八

ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
安
全
保

障
及
び
経
済
協
力
に
関
す
る
実

情
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一二、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶

片
山
虎
之
助
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

タ
イ
中
国

一
〇

︵
同

︶

亀
谷
博
昭
君

九

長
谷
川
道
郎
君

山
崎

力
君

寺
崎
昭
久
君

松
崎
俊
久
君

風
間

昶
君

一
〇

ス
ペ
イ
ン
上
院
議
長
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

菅
野
久
光
君

野
沢
太
三
君

北
澤
俊
美
君

木
庭
健
太
郎
君

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ペ
イ
ン

モ
ロ
ッ
コ

フ
ラ
ン
ス

一
一

︱

ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
国
民
議
会

議
長
及
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国

上
院
議
長
の
招
待
に
よ
る
両
国

公
式
訪
問

一二、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

斎
藤
十
朗
君

阿
部
正
俊
君

輿
石

東
君

吉
川
春
子
君

ハ
ン
ガ
リ
ー

ポ
ー
ラ
ン
ド

一
二

︱





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
〇
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

社
会
保
障
及
び
雇
用
問
題
に
関

す
る
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
紀
文
君

鶴
保
庸
介
君

朝
日
俊
弘
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
〇

︵
一二、一二、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

直
嶋
正
行
君

九

堀

利
和
君

一
〇

第
百
四十九回

閉
会
後

第
二
十
一
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

連
合
議
員
機
構
総
会
出
席
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
八、一四

︵
議
長

決
定
︶

野
間

赳
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

マ
レ
イ
シ
ア

八

︵
同

︶

緒
方
靖
夫
君

五

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
国
民
議
会

議
長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式

訪
問
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一二、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

岡
野

裕
君

ド
イ
ツ

ギ
リ
シ
ャ

ブ
ル
ガ
リ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ー

一
一

︵
同

︶

入
澤

肇
君

九

山
下
八
洲
夫
君

日
笠
勝
之
君

一
一

谷
本

巍
君

九

第
百
五十回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
九

回
経
済
協
力
開
発
機
構
活
動
拡

大
討
議
出
席
及
び
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一二、
九、一一

︵
議
長

決
定
︶
池
田
幹
幸
君

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

八

︵
同

︶

第
百
四
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ジ
ャ
カ
ル
タ
︶
出
席
及
び
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一二、
九、二〇

︵
議
長
決
定
︶
久
世
公
堯
君

佐
々
木
知
子
君

大
沢
辰
美
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
〇

︵
同

︶

第
百
五十回

閉
会
後

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
憲

法
事
情
に
関
す
る
実
情
調
査
及

び
同
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一二、一二、
五

︵
議
長
決
定
︶

江
田
五
月
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
一三、
六、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

岩
城
光
英
君

清
水
達
雄
君

大
森
礼
子
君

八

小
泉
親
司
君

大
脇
雅
子
君

七

岩
本
荘
太
君

八

島
袋
宗
康
君

六

第
九
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
出
席
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、一二、一九

︵
議
長

決
定
︶
亀
井
郁
夫
君

ア
メ
リ
カ

チ
リ

ブ
ラ
ジ
ル

一
三

︵
同

︶

本
田
良
一
君

一
四

第
百
五十一回

第
百
五
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ハ
バ
ナ
︶出
席
及
び
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
三、
九

︵
議
長

決
定
︶

阿
南
一
成
君

佐
々
木
知
子
君

ア
メ
リ
カ

キ
ュ
ー
バ

メ
キ
シ
コ

一
四

︵
同

︶

広
中
和
歌
子
君

九

第
二
十
一
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
出
席
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一三、
三、一六

︵
議
長
決
定
︶
中
川
義
雄
君

但
馬
久
美
君

八
田
ひ
ろ
子
君

ベ
ル
ギ
ー

イ
ギ
リ
ス

七

︵
同

︶

第
百
六
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ワ
ガ
ド
ゥ
グ
︶
出
席
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
七、一七

︵
議
長
決
定
︶
日
出
英
輔
君

続

訓
弘
君

大
門
実
紀
史
君

ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
一三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶





一
一
一
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

社
会
保
障
及
び
雇
用
問
題
に
関

す
る
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
紀
文
君

鶴
保
庸
介
君

朝
日
俊
弘
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
〇

︵
一二、一二、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

直
嶋
正
行
君

九

堀

利
和
君

一
〇

第
百
四十九回

閉
会
後

第
二
十
一
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

連
合
議
員
機
構
総
会
出
席
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

野
間

赳
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

マ
レ
イ
シ
ア

八

︵
同

︶

緒
方
靖
夫
君

五

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
国
民
議
会

議
長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式

訪
問
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一二、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

岡
野

裕
君

ド
イ
ツ

ギ
リ
シ
ャ

ブ
ル
ガ
リ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ー

一
一

︵
同

︶

入
澤

肇
君

九

山
下
八
洲
夫
君

日
笠
勝
之
君

一
一

谷
本

巍
君

九

第
百
五十回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
九

回
経
済
協
力
開
発
機
構
活
動
拡

大
討
議
出
席
及
び
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一二、
九、一一

︵
議
長
決
定
︶
池
田
幹
幸
君

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

八

︵
同

︶

第
百
四
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ジ
ャ
カ
ル
タ
︶
出
席
及
び
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一二、
九、二〇

︵
議
長
決
定
︶
久
世
公
堯
君

佐
々
木
知
子
君

大
沢
辰
美
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
〇

︵
同

︶

第
百
五十回

閉
会
後

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
憲

法
事
情
に
関
す
る
実
情
調
査
及

び
同
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一二、一二、
五

︵
議
長
決
定
︶

江
田
五
月
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
一三、
六、二九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

岩
城
光
英
君

清
水
達
雄
君

大
森
礼
子
君

八

小
泉
親
司
君

大
脇
雅
子
君

七

岩
本
荘
太
君

八

島
袋
宗
康
君

六

第
九
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
出
席
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一二、一二、一九

︵
議
長
決
定
︶
亀
井
郁
夫
君

ア
メ
リ
カ

チ
リ

ブ
ラ
ジ
ル

一
三

︵
同

︶

本
田
良
一
君

一
四

第
百
五十一回

第
百
五
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ハ
バ
ナ
︶出
席
及
び
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
三、
九

︵
議
長

決
定
︶

阿
南
一
成
君

佐
々
木
知
子
君

ア
メ
リ
カ

キ
ュ
ー
バ

メ
キ
シ
コ

一
四

︵
同

︶

広
中
和
歌
子
君

九

第
二
十
一
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
出
席
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一三、
三、一六

︵
議
長

決
定
︶
中
川
義
雄
君

但
馬
久
美
君

八
田
ひ
ろ
子
君

ベ
ル
ギ
ー

イ
ギ
リ
ス

七

︵
同

︶

第
百
六
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
ワ
ガ
ド
ゥ
グ
︶
出
席
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
七、一七

︵
議
長
決
定
︶
日
出
英
輔
君

続

訓
弘
君

大
門
実
紀
史
君

ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
一三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
一
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
二
十
二
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

連
合
議
員
機
構
総
会
出
席
及
び

タ
イ
王
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一三、
八、
二

︵
議
長
決
定
︶
久
野
恒
一
君

千
葉
景
子
君

タ
イ

八

︵
一三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
上

院
及
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

国
会
訪
問
並
び
に
両
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一三、
八、
九

︵
議
長
決
定
︶

山
崎
正
昭
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
〇

︵
同

︶

清
水
達
雄
君

九

森
山

裕
君

簗
瀬

進
君

藤
井
俊
男
君

山
下
栄
一
君

畑
野
君
枝
君

一
〇

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
財
政
及
び
税
制
に
関

す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

山
崎

力
君

田
村
公
平
君

月
原
茂
皓
君

浅
尾
慶
一
郎
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
三

︵
同

︶
米
国
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
の
影
響
に

よ
り
、
当
初
日
程

か
ら
三
日
間
延
長

と
な
っ
た
。

木
俣
佳
丈
君

一
一

日
笠
勝
之
君

小
池

晃
君

一
三

第
百
五十二回

閉
会
後

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
国
会
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一三、
八、一七

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

井
上

裕
君

竹
山

裕
君

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

ポ
ル
ト
ガ
ル

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︱

角
田
義
一
君

七

白
浜
一
良
君

吉
岡
吉
典
君

一
〇

ロ
シ
ア
連
邦
及
び
ベ
ル
ギ
ー
王

国
に
お
け
る
安
全
保
障
問
題
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
八、二〇

︵
議
長
決
定
︶

吉
村
剛
太
郎
君

斉
藤
滋
宣
君

野
間

赳
君

ロ
シ
ア

ベ
ル
ギ
ー

八

︵
一三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

山
下
善
彦
君

七

郡
司

彰
君

佐
藤
雄
平
君

弘
友
和
夫
君

宮
本
岳
志
君

八

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
ス
ペ
イ

ン
及
び
連
合
王
国
に
お
け
る
憲

法
事
情
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一三、
八、二一

︵
議
長
決
定
︶

野
沢
太
三
君

松
村
龍
二
君

ド
イ
ツ

ス
ペ
イ
ン

イ
ギ
リ
ス

九

︵
同

︶

高
野
博
師
君

八

小
泉
親
司
君

九

福
島
瑞
穂
君

四

松
岡
滿
壽
男
君

九

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び
パ
ラ
オ
共
和

国
に
お
け
る
環
境
保
全
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
八、二一

︵
議
長

決
定
︶

大
島
慶
久
君

狩
野

安
君

田
浦

直
君

常
田
享
詳
君

岡
崎
ト
ミ
子
君

福
山
哲
郎
君

岩
本
荘
太
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

フ
ィ
リ
ピ
ン

九

︵
同

︶
米
国
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
の
影
響
に

よ
り
、
パ
ラ
オ
訪

問
を
取
り
や
め

た
。









一
一
一
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
二
十
二
回
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

連
合
議
員
機
構
総
会
出
席
及
び

タ
イ
王
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一三、
八、
二

︵
議
長
決
定
︶
久
野
恒
一
君

千
葉
景
子
君

タ
イ

八

︵
一三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
上

院
及
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

国
会
訪
問
並
び
に
両
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一三、
八、
九

︵
議
長
決
定
︶

山
崎
正
昭
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

一
〇

︵
同

︶

清
水
達
雄
君

九

森
山

裕
君

簗
瀬

進
君

藤
井
俊
男
君

山
下
栄
一
君

畑
野
君
枝
君

一
〇

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
財
政
及
び
税
制
に
関

す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

山
崎

力
君

田
村
公
平
君

月
原
茂
皓
君

浅
尾
慶
一
郎
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
三

︵
同

︶
米
国
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
の
影
響
に

よ
り
、
当
初
日
程

か
ら
三
日
間
延
長

と
な
っ
た
。

木
俣
佳
丈
君

一
一

日
笠
勝
之
君

小
池

晃
君

一
三

第
百
五十二回

閉
会
後

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
国
会
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一三、
八、一七

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

井
上

裕
君

竹
山

裕
君

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

ポ
ル
ト
ガ
ル

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︱

角
田
義
一
君

七

白
浜
一
良
君

吉
岡
吉
典
君

一
〇

ロ
シ
ア
連
邦
及
び
ベ
ル
ギ
ー
王

国
に
お
け
る
安
全
保
障
問
題
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
八、二〇

︵
議
長
決
定
︶

吉
村
剛
太
郎
君

斉
藤
滋
宣
君

野
間

赳
君

ロ
シ
ア

ベ
ル
ギ
ー

八

︵
一三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

山
下
善
彦
君

七

郡
司

彰
君

佐
藤
雄
平
君

弘
友
和
夫
君

宮
本
岳
志
君

八

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
ス
ペ
イ

ン
及
び
連
合
王
国
に
お
け
る
憲

法
事
情
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一三、
八、二一

︵
議
長
決
定
︶

野
沢
太
三
君

松
村
龍
二
君

ド
イ
ツ

ス
ペ
イ
ン

イ
ギ
リ
ス

九

︵
同

︶

高
野
博
師
君

八

小
泉
親
司
君

九

福
島
瑞
穂
君

四

松
岡
滿
壽
男
君

九

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び
パ
ラ
オ
共
和

国
に
お
け
る
環
境
保
全
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
八、二一

︵
議
長
決
定
︶

大
島
慶
久
君

狩
野

安
君

田
浦

直
君

常
田
享
詳
君

岡
崎
ト
ミ
子
君

福
山
哲
郎
君

岩
本
荘
太
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

フ
ィ
リ
ピ
ン

九

︵
同

︶
米
国
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
の
影
響
に

よ
り
、
パ
ラ
オ
訪

問
を
取
り
や
め

た
。









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
一
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
司
法
制
度
及
び
犯
罪

対
策
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び

に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一三、
八、二七

︵
議
長
決
定
︶

保
坂
三
蔵
君

佐
藤
昭
郎
君

仲
道
俊
哉
君

山
内
俊
夫
君

海
野

徹
君

小
川
敏
夫
君

松

あ
き
ら
君

山
本
正
和
君

ア
メ
リ
カ

七

︵
一三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶
米
国
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
の
影
響
に

よ
り
、
カ
ナ
ダ
訪

問
を
取
り
や
め

た
。

第
百
五十二回

閉
会
後

マ
レ
イ
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

共
和
国
及
び
香
港
に
お
け
る
情

報
通
信
及
び
情
報
通
信
技
術

︵
Ｉ
Ｔ
︶
に
関
す
る
実
情
調
査

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一三、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶

世
耕
弘
成
君

山
下
英
利
君

小
宮
山
洋
子
君

マ
レ
イ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

香
港

一
〇

︵
同

︶

山
本
孝
史
君

六

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
上
院
議
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一三、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

メ
キ
シ
コ

ア
メ
リ
カ

九

︵
同

︶

尾
辻
秀
久
君

七

勝
木
健
司
君

山
本

保
君

林

紀
子
君

一
一

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

回
経
済
協
力
開
発
機
構
活
動
拡

大
討
議
出
席
及
び
フ
ラ
ン
ス
共

和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
九、
七

︵
議
長
決
定
︶
有
馬
朗
人
君

齋
藤

勁
君

フ
ラ
ン
ス

七

︵
同

︶

第
十
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム︵
ホ
ノ
ル
ル
︶総
会
出
席

及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一三、一二、一〇

︵
議
長
決
定
︶

狩
野

安
君

ア
メ
リ
カ

四

︵
一四、
七、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

川
橋
幸
子
君

七

第
百
五十三回

閉
会
後

ト
ル
コ
共
和
国
大
国
民
議
会
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一三、一二、一四

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

本
岡
昭
次
君

ト
ル
コ

ジ
ョ
ル
ダ
ン

一
〇

︱

矢
野
哲
朗
君

輿
石

東
君

木
庭
健
太
郎
君

富
樫
練
三
君

七

第
百
五十四回

第
百
七
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
マ
ラ
ケ
シ
ュ
︶出
席
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
二、一二

︵
議
長
決
定
︶

大
野
つ
や
子
君

モ
ロ
ッ
コ

イ
ギ
リ
ス

一
三

︵
一四、
七、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

岸

宏
一
君

八

谷
林
正
昭
君

一
三

国
連
子
ど
も
特
別
総
会
及
び
子

ど
も
の
た
め
の
議
会
人
フ
ォ
ー

ラ
ム︵
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︶出
席
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一四、
四、一二

︵
議
長
決
定
︶
南
野
知
惠
子
君

羽
田
雄
一
郎
君

ア
メ
リ
カ

ハ
イ
テ
ィ

一
一

︵
同

︶

第
二
十
三
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
︵
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
︶出
席

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一四、
四、一八

︵
議
長
決
定
︶

山
東
昭
子
君

ベ
ル
ギ
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

九

︵
同

︶

鶴
保
庸
介
君

七

池
口
修
次
君

九

辻


一
一
一
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
司
法
制
度
及
び
犯
罪

対
策
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び

に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一三、
八、二七

︵
議
長

決
定
︶

保
坂
三
蔵
君

佐
藤
昭
郎
君

仲
道
俊
哉
君

山
内
俊
夫
君

海
野

徹
君

小
川
敏
夫
君

松

あ
き
ら
君

山
本
正
和
君

ア
メ
リ
カ

七

︵
一三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶
米
国
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
の
影
響
に

よ
り
、
カ
ナ
ダ
訪

問
を
取
り
や
め

た
。

第
百
五十二回

閉
会
後

マ
レ
イ
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

共
和
国
及
び
香
港
に
お
け
る
情

報
通
信
及
び
情
報
通
信
技
術

︵
Ｉ
Ｔ
︶
に
関
す
る
実
情
調
査

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一三、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶

世
耕
弘
成
君

山
下
英
利
君

小
宮
山
洋
子
君

マ
レ
イ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

香
港

一
〇

︵
同

︶

山
本
孝
史
君

六

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
上
院
議
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一三、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

メ
キ
シ
コ

ア
メ
リ
カ

九

︵
同

︶

尾
辻
秀
久
君

七

勝
木
健
司
君

山
本

保
君

林

紀
子
君

一
一

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

回
経
済
協
力
開
発
機
構
活
動
拡

大
討
議
出
席
及
び
フ
ラ
ン
ス
共

和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一三、
九、
七

︵
議
長
決
定
︶
有
馬
朗
人
君

齋
藤

勁
君

フ
ラ
ン
ス

七

︵
同

︶

第
十
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム︵
ホ
ノ
ル
ル
︶総
会
出
席

及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一三、一二、一〇

︵
議
長
決
定
︶

狩
野

安
君

ア
メ
リ
カ

四

︵
一四、
七、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

川
橋
幸
子
君

七

第
百
五十三回

閉
会
後

ト
ル
コ
共
和
国
大
国
民
議
会
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一三、一二、一四

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

本
岡
昭
次
君

ト
ル
コ

ジ
ョ
ル
ダ
ン

一
〇

︱

矢
野
哲
朗
君

輿
石

東
君

木
庭
健
太
郎
君

富
樫
練
三
君

七

第
百
五十四回

第
百
七
回
列
国
議
会
同
盟
会
議

︵
マ
ラ
ケ
シ
ュ
︶出
席
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
二、一二

︵
議
長

決
定
︶

大
野
つ
や
子
君

モ
ロ
ッ
コ

イ
ギ
リ
ス

一
三

︵
一四、
七、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

岸

宏
一
君

八

谷
林
正
昭
君

一
三

国
連
子
ど
も
特
別
総
会
及
び
子

ど
も
の
た
め
の
議
会
人
フ
ォ
ー

ラ
ム︵
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︶出
席
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一四、
四、一二

︵
議
長
決
定
︶
南
野
知
惠
子
君

羽
田
雄
一
郎
君

ア
メ
リ
カ

ハ
イ
テ
ィ

一
一

︵
同

︶

第
二
十
三
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
︵
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
︶出
席

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一四、
四、一八

︵
議
長
決
定
︶

山
東
昭
子
君

ベ
ル
ギ
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

九

︵
同

︶

鶴
保
庸
介
君

七

池
口
修
次
君

九

辻


三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
一
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
上
院
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問

一四、
七、二四

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

本
岡
昭
次
君

矢
野
哲
朗
君

輿
石

東
君

日
笠
勝
之
君

富
樫
練
三
君

岩
本
荘
太
君

ブ
ラ
ジ
ル

一
一

︱

中
東
諸
国
等
に
お
け
る
イ
ス
ラ

ム
の
政
治
、
経
済
、
社
会
及
び

文
化
に
関
す
る
実
情
調
査

一四、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶

関
谷
勝
嗣
君

山
崎

力
君

山
根
隆
治
君

沢

た
ま
き
君

井
上
哲
士
君

広
野
た
だ
し
君

ト
ル
コ

シ
リ
ア

エ
ジ
プ
ト

レ
バ
ノ
ン

イ
ギ
リ
ス

一
四

︵
一四、一二、一三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

イ
ン
ド
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和

国
及
び
ス
リ
・
ラ
ン
カ
民
主
社

会
主
義
共
和
国
に
お
け
る
高
等

教
育
、
Ｉ
Ｔ
産
業
、
Ｉ
Ｔ
教
育

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
七、二五

︵
議
長

決
定
︶

真
鍋
賢
二
君

木
村

仁
君

久
世
公
堯
君

世
耕
弘
成
君

イ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ス
リ
・
ラ
ン
カ

一
一

︵
同

︶

岩
本

司
君

一
〇

小
林

元
君

一
一

第
百
五十四回

閉
会
後

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和

国
国
会
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和

国
国
会
及
び
東
チ
モ
ー
ル
民
主

共
和
国
国
会
訪
問
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
七、二六

︵
議
長

決
定
︶

山
崎
正
昭
君

岩
城
光
英
君

溝
手
顕
正
君

郡
司

彰
君

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

東
チ
モ
ー
ル

一
〇

︵
同

︶

簗
瀬

進
君

九

荒
木
清
寛
君

畑
野
君
枝
君

一
〇

イ
タ
リ
ア
共
和
国
、ベ
ル
ギ
ー

王
国
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に

お
け
る
憲
法
事
情
に
関
す
る
実

情
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一四、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶

谷
川
秀
善
君

市
川
一
朗
君

高
橋
千
秋
君

魚
住
裕
一
郎
君

イ
タ
リ
ア

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
二

︵
同

︶

吉
川
春
子
君

一
一

平
野
貞
夫
君

五

大
脇
雅
子
君

七

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け

る
経
済
、
雇
用
及
び
社
会
保
障

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
八、
五

︵
議
長

決
定
︶

勝
木
健
司
君

中
島
啓
雄
君

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
〇

︵
同

︶

内
藤
正
光
君

九

山
口
那
津
男
君

西
山
登
紀
子
君

島
袋
宗
康
君

一
〇

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
共
生
社
会
の
構
築
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶

小
野
清
子
君

清
水
嘉
与
子
君

千
葉
景
子
君

渡
辺
孝
男
君

林

紀
子
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
〇

︵
同

︶

山
本
正
和
君

八

第
二
十
三
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

機
構︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
︶総
会
出
席
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一四、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶
森
本
晃
司
君

入
澤

肇
君

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア

九

︵
同

︶









一
一
一
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
上
院
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問

一四、
七、二四

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

本
岡
昭
次
君

矢
野
哲
朗
君

輿
石

東
君

日
笠
勝
之
君

富
樫
練
三
君

岩
本
荘
太
君

ブ
ラ
ジ
ル

一
一

︱

中
東
諸
国
等
に
お
け
る
イ
ス
ラ

ム
の
政
治
、
経
済
、
社
会
及
び

文
化
に
関
す
る
実
情
調
査

一四、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶

関
谷
勝
嗣
君

山
崎

力
君

山
根
隆
治
君

沢

た
ま
き
君

井
上
哲
士
君

広
野
た
だ
し
君

ト
ル
コ

シ
リ
ア

エ
ジ
プ
ト

レ
バ
ノ
ン

イ
ギ
リ
ス

一
四

︵
一四、一二、一三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

イ
ン
ド
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和

国
及
び
ス
リ
・
ラ
ン
カ
民
主
社

会
主
義
共
和
国
に
お
け
る
高
等

教
育
、
Ｉ
Ｔ
産
業
、
Ｉ
Ｔ
教
育

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
七、二五

︵
議
長

決
定
︶

真
鍋
賢
二
君

木
村

仁
君

久
世
公
堯
君

世
耕
弘
成
君

イ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ス
リ
・
ラ
ン
カ

一
一

︵
同

︶

岩
本

司
君

一
〇

小
林

元
君

一
一

第
百
五十四回

閉
会
後

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和

国
国
会
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和

国
国
会
及
び
東
チ
モ
ー
ル
民
主

共
和
国
国
会
訪
問
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶

山
崎
正
昭
君

岩
城
光
英
君

溝
手
顕
正
君

郡
司

彰
君

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

東
チ
モ
ー
ル

一
〇

︵
同

︶

簗
瀬

進
君

九

荒
木
清
寛
君

畑
野
君
枝
君

一
〇

イ
タ
リ
ア
共
和
国
、ベ
ル
ギ
ー

王
国
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に

お
け
る
憲
法
事
情
に
関
す
る
実

情
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一四、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶

谷
川
秀
善
君

市
川
一
朗
君

高
橋
千
秋
君

魚
住
裕
一
郎
君

イ
タ
リ
ア

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
二

︵
同

︶

吉
川
春
子
君

一
一

平
野
貞
夫
君

五

大
脇
雅
子
君

七

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け

る
経
済
、
雇
用
及
び
社
会
保
障

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
八、
五

︵
議
長

決
定
︶

勝
木
健
司
君

中
島
啓
雄
君

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
〇

︵
同

︶

内
藤
正
光
君

九

山
口
那
津
男
君

西
山
登
紀
子
君

島
袋
宗
康
君

一
〇

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
共
生
社
会
の
構
築
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
八、
五

︵
議
長
決
定
︶

小
野
清
子
君

清
水
嘉
与
子
君

千
葉
景
子
君

渡
辺
孝
男
君

林

紀
子
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
〇

︵
同

︶

山
本
正
和
君

八

第
二
十
三
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

機
構︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
︶総
会
出
席
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一四、
八、
五

︵
議
長

決
定
︶
森
本
晃
司
君

入
澤

肇
君

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア

九

︵
同

︶









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
一
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

一
回
経
済
協
力
開
発
機
構
︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶
活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一四、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

高
野
博
師
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
一四、一二、一三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

武
見
敬
三
君

七

ス
イ
ス
連
邦
、
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
及
び
ベ
ル
ギ
ー
王
国
に
お
け

る
牛
肉
等
食
品
の
安
全
確
保
政

策
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
八、
六

︵
議
長

決
定
︶

宮
崎
秀
樹
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

九

︵
同

︶

太
田
豊
秋
君

八

金
田
勝
年
君

七

田
中
直
紀
君

柳
田

稔
君

紙

智
子
君

九

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
都
市
・
交
通
問
題
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
紀
文
君

景
山
俊
太
郎
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
二

︵
同

︶

河
本
英
典
君

一
〇

中
川
義
雄
君

和
田
ひ
ろ
子
君

大
渕
絹
子
君

一
二

第
百
五十四回

閉
会
後

第
二
回
ア
ジ
ア
欧
州
議
員
会
議

参
加
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一四、
八、
七

︵
議
長

決
定
︶

南
野
知
惠
子
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

四

︵
同

︶

大
塚
耕
平
君

八

ル
ー
マ
ニ
ア
上
院
議
長
、
ブ
ル

ガ
リ
ア
共
和
国
国
民
議
会
議
長

及
び
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
国
会
議

長
の
招
待
に
よ
る
各
国
公
式
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一四、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

倉
田
寛
之
君

竹
山

裕
君

ド
イ
ツ

ル
ー
マ
ニ
ア

ブ
ル
ガ
リ
ア

ギ
リ
シ
ャ

イ
タ
リ
ア

一
二

︱

直
嶋
正
行
君

七

続

訓
弘
君

吉
岡
吉
典
君

松
岡
滿
壽
男
君

一
二

Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議
会
同
盟
︶特
別

評
議
員
会
参
加
及
び
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
九、一二

︵
議
長

決
定
︶

沓
掛
哲
男
君

ス
イ
ス

イ
タ
リ
ア

八

︵
一四、一二、一三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

佐
藤
泰
介
君

五

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
上
院
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
同

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
九、二五

︵
議
長
決
定
︶

松
谷
蒼
一
郎
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

佐
々
木
知
子
君

八

山
下
英
利
君

九

神
本
美
恵
子
君

八

峰
崎
直
樹
君

大
沢
辰
美
君

九









一
一
一
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

一
回
経
済
協
力
開
発
機
構
︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶
活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一四、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

高
野
博
師
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
一四、一二、一三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

武
見
敬
三
君

七

ス
イ
ス
連
邦
、
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
及
び
ベ
ル
ギ
ー
王
国
に
お
け

る
牛
肉
等
食
品
の
安
全
確
保
政

策
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

宮
崎
秀
樹
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

九

︵
同

︶

太
田
豊
秋
君

八

金
田
勝
年
君

七

田
中
直
紀
君

柳
田

稔
君

紙

智
子
君

九

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
都
市
・
交
通
問
題
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
紀
文
君

景
山
俊
太
郎
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
二

︵
同

︶

河
本
英
典
君

一
〇

中
川
義
雄
君

和
田
ひ
ろ
子
君

大
渕
絹
子
君

一
二

第
百
五十四回

閉
会
後

第
二
回
ア
ジ
ア
欧
州
議
員
会
議

参
加
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一四、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

南
野
知
惠
子
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

四

︵
同

︶

大
塚
耕
平
君

八

ル
ー
マ
ニ
ア
上
院
議
長
、
ブ
ル

ガ
リ
ア
共
和
国
国
民
議
会
議
長

及
び
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
国
会
議

長
の
招
待
に
よ
る
各
国
公
式
訪

問
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一四、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

倉
田
寛
之
君

竹
山

裕
君

ド
イ
ツ

ル
ー
マ
ニ
ア

ブ
ル
ガ
リ
ア

ギ
リ
シ
ャ

イ
タ
リ
ア

一
二

︱

直
嶋
正
行
君

七

続

訓
弘
君

吉
岡
吉
典
君

松
岡
滿
壽
男
君

一
二

Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議
会
同
盟
︶特
別

評
議
員
会
参
加
及
び
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
九、一二

︵
議
長

決
定
︶

沓
掛
哲
男
君

ス
イ
ス

イ
タ
リ
ア

八

︵
一四、一二、一三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

佐
藤
泰
介
君

五

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
上
院
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
同

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
九、二五

︵
議
長
決
定
︶

松
谷
蒼
一
郎
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

佐
々
木
知
子
君

八

山
下
英
利
君

九

神
本
美
恵
子
君

八

峰
崎
直
樹
君

大
沢
辰
美
君

九









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
一
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
五十五回

閉
会
後

第
十
一
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
参
加
及
び

マ
レ
イ
シ
ア
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一四、一二、
九

︵
議
長
決
定
︶
山
下
善
彦
君

福
本
潤
一
君

マ
レ
イ
シ
ア

六

︵
一五、
七、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

イ
ン
ド
議
会
設
立
五
十
周
年
記

念
国
際
議
会
会
議
出
席
及
び
同

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、一二、
五

︵
議
長
決
定
︶
狩
野

安
君

若
林
秀
樹
君

イ
ン
ド

七

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
参

加
及
び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一五、
一、二八

︵
議
長

決
定
︶

若
林
正
俊
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

榛
葉
賀
津
也
君

四

第
百
八
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議
会

同
盟
︶会
議︵
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
︶

参
加
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一五、
三、二〇

︵
議
長
決
定
︶

山
東
昭
子
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

チ
リ
ア
メ
リ
カ

一
四

︵
同

︶

第
百
五十六回

田
村
公
平
君

一
一

欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
中
央

ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
関
す
る

議
員
会
議
参
加
及
び
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一五、
五、
一

︵
議
長
決
定
︶
森
下
博
之
君

齋
藤

勁
君

ド
イ
ツ

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

七

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
四
回
運
営
委
員
会
参
加
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
六、
五

︵
議
長
決
定
︶
若
林
正
俊
君

ス
イ
ス

ド
イ
ツ

八

︵
同

︶

チ
リ
共
和
国
上
院
議
長
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一五、
七、二九

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

倉
田
寛
之
君

メ
キ
シ
コ

チ
リ
ア
メ
リ
カ

一
一

︱

溝
手
顕
正
君

八

小
林

元
君

小
池

晃
君

一
一

第
百
五十六回

閉
会
後

第
二
十
四
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

機
構︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
︶
総
会
出
席

及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一五、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶
山
東
昭
子
君

藤
井
俊
男
君

続

訓
弘
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

七

︵
一五、一一、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

チ
ュ
ニ
ジ
ア
共
和
国
国
民
議
会

議
長
、
ト
ル
コ
共
和
国
大
国
民

議
会
議
長
及
び
ア
ゼ
ル
バ
イ

ジ
ャ
ン
共
和
国
国
会
議
長
の
招

待
に
よ
る
各
国
公
式
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一五、
八、
一

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

本
岡
昭
次
君

チ
ュ
ニ
ジ
ア

ト
ル
コ

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン

一
三

︱

宮
崎
秀
樹
君

八

簗
瀬

進
君

一
二

山
口
那
津
男
君

松
岡
滿
壽
男
君

一
三





一
一
二
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
五十五回

閉
会
後

第
十
一
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
参
加
及
び

マ
レ
イ
シ
ア
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一四、一二、
九

︵
議
長
決
定
︶
山
下
善
彦
君

福
本
潤
一
君

マ
レ
イ
シ
ア

六

︵
一五、
七、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

イ
ン
ド
議
会
設
立
五
十
周
年
記

念
国
際
議
会
会
議
出
席
及
び
同

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、一二、
五

︵
議
長
決
定
︶
狩
野

安
君

若
林
秀
樹
君

イ
ン
ド

七

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
参

加
及
び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一五、
一、二八

︵
議
長
決
定
︶

若
林
正
俊
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

榛
葉
賀
津
也
君

四

第
百
八
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議
会

同
盟
︶会
議︵
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
︶

参
加
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一五、
三、二〇

︵
議
長
決
定
︶

山
東
昭
子
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

チ
リ
ア
メ
リ
カ

一
四

︵
同

︶

第
百
五十六回

田
村
公
平
君

一
一

欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
中
央

ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
関
す
る

議
員
会
議
参
加
及
び
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一五、
五、
一

︵
議
長
決
定
︶
森
下
博
之
君

齋
藤

勁
君

ド
イ
ツ

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

七

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
四
回
運
営
委
員
会
参
加
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一四、
六、
五

︵
議
長
決
定
︶
若
林
正
俊
君

ス
イ
ス

ド
イ
ツ

八

︵
同

︶

チ
リ
共
和
国
上
院
議
長
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一五、
七、二九

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

倉
田
寛
之
君

メ
キ
シ
コ

チ
リ

ア
メ
リ
カ

一
一

︱

溝
手
顕
正
君

八

小
林

元
君

小
池

晃
君

一
一

第
百
五十六回

閉
会
後

第
二
十
四
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

機
構︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
︶
総
会
出
席

及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一五、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶
山
東
昭
子
君

藤
井
俊
男
君

続

訓
弘
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

七

︵
一五、一一、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

チ
ュ
ニ
ジ
ア
共
和
国
国
民
議
会

議
長
、
ト
ル
コ
共
和
国
大
国
民

議
会
議
長
及
び
ア
ゼ
ル
バ
イ

ジ
ャ
ン
共
和
国
国
会
議
長
の
招

待
に
よ
る
各
国
公
式
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一五、
八、
一

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

本
岡
昭
次
君

チ
ュ
ニ
ジ
ア

ト
ル
コ

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン

一
三

︱

宮
崎
秀
樹
君

八

簗
瀬

進
君

一
二

山
口
那
津
男
君

松
岡
滿
壽
男
君

一
三





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
二
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

コ
ス
タ
リ
カ
共
和
国
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ
に
お
け

る
憲
法
事
情
等
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一五、
八、
一

︵
議
長
決
定
︶

市
川
一
朗
君

本
田
良
一
君

小
泉
親
司
君

大
脇
雅
子
君

コ
ス
タ
リ
カ

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
一

︵
一五、一一、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
上
院
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
同
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一五、
八、
四

︵
議
長
決
定
︶

谷
川
秀
善
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

七

︵
同

︶

阿
部
正
俊
君

四

中
島
啓
雄
君

七

加
藤
修
一
君

四

池
田
幹
幸
君

七

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
自
然
環
境
保

全
へ
の
取
組
等
に
関
す
る
実
情

調
査
及
び
同
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一五、
八、
六

︵
議
長

決
定
︶

尾
辻
秀
久
君

カ
ナ
ダ

八

︵
同

︶

小
川
勝
也
君

一
〇

第
百
五十六回

閉
会
後

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
上
院
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一五、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

山
内
俊
夫
君

伊
藤
基
隆
君

森
本
晃
司
君

吉
川
春
子
君

オ
ラ
ン
ダ

ポ
ー
ラ
ン
ド

九

︵
同

︶

福
島
瑞
穂
君

五

関
谷
勝
嗣
君

一
一

大
韓
民
国
、中
華
人
民
共
和
国
、

マ
レ
ー
シ
ア
及
び
タ
イ
王
国
に

お
け
る
経
済
統
合
及
び
知
的
財

産
権
保
護
に
関
す
る
実
情
調
査

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一五、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶

北
岡
秀
二
君

韓
国
中
国

マ
レ
ー
シ
ア

タ
イ

八

︵
同

︶

松
村
龍
二
君

平
田
健
二
君

一
一

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
英
国

に
お
け
る
公
務
員
制
度
及
び
行

政
改
革
問
題
に
関
す
る
実
情
調

査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一五、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶

常
田
享
詳
君

田
村
公
平
君

山
下
英
利
君

円

よ
り
子
君

松
井
孝
治
君

ド
イ
ツ

英
国

一
〇

︵
同

︶

デ
ン
マ
ー
ク
王
国
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
王
国
及
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

共
和
国
に
お
け
る
社
会
保
障
及

び
労
働
事
情
に
関
す
る
実
情
調

査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一五、
八、一一

︵
議
長

決
定
︶

真
鍋
賢
二
君

大
野
つ
や
子
君

田
浦

直
君

広
中
和
歌
子
君

堀

利
和
君

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

八

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

カ
ン
ク
ン
会
合
参
加
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一五、
八、二〇

︵
議
長
決
定
︶

若
林
正
俊
君

メ
キ
シ
コ

ア
メ
リ
カ

一
〇

︵
同

︶

江
本
孟
紀
君

五

第
百
五十七回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

二
回
経
済
協
力
開
発
機
構
︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶
活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一五、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶
海
野

徹
君

日
笠
勝
之
君

フ
ラ
ン
ス

七

︵
同

︶

第
百
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議
会

同
盟
︶会
議
参
加
及
び
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一五、
九、一九

︵
議
長
決
定
︶

有
馬
朗
人
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

勝
木
健
司
君

八

辻









一
一
二
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

コ
ス
タ
リ
カ
共
和
国
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ
に
お
け

る
憲
法
事
情
等
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一五、
八、
一

︵
議
長
決
定
︶

市
川
一
朗
君

本
田
良
一
君

小
泉
親
司
君

大
脇
雅
子
君

コ
ス
タ
リ
カ

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

一
一

︵
一五、一一、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
上
院
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
同
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一五、
八、
四

︵
議
長
決
定
︶

谷
川
秀
善
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

七

︵
同

︶

阿
部
正
俊
君

四

中
島
啓
雄
君

七

加
藤
修
一
君

四

池
田
幹
幸
君

七

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
自
然
環
境
保

全
へ
の
取
組
等
に
関
す
る
実
情

調
査
及
び
同
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一五、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

尾
辻
秀
久
君

カ
ナ
ダ

八

︵
同

︶

小
川
勝
也
君

一
〇

第
百
五十六回

閉
会
後

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
上
院
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一五、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

山
内
俊
夫
君

伊
藤
基
隆
君

森
本
晃
司
君

吉
川
春
子
君

オ
ラ
ン
ダ

ポ
ー
ラ
ン
ド

九

︵
同

︶

福
島
瑞
穂
君

五

関
谷
勝
嗣
君

一
一

大
韓
民
国
、中
華
人
民
共
和
国
、

マ
レ
ー
シ
ア
及
び
タ
イ
王
国
に

お
け
る
経
済
統
合
及
び
知
的
財

産
権
保
護
に
関
す
る
実
情
調
査

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一五、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶

北
岡
秀
二
君

韓
国
中
国
マ
レ
ー
シ
ア

タ
イ

八

︵
同

︶

松
村
龍
二
君

平
田
健
二
君

一
一

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
英
国

に
お
け
る
公
務
員
制
度
及
び
行

政
改
革
問
題
に
関
す
る
実
情
調

査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一五、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶

常
田
享
詳
君

田
村
公
平
君

山
下
英
利
君

円

よ
り
子
君

松
井
孝
治
君

ド
イ
ツ

英
国

一
〇

︵
同

︶

デ
ン
マ
ー
ク
王
国
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
王
国
及
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

共
和
国
に
お
け
る
社
会
保
障
及

び
労
働
事
情
に
関
す
る
実
情
調

査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一五、
八、一一

︵
議
長

決
定
︶

真
鍋
賢
二
君

大
野
つ
や
子
君

田
浦

直
君

広
中
和
歌
子
君

堀

利
和
君

デ
ン
マ
ー
ク

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

八

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

カ
ン
ク
ン
会
合
参
加
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一五、
八、二〇

︵
議
長

決
定
︶

若
林
正
俊
君

メ
キ
シ
コ

ア
メ
リ
カ

一
〇

︵
同

︶

江
本
孟
紀
君

五

第
百
五十七回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

二
回
経
済
協
力
開
発
機
構
︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶
活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一五、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶
海
野

徹
君

日
笠
勝
之
君

フ
ラ
ン
ス

七

︵
同

︶

第
百
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議
会

同
盟
︶会
議
参
加
及
び
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一五、
九、一九

︵
議
長
決
定
︶

有
馬
朗
人
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

勝
木
健
司
君

八

辻









三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
二
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
五十八回

閉
会
後

情
報
社
会
サ
ミ
ッ
ト
の
際
の
Ｉ

Ｐ
Ｕ
議
会
人
会
合
参
加
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一五、一一、二〇

︵
議
長
決
定
︶
森
田
次
夫
君

谷

博
之
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

六

︵
一六、
六、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
十
二
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
参
加
及
び

中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一五、一二、
八

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

中
国

四

︵
同

︶

松

あ
き
ら
君

六

人
権
に
関
す
る
議
員
会
議
参
加

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
二、二五

︵
議
長

決
定
︶

河
本
英
典
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

九

︵
同

︶

ツ
ル
ネ
ン
マ
ル
テ
イ
君

八

第
三
回
ア
ジ
ア
欧
州
議
員
会
議

参
加
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一六、
三、
八

︵
議
長
決
定
︶

田
村
公
平
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ベ
ト
ナ
ム

四

︵
同

︶

池
田
幹
幸
君

六

第
百
五十九回

第
二
十
五
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一六、
四、
一

︵
議
長

決
定
︶
林

芳
正
君

舛
添
要
一
君

岩
本

司
君

フ
ラ
ン
ス

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

六

︵
同

︶

第
百
十
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議
会

同
盟
︶会
議
参
加
及
び
メ
キ
シ

コ
合
衆
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
四、
五

︵
議
長
決
定
︶

有
馬
朗
人
君

メ
キ
シ
コ

八

︵
同

︶

大
野
つ
や
子
君

岡
崎
ト
ミ
子
君

一
〇

第
百
五十九回

閉
会
後

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
、
ス
イ

ス
連
邦
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
け

る
有
事
・
緊
急
事
態
対
処
体

制
、
民
間
防
衛
制
度
等
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一六、
六、二三

︵
議
長

決
定
︶

田
村
公
平
君

常
田
享
詳
君

舛
添
要
一
君

齋
藤

勁
君

若
林
秀
樹
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ス
イ
ス

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

一
二

︵
一六、一〇、一二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

高
野
博
師
君

一
〇

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
及
び
ブ
ラ
ジ

ル
連
邦
共
和
国
に
対
す
る
我
が

国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る

調
査

一六、
七、二八

︵
議
長

決
定
︶

保
坂
三
蔵
君

後
藤
博
子
君

松
村
龍
二
君

広
野
た
だ
し
君

木
庭
健
太
郎
君

小
林
美
恵
子
君

メ
キ
シ
コ

ブ
ラ
ジ
ル

一
一

︵
一六、一一、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十回

閉
会
後

タ
イ
王
国
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

一六、
八、
三

︵
議
長
決
定
︶

岩
井
國
臣
君

愛
知
治
郎
君

段
本
幸
男
君

松
下
新
平
君

山
本
孝
史
君

遠
山
清
彦
君

又
市
征
治
君

タ
イ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
〇

︵
同

︶

中
華
人
民
共
和
国
及
び
フ
ィ
リ

ピ
ン
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国

の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調

査

一六、
八、
六

︵
議
長

決
定
︶

鴻
池
祥
肇
君

松
山
政
司
君

中
国
香
港

フ
ィ
リ
ピ
ン

九

︵
同

︶

三
浦
一
水
君

木
俣
佳
丈
君

七

和
田
ひ
ろ
子
君

大
門
実
紀
史
君

九







一
一
二
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
五十八回

閉
会
後

情
報
社
会
サ
ミ
ッ
ト
の
際
の
Ｉ

Ｐ
Ｕ
議
会
人
会
合
参
加
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一五、一一、二〇

︵
議
長
決
定
︶
森
田
次
夫
君

谷

博
之
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

六

︵
一六、
六、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
十
二
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム
総
会
参
加
及
び

中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一五、一二、
八

︵
議
長

決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

中
国

四

︵
同

︶

松

あ
き
ら
君

六

人
権
に
関
す
る
議
員
会
議
参
加

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
二、二五

︵
議
長
決
定
︶

河
本
英
典
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

九

︵
同

︶

ツ
ル
ネ
ン
マ
ル
テ
イ
君

八

第
三
回
ア
ジ
ア
欧
州
議
員
会
議

参
加
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一六、
三、
八

︵
議
長
決
定
︶

田
村
公
平
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ベ
ト
ナ
ム

四

︵
同

︶

池
田
幹
幸
君

六

第
百
五十九回

第
二
十
五
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一六、
四、
一

︵
議
長
決
定
︶
林

芳
正
君

舛
添
要
一
君

岩
本

司
君

フ
ラ
ン
ス

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

六

︵
同

︶

第
百
十
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議
会

同
盟
︶会
議
参
加
及
び
メ
キ
シ

コ
合
衆
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
四、
五

︵
議
長
決
定
︶

有
馬
朗
人
君

メ
キ
シ
コ

八

︵
同

︶

大
野
つ
や
子
君

岡
崎
ト
ミ
子
君

一
〇

第
百
五十九回

閉
会
後

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
、
ス
イ

ス
連
邦
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
け

る
有
事
・
緊
急
事
態
対
処
体

制
、
民
間
防
衛
制
度
等
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一六、
六、二三

︵
議
長
決
定
︶

田
村
公
平
君

常
田
享
詳
君

舛
添
要
一
君

齋
藤

勁
君

若
林
秀
樹
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ス
イ
ス

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

一
二

︵
一六、一〇、一二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

高
野
博
師
君

一
〇

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
及
び
ブ
ラ
ジ

ル
連
邦
共
和
国
に
対
す
る
我
が

国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る

調
査

一六、
七、二八

︵
議
長

決
定
︶

保
坂
三
蔵
君

後
藤
博
子
君

松
村
龍
二
君

広
野
た
だ
し
君

木
庭
健
太
郎
君

小
林
美
恵
子
君

メ
キ
シ
コ

ブ
ラ
ジ
ル

一
一

︵
一六、一一、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十回

閉
会
後

タ
イ
王
国
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

一六、
八、
三

︵
議
長

決
定
︶

岩
井
國
臣
君

愛
知
治
郎
君

段
本
幸
男
君

松
下
新
平
君

山
本
孝
史
君

遠
山
清
彦
君

又
市
征
治
君

タ
イ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
〇

︵
同

︶

中
華
人
民
共
和
国
及
び
フ
ィ
リ

ピ
ン
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国

の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調

査

一六、
八、
六

︵
議
長
決
定
︶

鴻
池
祥
肇
君

松
山
政
司
君

中
国
香
港
フ
ィ
リ
ピ
ン

九

︵
同

︶

三
浦
一
水
君

木
俣
佳
丈
君

七

和
田
ひ
ろ
子
君

大
門
実
紀
史
君

九







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
二
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

モ
ン
ゴ
ル
国
国
家
大
会
議
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
同
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

尾
辻
秀
久
君

亀
井
郁
夫
君

谷
川
秀
善
君

池
口
修
次
君

前
川
清
成
君

山
根
隆
治
君

弘
友
和
夫
君

モ
ン
ゴ
ル

六

︵
一六、一二、
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ィ
ジ
ー
諸
島
共
和
国
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
環
境
問

題
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一六、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶

陣
内
孝
雄
君

柏
村
武
昭
君

伊
達
忠
一
君

フ
ィ
ジ
ー

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
一

︵
同

︶

谷

博
之
君

福
山
哲
郎
君

八

渕
上
貞
雄
君

一
一

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
七
回
運
営
委
員
会
参
加
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一六、
八、二〇

︵
議
長

決
定
︶
若
林
正
俊
君

ス
イ
ス

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ド
イ
ツ

七

︵
同

︶

第
百
六十回

閉
会
後

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
全
国
州
評

議
会
議
長
の
招
待
に
よ
る
同
国

公
式
訪
問
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一六、
八、二四

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

扇

千
景
君

イ
ギ
リ
ス

南
ア
フ
リ
カ

フ
ラ
ン
ス

九

︵
同

︶

矢
野
哲
朗
君

七

江
田
五
月
君

魚
住
裕
一
郎
君

九

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
、
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
及
び
英
国
に
お
け

る
社
会
保
障
改
革
等
に
関
す
る

実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一六、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶

関
谷
勝
嗣
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ

イ
ギ
リ
ス

九

︵
同

︶

小
泉
顕
雄
君

八

吉
田
博
美
君

九

佐
藤
泰
介
君

七

佐
藤
雄
平
君

山
本

保
君

一
〇

大
韓
民
国
国
会
の
招
待
に
よ
る

同
国
公
式
訪
問

一六、
八、二五

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

角
田
義
一
君

韓
国

四

︵
同

︶

片
山
虎
之
助
君

二

輿
石

東
君

木
庭
健
太
郎
君

四

タ
イ
王
国
上
院
議
長
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
カ
ン

ボ
ジ
ア
王
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一六、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶

溝
手
顕
正
君

金
田
勝
年
君

小
斉
平
敏
文
君

平
田
健
二
君

弘
友
和
夫
君

タ
イ
カ
ン
ボ
ジ
ア

香
港

八

︵
同

︶

カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
け
る
農
業
の
経
営
安
定
対

策
並
び
に
両
国
の
政
治
経
済
事

情
調
査

一六、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶

片
山
虎
之
助
君

野
上
浩
太
郎
君

藤
井
基
之
君

小
川
勝
也
君

小
川
敏
夫
君

渡
辺
孝
男
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

九

︵
同

︶

辻


一
一
二
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

モ
ン
ゴ
ル
国
国
家
大
会
議
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
同
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

尾
辻
秀
久
君

亀
井
郁
夫
君

谷
川
秀
善
君

池
口
修
次
君

前
川
清
成
君

山
根
隆
治
君

弘
友
和
夫
君

モ
ン
ゴ
ル

六

︵
一六、一二、
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ィ
ジ
ー
諸
島
共
和
国
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
環
境
問

題
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一六、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶

陣
内
孝
雄
君

柏
村
武
昭
君

伊
達
忠
一
君

フ
ィ
ジ
ー

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
一

︵
同

︶

谷

博
之
君

福
山
哲
郎
君

八

渕
上
貞
雄
君

一
一

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
七
回
運
営
委
員
会
参
加
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一六、
八、二〇

︵
議
長
決
定
︶
若
林
正
俊
君

ス
イ
ス

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ド
イ
ツ

七

︵
同

︶

第
百
六十回

閉
会
後

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
全
国
州
評

議
会
議
長
の
招
待
に
よ
る
同
国

公
式
訪
問
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一六、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

扇

千
景
君

イ
ギ
リ
ス

南
ア
フ
リ
カ

フ
ラ
ン
ス

九

︵
同

︶

矢
野
哲
朗
君

七

江
田
五
月
君

魚
住
裕
一
郎
君

九

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
、
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
及
び
英
国
に
お
け

る
社
会
保
障
改
革
等
に
関
す
る

実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一六、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶

関
谷
勝
嗣
君

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ド
イ
ツ

イ
ギ
リ
ス

九

︵
同

︶

小
泉
顕
雄
君

八

吉
田
博
美
君

九

佐
藤
泰
介
君

七

佐
藤
雄
平
君

山
本

保
君

一
〇

大
韓
民
国
国
会
の
招
待
に
よ
る

同
国
公
式
訪
問

一六、
八、二五

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

角
田
義
一
君

韓
国

四

︵
同

︶

片
山
虎
之
助
君

二

輿
石

東
君

木
庭
健
太
郎
君

四

タ
イ
王
国
上
院
議
長
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
カ
ン

ボ
ジ
ア
王
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一六、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶

溝
手
顕
正
君

金
田
勝
年
君

小
斉
平
敏
文
君

平
田
健
二
君

弘
友
和
夫
君

タ
イ

カ
ン
ボ
ジ
ア

香
港

八

︵
同

︶

カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
け
る
農
業
の
経
営
安
定
対

策
並
び
に
両
国
の
政
治
経
済
事

情
調
査

一六、
八、三一

︵
議
長

決
定
︶

片
山
虎
之
助
君

野
上
浩
太
郎
君

藤
井
基
之
君

小
川
勝
也
君

小
川
敏
夫
君

渡
辺
孝
男
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

九

︵
同

︶

辻


三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
二
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
九、
一

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

狩
野

安
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

香
港

九

︵
一六、一二、
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

北
岡
秀
二
君

八

榛
葉
賀
津
也
君

和
田
ひ
ろ
子
君

井
上
哲
士
君

九

第
百
六十回

閉
会
後

第
二
十
五
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

機
構︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
︶
総
会
参
加

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
九、
六

︵
議
長

決
定
︶

山
東
昭
子
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

ベ
ト
ナ
ム

一
〇

︵
同

︶

山
本
香
苗
君

九

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

三
回
経
済
協
力
開
発
機
構
︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶
活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
九、一〇

︵
議
長

決
定
︶

舛
添
要
一
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

五

︵
同

︶

大
塚
耕
平
君

荒
木
清
寛
君

六

第
百
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
︵
列
国
議

会
同
盟
︶
会
議
参
加
及
び
ス
イ

ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一六、
九、一三

︵
議
長

決
定
︶

大
野
つ
や
子
君

ス
イ
ス

九

︵
同

︶

高
橋
千
秋
君

六

第
百
六十一回

︵
臨

時
︶

第
五
十
九
回
国
連
総
会
の
際
の

Ｉ
Ｐ
Ｕ
議
会
人
会
合
参
加
及
び

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一六、一〇、
八

︵
議
長

決
定
︶
加
納
時
男
君

広
中
和
歌
子
君

仁
比
聡
平
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
会
合
出
席

一六、一一、
八

︵
議
長
決
定
︶
若
林
正
俊
君

平
野
達
男
君

ベ
ル
ギ
ー

五

︵
一七、
一、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十一回

閉
会
後

第
十
三
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総
会
参

加
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一六、一二、
九

︵
議
長

決
定
︶

松
田
岩
夫
君

ベ
ト
ナ
ム

七

︵
一七、
九、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

内
藤
正
光
君

八

第
百
六十二回

第
百
十
二
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
︵
列
国
議

会
同
盟
︶
会
議
参
加
及
び
フ
ィ

リ
ピ
ン
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一七、
三、
九

︵
議
長

決
定
︶

有
村
治
子
君

犬
塚
直
史
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

八

︵
同

︶

加
藤
修
一
君

六

第
二
回
世
界
議
長
会
議
参
加

一七、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶
︵
議
長
︶

扇

千
景
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
一七、一一、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十二回

閉
会
後

第
二
十
六
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

機
構︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
︶
総
会
参
加

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一七、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶
小
林
正
夫
君

ラ
オ
ス

タ
イ

八

︵
一八、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶



一
一
二
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
議
長

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
九、
一

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

狩
野

安
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

香
港

九

︵
一六、一二、
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

北
岡
秀
二
君

八

榛
葉
賀
津
也
君

和
田
ひ
ろ
子
君

井
上
哲
士
君

九

第
百
六十回

閉
会
後

第
二
十
五
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

機
構︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
︶
総
会
参
加

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
九、
六

︵
議
長
決
定
︶

山
東
昭
子
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

ベ
ト
ナ
ム

一
〇

︵
同

︶

山
本
香
苗
君

九

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

三
回
経
済
協
力
開
発
機
構
︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶
活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一六、
九、一〇

︵
議
長

決
定
︶

舛
添
要
一
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

五

︵
同

︶

大
塚
耕
平
君

荒
木
清
寛
君

六

第
百
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
︵
列
国
議

会
同
盟
︶
会
議
参
加
及
び
ス
イ

ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一六、
九、一三

︵
議
長
決
定
︶

大
野
つ
や
子
君

ス
イ
ス

九

︵
同

︶

高
橋
千
秋
君

六

第
百
六十一回

︵
臨

時
︶

第
五
十
九
回
国
連
総
会
の
際
の

Ｉ
Ｐ
Ｕ
議
会
人
会
合
参
加
及
び

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一六、一〇、
八

︵
議
長
決
定
︶
加
納
時
男
君

広
中
和
歌
子
君

仁
比
聡
平
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
会
合
出
席

一六、一一、
八

︵
議
長
決
定
︶
若
林
正
俊
君

平
野
達
男
君

ベ
ル
ギ
ー

五

︵
一七、
一、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十一回

閉
会
後

第
十
三
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議
員

フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総
会
参

加
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一六、一二、
九

︵
議
長

決
定
︶

松
田
岩
夫
君

ベ
ト
ナ
ム

七

︵
一七、
九、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

内
藤
正
光
君

八

第
百
六十二回

第
百
十
二
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
︵
列
国
議

会
同
盟
︶
会
議
参
加
及
び
フ
ィ

リ
ピ
ン
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一七、
三、
九

︵
議
長

決
定
︶

有
村
治
子
君

犬
塚
直
史
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

八

︵
同

︶

加
藤
修
一
君

六

第
二
回
世
界
議
長
会
議
参
加

一七、
八、一五

︵
議
長

決
定
︶
︵
議
長
︶

扇

千
景
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
一七、一一、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十二回

閉
会
後

第
二
十
六
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

機
構︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
︶
総
会
参
加

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一七、
八、二五

︵
議
長
決
定
︶
小
林
正
夫
君

ラ
オ
ス

タ
イ

八

︵
一八、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
二
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
十
回
運
営
委
員
会
参
加
及
び

ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一七、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶
若
林
正
俊
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

八

︵
一七、一一、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十三回

︵
特

別
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

四
回
経
済
協
力
開
発
機
構
︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶
活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一七、
九、二二

︵
議
長
決
定
︶
世
耕
弘
成
君

蓮

舫
君

風
間

昶
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
一八、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六
十
回
国
連
総
会
の
際
の
Ｉ

Ｐ
Ｕ
議
会
人
会
合
参
加
及
び
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一七、
九、三〇

︵
議
長
決
定
︶

森
元
恒
雄
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
同

︶

芝

博
一
君

五

第
百
十
三
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
︵
列
国
議

会
同
盟
︶
会
議
参
加

一七、一〇、
六

︵
議
長

決
定
︶
藤
野
公
孝
君

島
田
智
哉
子
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

チ
ェ
コ
共
和
国
上
院
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一七、一〇、二一

︵
議
長

決
定
︶

溝
手
顕
正
君

小
斉
平
敏
文
君

平
田
健
二
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

チ
ェ
コ

ハ
ン
ガ
リ
ー

八

︵
同

︶

弘
友
和
夫
君

七

ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
、フ
ラ
ン
ス

共
和
国
及
び
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
に
お
け
る
少
子
高
齢
社
会
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一七、一〇、二五

︵
議
長

決
定
︶

清
水
嘉
与
子
君

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

一
〇

︵
同

︶

中
島
啓
雄
君

山
谷
え
り
子
君

八

羽
田
雄
一
郎
君

柳
澤
光
美
君

小
林
美
恵
子
君

一
〇

第
百
六十三回

閉
会
後

ト
ル
コ
共
和
国
大
国
民
議
会
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一七、一〇、二六

︵
議
長

決
定
︶

片
山
虎
之
助
君

国
井
正
幸
君

佐
藤
昭
郎
君

池
口
修
次
君

岡
崎
ト
ミ
子
君

浜
田
昌
良
君

ト
ル
コ

ギ
リ
シ
ャ

六

︵
同

︶

ス
イ
ス
連
邦
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
け

る
憲
法
事
情
等
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一七、一〇、二八

︵
議
長

決
定
︶

関
谷
勝
嗣
君

ス
イ
ス

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
同

︶

舛
添
要
一
君

六

浅
尾
慶
一
郎
君

九

喜
納
昌
吉
君

吉
川
春
子
君

近
藤
正
道
君

一
〇

エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
及

び
タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

一七、一〇、二八

︵
議
長
決
定
︶

伊
達
忠
一
君

西
銘
順
志
郎
君

藤
井
基
之
君

尾
立
源
幸
君

エ
ジ
プ
ト

タ
ン
ザ
ニ
ア

イ
ギ
リ
ス

一
〇

︵
一八、
二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

藤
末
健
三
君

九

浮
島
と
も
子
君

一
〇



一
一
三
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
十
回
運
営
委
員
会
参
加
及
び

ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一七、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶
若
林
正
俊
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

八

︵
一七、一一、
一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十三回

︵
特

別
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

四
回
経
済
協
力
開
発
機
構
︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶
活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一七、
九、二二

︵
議
長
決
定
︶
世
耕
弘
成
君

蓮

舫
君

風
間

昶
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
一八、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
六
十
回
国
連
総
会
の
際
の
Ｉ

Ｐ
Ｕ
議
会
人
会
合
参
加
及
び
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一七、
九、三〇

︵
議
長
決
定
︶

森
元
恒
雄
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
同

︶

芝

博
一
君

五

第
百
十
三
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
︵
列
国
議

会
同
盟
︶
会
議
参
加

一七、一〇、
六

︵
議
長
決
定
︶
藤
野
公
孝
君

島
田
智
哉
子
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

チ
ェ
コ
共
和
国
上
院
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一七、一〇、二一

︵
議
長
決
定
︶

溝
手
顕
正
君

小
斉
平
敏
文
君

平
田
健
二
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

チ
ェ
コ

ハ
ン
ガ
リ
ー

八

︵
同

︶

弘
友
和
夫
君

七

ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
、フ
ラ
ン
ス

共
和
国
及
び
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
に
お
け
る
少
子
高
齢
社
会
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一七、一〇、二五

︵
議
長
決
定
︶

清
水
嘉
与
子
君

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

一
〇

︵
同

︶

中
島
啓
雄
君

山
谷
え
り
子
君

八

羽
田
雄
一
郎
君

柳
澤
光
美
君

小
林
美
恵
子
君

一
〇

第
百
六十三回

閉
会
後

ト
ル
コ
共
和
国
大
国
民
議
会
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一七、一〇、二六

︵
議
長

決
定
︶

片
山
虎
之
助
君

国
井
正
幸
君

佐
藤
昭
郎
君

池
口
修
次
君

岡
崎
ト
ミ
子
君

浜
田
昌
良
君

ト
ル
コ

ギ
リ
シ
ャ

六

︵
同

︶

ス
イ
ス
連
邦
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
け

る
憲
法
事
情
等
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一七、一〇、二八

︵
議
長
決
定
︶

関
谷
勝
嗣
君

ス
イ
ス

ベ
ル
ギ
ー

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
同

︶

舛
添
要
一
君

六

浅
尾
慶
一
郎
君

九

喜
納
昌
吉
君

吉
川
春
子
君

近
藤
正
道
君

一
〇

エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
及

び
タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

一七、一〇、二八

︵
議
長

決
定
︶

伊
達
忠
一
君

西
銘
順
志
郎
君

藤
井
基
之
君

尾
立
源
幸
君

エ
ジ
プ
ト

タ
ン
ザ
ニ
ア

イ
ギ
リ
ス

一
〇

︵
一八、
二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

藤
末
健
三
君

九

浮
島
と
も
子
君

一
〇



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
三
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

オ
ラ
ン
ダ
王
国
及
び
英
国
に
お

け
る
経
済
活
性
化
及
び
雇
用
政

策
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一七、一〇、二八

︵
議
長
決
定
︶

広
中
和
歌
子
君

阿
部
正
俊
君

小
野
清
子
君

木
村

仁
君

オ
ラ
ン
ダ

イ
ギ
リ
ス

九

︵
一八、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

広
田

一
君

六

福
本
潤
一
君

八

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
及

び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
対
す
る

我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関

す
る
調
査

一七、一〇、二八

︵
議
長

決
定
︶

小
泉
顕
雄
君

椎
名
一
保
君

関
口
昌
一
君

加
藤
敏
幸
君

津
田
弥
太
郎
君

西
田
実
仁
君

渕
上
貞
雄
君

ベ
ト
ナ
ム

カ
ン
ボ
ジ
ア

九

︵
一八、
二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

イ
ン
ド
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

一七、一一、
一

︵
議
長

決
定
︶

山
下
英
利
君

田
村
耕
太
郎
君

福
島
啓
史
郎
君

大
久
保

勉
君

富
岡
由
紀
夫
君

大
門
実
紀
史
君

イ
ン
ド

九

︵
同

︶

第
百
六十三回

閉
会
後

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問

一七、一一、
二

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

角
田
義
一
君

尾
辻
秀
久
君

千
葉
景
子
君

白
浜
一
良
君

中
国

五

︵
一八、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

チ
ェ
コ
共
和
国
及
び
ベ
ル
ギ
ー

王
国
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
統
合
と

拡
大
等
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一七、一一、一六

︵
議
長

決
定
︶

西
田
吉
宏
君

市
川
一
朗
君

南
野
知
惠
子
君

直
嶋
正
行
君

前
田
武
志
君

澤

雄
二
君

チ
ェ
コ

ベ
ル
ギ
ー

七

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

香
港
会
合
参
加
及
び
中
華
人
民

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一七、一二、
二

︵
議
長

決
定
︶
若
林
正
俊
君

主
濱

了
君

香
港

六

︵
同

︶

第
十
四
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共

和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一七、一二、二〇

︵
議
長

決
定
︶

谷
川
秀
善
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

六

︵
一八、
六、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

福
島
み
ず
ほ
君

四

第
五
十
回
国
連
女
性
の
地
位
委

員
会
の
際
の
議
会
人
会
合
参
加

及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一八、
二、一五

︵
議
長
決
定
︶
山
東
昭
子
君

林

久
美
子
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
同

︶

第
百
六十四回

第
百
十
四
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
︵
列
国
議

会
同
盟
︶
会
議
参
加
及
び
ケ
ニ

ア
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一八、
四、
五

︵
議
長
決
定
︶

坂
本
由
紀
子
君

オ
ラ
ン
ダ

ケ
ニ
ア

一
〇

︵
一八、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

藤
本
祐
司
君

九

加
藤
修
一
君

一
〇

辻


一
一
三
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

オ
ラ
ン
ダ
王
国
及
び
英
国
に
お

け
る
経
済
活
性
化
及
び
雇
用
政

策
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

政
治
経
済
事
情
等
視
察

一七、一〇、二八

︵
議
長
決
定
︶

広
中
和
歌
子
君

阿
部
正
俊
君

小
野
清
子
君

木
村

仁
君

オ
ラ
ン
ダ

イ
ギ
リ
ス

九

︵
一八、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

広
田

一
君

六

福
本
潤
一
君

八

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
及

び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
対
す
る

我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関

す
る
調
査

一七、一〇、二八

︵
議
長
決
定
︶

小
泉
顕
雄
君

椎
名
一
保
君

関
口
昌
一
君

加
藤
敏
幸
君

津
田
弥
太
郎
君

西
田
実
仁
君

渕
上
貞
雄
君

ベ
ト
ナ
ム

カ
ン
ボ
ジ
ア

九

︵
一八、
二、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

イ
ン
ド
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

一七、一一、
一

︵
議
長

決
定
︶

山
下
英
利
君

田
村
耕
太
郎
君

福
島
啓
史
郎
君

大
久
保

勉
君

富
岡
由
紀
夫
君

大
門
実
紀
史
君

イ
ン
ド

九

︵
同

︶

第
百
六十三回

閉
会
後

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問

一七、一一、
二

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

角
田
義
一
君

尾
辻
秀
久
君

千
葉
景
子
君

白
浜
一
良
君

中
国

五

︵
一八、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

チ
ェ
コ
共
和
国
及
び
ベ
ル
ギ
ー

王
国
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
統
合
と

拡
大
等
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一七、一一、一六

︵
議
長

決
定
︶

西
田
吉
宏
君

市
川
一
朗
君

南
野
知
惠
子
君

直
嶋
正
行
君

前
田
武
志
君

澤

雄
二
君

チ
ェ
コ

ベ
ル
ギ
ー

七

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

香
港
会
合
参
加
及
び
中
華
人
民

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一七、一二、
二

︵
議
長
決
定
︶
若
林
正
俊
君

主
濱

了
君

香
港

六

︵
同

︶

第
十
四
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共

和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一七、一二、二〇

︵
議
長
決
定
︶

谷
川
秀
善
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

六

︵
一八、
六、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

福
島
み
ず
ほ
君

四

第
五
十
回
国
連
女
性
の
地
位
委

員
会
の
際
の
議
会
人
会
合
参
加

及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一八、
二、一五

︵
議
長
決
定
︶
山
東
昭
子
君

林

久
美
子
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
同

︶

第
百
六十四回

第
百
十
四
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ
︵
列
国
議

会
同
盟
︶
会
議
参
加
及
び
ケ
ニ

ア
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一八、
四、
五

︵
議
長
決
定
︶

坂
本
由
紀
子
君

オ
ラ
ン
ダ

ケ
ニ
ア

一
〇

︵
一八、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

藤
本
祐
司
君

九

加
藤
修
一
君

一
〇

辻


三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
三
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
二
回
青
少
年
の
保
護
に
関
す

る
世
界
女
性
議
員
会
議
参
加
及

び
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一八、
五、三〇

︵
議
長
決
定
︶
南
野
知
惠
子
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

五

︵
一八、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
の
招

待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
六、二一

︵
議
長
決
定
︶

溝
手
顕
正
君

椎
名
一
保
君

郡
司

彰
君

藤
原
正
司
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

マ
レ
ー
シ
ア

九

︵
同

︶

山
本

保
君

四

国
連
改
革
に
関
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会

合
参
加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
六、二二

︵
議
長

決
定
︶
中
川
義
雄
君

ア
メ
リ
カ

五

︵
同

︶

ケ
ニ
ア
共
和
国
及
び
セ
ネ
ガ
ル

共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

一八、
六、二二

︵
議
長
決
定
︶
田
村
公
平
君

山
内
俊
夫
君

松
下
新
平
君

ケ
ニ
ア

セ
ネ
ガ
ル

イ
ギ
リ
ス

一
一

︵
一八、一〇、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
、

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
及
び

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
お
け
る
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
実
情
調

査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一八、
六、二三

︵
議
長

決
定
︶

矢
野
哲
朗
君

平
田
健
二
君

ベ
ト
ナ
ム

ラ
オ
ス

カ
ン
ボ
ジ
ア

七

︵
一八、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

魚
住
裕
一
郎
君

四

第
百
六十四回

閉
会
後

カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
け
る
農
業
、
教
育
、
環
境

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
六、三〇

︵
議
長
決
定
︶

岩
城
光
英
君

大
野
つ
や
子
君

朝
日
俊
弘
君

柳
田

稔
君

福
本
潤
一
君

仁
比
聡
平
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

一
一

︵
一八、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

モ
ン
ゴ
ル
国
及
び
中
華
人
民
共

和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

一八、
七、
六

︵
議
長
決
定
︶

小
泉
昭
男
君

田
村
耕
太
郎
君

中
川
雅
治
君

足
立
信
也
君

那
谷
屋
正
義
君

鰐
淵
洋
子
君

モ
ン
ゴ
ル

中
国

六

︵
一八、一〇、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

イ
タ
リ
ア
共
和
国
、英
国
及
び
ス

ペ
イ
ン
に
お
け
る
通
信・放
送
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
七、一一

︵
議
長
決
定
︶

関
谷
勝
嗣
君

太
田
豊
秋
君

イ
タ
リ
ア

イ
ギ
リ
ス

ス
ペ
イ
ン

一
一

︵
一八、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

大
石
正
光
君

一
〇

山
下
八
洲
夫
君

一
一

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
人
民
権
力
全

国
議
会
議
長
及
び
パ
ナ
マ
共
和

国
国
会
議
長
の
招
待
に
よ
る
両

国
公
式
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
七、一一

︵
議
長
決
定
︶

片
山
虎
之
助
君

関
口
昌
一
君

伊
達
忠
一
君

田
名
部
匡
省
君

キ
ュ
ー
バ

パ
ナ
マ

ア
メ
リ
カ

七

︵
同

︶

荒
木
清
寛
君

五



一
一
三
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
二
回
青
少
年
の
保
護
に
関
す

る
世
界
女
性
議
員
会
議
参
加
及

び
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一八、
五、三〇

︵
議
長
決
定
︶
南
野
知
惠
子
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

五

︵
一八、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
の
招

待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
六、二一

︵
議
長

決
定
︶

溝
手
顕
正
君

椎
名
一
保
君

郡
司

彰
君

藤
原
正
司
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

マ
レ
ー
シ
ア

九

︵
同

︶

山
本

保
君

四

国
連
改
革
に
関
す
る
Ｉ
Ｐ
Ｕ
会

合
参
加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
六、二二

︵
議
長

決
定
︶
中
川
義
雄
君

ア
メ
リ
カ

五

︵
同

︶

ケ
ニ
ア
共
和
国
及
び
セ
ネ
ガ
ル

共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

一八、
六、二二

︵
議
長
決
定
︶
田
村
公
平
君

山
内
俊
夫
君

松
下
新
平
君

ケ
ニ
ア

セ
ネ
ガ
ル

イ
ギ
リ
ス

一
一

︵
一八、一〇、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
、

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
及
び

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
お
け
る
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
実
情
調

査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一八、
六、二三

︵
議
長
決
定
︶

矢
野
哲
朗
君

平
田
健
二
君

ベ
ト
ナ
ム

ラ
オ
ス

カ
ン
ボ
ジ
ア

七

︵
一八、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

魚
住
裕
一
郎
君

四

第
百
六十四回

閉
会
後

カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
け
る
農
業
、
教
育
、
環
境

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
六、三〇

︵
議
長
決
定
︶

岩
城
光
英
君

大
野
つ
や
子
君

朝
日
俊
弘
君

柳
田

稔
君

福
本
潤
一
君

仁
比
聡
平
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

一
一

︵
一八、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

モ
ン
ゴ
ル
国
及
び
中
華
人
民
共

和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

一八、
七、
六

︵
議
長
決
定
︶

小
泉
昭
男
君

田
村
耕
太
郎
君

中
川
雅
治
君

足
立
信
也
君

那
谷
屋
正
義
君

鰐
淵
洋
子
君

モ
ン
ゴ
ル

中
国

六

︵
一八、一〇、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

イ
タ
リ
ア
共
和
国
、英
国
及
び
ス

ペ
イ
ン
に
お
け
る
通
信・放
送
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
七、一一

︵
議
長

決
定
︶

関
谷
勝
嗣
君

太
田
豊
秋
君

イ
タ
リ
ア

イ
ギ
リ
ス

ス
ペ
イ
ン

一
一

︵
一八、
九、二六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

大
石
正
光
君

一
〇

山
下
八
洲
夫
君

一
一

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
人
民
権
力
全

国
議
会
議
長
及
び
パ
ナ
マ
共
和

国
国
会
議
長
の
招
待
に
よ
る
両

国
公
式
訪
問
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
七、一一

︵
議
長

決
定
︶

片
山
虎
之
助
君

関
口
昌
一
君

伊
達
忠
一
君

田
名
部
匡
省
君

キ
ュ
ー
バ

パ
ナ
マ

ア
メ
リ
カ

七

︵
同

︶

荒
木
清
寛
君

五



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
三
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
、
マ

レ
ー
シ
ア
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
に
お
け
る
経
済
連
携
及
び
エ

ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一八、
七、一九

︵
議
長
決
定
︶

泉

信
也
君

市
川
一
朗
君

佐
藤
雄
平
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

マ
レ
ー
シ
ア

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

七

︵
一八、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

富
岡
由
紀
夫
君

長
谷
川
憲
正
君

四

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
上
院
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一八、
七、二一

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

扇

千
景
君

清
水
嘉
与
子
君

ブ
ラ
ジ
ル

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

パ
ラ
グ
ア
イ

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

輿
石

東
君

一
〇

風
間

昶
君

一
四

第
百
六十四回

閉
会
後

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
及
び

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

一八、
七、二四

︵
議
長

決
定
︶

阿
部
正
俊
君

岸

信
夫
君

津
田
弥
太
郎
君

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

一
〇

︵
一八、一〇、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

松
井
孝
治
君

八

谷
合
正
明
君

近
藤
正
道
君

一
〇

タ
イ
王
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共

和
国
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和

国
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開

発
援
助
に
関
す
る
調
査

一八、
七、二五

︵
議
長

決
定
︶

鶴
保
庸
介
君

柏
村
武
昭
君

白

眞
勲
君

前
川
清
成
君

大
門
実
紀
史
君

タ
イ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

九

︵
同

︶

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
国
民
議
会

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一八、
八、
三

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

角
田
義
一
君

竹
山

裕
君

江
田
五
月
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

七

︵
一八、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

草
川
昭
三
君

六

第
二
十
七
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

機
構︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
︶
総
会
参
加

及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
八、一一

︵
議
長

決
定
︶
小
泉
顕
雄
君

家
西

悟
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

六

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
十
三
回
運
営
委
員
会
参
加
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一八、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶
国
井
正
幸
君

チ
ェ
コ

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

五
回
経
済
協
力
開
発
機
構
︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶
活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一八、
九、一三

︵
議
長

決
定
︶
狩
野

安
君

和
田
ひ
ろ
子
君

フ
ラ
ン
ス

七

︵
同

︶

第
百
十
五
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス
イ

ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一八、
九、二九

︵
議
長
決
定
︶

岡
田

広
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

下
田
敦
子
君

八

第
百
六十五回

︵
臨

時
︶
中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

一八、一〇、
二

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

扇

千
景
君

松
田
岩
夫
君

簗
瀬

進
君

山
本

保
君

中
国

三

︵
同

︶





一
一
三
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
、
マ

レ
ー
シ
ア
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
に
お
け
る
経
済
連
携
及
び
エ

ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一八、
七、一九

︵
議
長

決
定
︶

泉

信
也
君

市
川
一
朗
君

佐
藤
雄
平
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

マ
レ
ー
シ
ア

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

七

︵
一八、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

富
岡
由
紀
夫
君

長
谷
川
憲
正
君

四

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
上
院
議

長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問
及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

一八、
七、二一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

扇

千
景
君

清
水
嘉
与
子
君

ブ
ラ
ジ
ル

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

パ
ラ
グ
ア
イ

フ
ラ
ン
ス

一
四

︵
同

︶

輿
石

東
君

一
〇

風
間

昶
君

一
四

第
百
六十四回

閉
会
後

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
及
び

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

一八、
七、二四

︵
議
長
決
定
︶

阿
部
正
俊
君

岸

信
夫
君

津
田
弥
太
郎
君

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

一
〇

︵
一八、一〇、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

松
井
孝
治
君

八

谷
合
正
明
君

近
藤
正
道
君

一
〇

タ
イ
王
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共

和
国
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和

国
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開

発
援
助
に
関
す
る
調
査

一八、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶

鶴
保
庸
介
君

柏
村
武
昭
君

白

眞
勲
君

前
川
清
成
君

大
門
実
紀
史
君

タ
イ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

九

︵
同

︶

ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
国
民
議
会

の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一八、
八、
三

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

角
田
義
一
君

竹
山

裕
君

江
田
五
月
君

ブ
ル
ガ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

七

︵
一八、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

草
川
昭
三
君

六

第
二
十
七
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

機
構︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
︶
総
会
参
加

及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一八、
八、一一

︵
議
長
決
定
︶
小
泉
顕
雄
君

家
西

悟
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

六

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
十
三
回
運
営
委
員
会
参
加
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一八、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶
国
井
正
幸
君

チ
ェ
コ

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

五
回
経
済
協
力
開
発
機
構
︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶
活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一八、
九、一三

︵
議
長
決
定
︶
狩
野

安
君

和
田
ひ
ろ
子
君

フ
ラ
ン
ス

七

︵
同

︶

第
百
十
五
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス
イ

ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一八、
九、二九

︵
議
長

決
定
︶

岡
田

広
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

下
田
敦
子
君

八

第
百
六十五回

︵
臨

時
︶
中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

一八、一〇、
二

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

扇

千
景
君

松
田
岩
夫
君

簗
瀬

進
君

山
本

保
君

中
国

三

︵
同

︶





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
三
七



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
二
十
七
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一八、一〇、一七

︵
議
長
決
定
︶

加
納
時
男
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

六

︵
一八、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

峰
崎
直
樹
君

五

高
野
博
師
君

二

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

年
次
会
合
参
加
及
び
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一八、一一、一五

︵
議
長
決
定
︶
太
田
豊
秋
君

工
藤
堅
太
郎
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

ベ
ル
ギ
ー

八

︵
一九、
一、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十五回

閉
会
後

第
十
五
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一九、
一、
九

︵
議
長

決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

ロ
シ
ア

六

︵
一九、
七、
五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

小
林
美
恵
子
君

八

第
百
六十六回

第
五
十
一
回
国
連
婦
人
の
地
位

委
員
会
の
際
の
Ｉ
Ｐ
Ｕ
議
会
人

会
合
参
加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一九、
二、
七

︵
議
長
決
定
︶
南
野
知
惠
子
君

島
田
智
哉
子
君

ア
メ
リ
カ

五

︵
同

︶

第
百
十
六
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一九、
四、一六

︵
議
長
決
定
︶

岡
田

広
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

八

︵
同

︶

芝

博
一
君

山
下
栄
一
君

七

第
百
六十七回

閉
会
後

第
二
十
八
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
及
び
マ

レ
ー
シ
ア
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一九、
八、
九

︵
議
長

決
定
︶

那
谷
屋
正
義
君

マ
レ
ー
シ
ア

七

︵
一九、
九、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

西
島
英
利
君

五

ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共

和
国
に
お
け
る
政
府
開
発
援
助

に
関
す
る
実
情
調
査
及
び
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一九、
八、一五

︵
議
長

決
定
︶
矢
野
哲
朗
君

郡
司

彰
君

風
間

昶
君

ス
リ
ラ
ン
カ

四

︵
二〇、
一、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十八回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

六
回
経
済
協
力
開
発
機
構︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一九、
九、一八

︵
議
長

決
定
︶
大
江
康
弘
君

水
落
敏
栄
君

山
下
芳
生
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

第
百
十
七
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス
イ

ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一九、
九、一九

︵
議
長
決
定
︶
神
本
美
恵
子
君

北
川
イ
ッ
セ
イ
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
十
六
回
運
営
委
員
会
参
加
及

び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一九、
九、二五

︵
議
長
決
定
︶
大
久
保

勉
君

ス
イ
ス

五

︵
同

︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

一九、一一、二二

︵
議
長

決
定
︶

藤
末
健
三
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

長
谷
川
大
紋
君

山
内
俊
夫
君

谷
合
正
明
君

ベ
ト
ナ
ム

五

︵
二〇、
五、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶





一
一
三
八



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
二
十
七
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

一八、一〇、一七

︵
議
長
決
定
︶

加
納
時
男
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

六

︵
一八、一二、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

峰
崎
直
樹
君

五

高
野
博
師
君

二

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

年
次
会
合
参
加
及
び
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一八、一一、一五

︵
議
長
決
定
︶
太
田
豊
秋
君

工
藤
堅
太
郎
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

ベ
ル
ギ
ー

八

︵
一九、
一、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十五回

閉
会
後

第
十
五
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

一九、
一、
九

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

ロ
シ
ア

六

︵
一九、
七、
五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

小
林
美
恵
子
君

八

第
百
六十六回

第
五
十
一
回
国
連
婦
人
の
地
位

委
員
会
の
際
の
Ｉ
Ｐ
Ｕ
議
会
人

会
合
参
加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一九、
二、
七

︵
議
長
決
定
︶
南
野
知
惠
子
君

島
田
智
哉
子
君

ア
メ
リ
カ

五

︵
同

︶

第
百
十
六
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

一九、
四、一六

︵
議
長
決
定
︶

岡
田

広
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

八

︵
同

︶

芝

博
一
君

山
下
栄
一
君

七

第
百
六十七回

閉
会
後

第
二
十
八
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
及
び
マ

レ
ー
シ
ア
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

一九、
八、
九

︵
議
長

決
定
︶

那
谷
屋
正
義
君

マ
レ
ー
シ
ア

七

︵
一九、
九、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

西
島
英
利
君

五

ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共

和
国
に
お
け
る
政
府
開
発
援
助

に
関
す
る
実
情
調
査
及
び
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一九、
八、一五

︵
議
長

決
定
︶
矢
野
哲
朗
君

郡
司

彰
君

風
間

昶
君

ス
リ
ラ
ン
カ

四

︵
二〇、
一、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十八回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

六
回
経
済
協
力
開
発
機
構︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

一九、
九、一八

︵
議
長
決
定
︶
大
江
康
弘
君

水
落
敏
栄
君

山
下
芳
生
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

第
百
十
七
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス
イ

ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

一九、
九、一九

︵
議
長
決
定
︶
神
本
美
恵
子
君

北
川
イ
ッ
セ
イ
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
十
六
回
運
営
委
員
会
参
加
及

び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

一九、
九、二五

︵
議
長

決
定
︶
大
久
保

勉
君

ス
イ
ス

五

︵
同

︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

一九、一一、二二

︵
議
長

決
定
︶

藤
末
健
三
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

長
谷
川
大
紋
君

山
内
俊
夫
君

谷
合
正
明
君

ベ
ト
ナ
ム

五

︵
二〇、
五、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
三
九



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
十
六
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一九、一二、二一

︵
議
長
決
定
︶

主
濱

了
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

八

︵
二〇、
五、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

田
中
直
紀
君

七

カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
、
エ
チ
オ

ピ
ア
連
邦
民
主
共
和
国
及
び
南

ア
フ
リ
カ
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
並
び
に

英
国
の
援
助
政
策
に
関
す
る
調

査

二〇、
一、
九

︵
議
長

決
定
︶
大
塚
耕
平
君

内
藤
正
光
君

西
田
昌
司
君

カ
メ
ル
ー
ン

エ
チ
オ
ピ
ア

南
ア
フ
リ
カ

イ
ギ
リ
ス

一
三

︵
同

︶

イ
ン
ド
及
び
ネ
パ
ー
ル
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

二〇、
一、一六

︵
議
長

決
定
︶

富
岡
由
紀
夫
君

長
浜
博
行
君

石
井
み
ど
り
君

弘
友
和
夫
君

イ
ン
ド

ネ
パ
ー
ル

一
〇

︵
同

︶

ト
ル
コ
共
和
国
及
び
ヨ
ル
ダ

ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王
国
に
対

す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助

に
関
す
る
調
査

二〇、
一、二二

︵
議
長

決
定
︶

加
藤
敏
幸
君

米
長
晴
信
君

鶴
保
庸
介
君

仁
比
聡
平
君

ト
ル
コ

ヨ
ル
ダ
ン

九

︵
同

︶

第
五
十
二
回
国
連
婦
人
の
地
位

委
員
会
の
際
の
Ｉ
Ｐ
Ｕ
議
会
人

会
合
参
加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
二、
八

︵
議
長

決
定
︶
南
野
知
惠
子
君

森

ゆ
う
こ
君

ア
メ
リ
カ

五

︵
同

︶

大
石
正
光
君

松
田
岩
夫
君

六

第
百
六十九回

木
俣
佳
丈
君

三

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
第
二

回
日
中
議
員
会
議
出
席

二〇、
二、一二

︵
議
長
決
定
︶

喜
納
昌
吉
君

中
国

六

︵
二〇、
四、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

高
橋
千
秋
君

五

中
谷
智
司
君

加
納
時
男
君

六

神
取

忍
君

四

末
松
信
介
君

五

西
田
実
仁
君

四

日
米
議
会
交
流
・
準
備
会
合
参

加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
三、一二

︵
議
長
決
定
︶
林

芳
正
君

川
上
義
博
君

ア
メ
リ
カ

三

︵
同

︶

第
百
十
八
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
三、二五

︵
議
長
決
定
︶

増
子
輝
彦
君

南
ア
フ
リ
カ

イ
ギ
リ
ス

一
〇

︵
二〇、
五、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

伊
達
忠
一
君

八

第
二
十
九
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二〇、
五、二〇

︵
議
長
決
定
︶
相
原
久
美
子
君

中
村
博
彦
君

ベ
ル
ギ
ー

オ
ー
ス
ト
リ
ア

七

︵
二〇、
九、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶





一
一
四
〇



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
十
六
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

一九、一二、二一

︵
議
長

決
定
︶

主
濱

了
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

八

︵
二〇、
五、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

田
中
直
紀
君

七

カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
、
エ
チ
オ

ピ
ア
連
邦
民
主
共
和
国
及
び
南

ア
フ
リ
カ
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
並
び
に

英
国
の
援
助
政
策
に
関
す
る
調

査

二〇、
一、
九

︵
議
長

決
定
︶
大
塚
耕
平
君

内
藤
正
光
君

西
田
昌
司
君

カ
メ
ル
ー
ン

エ
チ
オ
ピ
ア

南
ア
フ
リ
カ

イ
ギ
リ
ス

一
三

︵
同

︶

イ
ン
ド
及
び
ネ
パ
ー
ル
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

二〇、
一、一六

︵
議
長
決
定
︶

富
岡
由
紀
夫
君

長
浜
博
行
君

石
井
み
ど
り
君

弘
友
和
夫
君

イ
ン
ド

ネ
パ
ー
ル

一
〇

︵
同

︶

ト
ル
コ
共
和
国
及
び
ヨ
ル
ダ

ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王
国
に
対

す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助

に
関
す
る
調
査

二〇、
一、二二

︵
議
長
決
定
︶

加
藤
敏
幸
君

米
長
晴
信
君

鶴
保
庸
介
君

仁
比
聡
平
君

ト
ル
コ

ヨ
ル
ダ
ン

九

︵
同

︶

第
五
十
二
回
国
連
婦
人
の
地
位

委
員
会
の
際
の
Ｉ
Ｐ
Ｕ
議
会
人

会
合
参
加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
二、
八

︵
議
長
決
定
︶
南
野
知
惠
子
君

森

ゆ
う
こ
君

ア
メ
リ
カ

五

︵
同

︶

大
石
正
光
君

松
田
岩
夫
君

六

第
百
六十九回

木
俣
佳
丈
君

三

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
第
二

回
日
中
議
員
会
議
出
席

二〇、
二、一二

︵
議
長
決
定
︶

喜
納
昌
吉
君

中
国

六

︵
二〇、
四、二五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

高
橋
千
秋
君

五

中
谷
智
司
君

加
納
時
男
君

六

神
取

忍
君

四

末
松
信
介
君

五

西
田
実
仁
君

四

日
米
議
会
交
流
・
準
備
会
合
参

加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
三、一二

︵
議
長

決
定
︶
林

芳
正
君

川
上
義
博
君

ア
メ
リ
カ

三

︵
同

︶

第
百
十
八
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
三、二五

︵
議
長

決
定
︶

増
子
輝
彦
君

南
ア
フ
リ
カ

イ
ギ
リ
ス

一
〇

︵
二〇、
五、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

伊
達
忠
一
君

八

第
二
十
九
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二〇、
五、二〇

︵
議
長
決
定
︶
相
原
久
美
子
君

中
村
博
彦
君

ベ
ル
ギ
ー

オ
ー
ス
ト
リ
ア

七

︵
二〇、
九、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
四
一



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
一
回
日
本
・
米
国
議
員
会
議

参
加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
五、三〇

︵
議
長
決
定
︶

林

芳
正
君

ツ
ル
ネ
ン
マ
ル
テ
イ
君

室
井
邦
彦
君

松
村
祥
史
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
二〇、
九、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
五
回
ア
ジ
ア
欧
州
議
員
会
議

参
加
及
び
中
華
人
民
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
六、
五

︵
議
長
決
定
︶

今
野

東
君

中
国

四

︵
同

︶

野
村
哲
郎
君

三

東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
主
共
和
国
国

民
議
会
議
長
及
び
タ
イ
王
国
上

院
議
長
の
招
待
に
よ
る
両
国
公

式
訪
問
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二〇、
六、一三

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

江
田
五
月
君

東
テ
ィ
モ
ー
ル

タ
イ

イ
ン
ド

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
〇

︵
同

︶

輿
石

東
君

七

尾
辻
秀
久
君

七

白
浜
一
良
君

七

ス
ー
ダ
ン
共
和
国
及
び
ウ
ガ
ン

ダ
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
並
び
に
英
国
及

び
主
要
先
進
国
に
お
け
る
海
外

援
助
の
制
度
と
動
向
に
関
す
る

調
査

二〇、
六、一九

︵
議
長

決
定
︶

武
内
則
男
君

イ
ギ
リ
ス

ウ
ガ
ン
ダ

ス
ー
ダ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
二

︵
二〇、一一、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

椎
名
一
保
君

一
一

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
国
会
の
招

待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
六、二五

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

山
東
昭
子
君

家
西

悟
君

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

ク
ロ
ア
チ
ア

一
四

︵
二〇、
九、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

山
内
俊
夫
君

一
〇

木
庭
健
太
郎
君

九

第
百
六十九回

閉
会
後

ス
ー
ダ
ン
共
和
国
、
ケ
ニ
ア
共

和
国
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和

国
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お

け
る
経
済
・
社
会
保
障
・
労

働
・
貧
困
問
題
等
国
民
生
活
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
六、二六

︵
議
長
決
定
︶

矢
野
哲
朗
君

ス
ー
ダ
ン

ケ
ニ
ア

タ
ン
ザ
ニ
ア

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
同

︶

中
谷
智
司
君

一
一

藤
原
良
信
君

九

舟
山
康
江
君

一
一

松
山
政
司
君

一
一

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
デ
ン

マ
ー
ク
王
国
及
び
英
国
に
お
け

る
地
球
温
暖
化
問
題
へ
の
取
組

に
関
す
る
実
情
調
査
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
六、二六

︵
議
長

決
定
︶

石
井

一
君

ド
イ
ツ

デ
ン
マ
ー
ク

イ
ギ
リ
ス

九

︵
同

︶

風
間
直
樹
君

九

高
嶋
良
充
君

愛
知
治
郎
君

荒
井
広
幸
君

一
〇

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
の
政
府
開
発

援
助
政
策
の
動
向
等
に
関
す
る

調
査

二〇、
六、二六

︵
議
長
決
定
︶

櫻
井

充
君

白

眞
勲
君

谷
川
秀
善
君

魚
住
裕
一
郎
君

ド
イ
ツ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

九

︵
二〇、一一、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
、
タ

イ
王
国
及
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国

に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発

援
助
に
関
す
る
調
査

二〇、
六、二六

︵
議
長
決
定
︶

中
村
哲
治
君

轟
木
利
治
君

ラ
オ
ス

タ
イ
カ
ン
ボ
ジ
ア

九

︵
同

︶

広
田

一
君

五

中
川
雅
治
君

九

辻







一
一
四
二



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
一
回
日
本
・
米
国
議
員
会
議

参
加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
五、三〇

︵
議
長
決
定
︶

林

芳
正
君

ツ
ル
ネ
ン
マ
ル
テ
イ
君

室
井
邦
彦
君

松
村
祥
史
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
二〇、
九、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
五
回
ア
ジ
ア
欧
州
議
員
会
議

参
加
及
び
中
華
人
民
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
六、
五

︵
議
長

決
定
︶

今
野

東
君

中
国

四

︵
同

︶

野
村
哲
郎
君

三

東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
主
共
和
国
国

民
議
会
議
長
及
び
タ
イ
王
国
上

院
議
長
の
招
待
に
よ
る
両
国
公

式
訪
問
及
び
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二〇、
六、一三

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

江
田
五
月
君

東
テ
ィ
モ
ー
ル

タ
イ

イ
ン
ド

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

一
〇

︵
同

︶

輿
石

東
君

七

尾
辻
秀
久
君

七

白
浜
一
良
君

七

ス
ー
ダ
ン
共
和
国
及
び
ウ
ガ
ン

ダ
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
並
び
に
英
国
及

び
主
要
先
進
国
に
お
け
る
海
外

援
助
の
制
度
と
動
向
に
関
す
る

調
査

二〇、
六、一九

︵
議
長
決
定
︶

武
内
則
男
君

イ
ギ
リ
ス

ウ
ガ
ン
ダ

ス
ー
ダ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
二

︵
二〇、一一、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

椎
名
一
保
君

一
一

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
国
会
の
招

待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
六、二五

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

山
東
昭
子
君

家
西

悟
君

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

ク
ロ
ア
チ
ア

一
四

︵
二〇、
九、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

山
内
俊
夫
君

一
〇

木
庭
健
太
郎
君

九

第
百
六十九回

閉
会
後

ス
ー
ダ
ン
共
和
国
、
ケ
ニ
ア
共

和
国
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和

国
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お

け
る
経
済
・
社
会
保
障
・
労

働
・
貧
困
問
題
等
国
民
生
活
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
六、二六

︵
議
長
決
定
︶

矢
野
哲
朗
君

ス
ー
ダ
ン

ケ
ニ
ア

タ
ン
ザ
ニ
ア

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
同

︶

中
谷
智
司
君

一
一

藤
原
良
信
君

九

舟
山
康
江
君

一
一

松
山
政
司
君

一
一

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
デ
ン

マ
ー
ク
王
国
及
び
英
国
に
お
け

る
地
球
温
暖
化
問
題
へ
の
取
組

に
関
す
る
実
情
調
査
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
六、二六

︵
議
長

決
定
︶

石
井

一
君

ド
イ
ツ

デ
ン
マ
ー
ク

イ
ギ
リ
ス

九

︵
同

︶

風
間
直
樹
君

九

高
嶋
良
充
君

愛
知
治
郎
君

荒
井
広
幸
君

一
〇

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
の
政
府
開
発

援
助
政
策
の
動
向
等
に
関
す
る

調
査

二〇、
六、二六

︵
議
長

決
定
︶

櫻
井

充
君

白

眞
勲
君

谷
川
秀
善
君

魚
住
裕
一
郎
君

ド
イ
ツ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

九

︵
二〇、一一、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
、
タ

イ
王
国
及
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国

に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発

援
助
に
関
す
る
調
査

二〇、
六、二六

︵
議
長

決
定
︶

中
村
哲
治
君

轟
木
利
治
君

ラ
オ
ス

タ
イ

カ
ン
ボ
ジ
ア

九

︵
同

︶

広
田

一
君

五

中
川
雅
治
君

九

辻







三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
四
三



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

フ
ィ
ジ
ー
諸
島
共
和
国
及
び
ツ

バ
ル
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二〇、
七、
二

︵
議
長
決
定
︶

溝
手
顕
正
君

亀
井
亜
紀
子
君

藤
田
幸
久
君

水
戸
将
史
君

森

ま
さ
こ
君

フ
ィ
ジ
ー

ツ
バ
ル

八

︵
二〇、一一、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ス
イ
ス
連
邦
国
会
公
式
訪
問
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二〇、
七、
三

︵
議
長
決
定
︶

小
川
勝
也
君

池
口
修
次
君

榛
葉
賀
津
也
君

岡
田
直
樹
君

世
耕
弘
成
君

山
下
栄
一
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

ベ
ル
ギ
ー

ド
イ
ツ

九

︵
二〇、
九、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十九回

閉
会
後

カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
い
て
の
少
子
高
齢
時
代
に

お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
受
入

れ
と
地
域
社
会
で
の
共
生
問
題

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
七、
三

︵
議
長

決
定
︶

田
名
部
匡
省
君

大
石
尚
子
君

藤
谷
光
信
君

礒
崎
陽
輔
君

島
尻
安
伊
子
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

八

︵
同

︶

イ
ン
ド
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和

国
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共

和
国
に
お
け
る
交
通
政
策
、
都

市
政
策
、
災
害
対
策
等
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
七、
七

︵
議
長
決
定
︶

山
下
八
洲
夫
君

大
久
保
潔
重
君

塚
田
一
郎
君

遠
山
清
彦
君

紙

智
子
君

イ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ベ
ト
ナ
ム

一
〇

︵
二〇、一一、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
十
九
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
及
び
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二〇、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶

鈴
木
陽
悦
君

河
合
孝
典
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

五

︵
二〇、一〇、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

浅
野
勝
人
君

四

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

二
〇
〇
八
年
年
次
会
合
参
加
及

び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二〇、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶
大
河
原
雅
子
君

市
川
一
朗
君

ス
イ
ス

六

︵
二〇、一一、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
七十回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

七
回
経
済
協
力
開
発
機
構︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二〇、
九、二二

︵
議
長
決
定
︶
金
子
恵
美
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
二〇、一一、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
七十一回

第
十
七
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
ラ
オ
ス
人
民
民
主

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二〇、一一、二八

︵
議
長

決
定
︶
大
島
九
州
男
君

渕
上
貞
雄
君

ラ
オ
ス

タ
イ

七

︵
二一、
二、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
二
十
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
エ
チ

オ
ピ
ア
連
邦
民
主
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二一、
三、
四

︵
議
長
決
定
︶
横
峯
良
郎
君

水
落
敏
栄
君

エ
チ
オ
ピ
ア

八

︵
二一、
六、一二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
七十一回

閉
会
後

第
三
十
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員
会

議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及
び

タ
イ
王
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二一、
七、二三

︵
議
長
決
定
︶

下
田
敦
子
君

タ
イ

五

︵
二一、
九、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

南
野
知
惠
子
君

四





一
一
四
四



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

フ
ィ
ジ
ー
諸
島
共
和
国
及
び
ツ

バ
ル
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二〇、
七、
二

︵
議
長
決
定
︶

溝
手
顕
正
君

亀
井
亜
紀
子
君

藤
田
幸
久
君

水
戸
将
史
君

森

ま
さ
こ
君

フ
ィ
ジ
ー

ツ
バ
ル

八

︵
二〇、一一、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ス
イ
ス
連
邦
国
会
公
式
訪
問
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二〇、
七、
三

︵
議
長
決
定
︶

小
川
勝
也
君

池
口
修
次
君

榛
葉
賀
津
也
君

岡
田
直
樹
君

世
耕
弘
成
君

山
下
栄
一
君

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

ベ
ル
ギ
ー

ド
イ
ツ

九

︵
二〇、
九、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
六十九回

閉
会
後

カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
い
て
の
少
子
高
齢
時
代
に

お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
受
入

れ
と
地
域
社
会
で
の
共
生
問
題

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
七、
三

︵
議
長
決
定
︶

田
名
部
匡
省
君

大
石
尚
子
君

藤
谷
光
信
君

礒
崎
陽
輔
君

島
尻
安
伊
子
君

カ
ナ
ダ

ア
メ
リ
カ

八

︵
同

︶

イ
ン
ド
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和

国
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共

和
国
に
お
け
る
交
通
政
策
、
都

市
政
策
、
災
害
対
策
等
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二〇、
七、
七

︵
議
長

決
定
︶

山
下
八
洲
夫
君

大
久
保
潔
重
君

塚
田
一
郎
君

遠
山
清
彦
君

紙

智
子
君

イ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ベ
ト
ナ
ム

一
〇

︵
二〇、一一、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
十
九
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
及
び
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二〇、
七、三〇

︵
議
長
決
定
︶

鈴
木
陽
悦
君

河
合
孝
典
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

五

︵
二〇、一〇、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

浅
野
勝
人
君

四

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

二
〇
〇
八
年
年
次
会
合
参
加
及

び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二〇、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶
大
河
原
雅
子
君

市
川
一
朗
君

ス
イ
ス

六

︵
二〇、一一、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
七十回

︵
臨

時
︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

七
回
経
済
協
力
開
発
機
構︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二〇、
九、二二

︵
議
長
決
定
︶
金
子
恵
美
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
二〇、一一、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
七十一回

第
十
七
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
ラ
オ
ス
人
民
民
主

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二〇、一一、二八

︵
議
長

決
定
︶
大
島
九
州
男
君

渕
上
貞
雄
君

ラ
オ
ス

タ
イ

七

︵
二一、
二、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
二
十
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
エ
チ

オ
ピ
ア
連
邦
民
主
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二一、
三、
四

︵
議
長

決
定
︶
横
峯
良
郎
君

水
落
敏
栄
君

エ
チ
オ
ピ
ア

八

︵
二一、
六、一二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
七十一回

閉
会
後

第
三
十
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員
会

議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及
び

タ
イ
王
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二一、
七、二三

︵
議
長
決
定
︶

下
田
敦
子
君

タ
イ

五

︵
二一、
九、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

南
野
知
惠
子
君

四





三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
四
五



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
十
九
回
運
営
委
員
会
参
加
及

び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二一、
九、一〇

︵
議
長
決
定
︶
加
賀
谷

健
君

ス
イ
ス

五

︵
二一、一一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

八
回
経
済
協
力
開
発
機
構︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二一、
九、一四

︵
議
長
決
定
︶

鈴
木
陽
悦
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

西
島
英
利
君

四

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
、
パ
ナ

マ
共
和
国
及
び
ペ
ル
ー
共
和
国

に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発

援
助
に
関
す
る
調
査

二一、
九、一六

︵
議
長
決
定
︶

藤
原
良
信
君

ア
メ
リ
カ

ブ
ラ
ジ
ル

パ
ナ
マ

ペ
ル
ー

一
四

︵
二二、
二、
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

椎
名
一
保
君

一
一

井
上
哲
士
君

一
三

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
及

び
国
際
機
関
の
開
発
援
助
政
策

の
動
向
等
に
関
す
る
調
査

二一、
九、二四

︵
議
長

決
定
︶

藤
末
健
三
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

九

︵
同

︶

泉

信
也
君

六

草
川
昭
三
君

九

第
百
七十二回

閉
会
後

ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共

和
国
国
会
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二一、
九、二五

︵
議
長
決
定
︶

池
口
修
次
君

芝

博
一
君

水
岡
俊
一
君

ス
リ
ラ
ン
カ

イ
ン
ド

マ
レ
ー
シ
ア

七

︵
二一、一一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

秋
元

司
君

五

世
耕
弘
成
君

七

魚
住
裕
一
郎
君

六

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
及
び
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
並
び
に

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
に
お
け

る
海
外
援
助
の
制
度
と
動
向
に

関
す
る
調
査

二一、
九、二五

︵
議
長

決
定
︶

若
林
正
俊
君

松
浦
大
悟
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

九

︵
二二、
二、
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

石
井
準
一
君

五

ロ
シ
ア
連
邦
連
邦
院
議
長
の
招

待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二一、
九、二九

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

江
田
五
月
君

ロ
シ
ア

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ラ
ト
ビ
ア

イ
ギ
リ
ス

一
一

︵
二一、一一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

高
嶋
良
充
君

九

尾
辻
秀
久
君

四

第
百
二
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二一、
九、三〇

︵
議
長
決
定
︶

川
崎

稔
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

松
山
政
司
君

四

ケ
ニ
ア
共
和
国
、
ウ
ガ
ン
ダ
共

和
国
及
び
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国

に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発

援
助
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お

け
る
海
外
援
助
の
制
度
と
動
向

並
び
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︱
Ｄ
Ａ
Ｃ
の

活
動
状
況
等
に
関
す
る
調
査

二一、一〇、
一

︵
議
長
決
定
︶

木
俣
佳
丈
君

姫
井
由
美
子
君

ケ
ニ
ア

ウ
ガ
ン
ダ

南
ア
フ
リ
カ

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
二二、
二、
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

山
本
順
三
君

七



辻

一
一
四
六



国
会
回
次

目

的

派
遣
決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
十
九
回
運
営
委
員
会
参
加
及

び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二一、
九、一〇

︵
議
長
決
定
︶
加
賀
谷

健
君

ス
イ
ス

五

︵
二一、一一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十

八
回
経
済
協
力
開
発
機
構︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二一、
九、一四

︵
議
長

決
定
︶

鈴
木
陽
悦
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

西
島
英
利
君

四

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
、
パ
ナ

マ
共
和
国
及
び
ペ
ル
ー
共
和
国

に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発

援
助
に
関
す
る
調
査

二一、
九、一六

︵
議
長

決
定
︶

藤
原
良
信
君

ア
メ
リ
カ

ブ
ラ
ジ
ル

パ
ナ
マ

ペ
ル
ー

一
四

︵
二二、
二、
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

椎
名
一
保
君

一
一

井
上
哲
士
君

一
三

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
及

び
国
際
機
関
の
開
発
援
助
政
策

の
動
向
等
に
関
す
る
調
査

二一、
九、二四

︵
議
長
決
定
︶

藤
末
健
三
君

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

九

︵
同

︶

泉

信
也
君

六

草
川
昭
三
君

九

第
百
七十二回

閉
会
後

ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共

和
国
国
会
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二一、
九、二五

︵
議
長
決
定
︶

池
口
修
次
君

芝

博
一
君

水
岡
俊
一
君

ス
リ
ラ
ン
カ

イ
ン
ド

マ
レ
ー
シ
ア

七

︵
二一、一一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

秋
元

司
君

五

世
耕
弘
成
君

七

魚
住
裕
一
郎
君

六

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
及
び
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
並
び
に

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
に
お
け

る
海
外
援
助
の
制
度
と
動
向
に

関
す
る
調
査

二一、
九、二五

︵
議
長
決
定
︶

若
林
正
俊
君

松
浦
大
悟
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

九

︵
二二、
二、
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

石
井
準
一
君

五

ロ
シ
ア
連
邦
連
邦
院
議
長
の
招

待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二一、
九、二九

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

江
田
五
月
君

ロ
シ
ア

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ラ
ト
ビ
ア

イ
ギ
リ
ス

一
一

︵
二一、一一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

高
嶋
良
充
君

九

尾
辻
秀
久
君

四

第
百
二
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二一、
九、三〇

︵
議
長

決
定
︶

川
崎

稔
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

松
山
政
司
君

四

ケ
ニ
ア
共
和
国
、
ウ
ガ
ン
ダ
共

和
国
及
び
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国

に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発

援
助
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お

け
る
海
外
援
助
の
制
度
と
動
向

並
び
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︱
Ｄ
Ａ
Ｃ
の

活
動
状
況
等
に
関
す
る
調
査

二一、一〇、
一

︵
議
長
決
定
︶

木
俣
佳
丈
君

姫
井
由
美
子
君

ケ
ニ
ア

ウ
ガ
ン
ダ

南
ア
フ
リ
カ

フ
ラ
ン
ス

一
三

︵
二二、
二、
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

山
本
順
三
君

七



辻

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
四
七



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
十
五
回

締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
1
5

︶の
際

の
議
員
会
議
参
加
及
び
デ
ン

マ
ー
ク
王
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二一、一一、
九

︵
議
長
決
定
︶
岡
崎
ト
ミ
子
君

デ
ン
マ
ー
ク

八

︵
二二、
三、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
十
一
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
・
準
備
会
合
参
加
及
び
ベ

ル
ギ
ー
王
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二一、一一、二七

︵
議
長
決
定
︶

広
中
和
歌
子
君

ベ
ル
ギ
ー

四

︵
二二、
二、
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

松
山
政
司
君

五

モ
ロ
ッ
コ
王
国
参
議
院
及
び

チ
ュ
ニ
ジ
ア
共
和
国
評
議
院
の

招
待
に
よ
る
両
国
公
式
訪
問
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二一、一二、
一

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

山
東
昭
子
君

家
西

悟
君

モ
ロ
ッ
コ

チ
ュ
ニ
ジ
ア

フ
ラ
ン
ス

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

一
二

︵
同

︶

吉
田
博
美
君

七

木
庭
健
太
郎
君

九

第
百
七十三回

閉
会
後

日
メ
コ
ン
女
性
議
員
会
議
参
加

及
び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二一、一二、
四

︵
議
長
決
定
︶

相
原
久
美
子
君

ラ
オ
ス

六

︵
同

︶

川
口
順
子
君

五

オ
ラ
ン
ダ
王
国
及
び
英
国
に
お

け
る
世
界
同
時
不
況
下
で
の
雇

用
失
業
問
題
、
労
働
者
派
遣
、

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
等
の
労

働
施
策
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二一、一二、
七

︵
議
長
決
定
︶

徳
永
久
志
君

植
松
恵
美
子
君

行
田
邦
子
君

オ
ラ
ン
ダ

イ
ギ
リ
ス

七

︵
二二、
三、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

河
合
常
則
君

四

牧
野
た
か
お
君

七

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
経
済
状
況

及
び
経
済
活
性
化
に
向
け
た
取

組
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二一、一二、
七

︵
議
長

決
定
︶
外
山

斎
君

平
山

誠
君

ア
メ
リ
カ

九

︵
同

︶

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
に
お
け
る
教

育
改
革
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二一、一二、
八

︵
議
長
決
定
︶

佐
藤
泰
介
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

七

︵
同

︶

川
上
義
博
君

四

山
下
芳
生
君

七

第
十
八
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共

和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二二、
一、
五

︵
議
長
決
定
︶

平
山

誠
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

六

︵
二二、
四、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
曽
根
弘
文
君

四

15



一
一
四
八



気
候
変
動
枠
組
条
約
第
十
五
回

締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
1
5

︶の
際

の
議
員
会
議
参
加
及
び
デ
ン

マ
ー
ク
王
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二一、一一、
九

︵
議
長

決
定
︶
岡
崎
ト
ミ
子
君

デ
ン
マ
ー
ク

八

︵
二二、
三、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
十
一
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
・
準
備
会
合
参
加
及
び
ベ

ル
ギ
ー
王
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二一、一一、二七

︵
議
長
決
定
︶

広
中
和
歌
子
君

ベ
ル
ギ
ー

四

︵
二二、
二、
二

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

松
山
政
司
君

五

モ
ロ
ッ
コ
王
国
参
議
院
及
び

チ
ュ
ニ
ジ
ア
共
和
国
評
議
院
の

招
待
に
よ
る
両
国
公
式
訪
問
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二一、一二、
一

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

山
東
昭
子
君

家
西

悟
君

モ
ロ
ッ
コ

チ
ュ
ニ
ジ
ア

フ
ラ
ン
ス

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

一
二

︵
同

︶

吉
田
博
美
君

七

木
庭
健
太
郎
君

九

第
百
七十三回

閉
会
後

日
メ
コ
ン
女
性
議
員
会
議
参
加

及
び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二一、一二、
四

︵
議
長
決
定
︶

相
原
久
美
子
君

ラ
オ
ス

六

︵
同

︶

川
口
順
子
君

五

オ
ラ
ン
ダ
王
国
及
び
英
国
に
お

け
る
世
界
同
時
不
況
下
で
の
雇

用
失
業
問
題
、
労
働
者
派
遣
、

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
等
の
労

働
施
策
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二一、一二、
七

︵
議
長
決
定
︶

徳
永
久
志
君

植
松
恵
美
子
君

行
田
邦
子
君

オ
ラ
ン
ダ

イ
ギ
リ
ス

七

︵
二二、
三、一〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

河
合
常
則
君

四

牧
野
た
か
お
君

七

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
経
済
状
況

及
び
経
済
活
性
化
に
向
け
た
取

組
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二一、一二、
七

︵
議
長
決
定
︶
外
山

斎
君

平
山

誠
君

ア
メ
リ
カ

九

︵
同

︶

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
及
び
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
に
お
け
る
教

育
改
革
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二一、一二、
八

︵
議
長
決
定
︶

佐
藤
泰
介
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

七

︵
同

︶

川
上
義
博
君

四

山
下
芳
生
君

七

第
十
八
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共

和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二二、
一、
五

︵
議
長
決
定
︶

平
山

誠
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

六

︵
二二、
四、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
曽
根
弘
文
君

四
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三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
四
九



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
七十四回

第
百
二
十
二
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
タ

イ
王
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二二、
二、一七

︵
議
長
決
定
︶
藤
谷
光
信
君

木
村

仁
君

タ
イ

七

︵
二二、
六、一一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
第
四

回
日
中
議
員
会
議
出
席

二二、
四、一六

︵
議
長
決
定
︶

大
石
正
光
君

浅
野
勝
人
君

田
名
部
匡
省
君

大
石
尚
子
君

加
賀
谷

健
君

横
峯
良
郎
君

愛
知
治
郎
君

丸
山
和
也
君

山
本
博
司
君

中
国

五

︵
同

︶

第
三
十
一
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
ベ
ル
ギ
ー
王
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二二、
五、一三

︵
議
長

決
定
︶

谷
岡
郁
子
君

ベ
ル
ギ
ー

四

︵
二二、
八、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

松
山
政
司
君

三

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
国
会
及
び

ス
ペ
イ
ン
上
院
公
式
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二二、
八、一八

︵
議
長
決
定
︶

池
口
修
次
君

石
井
準
一
君

松
野
信
夫
君

水
岡
俊
一
君

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ペ
イ
ン

イ
タ
リ
ア

九

︵
二二、一〇、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

西
田
実
仁
君

六

水
野
賢
一
君

九

Ｇ
2
0

上
院
議
長
会
議
参
加

二二、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶
︵
副
議
長
︶

尾
辻
秀
久
君

カ
ナ
ダ

三

︵
二二、一二、
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
人
民
権
力
全

国
議
会
議
長
及
び
メ
キ
シ
コ
合

衆
国
上
院
議
長
の
招
待
に
よ
る

両
国
公
式
訪
問
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二二、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

尾
辻
秀
久
君

カ
ナ
ダ

キ
ュ
ー
バ

メ
キ
シ
コ

ア
メ
リ
カ

九

︵
同

︶

柳
田

稔
君

小
坂
憲
次
君

六

木
庭
健
太
郎
君

寺
田
典
城
君

九

第
百
七十五回

閉
会
後

ベ
ル
ギ
ー
王
国
及
び
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
王
国
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
消
費

者
政
策
へ
の
対
応
等
に
関
す
る

実
情
調
査
並
び
に
両
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二二、
八、二三

︵
議
長
決
定
︶

友
近
聡
朗
君

吉
川
沙
織
君

礒
崎
陽
輔
君

ベ
ル
ギ
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

九

︵
同

︶

大
門
実
紀
史
君

八

舛
添
要
一
君

九

第
三
十
一
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二二、
八、二四

︵
議
長
決
定
︶

前
田
武
志
君

岸

信
夫
君

渡
辺
孝
男
君

ベ
ト
ナ
ム

六

︵
同

︶

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
法

務
・
司
法
制
度
等
に
関
す
る
実

情
調
査
及
び
同
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二二、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶

大
島
九
州
男
君

ア
メ
リ
カ

八

︵
同

︶

田
中
直
紀
君

六

塚
田
一
郎
君

吉
田
博
美
君

九
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一
一
五
〇



第
百
七十四回

第
百
二
十
二
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
タ

イ
王
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二二、
二、一七

︵
議
長

決
定
︶
藤
谷
光
信
君

木
村

仁
君

タ
イ

七

︵
二二、
六、一一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
第
四

回
日
中
議
員
会
議
出
席

二二、
四、一六

︵
議
長

決
定
︶

大
石
正
光
君

浅
野
勝
人
君

田
名
部
匡
省
君

大
石
尚
子
君

加
賀
谷

健
君

横
峯
良
郎
君

愛
知
治
郎
君

丸
山
和
也
君

山
本
博
司
君

中
国

五

︵
同

︶

第
三
十
一
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
ベ
ル
ギ
ー
王
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二二、
五、一三

︵
議
長
決
定
︶

谷
岡
郁
子
君

ベ
ル
ギ
ー

四

︵
二二、
八、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

松
山
政
司
君

三

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
国
会
及
び

ス
ペ
イ
ン
上
院
公
式
訪
問
並
び

に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二二、
八、一八

︵
議
長

決
定
︶

池
口
修
次
君

石
井
準
一
君

松
野
信
夫
君

水
岡
俊
一
君

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ペ
イ
ン

イ
タ
リ
ア

九

︵
二二、一〇、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

西
田
実
仁
君

六

水
野
賢
一
君

九

Ｇ
2
0

上
院
議
長
会
議
参
加

二二、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶
︵
副
議
長
︶

尾
辻
秀
久
君

カ
ナ
ダ

三

︵
二二、一二、
三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
人
民
権
力
全

国
議
会
議
長
及
び
メ
キ
シ
コ
合

衆
国
上
院
議
長
の
招
待
に
よ
る

両
国
公
式
訪
問
並
び
に
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二二、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

尾
辻
秀
久
君

カ
ナ
ダ

キ
ュ
ー
バ

メ
キ
シ
コ

ア
メ
リ
カ

九

︵
同

︶

柳
田

稔
君

小
坂
憲
次
君

六

木
庭
健
太
郎
君

寺
田
典
城
君

九

第
百
七十五回

閉
会
後

ベ
ル
ギ
ー
王
国
及
び
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
王
国
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
消
費

者
政
策
へ
の
対
応
等
に
関
す
る

実
情
調
査
並
び
に
両
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二二、
八、二三

︵
議
長

決
定
︶

友
近
聡
朗
君

吉
川
沙
織
君

礒
崎
陽
輔
君

ベ
ル
ギ
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

九

︵
同

︶

大
門
実
紀
史
君

八

舛
添
要
一
君

九

第
三
十
一
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二二、
八、二四

︵
議
長

決
定
︶

前
田
武
志
君

岸

信
夫
君

渡
辺
孝
男
君

ベ
ト
ナ
ム

六

︵
同

︶

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
法

務
・
司
法
制
度
等
に
関
す
る
実

情
調
査
及
び
同
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二二、
八、三〇

︵
議
長

決
定
︶

大
島
九
州
男
君

ア
メ
リ
カ

八

︵
同

︶

田
中
直
紀
君

六

塚
田
一
郎
君

吉
田
博
美
君

九
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議
員
派
遣
一
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表

一
一
五
一



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

イ
ン
ド
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共

和
国
に
お
け
る
環
境
・
気
候
変

動
政
策
等
に
関
す
る
実
情
調
査

並
び
に
両
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二二、
九、
一

︵
議
長
決
定
︶

広
野
た
だ
し
君

有
田
芳
生
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

イ
ン
ド

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

八

︵
同

︶

末
松
信
介
君

六

山
田
俊
男
君

八

第
百
七十六回

︵
臨

時
︶

第
百
二
十
三
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二二、
九、
六

︵
議
長
決
定
︶
田
城

郁
君

二
之
湯

智
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十 

九
回
経
済
協
力
開
発
機
構︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二二、
九、一五

︵
議
長
決
定
︶
金
子
恵
美
君

猪
口
邦
子
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

ハ
イ
チ
共
和
国
、
ド
ミ
ニ
カ
共

和
国
及
び
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
共

和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二二、一〇、
八

︵
議
長

決
定
︶

松
山
政
司
君

ア
メ
リ
カ

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル

六

︵
二三、
四、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

姫
井
由
美
子
君

一
二

水
戸
将
史
君

一
一

関
口
昌
一
君

一
二

第
百
七十六回

閉
会
後

ガ
ー
ナ
共
和
国
、
ル
ワ
ン
ダ
共

和
国
及
び
チ
ュ
ニ
ジ
ア
共
和
国

に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発

援
助
並
び
に
ア
フ
リ
カ
開
発
銀

行
の
活
動
状
況
等
に
関
す
る
調

査

二二、一〇、二六

︵
議
長

決
定
︶

柳
澤
光
美
君

米
長
晴
信
君

佐
藤
正
久
君

ガ
ー
ナ

ル
ワ
ン
ダ

チ
ュ
ニ
ジ
ア

一
三

︵
同

︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
、

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
及
び

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す

る
調
査

二二、一〇、二八

︵
議
長
決
定
︶

大
久
保
潔
重
君

西
田
昌
司
君

小
熊
慎
司
君

紙

智
子
君

ベ
ト
ナ
ム

ラ
オ
ス

カ
ン
ボ
ジ
ア

九

︵
同

︶

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
十
六
回

締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
1
6

︶の
際

の
議
員
会
議
参
加
及
び
メ
キ
シ

コ
合
衆
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二二、一一、一一

︵
議
長
決
定
︶

轟
木
利
治
君

メ
キ
シ
コ

六

︵
同

︶

川
口
順
子
君

五

セ
ル
ビ
ア
共
和
国
及
び
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
並

び
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
に

お
け
る
海
外
援
助
の
制
度
と
動

向
に
関
す
る
調
査

二二、一一、一二

︵
議
長

決
定
︶

大
久
保

勉
君

小
西
洋
之
君

北
川
イ
ッ
セ
イ
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

セ
ル
ビ
ア

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ

六

︵
同

︶

第
十
九
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
モ
ン
ゴ
ル
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二二、一二、一五

︵
議
長
決
定
︶
金
子
洋
一
君

柴
田

巧
君

モ
ン
ゴ
ル

六

︵
同

︶
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イ
ン
ド
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共

和
国
に
お
け
る
環
境
・
気
候
変

動
政
策
等
に
関
す
る
実
情
調
査

並
び
に
両
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二二、
九、
一

︵
議
長
決
定
︶

広
野
た
だ
し
君

有
田
芳
生
君

牧
山
ひ
ろ
え
君

イ
ン
ド

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

八

︵
同

︶

末
松
信
介
君

六

山
田
俊
男
君

八

第
百
七十六回

︵
臨

時
︶

第
百
二
十
三
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二二、
九、
六

︵
議
長
決
定
︶
田
城

郁
君

二
之
湯

智
君

ス
イ
ス

七

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
十 

九
回
経
済
協
力
開
発
機
構︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二二、
九、一五

︵
議
長

決
定
︶
金
子
恵
美
君

猪
口
邦
子
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

ハ
イ
チ
共
和
国
、
ド
ミ
ニ
カ
共

和
国
及
び
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
共

和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二二、一〇、
八

︵
議
長
決
定
︶

松
山
政
司
君

ア
メ
リ
カ

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル

六

︵
二三、
四、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

姫
井
由
美
子
君

一
二

水
戸
将
史
君

一
一

関
口
昌
一
君

一
二

第
百
七十六回

閉
会
後

ガ
ー
ナ
共
和
国
、
ル
ワ
ン
ダ
共

和
国
及
び
チ
ュ
ニ
ジ
ア
共
和
国

に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発

援
助
並
び
に
ア
フ
リ
カ
開
発
銀

行
の
活
動
状
況
等
に
関
す
る
調

査

二二、一〇、二六

︵
議
長
決
定
︶

柳
澤
光
美
君

米
長
晴
信
君

佐
藤
正
久
君

ガ
ー
ナ

ル
ワ
ン
ダ

チ
ュ
ニ
ジ
ア

一
三

︵
同

︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
、

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
及
び

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す

る
調
査

二二、一〇、二八

︵
議
長
決
定
︶

大
久
保
潔
重
君

西
田
昌
司
君

小
熊
慎
司
君

紙

智
子
君

ベ
ト
ナ
ム

ラ
オ
ス

カ
ン
ボ
ジ
ア

九

︵
同

︶

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
十
六
回

締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
1
6

︶の
際

の
議
員
会
議
参
加
及
び
メ
キ
シ

コ
合
衆
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二二、一一、一一

︵
議
長

決
定
︶

轟
木
利
治
君

メ
キ
シ
コ

六

︵
同

︶

川
口
順
子
君

五

セ
ル
ビ
ア
共
和
国
及
び
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
並

び
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
に

お
け
る
海
外
援
助
の
制
度
と
動

向
に
関
す
る
調
査

二二、一一、一二

︵
議
長
決
定
︶

大
久
保

勉
君

小
西
洋
之
君

北
川
イ
ッ
セ
イ
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

セ
ル
ビ
ア

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ

六

︵
同

︶

第
十
九
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
議

員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶総

会
参
加
及
び
モ
ン
ゴ
ル
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二二、一二、一五

︵
議
長

決
定
︶
金
子
洋
一
君

柴
田

巧
君

モ
ン
ゴ
ル

六

︵
同

︶
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国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
七十七回

第
百
二
十
四
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
パ

ナ
マ
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二三、
四、
五

︵
議
長
決
定
︶
小
見
山
幸
治
君

パ
ナ
マ

一
〇

︵
二三、
九、一三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

Ｇ
2
0

国
会
議
長
会
議
参
加
及
び

大
韓
民
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二三、
四、二一

︵
議
長
決
定
︶
広
野
た
だ
し
君

山
東
昭
子
君

韓
国

三

︵
同

︶

第
百
七十八回

︵
臨

時
︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
二
十
四
回
運
営
委
員
会
参
加

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二三、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶
安
井
美
沙
子
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

五

︵
二四、
一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
十
二
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二三、
九、
二

︵
議
長

決
定
︶

斎
藤
嘉
隆
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

六

︵
二三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

鶴
保
庸
介
君

五

長
沢
広
明
君

六

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
上
下
両

院
議
長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公

式
訪
問
及
び
各
国
の
東
日
本
大

震
災
へ
の
支
援
に
対
す
る
謝
意

表
明
等

二三、
九、
二

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

尾
辻
秀
久
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

バ
ヌ
ア
ツ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
四

︵
同

︶

小
川
敏
夫
君

川
崎

稔
君

川
合
孝
典
君

長
沢
広
明
君

七

水
野
賢
一
君

六

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
回
経
済
協
力
開
発
機
構︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二三、
九、二七

︵
議
長
決
定
︶

梅
村

聡
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
二四、
一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

佐
藤
信
秋
君

四

ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
原
子
力
発
電

所
視
察
及
び
米
国
に
お
け
る
原

子
力
政
策
に
関
す
る
実
情
調
査

二三、一〇、
四

︵
議
長
決
定
︶

増
子
輝
彦
君

岡
崎
ト
ミ
子
君

金
子
恵
美
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
二三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

小
西
洋
之
君

四

米
長
晴
信
君

六

第
百
七十八回

閉
会
後

愛
知
治
郎
君

五

岩
城
光
英
君

岡
田

広
君

森

ま
さ
こ
君

浜
田
昌
良
君

松
田
公
太
君

井
上
哲
士
君

荒
井
広
幸
君

吉
田
忠
智
君

六

亀
井
亜
紀
子
君

四

第
百
二
十
五
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二三、一〇、
六

︵
議
長
決
定
︶

藤
本
祐
司
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

九

︵
二四、
一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

古
川
俊
治
君

四

20
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第
百
七十七回

第
百
二
十
四
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
パ

ナ
マ
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二三、
四、
五

︵
議
長

決
定
︶
小
見
山
幸
治
君

パ
ナ
マ

一
〇

︵
二三、
九、一三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

Ｇ
2
0

国
会
議
長
会
議
参
加
及
び

大
韓
民
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二三、
四、二一

︵
議
長
決
定
︶
広
野
た
だ
し
君

山
東
昭
子
君

韓
国

三

︵
同

︶

第
百
七十八回

︵
臨

時
︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
二
十
四
回
運
営
委
員
会
参
加

及
び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二三、
八、三〇

︵
議
長

決
定
︶
安
井
美
沙
子
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

五

︵
二四、
一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
十
二
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二三、
九、
二

︵
議
長

決
定
︶

斎
藤
嘉
隆
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

六

︵
二三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

鶴
保
庸
介
君

五

長
沢
広
明
君

六

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
上
下
両

院
議
長
の
招
待
に
よ
る
同
国
公

式
訪
問
及
び
各
国
の
東
日
本
大

震
災
へ
の
支
援
に
対
す
る
謝
意

表
明
等

二三、
九、
二

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

尾
辻
秀
久
君

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

バ
ヌ
ア
ツ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
四

︵
同

︶

小
川
敏
夫
君

川
崎

稔
君

川
合
孝
典
君

長
沢
広
明
君

七

水
野
賢
一
君

六

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
回
経
済
協
力
開
発
機
構︵
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参
加

及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二三、
九、二七

︵
議
長

決
定
︶

梅
村

聡
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
二四、
一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

佐
藤
信
秋
君

四

ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
原
子
力
発
電

所
視
察
及
び
米
国
に
お
け
る
原

子
力
政
策
に
関
す
る
実
情
調
査

二三、一〇、
四

︵
議
長

決
定
︶

増
子
輝
彦
君

岡
崎
ト
ミ
子
君

金
子
恵
美
君

ア
メ
リ
カ

六

︵
二三、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

小
西
洋
之
君

四

米
長
晴
信
君

六

第
百
七十八回

閉
会
後

愛
知
治
郎
君

五

岩
城
光
英
君

岡
田

広
君

森

ま
さ
こ
君

浜
田
昌
良
君

松
田
公
太
君

井
上
哲
士
君

荒
井
広
幸
君

吉
田
忠
智
君

六

亀
井
亜
紀
子
君

四

第
百
二
十
五
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二三、一〇、
六

︵
議
長
決
定
︶

藤
本
祐
司
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

九

︵
二四、
一、三〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

古
川
俊
治
君

四
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国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
七十九回

︵
臨

時
︶

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
十
七
回

締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
1
7

︶の
際

の
議
員
会
議
参
加
及
び
南
ア
フ

リ
カ
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二三、一一、一五

︵
議
長
決
定
︶
江
崎

孝
君

横
山
信
一
君

南
ア
フ
リ
カ

七

︵
二四、
六、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
七十九回

閉
会
後

ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
共
和
国
、
ラ

オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
及
び
タ

イ
王
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二三、一二、二〇

︵
議
長

決
定
︶

中
村
博
彦
君

石
橋
通
宏
君

ミ
ャ
ン
マ
ー

ラ
オ
ス

タ
イ

九

︵
同

︶

二
之
湯

智
君

六

松
田
公
太
君

八

山
下
芳
生
君

九

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
共
和
国
、
南
ア

フ
リ
カ
共
和
国
及
び
ザ
ン
ビ
ア

共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二三、一二、二一

︵
議
長

決
定
︶

友
近
聡
朗
君

吉
川
沙
織
君

水
落
敏
栄
君

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

南
ア
フ
リ
カ

ザ
ン
ビ
ア

一
〇

︵
同

︶

モ
ン
ゴ
ル
国
及
び
中
華
人
民
共

和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
並
び
に
中
華
人
民
共

和
国
に
よ
る
対
外
援
助
の
動
向

等
に
関
す
る
調
査

二四、
一、
五

︵
議
長
決
定
︶

赤
石
清
美
君

徳
永
エ
リ
君

モ
ン
ゴ
ル

中
国

七

︵
同

︶

西
村
ま
さ
み
君

六

大
家
敏
志
君

七

第
百
八十回

ト
ル
コ
共
和
国
、
ヨ
ル
ダ
ン
・

ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王
国
及
び
パ
レ

ス
チ
ナ
自
治
区
に
対
す
る
我
が

国
の
政
府
開
発
援
助
等
に
関
す

る
調
査

二四、
一、一〇

︵
議
長

決
定
︶

水
戸
将
史
君

大
野
元
裕
君

中
原
八
一
君

山
本
香
苗
君

ト
ル
コ

イ
ス
ラ
エ
ル

ヨ
ル
ダ
ン

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区

九

︵
同

︶

第
三
回
Ｇ
2
0

国
会
議
長
会
議
参

加
及
び
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、
二、
三

︵
議
長

決
定
︶
︵
副
議
長
︶

尾
辻
秀
久
君

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

五

︵
同

︶

第
百
二
十
六
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ウ

ガ
ン
ダ
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二四、
二、一七

︵
議
長
決
定
︶
田
村
智
子
君

ウ
ガ
ン
ダ

一
〇

︵
同

︶

第
三
回
日
本
・
米
国
議
員
会
議

参
加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、
四、一〇

︵
議
長

決
定
︶

川
上
義
博
君

徳
永
久
志
君

猪
口
邦
子
君

ア
メ
リ
カ

五

︵
二四、一一、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

林

芳
正
君

四

第
三
十
三
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
ベ
ル
ギ
ー
王
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、
五、一八

︵
議
長
決
定
︶
林

久
美
子
君

中
川
雅
治
君

ベ
ル
ギ
ー

五

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
一
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
委
員
会
︶及
び
二
〇
一
二
年
世

界
電
子
議
会
会
議
参
加
並
び
に

両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、
八、二八

︵
議
長
決
定
︶
山
谷
え
り
子
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

イ
タ
リ
ア

八

︵
二五、
三、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
十
三
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二四、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶

那
谷
屋
正
義
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

六

︵
同

︶

渡
辺
孝
男
君

五

第
百
八十回

閉
会
後

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
一
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
本
会
議
︶参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二四、
九、
五

︵
議
長
決
定
︶
大
河
原
雅
子
君

フ
ラ
ン
ス

五

︵
同

︶
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第
百
七十九回

︵
臨

時
︶

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
十
七
回

締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
1
7

︶の
際

の
議
員
会
議
参
加
及
び
南
ア
フ

リ
カ
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二三、一一、一五

︵
議
長
決
定
︶
江
崎

孝
君

横
山
信
一
君

南
ア
フ
リ
カ

七

︵
二四、
六、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
七十九回

閉
会
後

ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
共
和
国
、
ラ

オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
及
び
タ

イ
王
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二三、一二、二〇

︵
議
長

決
定
︶

中
村
博
彦
君

石
橋
通
宏
君

ミ
ャ
ン
マ
ー

ラ
オ
ス

タ
イ

九

︵
同

︶

二
之
湯

智
君

六

松
田
公
太
君

八

山
下
芳
生
君

九

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
共
和
国
、
南
ア

フ
リ
カ
共
和
国
及
び
ザ
ン
ビ
ア

共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二三、一二、二一

︵
議
長
決
定
︶

友
近
聡
朗
君

吉
川
沙
織
君

水
落
敏
栄
君

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

南
ア
フ
リ
カ

ザ
ン
ビ
ア

一
〇

︵
同

︶

モ
ン
ゴ
ル
国
及
び
中
華
人
民
共

和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
並
び
に
中
華
人
民
共

和
国
に
よ
る
対
外
援
助
の
動
向

等
に
関
す
る
調
査

二四、
一、
五

︵
議
長
決
定
︶

赤
石
清
美
君

徳
永
エ
リ
君

モ
ン
ゴ
ル

中
国

七

︵
同

︶

西
村
ま
さ
み
君

六

大
家
敏
志
君

七

第
百
八十回

ト
ル
コ
共
和
国
、
ヨ
ル
ダ
ン
・

ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王
国
及
び
パ
レ

ス
チ
ナ
自
治
区
に
対
す
る
我
が

国
の
政
府
開
発
援
助
等
に
関
す

る
調
査

二四、
一、一〇

︵
議
長

決
定
︶

水
戸
将
史
君

大
野
元
裕
君

中
原
八
一
君

山
本
香
苗
君

ト
ル
コ

イ
ス
ラ
エ
ル

ヨ
ル
ダ
ン

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区

九

︵
同

︶

第
三
回
Ｇ
2
0

国
会
議
長
会
議
参

加
及
び
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、
二、
三

︵
議
長
決
定
︶
︵
副
議
長
︶

尾
辻
秀
久
君

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

五

︵
同

︶

第
百
二
十
六
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ウ

ガ
ン
ダ
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二四、
二、一七

︵
議
長
決
定
︶
田
村
智
子
君

ウ
ガ
ン
ダ

一
〇

︵
同

︶

第
三
回
日
本
・
米
国
議
員
会
議

参
加
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、
四、一〇

︵
議
長
決
定
︶

川
上
義
博
君

徳
永
久
志
君

猪
口
邦
子
君

ア
メ
リ
カ

五

︵
二四、一一、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

林

芳
正
君

四

第
三
十
三
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
ベ
ル
ギ
ー
王
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、
五、一八

︵
議
長

決
定
︶
林

久
美
子
君

中
川
雅
治
君

ベ
ル
ギ
ー

五

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
一
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
委
員
会
︶及
び
二
〇
一
二
年
世

界
電
子
議
会
会
議
参
加
並
び
に

両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、
八、二八

︵
議
長

決
定
︶
山
谷
え
り
子
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

イ
タ
リ
ア

八

︵
二五、
三、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
十
三
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二四、
八、三〇

︵
議
長

決
定
︶

那
谷
屋
正
義
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

六

︵
同

︶

渡
辺
孝
男
君

五

第
百
八十回

閉
会
後

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
一
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
本
会
議
︶参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二四、
九、
五

︵
議
長

決
定
︶
大
河
原
雅
子
君

フ
ラ
ン
ス

五

︵
同

︶
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国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
七
回
ア
ジ
ア
欧
州
議
員
会
議

︵
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
︶参
加
及
び
ラ
オ
ス

人
民
民
主
共
和
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二四、
九、一二

︵
議
長
決
定
︶
藤
井
基
之
君

平
山
幸
司
君

ラ
オ
ス

六

︵
同

︶

第
百
二
十
七
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
カ

ナ
ダ
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、一〇、
二

︵
議
長
決
定
︶
江
田
五
月
君

谷
川
秀
善
君

カ
ナ
ダ

九

︵
同

︶

第
百
八十一回

︵
臨

時
︶
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
年

次
会
合
参
加
及
び
ス
イ
ス
連
邦

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、一一、
二

︵
議
長
決
定
︶

藤
田
幸
久
君

ス
イ
ス

三

︵
同

︶

松
下
新
平
君

五

第
百
八十二回

閉
会
後

第
二
十
一
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二五、
一、一六

︵
議
長

決
定
︶
徳
永
エ
リ
君

磯
崎
仁
彦
君

ロ
シ
ア

六

︵
二五、
六、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国
及
び

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
共
和
国
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

二五、
二、一二

︵
議
長

決
定
︶

津
田
弥
太
郎
君

石
橋
通
宏
君

山
本
順
三
君

タ
ン
ザ
ニ
ア

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

七

︵
同

︶

第
百
八十三回

イ
ン
ド
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二五、
二、一四

︵
議
長
決
定
︶

北
川
イ
ッ
セ
イ
君

柳
澤
光
美
君

石
川
博
崇
君

寺
田
典
城
君

大
門
実
紀
史
君

イ
ン
ド

六

︵
同

︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

二五、
二、一九

︵
議
長

決
定
︶

二
之
湯

智
君

安
井
美
沙
子
君

大
江
康
弘
君

ベ
ト
ナ
ム

六

︵
同

︶

第
百
二
十
八
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
エ

ク
ア
ド
ル
共
和
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二五、
二、二七

︵
議
長
決
定
︶
尾
立
源
幸
君

小
野
次
郎
君

エ
ク
ア
ド
ル

九

︵
同

︶

第
四
回
Ｇ
2
0

国
会
議
長
会
議
参

加
及
び
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二五、
三、
六

︵
議
長
決
定
︶
玉
置
一
弥
君

中
曽
根
弘
文
君

メ
キ
シ
コ

七

︵
同

︶

第
百
八十四回

閉
会
後

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
二
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
委
員
会
︶参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二五、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶
尾
立
源
幸
君

フ
ラ
ン
ス

四

︵
二五、一二、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
上
院
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二五、
八、一五

︵
議
長
決
定
︶

岩
城
光
英
君

磯
崎
仁
彦
君

フ
ラ
ン
ス

英
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア

八

︵
同

︶

大
家
敏
志
君

岡
田
直
樹
君

九

小
見
山
幸
治
君

八

広
田

一
君

七

水
岡
俊
一
君

長
沢
広
明
君

水
野
賢
一
君

仁
比
聡
平
君

九

エ
チ
オ
ピ
ア
連
邦
民
主
共
和

国
、
ウ
ガ
ン
ダ
共
和
国
及
び
ケ

ニ
ア
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国

の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調

査

二五、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶

水
落
敏
栄
君

岩
井
茂
樹
君

大
久
保

勉
君

エ
チ
オ
ピ
ア

ウ
ガ
ン
ダ

ケ
ニ
ア

一
一

︵
同

︶

﨑
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第
七
回
ア
ジ
ア
欧
州
議
員
会
議

︵
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
︶参
加
及
び
ラ
オ
ス

人
民
民
主
共
和
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二四、
九、一二

︵
議
長
決
定
︶
藤
井
基
之
君

平
山
幸
司
君

ラ
オ
ス

六

︵
同

︶

第
百
二
十
七
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
カ

ナ
ダ
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、一〇、
二

︵
議
長
決
定
︶
江
田
五
月
君

谷
川
秀
善
君

カ
ナ
ダ

九

︵
同

︶

第
百
八十一回

︵
臨

時
︶
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
年

次
会
合
参
加
及
び
ス
イ
ス
連
邦

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二四、一一、
二

︵
議
長
決
定
︶

藤
田
幸
久
君

ス
イ
ス

三

︵
同

︶

松
下
新
平
君

五

第
百
八十二回

閉
会
後

第
二
十
一
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二五、
一、一六

︵
議
長

決
定
︶
徳
永
エ
リ
君

磯
崎
仁
彦
君

ロ
シ
ア

六

︵
二五、
六、二一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国
及
び

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
共
和
国
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

二五、
二、一二

︵
議
長
決
定
︶

津
田
弥
太
郎
君

石
橋
通
宏
君

山
本
順
三
君

タ
ン
ザ
ニ
ア

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

七

︵
同

︶

第
百
八十三回

イ
ン
ド
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二五、
二、一四

︵
議
長
決
定
︶

北
川
イ
ッ
セ
イ
君

柳
澤
光
美
君

石
川
博
崇
君

寺
田
典
城
君

大
門
実
紀
史
君

イ
ン
ド

六

︵
同

︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

二五、
二、一九

︵
議
長
決
定
︶

二
之
湯

智
君

安
井
美
沙
子
君

大
江
康
弘
君

ベ
ト
ナ
ム

六

︵
同

︶

第
百
二
十
八
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
エ

ク
ア
ド
ル
共
和
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二五、
二、二七

︵
議
長
決
定
︶
尾
立
源
幸
君

小
野
次
郎
君

エ
ク
ア
ド
ル

九

︵
同

︶

第
四
回
Ｇ
2
0

国
会
議
長
会
議
参

加
及
び
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二五、
三、
六

︵
議
長
決
定
︶
玉
置
一
弥
君

中
曽
根
弘
文
君

メ
キ
シ
コ

七

︵
同

︶

第
百
八十四回

閉
会
後

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
二
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
委
員
会
︶参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二五、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶
尾
立
源
幸
君

フ
ラ
ン
ス

四

︵
二五、一二、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
上
院
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二五、
八、一五

︵
議
長

決
定
︶

岩
城
光
英
君

磯
崎
仁
彦
君

フ
ラ
ン
ス

英
国

オ
ー
ス
ト
リ
ア

八

︵
同

︶

大
家
敏
志
君

岡
田
直
樹
君

九

小
見
山
幸
治
君

八

広
田

一
君

七

水
岡
俊
一
君

長
沢
広
明
君

水
野
賢
一
君

仁
比
聡
平
君

九

エ
チ
オ
ピ
ア
連
邦
民
主
共
和

国
、
ウ
ガ
ン
ダ
共
和
国
及
び
ケ

ニ
ア
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国

の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調

査

二五、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶

水
落
敏
栄
君

岩
井
茂
樹
君

大
久
保

勉
君

エ
チ
オ
ピ
ア

ウ
ガ
ン
ダ

ケ
ニ
ア

一
一

︵
同

︶

﨑
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﨑

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
五
九



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ガ
ー
ナ
共
和
国
及
び
ブ
ル
キ
ナ

フ
ァ
ソ
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
並
び
に
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
に
お
け
る
海
外
援
助
の

制
度
と
動
向
に
関
す
る
調
査

二五、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶

藤
井
基
之
君

ガ
ー
ナ

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
同

︶

中
西
祐
介
君

一
〇

大
野
元
裕
君

一
一

東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
主
共
和
国
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
及
び

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
に
対
す
る

我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関

す
る
調
査

二五、
八、二六

︵
議
長
決
定
︶

藤
川
政
人
君

東
テ
ィ
モ
ー
ル

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

フ
ィ
リ
ピ
ン

一
一

︵
同

︶

西
村
ま
さ
み
君

七

田
村
智
子
君

室
井
邦
彦
君

一
一

第
百
八十四回

閉
会
後

第
三
十
四
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二五、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶

高
階
恵
美
子
君

ブ
ル
ネ
イ

七

︵
二五、一一、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

田
中
直
紀
君

六

荒
木
清
寛
君

七

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
及
び

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
に
お
け

る
食
の
安
全
安
心
確
保
策
及
び

農
産
物
貿
易
政
策
に
関
す
る
実

情
調
査
並
び
に
両
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二五、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶

丸
山
和
也
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

七

︵
二五、一二、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

熊
谷

大
君

四

牧
山
ひ
ろ
え
君

和
田
政
宗
君

九

中
山
恭
子
君

五

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
オ
ラ
ン

ダ
王
国
及
び
ス
ペ
イ
ン
に
お
け

る
環
境
・
気
候
変
動
政
策
及
び

原
子
力
規
制
等
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二五、
九、
三

︵
議
長
決
定
︶

山
崎

力
君

野
上
浩
太
郎
君

松
村
祥
史
君

金
子
洋
一
君

長
浜
博
行
君

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

ス
ペ
イ
ン

九

︵
同

︶

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
金

融
、
財
政
及
び
経
済
政
策
の
現

状
と
課
題
に
関
す
る
実
情
調
査

並
び
に
同
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二五、
九、
三

︵
議
長

決
定
︶

末
松
信
介
君

二
之
湯

智
君

山
田
俊
男
君

風
間
直
樹
君

山
本
香
苗
君

米
国

七

︵
同

︶

髙

一
一
六
〇



ガ
ー
ナ
共
和
国
及
び
ブ
ル
キ
ナ

フ
ァ
ソ
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
並
び
に
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
に
お
け
る
海
外
援
助
の

制
度
と
動
向
に
関
す
る
調
査

二五、
八、一九

︵
議
長
決
定
︶

藤
井
基
之
君

ガ
ー
ナ

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
同

︶

中
西
祐
介
君

一
〇

大
野
元
裕
君

一
一

東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
主
共
和
国
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
及
び

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
に
対
す
る

我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関

す
る
調
査

二五、
八、二六

︵
議
長
決
定
︶

藤
川
政
人
君

東
テ
ィ
モ
ー
ル

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

フ
ィ
リ
ピ
ン

一
一

︵
同

︶

西
村
ま
さ
み
君

七

田
村
智
子
君

室
井
邦
彦
君

一
一

第
百
八十四回

閉
会
後

第
三
十
四
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二五、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶

高
階
恵
美
子
君

ブ
ル
ネ
イ

七

︵
二五、一一、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

田
中
直
紀
君

六

荒
木
清
寛
君

七

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
及
び

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
に
お
け

る
食
の
安
全
安
心
確
保
策
及
び

農
産
物
貿
易
政
策
に
関
す
る
実

情
調
査
並
び
に
両
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二五、
八、三〇

︵
議
長
決
定
︶

丸
山
和
也
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

七

︵
二五、一二、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

熊
谷

大
君

四

牧
山
ひ
ろ
え
君

和
田
政
宗
君

九

中
山
恭
子
君

五

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
オ
ラ
ン

ダ
王
国
及
び
ス
ペ
イ
ン
に
お
け

る
環
境
・
気
候
変
動
政
策
及
び

原
子
力
規
制
等
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二五、
九、
三

︵
議
長

決
定
︶

山
崎

力
君

野
上
浩
太
郎
君

松
村
祥
史
君

金
子
洋
一
君

長
浜
博
行
君

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

ス
ペ
イ
ン

九

︵
同

︶

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
金

融
、
財
政
及
び
経
済
政
策
の
現

状
と
課
題
に
関
す
る
実
情
調
査

並
び
に
同
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二五、
九、
三

︵
議
長

決
定
︶

末
松
信
介
君

二
之
湯

智
君

山
田
俊
男
君

風
間
直
樹
君

山
本
香
苗
君

米
国

七

︵
同

︶

髙

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
六
一



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
八十四回

閉
会
後

ブ
ー
タ
ン
王
国
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

連
邦
共
和
国
及
び
ス
リ
ラ
ン
カ

民
主
社
会
主
義
共
和
国
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

二五、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶

山
谷
え
り
子
君

タ
イ
ブ
ー
タ
ン

ミ
ャ
ン
マ
ー

ス
リ
ラ
ン
カ

一
一

︵
同

︶

宇
都
隆
史
君

七

斎
藤
嘉
隆
君

九

竹
谷
と
し
子
君

五

真
山
勇
一
君

一
一

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
二
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
本
会
議
︶参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二五、
九、一〇

︵
議
長

決
定
︶
山
東
昭
子
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

第
百
二
十
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二五、
九、二四

︵
議
長
決
定
︶

吉
田
博
美
君

ス
イ
ス

六

︵
同

︶

福
山
哲
郎
君

五

第
百
八十五回

︵
臨

時
︶
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

バ
リ
会
合
参
加
及
び
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二五、一〇、三一

︵
議
長

決
定
︶

赤
池
誠
章
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

五

︵
二六、
三、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

松
田
公
太
君

六

第
百
八十五回

閉
会
後

第
三
十
五
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
・
準
備
会
合
参
加
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二五、一二、
三

︵
議
長
決
定
︶

松
山
政
司
君

フ
ラ
ン
ス

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

七

︵
同

︶

藤
田
幸
久
君

六

第
二
十
二
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
メ
キ
シ
コ
合
衆

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二五、一二、二五

︵
議
長

決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

柳
本
卓
治
君

大
門
実
紀
史
君

メ
キ
シ
コ

八

︵
同

︶

第
百
八十六回

第
百
三
十
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス
イ

ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二六、
二、二五

︵
議
長
決
定
︶
野
田
国
義
君

ス
イ
ス

七

︵
二六、
六、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
八十六回

閉
会
後

リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
国
会
議

長
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
国
会
議

長
及
び
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
国

会
議
長
の
招
待
に
よ
る
各
国
公

式
訪
問

二六、
六、二四

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

山
崎
正
昭
君

溝
手
顕
正
君

リ
ト
ア
ニ
ア

ラ
ト
ビ
ア

エ
ス
ト
ニ
ア

一
一

︵
二六、一一、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

魚
住
裕
一
郎
君

一
〇

イ
タ
リ
ア
共
和
国
上
院
、
ス
ペ

イ
ン
上
院
及
び
ト
ル
コ
共
和
国

大
国
民
議
会
の
招
待
に
よ
る
各

国
の
公
式
訪
問
及
び
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二六、
七、
二

︵
議
長

決
定
︶

岩
城
光
英
君

石
井
準
一
君

長
谷
川

岳
君

水
落
敏
栄
君

イ
タ
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

ト
ル
コ

九

︵
同

︶

小
見
山
幸
治
君

五

前
川
清
成
君

谷
合
正
明
君

室
井
邦
彦
君

水
野
賢
一
君

仁
比
聡
平
君

九



一
一
六
二



第
百
八十四回

閉
会
後

ブ
ー
タ
ン
王
国
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

連
邦
共
和
国
及
び
ス
リ
ラ
ン
カ

民
主
社
会
主
義
共
和
国
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

二五、
九、
四

︵
議
長
決
定
︶

山
谷
え
り
子
君

タ
イ

ブ
ー
タ
ン

ミ
ャ
ン
マ
ー

ス
リ
ラ
ン
カ

一
一

︵
同

︶

宇
都
隆
史
君

七

斎
藤
嘉
隆
君

九

竹
谷
と
し
子
君

五

真
山
勇
一
君

一
一

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
二
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
本
会
議
︶参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二五、
九、一〇

︵
議
長
決
定
︶
山
東
昭
子
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

第
百
二
十
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二五、
九、二四

︵
議
長

決
定
︶

吉
田
博
美
君

ス
イ
ス

六

︵
同

︶

福
山
哲
郎
君

五

第
百
八十五回

︵
臨

時
︶
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

バ
リ
会
合
参
加
及
び
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二五、一〇、三一

︵
議
長
決
定
︶

赤
池
誠
章
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

五

︵
二六、
三、二八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

松
田
公
太
君

六

第
百
八十五回

閉
会
後

第
三
十
五
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
・
準
備
会
合
参
加
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二五、一二、
三

︵
議
長
決
定
︶

松
山
政
司
君

フ
ラ
ン
ス

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

七

︵
同

︶

藤
田
幸
久
君

六

第
二
十
二
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
メ
キ
シ
コ
合
衆

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二五、一二、二五

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

柳
本
卓
治
君

大
門
実
紀
史
君

メ
キ
シ
コ

八

︵
同

︶

第
百
八十六回

第
百
三
十
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス
イ

ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二六、
二、二五

︵
議
長

決
定
︶
野
田
国
義
君

ス
イ
ス

七

︵
二六、
六、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
八十六回

閉
会
後

リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
国
会
議

長
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
国
会
議

長
及
び
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
国

会
議
長
の
招
待
に
よ
る
各
国
公

式
訪
問

二六、
六、二四

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

山
崎
正
昭
君

溝
手
顕
正
君

リ
ト
ア
ニ
ア

ラ
ト
ビ
ア

エ
ス
ト
ニ
ア

一
一

︵
二六、一一、一九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

魚
住
裕
一
郎
君

一
〇

イ
タ
リ
ア
共
和
国
上
院
、
ス
ペ

イ
ン
上
院
及
び
ト
ル
コ
共
和
国

大
国
民
議
会
の
招
待
に
よ
る
各

国
の
公
式
訪
問
及
び
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二六、
七、
二

︵
議
長
決
定
︶

岩
城
光
英
君

石
井
準
一
君

長
谷
川

岳
君

水
落
敏
栄
君

イ
タ
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

ト
ル
コ

九

︵
同

︶

小
見
山
幸
治
君

五

前
川
清
成
君

谷
合
正
明
君

室
井
邦
彦
君

水
野
賢
一
君

仁
比
聡
平
君

九



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
六
三



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

英
国
及
び
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

に
お
け
る
議
会
制
度
、行
政
府
、

地
方
制
度
等
統
治
機
構
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二六、
七、
二

︵
議
長
決
定
︶

武
見
敬
三
君

島
尻
安
伊
子
君

風
間
直
樹
君

松
沢
成
文
君

英
国
ド
イ
ツ

七

︵
同

︶

タ
ジ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
及
び
キ

ル
ギ
ス
共
和
国
に
対
す
る
我
が

国
の
政
府
開
発
援
助
並
び
に
大

韓
民
国
に
お
け
る
海
外
援
助
の

制
度
と
動
向
に
関
す
る
調
査

二六、
七、
四

︵
議
長
決
定
︶

佐
藤
正
久
君

江
島

潔
君

礒
崎
哲
史
君

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

タ
ジ
キ
ス
タ
ン

キ
ル
ギ
ス

韓
国

一
〇

︵
同

︶

山
田
太
郎
君

九

小
池

晃
君

一
〇

ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王

国
、
イ
ラ
ク
共
和
国
及
び
モ

ロ
ッ
コ
王
国
に
対
す
る
我
が
国

の
政
府
開
発
援
助
並
び
に
英
国

に
お
け
る
海
外
援
助
の
制
度
と

動
向
に
関
す
る
調
査

二六、
七、一一

︵
議
長
決
定
︶

松
山
政
司
君

ヨ
ル
ダ
ン

イ
ラ
ク

モ
ロ
ッ
コ

英
国

一
一

︵
同

︶

大
沼
み
ず
ほ
君

一
〇

大
野
元
裕
君

一
一

マ
レ
ー
シ
ア
上
院
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
王
国
上
院
及
び
ラ
オ
ス
人
民

民
主
共
和
国
国
民
議
会
の
招
待

に
よ
る
各
国
公
式
訪
問

二六、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

輿
石

東
君

郡
司

彰
君

長
沢
広
明
君

マ
レ
ー
シ
ア

カ
ン
ボ
ジ
ア

ラ
オ
ス

八

︵
同

︶

第
百
八十六回

閉
会
後

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
パ
ナ
マ
共

和
国
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
共
和
国
及

び
コ
ス
タ
リ
カ
共
和
国
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

二六、
七、二五

︵
議
長

決
定
︶

中
西
祐
介
君

高
橋
克
法
君

石
橋
通
宏
君

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

パ
ナ
マ

ニ
カ
ラ
グ
ア

コ
ス
タ
リ
カ

一
〇

︵
同

︶

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
、
ベ
ト
ナ

ム
社
会
主
義
共
和
国
、
モ
ル

デ
ィ
ブ
共
和
国
及
び
カ
ン
ボ
ジ

ア
王
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二六、
七、二九

︵
議
長
決
定
︶

榛
葉
賀
津
也
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

ベ
ト
ナ
ム

モ
ル
デ
ィ
ブ

カ
ン
ボ
ジ
ア

一
一

︵
同

︶

猪
口
邦
子
君

九

島
村

大
君

一
〇

平
木
大
作
君

一
一

儀
間
光
男
君

七

第
三
十
五
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二六、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶

松
下
新
平
君

石
上
俊
雄
君

秋
野
公
造
君

ラ
オ
ス

七

︵
同

︶

ベ
ル
ギ
ー
王
国
、
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王

国
に
お
け
る
財
政
再
建
に
対
す

る
先
進
諸
国
、
国
際
機
関
の
取

組
状
況
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二六、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶

江
崎

孝
君

辰
巳
孝
太
郎
君

ベ
ル
ギ
ー

ド
イ
ツ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
〇

︵
同

︶

吉
田
忠
智
君

六

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
三
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参

加
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二六、
九、一一

︵
議
長
決
定
︶
宮
沢
洋
一
君

浜
野
喜
史
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

第
百
八十七回

︵
臨

時
︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
三
十
二
回
運
営
委
員
会
参
加

及
び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二六、
九、二二

︵
議
長
決
定
︶
上
野
通
子
君

ス
イ
ス

五

︵
同

︶

﨑

一
一
六
四



英
国
及
び
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

に
お
け
る
議
会
制
度
、行
政
府
、

地
方
制
度
等
統
治
機
構
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二六、
七、
二

︵
議
長
決
定
︶

武
見
敬
三
君

島
尻
安
伊
子
君

風
間
直
樹
君

松
沢
成
文
君

英
国
ド
イ
ツ

七

︵
同

︶

タ
ジ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
及
び
キ

ル
ギ
ス
共
和
国
に
対
す
る
我
が

国
の
政
府
開
発
援
助
並
び
に
大

韓
民
国
に
お
け
る
海
外
援
助
の

制
度
と
動
向
に
関
す
る
調
査

二六、
七、
四

︵
議
長
決
定
︶

佐
藤
正
久
君

江
島

潔
君

礒
崎
哲
史
君

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

タ
ジ
キ
ス
タ
ン

キ
ル
ギ
ス

韓
国

一
〇

︵
同

︶

山
田
太
郎
君

九

小
池

晃
君

一
〇

ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王

国
、
イ
ラ
ク
共
和
国
及
び
モ

ロ
ッ
コ
王
国
に
対
す
る
我
が
国

の
政
府
開
発
援
助
並
び
に
英
国

に
お
け
る
海
外
援
助
の
制
度
と

動
向
に
関
す
る
調
査

二六、
七、一一

︵
議
長
決
定
︶

松
山
政
司
君

ヨ
ル
ダ
ン

イ
ラ
ク

モ
ロ
ッ
コ

英
国

一
一

︵
同

︶

大
沼
み
ず
ほ
君

一
〇

大
野
元
裕
君

一
一

マ
レ
ー
シ
ア
上
院
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
王
国
上
院
及
び
ラ
オ
ス
人
民

民
主
共
和
国
国
民
議
会
の
招
待

に
よ
る
各
国
公
式
訪
問

二六、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

輿
石

東
君

郡
司

彰
君

長
沢
広
明
君

マ
レ
ー
シ
ア

カ
ン
ボ
ジ
ア

ラ
オ
ス

八

︵
同

︶

第
百
八十六回

閉
会
後

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
パ
ナ
マ
共

和
国
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
共
和
国
及

び
コ
ス
タ
リ
カ
共
和
国
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

二六、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶

中
西
祐
介
君

高
橋
克
法
君

石
橋
通
宏
君

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

パ
ナ
マ

ニ
カ
ラ
グ
ア

コ
ス
タ
リ
カ

一
〇

︵
同

︶

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
、
ベ
ト
ナ

ム
社
会
主
義
共
和
国
、
モ
ル

デ
ィ
ブ
共
和
国
及
び
カ
ン
ボ
ジ

ア
王
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二六、
七、二九

︵
議
長
決
定
︶

榛
葉
賀
津
也
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

ベ
ト
ナ
ム

モ
ル
デ
ィ
ブ

カ
ン
ボ
ジ
ア

一
一

︵
同

︶

猪
口
邦
子
君

九

島
村

大
君

一
〇

平
木
大
作
君

一
一

儀
間
光
男
君

七

第
三
十
五
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二六、
七、三〇

︵
議
長

決
定
︶

松
下
新
平
君

石
上
俊
雄
君

秋
野
公
造
君

ラ
オ
ス

七

︵
同

︶

ベ
ル
ギ
ー
王
国
、
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王

国
に
お
け
る
財
政
再
建
に
対
す

る
先
進
諸
国
、
国
際
機
関
の
取

組
状
況
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二六、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶

江
崎

孝
君

辰
巳
孝
太
郎
君

ベ
ル
ギ
ー

ド
イ
ツ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

一
〇

︵
同

︶

吉
田
忠
智
君

六

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
三
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参

加
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二六、
九、一一

︵
議
長
決
定
︶
宮
沢
洋
一
君

浜
野
喜
史
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

第
百
八十七回

︵
臨

時
︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
三
十
二
回
運
営
委
員
会
参
加

及
び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二六、
九、二二

︵
議
長
決
定
︶
上
野
通
子
君

ス
イ
ス

五

︵
同

︶

﨑

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
六
五



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
三
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二六、
九、三〇

︵
議
長
決
定
︶
滝
波
宏
文
君

杉

久
武
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
二六、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
八十八回

閉
会
後

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
イ
タ
リ

ア
共
和
国
及
び
英
国
に
お
け
る

憲
法
事
情
、
憲
法
改
正
の
動
向

及
び
国
民
投
票
制
度
の
制
度
内

容
・
運
用
状
況
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二六、
七、一一

︵
議
長

決
定
︶

柳
本
卓
治
君

小
坂
憲
次
君

金
子
洋
一
君

河
野
義
博
君

吉
良
よ
し
子
君

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

英
国

九

︵
二七、
七、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
十
三
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二六、一一、二六

︵
議
長

決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

エ
ク
ア
ド
ル

メ
キ
シ
コ

一
一

︵
同

︶

田
中

茂
君

七

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

二
〇
一
五
年
年
次
会
合
参
加
及

び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二七、
一、二一

︵
議
長

決
定
︶
中
原
八
一
君

白

眞
勲
君

ス
イ
ス

五

︵
同

︶

第
百
三
十
二
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ベ

ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二七、
三、
四

︵
議
長

決
定
︶
宮
本
周
司
君

清
水
貴
之
君

ベ
ト
ナ
ム

七

︵
同

︶

第
百
八十九回

第
三
十
五
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二七、
四、一六

︵
議
長

決
定
︶

小
坂
憲
次
君

松
山
政
司
君

フ
ラ
ン
ス

三

︵
二七、
九、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

神
本
美
恵
子
君

四

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
四
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
委
員
会
︶参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二七、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶
相
原
久
美
子
君

フ
ラ
ン
ス

四

︵
二八、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
十
六
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
マ
レ
ー
シ
ア
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二七、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

太
田
房
江
君

マ
レ
ー
シ
ア

六

︵
同

︶

森
本
真
治
君

新
妻
秀
規
君

七

第
百
八十九回

閉
会
後

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
四
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
本
会
議
︶参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二七、
八、一二

︵
議
長

決
定
︶
石
井
み
ど
り
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

ベ
ル
ギ
ー
王
国
、
イ
タ
リ
ア
共

和
国
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に

お
け
る
秘
密
保
全
制
度
、
議
会

に
よ
る
同
制
度
へ
の
関
与
の
在

り
方
等
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二七、
九、一四

︵
議
長
決
定
︶

金
子
原
二
郎
君

ベ
ル
ギ
ー

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

九

︵
同

︶

石
井
準
一
君

八

上
月
良
祐
君

大
野
元
裕
君

九

藤
本
祐
司
君

八

荒
木
清
寛
君

儀
間
光
男
君

九

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
上
院
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

二七、
九、一四

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

輿
石

東
君

吉
田
博
美
君

榛
葉
賀
津
也
君

ブ
ラ
ジ
ル

八

︵
同

︶

8
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第
百
三
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二六、
九、三〇

︵
議
長

決
定
︶
滝
波
宏
文
君

杉

久
武
君

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

一
〇

︵
二六、一二、二四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
八十八回

閉
会
後

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
イ
タ
リ

ア
共
和
国
及
び
英
国
に
お
け
る

憲
法
事
情
、
憲
法
改
正
の
動
向

及
び
国
民
投
票
制
度
の
制
度
内

容
・
運
用
状
況
に
関
す
る
実
情

調
査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二六、
七、一一

︵
議
長
決
定
︶

柳
本
卓
治
君

小
坂
憲
次
君

金
子
洋
一
君

河
野
義
博
君

吉
良
よ
し
子
君

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

英
国

九

︵
二七、
七、三一

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
十
三
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二六、一一、二六

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

エ
ク
ア
ド
ル

メ
キ
シ
コ

一
一

︵
同

︶

田
中

茂
君

七

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

二
〇
一
五
年
年
次
会
合
参
加
及

び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二七、
一、二一

︵
議
長

決
定
︶
中
原
八
一
君

白

眞
勲
君

ス
イ
ス

五

︵
同

︶

第
百
三
十
二
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ベ

ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二七、
三、
四

︵
議
長

決
定
︶
宮
本
周
司
君

清
水
貴
之
君

ベ
ト
ナ
ム

七

︵
同

︶

第
百
八十九回

第
三
十
五
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二七、
四、一六

︵
議
長
決
定
︶

小
坂
憲
次
君

松
山
政
司
君

フ
ラ
ン
ス

三

︵
二七、
九、
四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

神
本
美
恵
子
君

四

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
四
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
委
員
会
︶参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二七、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶
相
原
久
美
子
君

フ
ラ
ン
ス

四

︵
二八、
一、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
十
六
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
マ
レ
ー
シ
ア
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二七、
八、
七

︵
議
長
決
定
︶

太
田
房
江
君

マ
レ
ー
シ
ア

六

︵
同

︶

森
本
真
治
君

新
妻
秀
規
君

七

第
百
八十九回

閉
会
後

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二 

十
四
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議

︵
本
会
議
︶参
加
及
び
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

二七、
八、一二

︵
議
長
決
定
︶
石
井
み
ど
り
君

フ
ラ
ン
ス

六

︵
同

︶

ベ
ル
ギ
ー
王
国
、
イ
タ
リ
ア
共

和
国
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に

お
け
る
秘
密
保
全
制
度
、
議
会

に
よ
る
同
制
度
へ
の
関
与
の
在

り
方
等
に
関
す
る
実
情
調
査
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二七、
九、一四

︵
議
長
決
定
︶

金
子
原
二
郎
君

ベ
ル
ギ
ー

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

九

︵
同

︶

石
井
準
一
君

八

上
月
良
祐
君

大
野
元
裕
君

九

藤
本
祐
司
君

八

荒
木
清
寛
君

儀
間
光
男
君

九

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
上
院
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問

二七、
九、一四

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

輿
石

東
君

吉
田
博
美
君

榛
葉
賀
津
也
君

ブ
ラ
ジ
ル

八

︵
同

︶
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国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
連
邦
参
議

院
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問

二七、
九、一五

︵
議
長
決
定
︶

中
川
雅
治
君

ド
イ
ツ

三

︵
同

︶

野
上
浩
太
郎
君

牧
野
た
か
お
君

渡
辺
猛
之
君

小
見
山
幸
治
君

前
川
清
成
君

山
本
博
司
君

五

室
井
邦
彦
君

四

井
上
哲
士
君

五

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
上
院
議
長
及

び
パ
ナ
マ
共
和
国
国
会
議
長
の

招
待
に
よ
る
各
国
公
式
訪
問

二七、
九、一七

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

山
崎
正
昭
君

メ
キ
シ
コ

パ
ナ
マ

米
国

一
〇

︵
同

︶

溝
手
顕
正
君

八

市
田
忠
義
君

一
〇

第
百
三
十
三
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二七、
九、二九

︵
議
長

決
定
︶
加
藤
敏
幸
君

ス
イ
ス

八

︵
同

︶

第
百
八十九回

閉
会
後

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
及
び
パ

ラ
グ
ア
イ
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す

る
調
査

二七、一〇、
六
議
長

決
定

松
山
政
司
君

鶴
保
庸
介
君

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

パ
ラ
グ
ア
イ

一
〇

︵
二八、
三、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

西
村
ま
さ
み
君

九

パ
ラ
オ
共
和
国
及
び
ミ
ク
ロ
ネ

シ
ア
連
邦
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二七、一〇、二〇

︵
議
長

決
定
︶

赤
石
清
美
君

石
井
正
弘
君

長
浜
博
行
君

辰
巳
孝
太
郎
君

パ
ラ
オ

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

九

︵
同

︶

イ
ン
ド
、
マ
レ
ー
シ
ア
及
び
ベ

ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に
対

す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助

に
関
す
る
調
査

二七、一一、一〇

︵
議
長
決
定
︶

高
橋
克
法
君

井
原

巧
君

イ
ン
ド

マ
レ
ー
シ
ア

ベ
ト
ナ
ム

一
〇

︵
同

︶

安
井
美
沙
子
君

七

矢
倉
克
夫
君

一
〇

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
一

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
2
1

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
フ
ラ

ン
ス
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二七、一一、一二

︵
議
長

決
定
︶
木
村
義
雄
君

倉
林
明
子
君

フ
ラ
ン
ス

五

︵
同

︶

ジ
ブ
チ
共
和
国
、
エ
チ
オ
ピ
ア

連
邦
民
主
共
和
国
及
び
マ
ダ
ガ

ス
カ
ル
共
和
国
に
対
す
る
我
が

国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る

調
査

二七、一一、一二

︵
議
長

決
定
︶

大
野
泰
正
君

ジ
ブ
チ

エ
チ
オ
ピ
ア

ケ
ニ
ア

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

一
二

︵
同

︶

石
田
昌
宏
君

一
一

小
川
敏
夫
君

一
二

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
及

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
に
お

け
る
経
済
連
携
及
び
地
域
協
力

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二七、一二、
一

︵
議
長
決
定
︶

山
田
俊
男
君

山
田
修
路
君

小
川
勝
也
君

ベ
ト
ナ
ム

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

八

︵
同

︶

佐
々
木
さ
や
か
君

七

浜
田
和
幸
君

八

（

）
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一
一
六
八



ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
連
邦
参
議

院
の
招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪

問

二七、
九、一五

︵
議
長
決
定
︶

中
川
雅
治
君

ド
イ
ツ

三

︵
同

︶

野
上
浩
太
郎
君

牧
野
た
か
お
君

渡
辺
猛
之
君

小
見
山
幸
治
君

前
川
清
成
君

山
本
博
司
君

五

室
井
邦
彦
君

四

井
上
哲
士
君

五

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
上
院
議
長
及

び
パ
ナ
マ
共
和
国
国
会
議
長
の

招
待
に
よ
る
各
国
公
式
訪
問

二七、
九、一七

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

山
崎
正
昭
君

メ
キ
シ
コ

パ
ナ
マ

米
国

一
〇

︵
同

︶

溝
手
顕
正
君

八

市
田
忠
義
君

一
〇

第
百
三
十
三
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二七、
九、二九

︵
議
長
決
定
︶
加
藤
敏
幸
君

ス
イ
ス

八

︵
同

︶

第
百
八十九回

閉
会
後

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
及
び
パ

ラ
グ
ア
イ
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す

る
調
査

二七、一〇、
六
議
長

決
定

松
山
政
司
君

鶴
保
庸
介
君

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

パ
ラ
グ
ア
イ

一
〇

︵
二八、
三、一六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

西
村
ま
さ
み
君

九

パ
ラ
オ
共
和
国
及
び
ミ
ク
ロ
ネ

シ
ア
連
邦
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二七、一〇、二〇

︵
議
長
決
定
︶

赤
石
清
美
君

石
井
正
弘
君

長
浜
博
行
君

辰
巳
孝
太
郎
君

パ
ラ
オ

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

九

︵
同

︶

イ
ン
ド
、
マ
レ
ー
シ
ア
及
び
ベ

ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に
対

す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助

に
関
す
る
調
査

二七、一一、一〇

︵
議
長
決
定
︶

高
橋
克
法
君

井
原

巧
君

イ
ン
ド

マ
レ
ー
シ
ア

ベ
ト
ナ
ム

一
〇

︵
同

︶

安
井
美
沙
子
君

七

矢
倉
克
夫
君

一
〇

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
一

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
2
1

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
フ
ラ

ン
ス
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二七、一一、一二

︵
議
長

決
定
︶
木
村
義
雄
君

倉
林
明
子
君

フ
ラ
ン
ス

五

︵
同

︶

ジ
ブ
チ
共
和
国
、
エ
チ
オ
ピ
ア

連
邦
民
主
共
和
国
及
び
マ
ダ
ガ

ス
カ
ル
共
和
国
に
対
す
る
我
が

国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る

調
査

二七、一一、一二

︵
議
長

決
定
︶

大
野
泰
正
君

ジ
ブ
チ

エ
チ
オ
ピ
ア

ケ
ニ
ア

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

一
二

︵
同

︶

石
田
昌
宏
君

一
一

小
川
敏
夫
君

一
二

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
及

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
に
お

け
る
経
済
連
携
及
び
地
域
協
力

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二七、一二、
一

︵
議
長
決
定
︶

山
田
俊
男
君

山
田
修
路
君

小
川
勝
也
君

ベ
ト
ナ
ム

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

八

︵
同

︶

佐
々
木
さ
や
か
君

七

浜
田
和
幸
君

八

（

）
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三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
六
九



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
九十回

第
二
十
四
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
カ
ナ
ダ
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二七、一二、二一

︵
議
長
決
定
︶
柳
本
卓
治
君

田
中

茂
君

カ
ナ
ダ

七

︵
二八、
五、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
第
六

回
日
中
議
員
会
議
出
席

二八、
二、一二

︵
議
長
決
定
︶

溝
手
顕
正
君

江
田
五
月
君

愛
知
治
郎
君

柘
植
芳
文
君

三
宅
伸
吾
君

堀
井

巌
君

柳
澤
光
美
君

大
久
保

勉
君

魚
住
裕
一
郎
君

辰
巳
孝
太
郎
君

中
国

三

︵
同

︶

第
百
三
十
四
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ザ

ン
ビ
ア
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二八、
二、一六

︵
議
長
決
定
︶

古
賀
友
一
郎
君

ザ
ン
ビ
ア

七

︵
同

︶

山
本
太
郎
君

一
一

第
九
回
ア
ジ
ア
欧
州
議
員
会
議

︵
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
︶参
加
及
び
モ
ン
ゴ

ル
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二八、
三、二五

︵
議
長

決
定
︶
直
嶋
正
行
君

三
木

亨
君

モ
ン
ゴ
ル

四

︵
同

︶

第
百
九十一回

閉
会
後

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
会
の
招
待
に
よ

る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二八、
七、二五

︵
議
長

決
定
︶

松
山
政
司
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ー

イ
タ
リ
ア

九

︵
二八、一二、
九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

牧
野
た
か
お
君

八

浜
野
喜
史
君

吉
川
沙
織
君

仁
比
聡
平
君

九

第
百
九十二回

︵
臨

時
︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
三
十
七
回
運
営
委
員
会
参
加

及
び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二八、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶
北
村
経
夫
君

ス
イ
ス

五

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二

十
五
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参

加
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二八、
九、二一

︵
議
長
決
定
︶
舞
立
昇
治
君

有
田
芳
生
君

フ
ラ
ン
ス

五

︵
同

︶

第
百
三
十
五
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二八、一〇、
五

︵
議
長

決
定
︶
高
野
光
二
郎
君

山
本
博
司
君

ス
イ
ス

八

︵
同

︶

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
二

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
2
2

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二八、一〇、一三

︵
議
長

決
定
︶
酒
井
庸
行
君

武
田
良
介
君

モ
ロ
ッ
コ

フ
ラ
ン
ス

五

︵
二九、
六、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
十
五
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二八、一二、
六

︵
議
長

決
定
︶
中
曽
根
弘
文
君

清
水
貴
之
君

フ
ィ
ジ
ー

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

九

︵
同

︶

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
経

済
、
財
政
及
び
金
融
等
の
情
勢

並
び
に
関
連
諸
施
策
に
関
す
る

実
情
調
査
並
び
に
同
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二八、一二、一五

︵
議
長
決
定
︶

森
屋

宏
君

長
峯

誠
君

真
山
勇
一
君

米
国

七

︵
同

︶

山
本
香
苗
君

五

大
門
実
紀
史
君

七

22



一
一
七
〇



第
百
九十回

第
二
十
四
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
カ
ナ
ダ
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二七、一二、二一

︵
議
長
決
定
︶
柳
本
卓
治
君

田
中

茂
君

カ
ナ
ダ

七

︵
二八、
五、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
第
六

回
日
中
議
員
会
議
出
席

二八、
二、一二

︵
議
長
決
定
︶

溝
手
顕
正
君

江
田
五
月
君

愛
知
治
郎
君

柘
植
芳
文
君

三
宅
伸
吾
君

堀
井

巌
君

柳
澤
光
美
君

大
久
保

勉
君

魚
住
裕
一
郎
君

辰
巳
孝
太
郎
君

中
国

三

︵
同

︶

第
百
三
十
四
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ザ

ン
ビ
ア
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二八、
二、一六

︵
議
長
決
定
︶

古
賀
友
一
郎
君

ザ
ン
ビ
ア

七

︵
同

︶

山
本
太
郎
君

一
一

第
九
回
ア
ジ
ア
欧
州
議
員
会
議

︵
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
︶参
加
及
び
モ
ン
ゴ

ル
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二八、
三、二五

︵
議
長
決
定
︶
直
嶋
正
行
君

三
木

亨
君

モ
ン
ゴ
ル

四

︵
同

︶

第
百
九十一回

閉
会
後

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
会
の
招
待
に
よ

る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二八、
七、二五

︵
議
長
決
定
︶

松
山
政
司
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ー

イ
タ
リ
ア

九

︵
二八、一二、
九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

牧
野
た
か
お
君

八

浜
野
喜
史
君

吉
川
沙
織
君

仁
比
聡
平
君

九

第
百
九十二回

︵
臨

時
︶

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
議
員
会
議
・

第
三
十
七
回
運
営
委
員
会
参
加

及
び
ス
イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済

事
情
等
視
察

二八、
八、三一

︵
議
長
決
定
︶
北
村
経
夫
君

ス
イ
ス

五

︵
同

︶

欧
州
評
議
会
議
員
会
議
・
第
二

十
五
回
経
済
協
力
開
発
機
構

︵
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
︶活
動
拡
大
討
議
参

加
及
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二八、
九、二一

︵
議
長

決
定
︶
舞
立
昇
治
君

有
田
芳
生
君

フ
ラ
ン
ス

五

︵
同

︶

第
百
三
十
五
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二八、一〇、
五

︵
議
長
決
定
︶
高
野
光
二
郎
君

山
本
博
司
君

ス
イ
ス

八

︵
同

︶

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
二

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
2
2

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二八、一〇、一三

︵
議
長
決
定
︶
酒
井
庸
行
君

武
田
良
介
君

モ
ロ
ッ
コ

フ
ラ
ン
ス

五

︵
二九、
六、一四

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
十
五
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二八、一二、
六

︵
議
長

決
定
︶
中
曽
根
弘
文
君

清
水
貴
之
君

フ
ィ
ジ
ー

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

九

︵
同

︶

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
経

済
、
財
政
及
び
金
融
等
の
情
勢

並
び
に
関
連
諸
施
策
に
関
す
る

実
情
調
査
並
び
に
同
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二八、一二、一五

︵
議
長

決
定
︶

森
屋

宏
君

長
峯

誠
君

真
山
勇
一
君

米
国

七

︵
同

︶

山
本
香
苗
君

五

大
門
実
紀
史
君

七

22



三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
七
一



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

ア
ン
ゴ
ラ
共
和
国
、
南
ア
フ
リ

カ
共
和
国
、
マ
ラ
ウ
イ
共
和
国

及
び
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
共
和
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

二八、一二、一五

︵
議
長
決
定
︶

佐
藤
正
久
君

ア
ン
ゴ
ラ

南
ア
フ
リ
カ

マ
ラ
ウ
イ

モ
ー
リ
シ
ャ
ス

九

︵
同

︶

堀
井

巌
君

一
一

杉
尾
秀
哉
君

九

イ
タ
リ
ア
共
和
国
、
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王

国
に
お
け
る
二
院
制
の
運
営
及

び
国
民
の
政
治
参
画
の
促
進
策

等
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二八、一二、二〇

︵
議
長

決
定
︶

柳
本
卓
治
君

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

七

︵
同

︶

有
村
治
子
君

岡
田
直
樹
君

鉢
呂
吉
雄
君

八

第
百
九十二回

閉
会
後

西
田
実
仁
君

五

ス
ペ
イ
ン
王
国
上
院
議
長
及
び

モ
ロ
ッ
コ
王
国
参
議
院
議
長
の

招
待
に
よ
る
両
国
公
式
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二八、一二、二〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

伊
達
忠
一
君

吉
田
博
美
君

小
川
敏
夫
君

魚
住
裕
一
郎
君

ス
ペ
イ
ン

モ
ロ
ッ
コ

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

八

︵
同

︶

井
上
哲
士
君

七

儀
間
光
男
君

八

マ
レ
ー
シ
ア
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
共
和
国
に
お
け
る
日
本
と
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
関
係
の
在
り
方

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二八、一二、二〇

︵
議
長
決
定
︶

阿
達
雅
志
君

青
木

愛
君

薬
師
寺
み
ち
よ
君

マ
レ
ー
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

五

︵
同

︶

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
に
対

す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助

に
関
す
る
調
査

二八、一二、二〇

︵
議
長

決
定
︶

山
下
雄
平
君

大
沼
み
ず
ほ
君

宮
沢
由
佳
君

石
井
苗
子
君

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

七

︵
同

︶

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
及
び
チ

リ
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二九、
一、
四

︵
議
長
決
定
︶

松
下
新
平
君

中
西
祐
介
君

礒
崎
哲
史
君

ブ
ラ
ジ
ル

チ
リ

一
一

︵
同

︶

第
百
九十三回

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
及
び
ミ
ャ
ン

マ
ー
連
邦
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
並
び
に

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
に
お
け

る
海
外
援
助
の
制
度
と
動
向
に

関
す
る
調
査

二九、
一、一七

︵
議
長

決
定
︶

岩
井
茂
樹
君

三
宅
伸
吾
君

古
賀
之
士
君

竹
谷
と
し
子
君

山
添

拓
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ミ
ャ
ン
マ
ー

九

︵
同

︶

第
百
三
十
六
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
二、二八

︵
議
長

決
定
︶
佐
藤
正
久
君

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

四

︵
同

︶

第
三
十
七
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二九、
六、二六

︵
議
長

決
定
︶

大
家
敏
志
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

四

︵
二九、一二、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
西
健
治
君

舟
山
康
江
君

六

﨑

一
一
七
二



ア
ン
ゴ
ラ
共
和
国
、
南
ア
フ
リ

カ
共
和
国
、
マ
ラ
ウ
イ
共
和
国

及
び
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
共
和
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

二八、一二、一五

︵
議
長
決
定
︶

佐
藤
正
久
君

ア
ン
ゴ
ラ

南
ア
フ
リ
カ

マ
ラ
ウ
イ

モ
ー
リ
シ
ャ
ス

九

︵
同

︶

堀
井

巌
君

一
一

杉
尾
秀
哉
君

九

イ
タ
リ
ア
共
和
国
、
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王

国
に
お
け
る
二
院
制
の
運
営
及

び
国
民
の
政
治
参
画
の
促
進
策

等
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二八、一二、二〇

︵
議
長
決
定
︶

柳
本
卓
治
君

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

七

︵
同

︶

有
村
治
子
君

岡
田
直
樹
君

鉢
呂
吉
雄
君

八

第
百
九十二回

閉
会
後

西
田
実
仁
君

五

ス
ペ
イ
ン
王
国
上
院
議
長
及
び

モ
ロ
ッ
コ
王
国
参
議
院
議
長
の

招
待
に
よ
る
両
国
公
式
訪
問
並

び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二八、一二、二〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

伊
達
忠
一
君

吉
田
博
美
君

小
川
敏
夫
君

魚
住
裕
一
郎
君

ス
ペ
イ
ン

モ
ロ
ッ
コ

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

八

︵
同

︶

井
上
哲
士
君

七

儀
間
光
男
君

八

マ
レ
ー
シ
ア
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
共
和
国
に
お
け
る
日
本
と
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
関
係
の
在
り
方

に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二八、一二、二〇

︵
議
長
決
定
︶

阿
達
雅
志
君

青
木

愛
君

薬
師
寺
み
ち
よ
君

マ
レ
ー
シ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

五

︵
同

︶

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
に
対

す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助

に
関
す
る
調
査

二八、一二、二〇

︵
議
長
決
定
︶

山
下
雄
平
君

大
沼
み
ず
ほ
君

宮
沢
由
佳
君

石
井
苗
子
君

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

七

︵
同

︶

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
及
び
チ

リ
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二九、
一、
四

︵
議
長
決
定
︶

松
下
新
平
君

中
西
祐
介
君

礒
崎
哲
史
君

ブ
ラ
ジ
ル

チ
リ

一
一

︵
同

︶

第
百
九十三回

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
及
び
ミ
ャ
ン

マ
ー
連
邦
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
並
び
に

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
に
お
け

る
海
外
援
助
の
制
度
と
動
向
に

関
す
る
調
査

二九、
一、一七

︵
議
長
決
定
︶

岩
井
茂
樹
君

三
宅
伸
吾
君

古
賀
之
士
君

竹
谷
と
し
子
君

山
添

拓
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ミ
ャ
ン
マ
ー

九

︵
同

︶

第
百
三
十
六
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
の

政
治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
二、二八

︵
議
長

決
定
︶
佐
藤
正
久
君

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

四

︵
同

︶

第
三
十
七
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

二九、
六、二六

︵
議
長
決
定
︶

大
家
敏
志
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

四

︵
二九、一二、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

中
西
健
治
君

舟
山
康
江
君

六

﨑

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
七
三



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

チ
ェ
コ
共
和
国
上
院
及
び
ポ
ー

ラ
ン
ド
共
和
国
上
院
の
招
待
に

よ
る
両
国
公
式
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
六、三〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

郡
司

彰
君

吉
田
博
美
君

小
川
勝
也
君

チ
ェ
コ

ポ
ー
ラ
ン
ド

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

エ
ス
ト
ニ
ア

九

︵
同

︶

西
田
実
仁
君

四

紙

智
子
君

九

清
水
貴
之
君

八

ロ
シ
ア
連
邦
連
邦
院
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
六、三〇

︵
議
長

決
定
︶

松
山
政
司
君

榛
葉
賀
津
也
君

ロ
シ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

八

︵
同

︶

谷
合
正
明
君

七

井
上
哲
士
君

室
井
邦
彦
君

八

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
上
院
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
七、
六

︵
議
長

決
定
︶

山
本
順
三
君

石
田
昌
宏
君

塚
田
一
郎
君

浜
野
喜
史
君

石
川
博
崇
君

仁
比
聡
平
君

メ
キ
シ
コ

キ
ュ
ー
バ

六

︵
同

︶

第
百
九十三回

閉
会
後

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
及
び
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
対
外
政
策
及
び
外

交
に
お
け
る
議
会
の
取
組
等
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
七、二六

︵
議
長

決
定
︶

酒
井
庸
行
君

大
野
泰
正
君

吉
川
ゆ
う
み
君

メ
キ
シ
コ

米
国

一
〇

︵
同

︶

藤
田
幸
久
君

八

糸
数
慶
子
君

一
〇

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
及
び
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
共
和
国
に
お
け
る
格

差
及
び
そ
の
是
正
策
等
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
八、
二

︵
議
長
決
定
︶

川
田
龍
平
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

七

︵
同

︶

上
野
通
子
君

六

島
村

大
君

中
泉
松
司
君

浜
田
昌
良
君

七

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン

王
国
及
び
モ
ロ
ッ
コ
王
国
に
お

け
る
原
子
力
及
び
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
並
び
に
鉱
物

資
源
政
策
等
に
関
す
る
実
情
調

査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二九、
八、
四

︵
議
長
決
定
︶

金
子
原
二
郎
君

青
山
繁
晴
君

高
階
恵
美
子
君

森
本
真
治
君

浅
田

均
君

フ
ラ
ン
ス

ス
ペ
イ
ン

モ
ロ
ッ
コ

一
〇

︵
同

︶

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
独
立
国

及
び
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
に
対
す
る

我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関

す
る
調
査

二九、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

藤
川
政
人
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ソ
ロ
モ
ン

九

︵
三〇、
三、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

馬
場
成
志
君

七

田
名
部
匡
代
君

里
見
隆
治
君

倉
林
明
子
君

九

髙

均

一
一
七
四



チ
ェ
コ
共
和
国
上
院
及
び
ポ
ー

ラ
ン
ド
共
和
国
上
院
の
招
待
に

よ
る
両
国
公
式
訪
問
並
び
に
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
六、三〇

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

郡
司

彰
君

吉
田
博
美
君

小
川
勝
也
君

チ
ェ
コ

ポ
ー
ラ
ン
ド

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

エ
ス
ト
ニ
ア

九

︵
同

︶

西
田
実
仁
君

四

紙

智
子
君

九

清
水
貴
之
君

八

ロ
シ
ア
連
邦
連
邦
院
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
六、三〇

︵
議
長
決
定
︶

松
山
政
司
君

榛
葉
賀
津
也
君

ロ
シ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

八

︵
同

︶

谷
合
正
明
君

七

井
上
哲
士
君

室
井
邦
彦
君

八

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
上
院
の
招
待

に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
七、
六

︵
議
長
決
定
︶

山
本
順
三
君

石
田
昌
宏
君

塚
田
一
郎
君

浜
野
喜
史
君

石
川
博
崇
君

仁
比
聡
平
君

メ
キ
シ
コ

キ
ュ
ー
バ

六

︵
同

︶

第
百
九十三回

閉
会
後

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
及
び
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
対
外
政
策
及
び
外

交
に
お
け
る
議
会
の
取
組
等
に

関
す
る
実
情
調
査
並
び
に
両
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶

酒
井
庸
行
君

大
野
泰
正
君

吉
川
ゆ
う
み
君

メ
キ
シ
コ

米
国

一
〇

︵
同

︶

藤
田
幸
久
君

八

糸
数
慶
子
君

一
〇

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
及
び
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
共
和
国
に
お
け
る
格

差
及
び
そ
の
是
正
策
等
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

二九、
八、
二

︵
議
長

決
定
︶

川
田
龍
平
君

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

七

︵
同

︶

上
野
通
子
君

六

島
村

大
君

中
泉
松
司
君

浜
田
昌
良
君

七

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン

王
国
及
び
モ
ロ
ッ
コ
王
国
に
お

け
る
原
子
力
及
び
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
並
び
に
鉱
物

資
源
政
策
等
に
関
す
る
実
情
調

査
並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二九、
八、
四

︵
議
長
決
定
︶

金
子
原
二
郎
君

青
山
繁
晴
君

高
階
恵
美
子
君

森
本
真
治
君

浅
田

均
君

フ
ラ
ン
ス

ス
ペ
イ
ン

モ
ロ
ッ
コ

一
〇

︵
同

︶

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
独
立
国

及
び
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
に
対
す
る

我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関

す
る
調
査

二九、
八、二二

︵
議
長

決
定
︶

藤
川
政
人
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ソ
ロ
モ
ン

九

︵
三〇、
三、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

馬
場
成
志
君

七

田
名
部
匡
代
君

里
見
隆
治
君

倉
林
明
子
君

九

髙

均

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
七
五



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
及
び
モ

ン
ゴ
ル
国
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二九、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

岩
井
茂
樹
君

赤
池
誠
章
君

三
宅
伸
吾
君

大
島
九
州
男
君

宮
崎

勝
君

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

モ
ン
ゴ
ル

九

︵
同

︶

第
三
十
八
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二九、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

石
井
正
弘
君

小
西
洋
之
君

熊
野
正
士
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

六

︵
二九、一二、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
九十四回

閉
会
後

第
百
三
十
七
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ロ

シ
ア
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二九、
九、二一

︵
議
長
決
定
︶
そ
の
だ
修
光
君

ロ
シ
ア

八

︵
三〇、
三、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
九十五回

︵
特

別
︶

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
三

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
2
3

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
ド
イ

ツ
連
邦
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二九、一〇、
六

︵
議
長
決
定
︶
羽
生
田

俊
君

横
山
信
一
君

ド
イ
ツ

五

︵
同

︶

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
及
び
ジ
ャ
マ

イ
カ
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二九、一一、
一

︵
議
長

決
定
︶

豊
田
俊
郎
君

井
原

巧
君

石
井
苗
子
君

キ
ュ
ー
バ

ジ
ャ
マ
イ
カ

九

︵
同

︶

ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王

国
上
院
議
長
の
招
待
に
よ
る
同

国
公
式
訪
問
及
び
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二九、一一、一七

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

伊
達
忠
一
君

愛
知
治
郎
君

小
川
敏
夫
君

魚
住
裕
一
郎
君

山
下
芳
生
君

ヨ
ル
ダ
ン

エ
ジ
プ
ト

ギ
リ
シ
ャ

八

︵
同

︶

第
百
九十五回

閉
会
後

東

徹
君

七

第
二
十
六
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会

主
義
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二九、一一、二八

︵
議
長

決
定
︶
柳
本
卓
治
君

吉
良
よ
し
子
君

ベ
ト
ナ
ム

五

︵
三〇、
六、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
共
和
国
、

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
共
和
国
、

ベ
ナ
ン
共
和
国
等
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
及
び
海

外
援
助
の
制
度
と
動
向
に
関
す

る
調
査

二九、一二、
七

︵
議
長

決
定
︶

江
島

潔
君

堂
故

茂
君

蓮

舫
君

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル

ベ
ナ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
三〇、
三、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
九十六回

第
百
三
十
八
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

三〇、
二、一九

︵
議
長
決
定
︶
渡
辺
猛
之
君

片
山
大
介
君

ス
イ
ス

七

︵
三〇、
六、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ロ
シ
ア
連
邦
連
邦
院
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問

三〇、
七、一七

︵
議
長
決
定
︶
︵
議
長
︶

伊
達
忠
一
君

ロ
シ
ア

三

︵
三〇、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

23

一
一
七
六



カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
及
び
モ

ン
ゴ
ル
国
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二九、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

岩
井
茂
樹
君

赤
池
誠
章
君

三
宅
伸
吾
君

大
島
九
州
男
君

宮
崎

勝
君

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

モ
ン
ゴ
ル

九

︵
同

︶

第
三
十
八
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二九、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

石
井
正
弘
君

小
西
洋
之
君

熊
野
正
士
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

六

︵
二九、一二、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
九十四回

閉
会
後

第
百
三
十
七
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ロ

シ
ア
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

二九、
九、二一

︵
議
長
決
定
︶
そ
の
だ
修
光
君

ロ
シ
ア

八

︵
三〇、
三、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
九十五回

︵
特

別
︶

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
三

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
2
3

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
ド
イ

ツ
連
邦
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

二九、一〇、
六

︵
議
長

決
定
︶
羽
生
田

俊
君

横
山
信
一
君

ド
イ
ツ

五

︵
同

︶

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
及
び
ジ
ャ
マ

イ
カ
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府

開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

二九、一一、
一

︵
議
長
決
定
︶

豊
田
俊
郎
君

井
原

巧
君

石
井
苗
子
君

キ
ュ
ー
バ

ジ
ャ
マ
イ
カ

九

︵
同

︶

ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王

国
上
院
議
長
の
招
待
に
よ
る
同

国
公
式
訪
問
及
び
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

二九、一一、一七

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

伊
達
忠
一
君

愛
知
治
郎
君

小
川
敏
夫
君

魚
住
裕
一
郎
君

山
下
芳
生
君

ヨ
ル
ダ
ン

エ
ジ
プ
ト

ギ
リ
シ
ャ

八

︵
同

︶

第
百
九十五回

閉
会
後

東

徹
君

七

第
二
十
六
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会

主
義
共
和
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

二九、一一、二八

︵
議
長
決
定
︶
柳
本
卓
治
君

吉
良
よ
し
子
君

ベ
ト
ナ
ム

五

︵
三〇、
六、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
共
和
国
、

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
共
和
国
、

ベ
ナ
ン
共
和
国
等
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
及
び
海

外
援
助
の
制
度
と
動
向
に
関
す

る
調
査

二九、一二、
七

︵
議
長

決
定
︶

江
島

潔
君

堂
故

茂
君

蓮

舫
君

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル

ベ
ナ
ン

フ
ラ
ン
ス

一
一

︵
三〇、
三、二三

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
百
九十六回

第
百
三
十
八
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

三〇、
二、一九

︵
議
長

決
定
︶
渡
辺
猛
之
君

片
山
大
介
君

ス
イ
ス

七

︵
三〇、
六、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ロ
シ
ア
連
邦
連
邦
院
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問

三〇、
七、一七

︵
議
長

決
定
︶
︵
議
長
︶

伊
達
忠
一
君

ロ
シ
ア

三

︵
三〇、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶
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議
員
派
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表
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国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
三
十
九
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、
七、一九

︵
議
長

決
定
︶

滝
沢

求
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

四

︵
同

︶

滝
波
宏
文
君

石
川
博
崇
君

三

ス
ペ
イ
ン
王
国
上
院
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、
八、
八

︵
議
長
決
定
︶

山
本
順
三
君

フ
ラ
ン
ス

ス
ペ
イ
ン

七

︵
同

︶

大
家
敏
志
君

八

古
賀
友
一
郎
君

七

末
松
信
介
君

五

里
見
隆
治
君

芝

博
一
君

八

ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王

国
、
パ
レ
ス
チ
ナ
及
び
エ
ジ
プ

ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
に
対
す
る

我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関

す
る
調
査

三〇、
八、
九

︵
議
長
決
定
︶
中
西
祐
介
君

元
榮
太
一
郎
君

ヨ
ル
ダ
ン

イ
ス
ラ
エ
ル

エ
ジ
プ
ト

パ
レ
ス
チ
ナ

一
一

令
和

︵
元
、
五、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ケ
ニ
ア
共
和
国
及
び
ル
ワ
ン
ダ

共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

三〇、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

三
宅
伸
吾
君

ケ
ニ
ア

ル
ワ
ン
ダ

八

︵
同

︶

朝
日
健
太
郎
君

六

第
百
九十六回

閉
会
後

岩
渕

友
君

八

モ
ン
ゴ
ル
国
国
家
大
会
議
及
び

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
上
院

の
招
待
に
よ
る
両
国
公
式
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

三〇、
八、二二

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

郡
司

彰
君

岡
田
直
樹
君

西
田
実
仁
君

榛
葉
賀
津
也
君

蓮

舫
君

市
田
忠
義
君

モ
ン
ゴ
ル

五

︵
三〇、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶
航
空
機
欠
航
の
影

響
に
よ
り
、
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
訪
問

を
取
り
や
め
た
。

カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
け
る
会
計
検
査
制
度
及
び

議
会
に
よ
る
行
政
監
視
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、
八、二八

︵
議
長

決
定
︶

岡
田

広
君

猪
口
邦
子
君

伊
藤
孝
江
君

田
名
部
匡
代
君

山
添

拓
君

カ
ナ
ダ

米
国

七

︵
同

︶

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
デ
ン

マ
ー
ク
王
国
に
お
け
る
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
た
産

業
政
策
及
び
人
材
育
成
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、
九、一二

︵
議
長

決
定
︶

鶴
保
庸
介
君

ド
イ
ツ

デ
ン
マ
ー
ク

九

︵
同

︶

北
村
経
夫
君

五

西
田
昌
司
君

竹
谷
と
し
子
君

川
合
孝
典
君

九

第
百
三
十
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

三〇、
九、二五

︵
議
長
決
定
︶
松
下
新
平
君

徳
永
エ
リ
君

ス
イ
ス

八

︵
同

︶

第
百
九十七回

︵
臨

時
︶

第
五
回
Ｇ
2
0

国
会
議
長
会
議
参

加
及
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、一〇、
四

︵
議
長
決
定
︶
山
東
昭
子
君

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

六

︵
元
、
五、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶
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第
三
十
九
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員

会
議︵
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ａ
︶総
会
参
加
及

び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、
七、一九

︵
議
長
決
定
︶

滝
沢

求
君

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

四

︵
同

︶

滝
波
宏
文
君

石
川
博
崇
君

三

ス
ペ
イ
ン
王
国
上
院
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
各
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、
八、
八

︵
議
長

決
定
︶

山
本
順
三
君

フ
ラ
ン
ス

ス
ペ
イ
ン

七

︵
同

︶

大
家
敏
志
君

八

古
賀
友
一
郎
君

七

末
松
信
介
君

五

里
見
隆
治
君

芝

博
一
君

八

ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王

国
、
パ
レ
ス
チ
ナ
及
び
エ
ジ
プ

ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
に
対
す
る

我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関

す
る
調
査

三〇、
八、
九

︵
議
長
決
定
︶
中
西
祐
介
君

元
榮
太
一
郎
君

ヨ
ル
ダ
ン

イ
ス
ラ
エ
ル

エ
ジ
プ
ト

パ
レ
ス
チ
ナ

一
一

令
和

︵
元
、
五、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ケ
ニ
ア
共
和
国
及
び
ル
ワ
ン
ダ

共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
政

府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

三〇、
八、一四

︵
議
長
決
定
︶

三
宅
伸
吾
君

ケ
ニ
ア

ル
ワ
ン
ダ

八

︵
同

︶

朝
日
健
太
郎
君

六

第
百
九十六回

閉
会
後

岩
渕

友
君

八

モ
ン
ゴ
ル
国
国
家
大
会
議
及
び

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
上
院

の
招
待
に
よ
る
両
国
公
式
訪
問

並
び
に
各
国
の
政
治
経
済
事
情

等
視
察

三〇、
八、二二

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

郡
司

彰
君

岡
田
直
樹
君

西
田
実
仁
君

榛
葉
賀
津
也
君

蓮

舫
君

市
田
忠
義
君

モ
ン
ゴ
ル

五

︵
三〇、一二、
七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶
航
空
機
欠
航
の
影

響
に
よ
り
、
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
訪
問

を
取
り
や
め
た
。

カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
け
る
会
計
検
査
制
度
及
び

議
会
に
よ
る
行
政
監
視
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、
八、二八

︵
議
長
決
定
︶

岡
田

広
君

猪
口
邦
子
君

伊
藤
孝
江
君

田
名
部
匡
代
君

山
添

拓
君

カ
ナ
ダ

米
国

七

︵
同

︶

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
デ
ン

マ
ー
ク
王
国
に
お
け
る
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
た
産

業
政
策
及
び
人
材
育
成
に
関
す

る
実
情
調
査
並
び
に
両
国
の
政

治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、
九、一二

︵
議
長

決
定
︶

鶴
保
庸
介
君

ド
イ
ツ

デ
ン
マ
ー
ク

九

︵
同

︶

北
村
経
夫
君

五

西
田
昌
司
君

竹
谷
と
し
子
君

川
合
孝
典
君

九

第
百
三
十
九
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
ス

イ
ス
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

三〇、
九、二五

︵
議
長

決
定
︶
松
下
新
平
君

徳
永
エ
リ
君

ス
イ
ス

八

︵
同

︶

第
百
九十七回

︵
臨

時
︶

第
五
回
Ｇ
2
0

国
会
議
長
会
議
参

加
及
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国

の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、一〇、
四

︵
議
長

決
定
︶
山
東
昭
子
君

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

六

︵
元
、
五、
八

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶
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議
員
派
遣
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表
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国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
四

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
2
4

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
ポ
ー

ラ
ン
ド
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

三〇、一〇、二九

︵
議
長
決
定
︶
藤
井
基
之
君

神
本
美
恵
子
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

五

︵
同

︶

イ
ン
ド
及
び
ネ
パ
ー
ル
連
邦
民

主
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

三〇、一〇、
二

︵
議
長
決
定
︶

宇
都
隆
史
君

イ
ン
ド

ネ
パ
ー
ル

五

︵
同

︶

小
川
克
巳
君

三
浦
信
祐
君

白

眞
勲
君

浜
口

誠
君

八

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
及

び
タ
イ
王
国
に
お
け
る
経
済
連

携
・
地
域
協
力
の
動
向
等︵
東

南
ア
ジ
ア
地
域
の
成
長
を
取
り

込
ん
だ
日
本
の
経
済
力
の
強
化

策
の
検
討
を
含
む
︶に
関
す
る

実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

三〇、一一、
二

︵
議
長
決
定
︶

福
岡
資
麿
君

宮
島
喜
文
君

難
波
奨
二
君

田
村
智
子
君

ベ
ト
ナ
ム

タ
イ

七

︵
同

︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
及

び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

三〇、一一、二二

︵
議
長

決
定
︶

岩
井
茂
樹
君

ベ
ト
ナ
ム

ラ
オ
ス

七

︵
同

︶

大
野
泰
正
君

四

秋
野
公
造
君

七

斎
藤
嘉
隆
君

六

第
百
九十七回

閉
会
後

矢
田
わ
か
子
君

七

第
二
十
七
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、一一、二二

︵
議
長
決
定
︶
柳
本
卓
治
君

福
島
み
ず
ほ
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

五

︵
同

︶

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
上
院
議

長
、
イ
ン
ド
連
邦
議
会
上
院
議

長
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国

国
会
議
長
の
招
待
に
よ
る
各
国

公
式
訪
問

三〇、一二、一一

︵
議
長

決
定
︶

︵
議
長
︶

伊
達
忠
一
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

イ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

八

︵
元
、
六、
九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

吉
田
博
美
君

魚
住
裕
一
郎
君

三

那
谷
屋
正
義
君

八

山
下
芳
生
君

七

儀
間
光
男
君

八

第
百
九十八回

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
第
八

回
日
中
議
員
会
議
出
席

三一、
一、三一

︵
議
長
決
定
︶

二
之
湯

智
君

こ
や
り
隆
史
君

自
見
は
な
こ
君

進
藤
金
日
子
君

そ
の
だ
修
光
君

伊
藤
孝
恵
君

小
川
敏
夫
君

竹
内
真
二
君

中
国

三

︵
同

︶

藤
巻
健
史
君

二

山
添

拓
君

三
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気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
四

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
2
4

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
ポ
ー

ラ
ン
ド
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

三〇、一〇、二九

︵
議
長

決
定
︶
藤
井
基
之
君

神
本
美
恵
子
君

ポ
ー
ラ
ン
ド

五

︵
同

︶

イ
ン
ド
及
び
ネ
パ
ー
ル
連
邦
民

主
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の

政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調
査

三〇、一〇、
二

︵
議
長
決
定
︶

宇
都
隆
史
君

イ
ン
ド

ネ
パ
ー
ル

五

︵
同

︶

小
川
克
巳
君

三
浦
信
祐
君

白

眞
勲
君

浜
口

誠
君

八

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
及

び
タ
イ
王
国
に
お
け
る
経
済
連

携
・
地
域
協
力
の
動
向
等︵
東

南
ア
ジ
ア
地
域
の
成
長
を
取
り

込
ん
だ
日
本
の
経
済
力
の
強
化

策
の
検
討
を
含
む
︶に
関
す
る

実
情
調
査
並
び
に
各
国
の
政
治

経
済
事
情
等
視
察

三〇、一一、
二

︵
議
長
決
定
︶

福
岡
資
麿
君

宮
島
喜
文
君

難
波
奨
二
君

田
村
智
子
君

ベ
ト
ナ
ム

タ
イ

七

︵
同

︶

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
及

び
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
に

対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発
援

助
に
関
す
る
調
査

三〇、一一、二二

︵
議
長
決
定
︶

岩
井
茂
樹
君

ベ
ト
ナ
ム

ラ
オ
ス

七

︵
同

︶

大
野
泰
正
君

四

秋
野
公
造
君

七

斎
藤
嘉
隆
君

六

第
百
九十七回

閉
会
後

矢
田
わ
か
子
君

七

第
二
十
七
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
王

国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

三〇、一一、二二

︵
議
長
決
定
︶
柳
本
卓
治
君

福
島
み
ず
ほ
君

カ
ン
ボ
ジ
ア

五

︵
同

︶

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
上
院
議

長
、
イ
ン
ド
連
邦
議
会
上
院
議

長
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国

国
会
議
長
の
招
待
に
よ
る
各
国

公
式
訪
問

三〇、一二、一一

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

伊
達
忠
一
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

イ
ン
ド

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

八

︵
元
、
六、
九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

吉
田
博
美
君

魚
住
裕
一
郎
君

三

那
谷
屋
正
義
君

八

山
下
芳
生
君

七

儀
間
光
男
君

八

第
百
九十八回

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
の
招
待
に

よ
る
同
国
公
式
訪
問
及
び
第
八

回
日
中
議
員
会
議
出
席

三一、
一、三一

︵
議
長
決
定
︶

二
之
湯

智
君

こ
や
り
隆
史
君

自
見
は
な
こ
君

進
藤
金
日
子
君

そ
の
だ
修
光
君

伊
藤
孝
恵
君

小
川
敏
夫
君

竹
内
真
二
君

中
国

三

︵
同

︶

藤
巻
健
史
君

二

山
添

拓
君

三
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国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

第
百
四
十
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
カ

タ
ー
ル
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

三一、
三、一四

︵
議
長

決
定
︶

中
野
正
志
君

カ
タ
ー
ル

六

︵
同

︶

相
原
久
美
子
君

七

英
国
上
院
の
招
待
に
よ
る
同
国

公
式
訪
問
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

令
和元

、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶

末
松
信
介
君

英
国

ポ
ル
ト
ガ
ル

六

︵
元
、一二、
九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

足
立
敏
之
君

八

大
家
敏
志
君

七

馬
場
成
志
君

一
〇

斎
藤
嘉
隆
君

白

眞
勲
君

六

第
百
九十九回

閉
会
後

里
見
隆
治
君

櫻
井

充
君

田
村
智
子
君

一
〇

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
政
府
が
保
有
す
る
秘

密
情
報
に
対
す
る
議
会
の
監
視

活
動
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び

に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

元
、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

猪
口
邦
子
君

江
島

潔
君

米
国
カ
ナ
ダ

六

︵
同

︶

堀
井

巌
君

五

杉
尾
秀
哉
君

六

谷
合
正
明
君

五

浜
口

誠
君

清
水
貴
之
君

六

第
二
百
回

︵
臨

時
︶

第
百
四
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
セ

ル
ビ
ア
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

元
、
八、二九

︵
議
長
決
定
︶
藤
末
健
三
君

矢
倉
克
夫
君

セ
ル
ビ
ア

六

︵
同

︶

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
五

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
2
5

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
ス
ペ

イ
ン
王
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

元
、一〇、二八

︵
議
長

決
定
︶
豊
田
俊
郎
君

芳
賀
道
也
君

ス
ペ
イ
ン

五

︵
二、
三、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
十
九
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

元
、一一、一一

︵
議
長

決
定
︶

羽
生
田

俊
君

小
野
田
紀
美
君

野
田
国
義
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

五

︵
同

︶

第
二
十
八
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

元
、一一、二一

︵
議
長
決
定
︶
中
曽
根
弘
文
君

片
山
大
介
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

七

︵
二、
四、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ブ
ー
タ
ン
王
国
及
び
タ
イ
王
国

に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発

援
助
に
関
す
る
調
査

元
、一一、二七

︵
議
長
決
定
︶

有
村
治
子
君

中
西

哲
君

ブ
ー
タ
ン

タ
イ

七

︵
同

︶

木
戸
口
英
司
君

五

宮
沢
由
佳
君

七

山
本
博
司
君

六
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一
一
八
二



第
百
四
十
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国
議

会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
カ

タ
ー
ル
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

三一、
三、一四

︵
議
長
決
定
︶

中
野
正
志
君

カ
タ
ー
ル

六

︵
同

︶

相
原
久
美
子
君

七

英
国
上
院
の
招
待
に
よ
る
同
国

公
式
訪
問
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

令
和元

、
八、一九

︵
議
長

決
定
︶

末
松
信
介
君

英
国

ポ
ル
ト
ガ
ル

六

︵
元
、一二、
九

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

足
立
敏
之
君

八

大
家
敏
志
君

七

馬
場
成
志
君

一
〇

斎
藤
嘉
隆
君

白

眞
勲
君

六

第
百
九十九回

閉
会
後

里
見
隆
治
君

櫻
井

充
君

田
村
智
子
君

一
〇

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
政
府
が
保
有
す
る
秘

密
情
報
に
対
す
る
議
会
の
監
視

活
動
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び

に
両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

元
、
八、二二

︵
議
長
決
定
︶

中
曽
根
弘
文
君

猪
口
邦
子
君

江
島

潔
君

米
国
カ
ナ
ダ

六

︵
同

︶

堀
井

巌
君

五

杉
尾
秀
哉
君

六

谷
合
正
明
君

五

浜
口

誠
君

清
水
貴
之
君

六

第
二
百
回

︵
臨

時
︶

第
百
四
十
一
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
セ

ル
ビ
ア
共
和
国
の
政
治
経
済
事

情
等
視
察

元
、
八、二九

︵
議
長

決
定
︶
藤
末
健
三
君

矢
倉
克
夫
君

セ
ル
ビ
ア

六

︵
同

︶

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
五

回
締
約
国
会
議︵
Ｃ
Ｏ
Ｐ
2
5

︶の

際
の
議
員
会
議
参
加
及
び
ス
ペ

イ
ン
王
国
の
政
治
経
済
事
情
等

視
察

元
、一〇、二八

︵
議
長
決
定
︶
豊
田
俊
郎
君

芳
賀
道
也
君

ス
ペ
イ
ン

五

︵
二、
三、
六

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
三
十
九
回
日
本
・
Ｅ
Ｕ
議
員

会
議
参
加
及
び
各
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

元
、一一、一一

︵
議
長

決
定
︶

羽
生
田

俊
君

小
野
田
紀
美
君

野
田
国
義
君

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

五

︵
同

︶

第
二
十
八
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム︵
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
︶

総
会
参
加
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
連
邦
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

元
、一一、二一

︵
議
長
決
定
︶
中
曽
根
弘
文
君

片
山
大
介
君

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

七

︵
二、
四、二七

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

ブ
ー
タ
ン
王
国
及
び
タ
イ
王
国

に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
開
発

援
助
に
関
す
る
調
査

元
、一一、二七

︵
議
長

決
定
︶

有
村
治
子
君

中
西

哲
君

ブ
ー
タ
ン

タ
イ

七

︵
同

︶

木
戸
口
英
司
君

五

宮
沢
由
佳
君

七

山
本
博
司
君

六
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三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
八
三



国
会
回
次

目

的

派

遣

決
定
日

派
遣
議
員

派

遣

地

派
遣
日
数

派

遣

報

告

備

考

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
及
び
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す

る
調
査

元
、一一、二八

︵
議
長
決
定
︶

岩
井
茂
樹
君

こ
や
り
隆
史
君

古
賀
之
士
君

若
松
謙
維
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

七

︵
同

︶

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
及
び
ペ

ル
ー
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国

の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調

査

元
、一一、二九

︵
議
長

決
定
︶

堀
井

巌
君

松
山
政
司
君

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ペ
ル
ー

米
国

八

︵
同

︶

岩
渕

友
君

一
〇

エ
チ
オ
ピ
ア
連
邦
民
主
共
和

国
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国

及
び
ウ
ガ
ン
ダ
共
和
国
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

元
、一一、二九

︵
議
長
決
定
︶

宇
都
隆
史
君

タ
ン
ザ
ニ
ア

ウ
ガ
ン
ダ

エ
チ
オ
ピ
ア

七

︵
同

︶

太
田
房
江
君

九

第
二
百
回

閉
会
後

鈴
木
宗
男
君

六

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
国
民

議
会
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義

共
和
国
国
会
の
招
待
に
よ
る
両

国
公
式
訪
問

元
、一二、
四

︵
議
長

決
定
︶

︵
副
議
長
︶

小
川
敏
夫
君

ラ
オ
ス

ベ
ト
ナ
ム

八

︵
同

︶

岡
田

広
君

七

青
木

愛
君

八

谷
合
正
明
君

四

松
沢
成
文
君

井
上
哲
士
君

八

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
上
院
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

元
、一二、
六

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

山
東
昭
子
君

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

ブ
ラ
ジ
ル

一
〇

︵
同

︶

世
耕
弘
成
君

七

長
浜
博
行
君

一
〇

西
田
実
仁
君

七

石
井
苗
子
君

大
門
実
紀
史
君

一
〇

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
オ
ラ

ン
ダ
王
国
に
お
け
る
農
林
水
産

業
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

元
、一二、一三

︵
議
長

決
定
︶

山
田
俊
男
君

徳
茂
雅
之
君

難
波
奨
二
君

浜
田
昌
良
君

武
田
良
介
君

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

七

︵
同

︶

第
二
百
四
回

閉
会
後

第
十
三
回
女
性
議
長
会
議
及
び

第
五
回
世
界
議
長
会
議
参
加

三、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶
︵
議
長
︶

山
東
昭
子
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

六

︵
三、一二、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
百
八
回

第
百
四
十
四
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

四、
三、
一

︵
議
長
決
定
︶
中
西

哲
君

鉢
呂
吉
雄
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

七

︵
四、
六、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶
一
一
八
四



フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
及
び
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
に
対
す
る
我

が
国
の
政
府
開
発
援
助
に
関
す

る
調
査

元
、一一、二八

︵
議
長
決
定
︶

岩
井
茂
樹
君

こ
や
り
隆
史
君

古
賀
之
士
君

若
松
謙
維
君

フ
ィ
リ
ピ
ン

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

七

︵
同

︶

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
及
び
ペ

ル
ー
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国

の
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
調

査

元
、一一、二九

︵
議
長
決
定
︶

堀
井

巌
君

松
山
政
司
君

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ペ
ル
ー

米
国

八

︵
同

︶

岩
渕

友
君

一
〇

エ
チ
オ
ピ
ア
連
邦
民
主
共
和

国
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国

及
び
ウ
ガ
ン
ダ
共
和
国
に
対
す

る
我
が
国
の
政
府
開
発
援
助
に

関
す
る
調
査

元
、一一、二九

︵
議
長
決
定
︶

宇
都
隆
史
君

タ
ン
ザ
ニ
ア

ウ
ガ
ン
ダ

エ
チ
オ
ピ
ア

七

︵
同

︶

太
田
房
江
君

九

第
二
百
回

閉
会
後

鈴
木
宗
男
君

六

ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
国
民

議
会
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義

共
和
国
国
会
の
招
待
に
よ
る
両

国
公
式
訪
問

元
、一二、
四

︵
議
長
決
定
︶

︵
副
議
長
︶

小
川
敏
夫
君

ラ
オ
ス

ベ
ト
ナ
ム

八

︵
同

︶

岡
田

広
君

七

青
木

愛
君

八

谷
合
正
明
君

四

松
沢
成
文
君

井
上
哲
士
君

八

ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
上
院
の

招
待
に
よ
る
同
国
公
式
訪
問
及

び
各
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視

察

元
、一二、
六

︵
議
長
決
定
︶

︵
議
長
︶

山
東
昭
子
君

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

ブ
ラ
ジ
ル

一
〇

︵
同

︶

世
耕
弘
成
君

七

長
浜
博
行
君

一
〇

西
田
実
仁
君

七

石
井
苗
子
君

大
門
実
紀
史
君

一
〇

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
オ
ラ

ン
ダ
王
国
に
お
け
る
農
林
水
産

業
に
関
す
る
実
情
調
査
並
び
に

両
国
の
政
治
経
済
事
情
等
視
察

元
、一二、一三

︵
議
長
決
定
︶

山
田
俊
男
君

徳
茂
雅
之
君

難
波
奨
二
君

浜
田
昌
良
君

武
田
良
介
君

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

七

︵
同

︶

第
二
百
四
回

閉
会
後

第
十
三
回
女
性
議
長
会
議
及
び

第
五
回
世
界
議
長
会
議
参
加

三、
七、二六

︵
議
長
決
定
︶
︵
議
長
︶

山
東
昭
子
君

オ
ー
ス
ト
リ
ア

六

︵
三、一二、二〇

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

第
二
百
八
回

第
百
四
十
四
回
Ｉ
Ｐ
Ｕ︵
列
国

議
会
同
盟
︶会
議
参
加
及
び
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
政
治
経

済
事
情
等
視
察

四、
三、
一

︵
議
長

決
定
︶
中
西

哲
君

鉢
呂
吉
雄
君

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

七

︵
四、
六、一五

議
院
運
営

委
員
会
に

報
告
書
提

出

︶

三
三　

議
員
派
遣
一
覧
表

一
一
八
五


